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1. 平成 30年度講演会等概要 

 
名 称 プ ロ グ ラ ム 日時、場所 開 催 状 況 

「港湾の施設

の技術上の基

準」北海道地区

講習会 

・開会挨拶 CPC理事長 川合紀章 

・「港湾の施設の技術上の基準」の改訂概要 

国土交通省港湾局 技術企画課 技術監理室 

川俣満課長補佐 

・総論・改良設計・部分係数法・参考技術資料 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 港湾研

究部 宮田正史港湾施設研究室長 

・維持管理・施工・材料・構造 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 港湾研

究部 丹生清輝港湾新技術研究官 

・耐震設計・基礎・地盤改良 

(国研)海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技

術研究所 野津厚地震防災研究領域長 

・海象・耐波設計・耐津波設計 

(国研)海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技

術研究所 海洋研究領域 鈴木高二朗耐波研究グ

ループ長 

・性能照査事例 

北日本港湾コンサルタント(株) 第 2技術部 加

地隆之部長 

・航路・荷役 

国土交通省 国土交通政策研究所 山形創一研

究調整官(前国土交通省 国土技術政策総合研究

所 港湾研究部 港湾計画研究室長) 

・環境 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 沿岸海

洋・防災研究部 岡田知也海洋環境・危機管理研

究室長 

 

平成 30 年 6 月 6 日 
TKP 札幌駅カンファレン

スセンター 

参加者数：207 人 

CPC 総会講演

会 
・「北極海航路の現状と展望」 

  北海道大学北極域研究センター 

 教授 大塚夏彦 氏 

 

平成 30 年 6 月 12 日 
京王プラザホテル札幌 

参加者数：162 人 
 

第５回 CPC 講

演会 

・主催者挨拶 CPC部長 北原 繁志 

・基調講演「北海道産品の海外展開について」NPO

法人マリンネットワーク理事長、中央大学研究開

発機構准教授(客員)、苫小牧漁業協同組合みなと

アドバイザー 片石温美 氏 

・成果報告 

(1) 海外物流基盤の構築 

(一社)北海道国際流通機構代表理事 鳥取義之 氏 

平成 30 年 9 月 13 日 
TKP 札幌駅カンファレン

スセンター 

参加者数：50 人 
 



 (2) 輸出促進に向けての現状分析―LCL 貨物に着

目して― 

北海道開発局港湾計画課、CPC次長 田中 淳 

(3) 漁獲物の品質向上に資する岸壁屋根のコスト

縮減化の視点 

北海道開発局港湾建設課、CPC次長 吉田 徹 

平成 30 年度

CPC 技術講習

会(留萌会場) 

・主催者挨拶 CPC 部長 北原 繁志

・基調講演「海外物流基盤の構築」

(一社)北海道国際流通機構代表理事 鳥取義之 氏 
・成果報告 

(1) 輸出促進に向けての現状分析―LCL 貨物に着目

して― 

北海道開発局港湾計画課、CPC次長 田中 淳 

(2) 漁獲物の品質向上に資する岸壁屋根のコスト

縮減化の視点 

北海道開発局港湾建設課、CPC 次長  吉田 徹 

平成 30 年 9 月 26 日 
留萌市中央公民館

参加者数：43 名 

ザ・シンポジウ

ムみなと in 石

狩

・主催者挨拶  笹島 隆彦(ザ・シンポジウムみなと

実行委員会委員長) 
・開催地代表挨拶 石狩市長 田岡 克介 氏
・記念対談「移住して感じた北海道の魅力」

 千堂あきほ氏 × 野宮範子氏

・基調講演「次世代のエネルギー供給における石狩

湾新港の役割」北海道大学工学研究院エネルギー

環境システム部門・特任教授 近久 武美 氏

・パネルディスカッション

「石狩湾新港が担う、北海道のエネルギー供給」

コーディネーター

フリーアナウンサー 野宮 範子 氏
パネリスト          石狩市長 田岡 克介 氏
パネリスト  北海道大学工学研究院 エネルギー

環境システム部門・特任教授

近久 武美 氏
パネリスト 北海道電力株式会社 経営企画室

担当部長 電源計画グループリーダー

木元 伸一 氏
パネリスト (株)グリーンパワーインベストメント 

専務執行役員      幸村 展人 氏
パネリスト 女優・タレント   千堂あきほ 氏

平成 30 年 12 月 20 日 
留萌市中央公民館 講堂

参加者数：250 人 



2.「港湾の施設の技術上の基準」北海道地区講習会 

 

2.1 開会挨拶 

川合 紀章 ((一社)寒地港湾技術研究センター理事長) 

 みなさん，おはようございます．寒地港湾技術研究セン

ターの川合と申します．講習会の開催に先立ちまして，主

催者を代表して一言ご挨拶を申し上げたいと思います．本

日はみなさま何かとご多用の中，このように多くの方にこ

の講習会にご参加いただきましてありがとうございまし

た．心からお礼を申し上げます． 

さて，みなさんすでにご承知だと思いますけども「港湾

の施設の技術上の基準」，これが今年の 4月に 11年ぶりの

大きな改訂が行われたところでございます．前回の改訂の

平成 19 年の時は，国土交通省港湾局の後援の元に日本港

湾協会さんの方で，全国で札幌も入れて 4か所で改訂に当

たっての講習会が開催されたところでございます．今回の

改訂に当たりましては，日本港湾協会さんの方で行った講

習会は東京で 2回のみということになりました．北海道か

らも東京の講習会にご参加された方がいらっしゃると思

いますけども，なかなか北海道から多くの方が講習会に出

席するということはならなかったところでございます．そ

こで，私ども寒地港湾技術研究センターと北海道ポートエ

ンジニアリング協会と共催・主催いたしまして，それから

国土交通省北海道開発局の後援をいただきまして，今回北

海道地区講習会の開催というふうになったわけでござい

ます． 

少し宣伝も兼ねてお話させていただきますと，私ども寒

地港湾技術研究センターでは港湾法に定める技術基準に

基づく確認審査機関，技術基準の確認審査機関として登録

されてございます．これは北海道で民間の方々が港湾の施

設の建設・改良する場合は，その設計が技術基準に適合し

ているかどうかを審査する，そういう業務を実施してござ

います．従いまして私どもにとって「港湾の施設の技術上

の基準」というのは，まさにその考え方とかその内容を熟

知しておく必要がございます．それから共催いただいてお

ります北海道ポートエンジニアリング協会さんというの

は，北海道の港湾関係のコンサルタントさんの集まりでご

ざいまして，もちろん業務として港湾の設計をするという

ことで，「港湾の施設の技術上の基準」というのはなくて

はならないものだということでございます．そこで私ども，

今回は広く北海道の港湾技術者のみなさまも含めて，新し

い技術基準の変更について理解する場としてこの講習会

を設けた次第でございます．このように多くの方々にご参

加いただきまして，深く感謝申し上げる次第でございます． 

本日の講習会では大変お忙しい中，国土交通省港湾局技

術企画課技術管理室から川俣課長補佐においでいただい

ていることを始めとしまして，国土交通省国土技術総合研

究所さま，それから国土交通省国土交通政策研究所さま，

国立研究開発法人港湾空港技術研究所さまなどから，それ

ぞれの分野の第一人者の方々に講習をお願いしていると

ころでございます．みなさん大変お忙しい中，快く今回の

講習をお引き受けいただいたところでございます．心から

厚くお礼を申し上げます．また先ほど司会の方からもご案

内申し上げましたけども，本日みなさまに配布させていた

だいておりますテキスト，これは公益社団法人日本港湾協

会さんの方から提供いただいたところでございます．深く

感謝申し上げる次第でございます． 

本日ご参加のみなさまにとって，この講習会が，改訂さ

れた技術基準，これをより深く理解する場になれば幸いと

いうふうに考える次第でございます．以上，甚だ簡単では

ございますけれども，講習会開催に当たってのご挨拶をさ

せていただきます．本日はありがとうございます．また，

本日はどうぞよろしくお願いいたします． 

5



2.2 「港湾の施設の技術上の基準」の改訂概要 

国土交通省港湾局 技術企画課 技術監理室 課長補佐 

川俣 満 氏 

 ただいまご紹介いただきました国土交通省 港湾局の川

俣と申します．どうぞよろしくお願いいたします．私，6

年ほど前に北海道開発局の港湾空港部に勤務させていた

だいたことがありまして，当時ご指導いただいた先輩方，

また今回，基準改訂で色々お世話になった先生方の前でこ

ういう説明をするのは甚だ恐縮ではございますけれども，

30 分強，基準改訂の概要と，主に法律の面の改訂内容を

ご説明したいと思います． 

まず今回の基準改訂の概要でございますけれども，川合

理事長のご挨拶にもありました通り，前回平成 19 年です

ね，性能規定化であるとか信頼性設計法の導入，あるいは

ISOとの整合を図るという観点で大規模な改正を行いまし

て，それ以来，約 11年ぶりの改正になります． 

平成 19 年に改訂を行って以降，それぞれの実証に応じ

てここにあるように部分改訂を色々と行ってきたところ

です．例えばコンテナクレーンの逸走事故が起きた時には

それに対応して逸走防止に関する事項を規定しておりま

すし，平成 25 年には東日本大震災の被害を受けまして，

粘り強い港湾構造物，主に防波堤ですけども，それに関す

る技術基準の一部改訂，それから笹子トンネル崩落事故が

起きた際には，それを踏まえて維持管理の観点から点検基

準の強化等の改訂を行ってきたところです．これらの改訂

の経緯等踏まえまして，平成 30 年の改訂ではここにある

5つのポイントで改訂を行っております． 

1点目が生産性向上の推進ということで，国土交通省の

石井大臣を筆頭に色々取り組んでおりますけども，今後，

建設現場における労働力不足が発生することが見込まれ

ておりますので，それに対応するための調査・設計・施工・

維持管理の建設生産プロセスの効率化に向けて考慮すべ

き事項等を追加しています． 

2 点目は既存ストックの有効活用の促進ということで，

みなさんご承知の通りなかなかゼロから新しい岸壁を作

るような工事はこれから先ないと思いますので，今あるス

トックをいかに有効に使っていくかと．主に改良設計等の

視点でどういうことを考えていけばいいかということを

今回の基準の改訂の中で盛り込んでいます． 

3点目が防災・減災対策の強化ということで，切迫する

南海トラフであるとか，首都直下等の巨大地震に対して対

応していくために，東日本大震災であるとか熊本地震の教

訓を踏まえまして，それに必要な改訂を行っています． 

4点目が国際競争力の強化ということで，コンテナ船で

あるとか，またクルーズ船の大型化等が進んでおりますの

で，それを円滑に効率的に受け入れるための港湾機能の強

化に向けた基準の改訂を行っております． 

5点目が環境への配慮ということで，環境に関する新た

な知見を踏まえた基準の改訂を行いまして，海域環境の保

全・再生・創出を図っていきたいと，そういう内容になっ

ています(図-2.2.1)． 

今ご説明した 5点について，それぞれ概略を説明いたし

ます．この資料は今年の 2月 2日に国土交通省の方でプレ

スした内容をそのまま載せていますので，すでにご案内の

部分もあるかと思いますけども念のためもう一度ご説明

いたします． 

まず生産性向上の推進に向けた規定の拡充ということ

で，先ほどご説明したように，労働力不足に対応するため

に調査・設計・施工・維持管理の建設生産プロセスの効率

化に向けて考慮すべき事項を明確化するということで，設

計における施工及び維持への配慮事項に ICT の活用や規

格化，プレキャストなどを想定していますけども，標準化

された部材の活用等による生産性の向上にも配慮するこ

とが望ましいという文言を追加しまして，設計に当たって

こういうことを考えていただければというふうに考えて

います．また一連の建設生産プロセスにおける ICTの活用

であるとか，3次元データ等の共有に関する規定も追加し

ておりますので，これで i-construction の推進にお役に

立てればと思っています． 

 2点目は荷重抵抗係数アプローチによる部分係数法の導

入ということで，平成 19 年の改訂の際に設計方法，標準

的な照査手法を大幅に改訂しまして，部分係数法というも

のを導入しておりますけども，従来の部分係数法ですが左

下にあるように個々の設計パラメータに個々の部分係数

を乗じるということでかなり数字が多くて，設計に当たっ

て数字を追っていくような作業になっているというよう

なご指摘も踏まえまして，今回荷重抵抗アプローチという

ことで，作用の項と抵抗の項それぞれに 1つだけ係数を設

           図-2.2.1 
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定しまして，数字を追うのではなくて少し物理的な現象等

もイメージしていただきながら設計をしていただけるよ

うな形にしております．もちろん係数が少なくなりますの

で，設計の簡素化であるとか作業の軽減といった面で生産

性の向上にも期待しているということになっております

(図-2.2.2)． 

3点目が既存ストックの有効活用の促進等に向けた規定

の拡充ということで，ここに大きく分けて 2点ございまし

て，まずは施設の適切な維持管理や施工の安全確保に係る

記載の拡充ということで，設計段階において施工や維持管

理への配慮，そういう事項に関する記載を拡充しておりま

す．例えばここにあるように維持管理を容易にする点検歩

廊の設置を設計時から考慮すると，そういったことを考え

ております．2点目が右側にある既存施設の改良設計に係

る考え方の明確化ということで，これまで改良設計に当た

ってどういう 

流れで設計の検討をしていけばいいのかというのが基準

上明確でなかったこともありますので，今回の改訂の中で

できるだけやりやすいような形，全体手順であるとか基本

事項などの考え方を書きまして，既存ストックの有効活用

の一助になればということを考えております(図-2.2.3)． 

3点目が防災・減災対策の強化に係る規定の拡充となり

ます．主に東日本大震災であるとか熊本地震の教訓を踏ま

えた改訂内容になっています．防災・減災対策の 1点目は

耐津波設計・粘り強い構造の高度化ということで，これま

で平成 23 年の東日本大震災が起きまして，先ほどご説明

した平成 25 年の基準の部分改正を実施して，その際に耐

津波設計のガイドラインであるとか色々な書き物を港湾

局でも出しておりますけども，そういった内容を今回の改

訂のタイミングで同解説の中に反映していったというイ

メージになります．ですので基本的にこのタイミングで，

この改訂の中で粘り強い構造に関する考え方が大幅に変

わったということはありませんが、ここにあるように腹

           図-2.2.2 

付工であるとか洗掘防止工の効果の確認手法，いわゆる照

査方法について少しこれまでの研究成果を踏まえて書き

足した部分もございます．防災・減災対策の 2点目が右上

の石油 LPG・LNG 荷役機械における緊急離脱に係る措置と

いうことで，東日本大震災の際に係留していた石油ですと

か LPG を取り扱うタンカーが津波が迫り来る中で円滑に

離岸できずに津波の被害を受けて，港の中を漂って色々な

被害をもたらしたということがございまして，それを踏ま

えまして，緊急離脱を可能とする措置ということを今回の

基準改訂の中で新たに追加しています．具体的にはここに

あるローディングアーム等の先端に緊急離脱を可能にす

る緊急離脱装置というものを設置していただくか，又は津

波が発生した時の運用体制を明確にしていただくと．そう

いったことを考えています．防災・減災対策の 3点目が設

計条件の見直しということで，これまでの技術的な知見の

蓄積を踏まえましてうねり性波浪を新たに規定するとか，

あるいは重力式岸壁における地震動に関する照査用震度

式の運用の一部見直し等を行っています．防災・減災対策

の 4 点目が熊本地震における被災を踏まえた対応という

ことで，熊本地震においてはフェリー埠頭の可動橋が少し

被害を受けたということで，これを踏まえた基準の改訂を

行っています(図-2.2.4)． 

次は国際競争力の強化及び基準の国際化に係る規定の

拡充でございます． 1点目が船舶の大型化への対応とい

うことで，これまでも船舶の大型化の状況を適時踏まえま

して標準船型の更新を随時行ってまいりました．今回はコ

ンテナ船とクルーズ船が従来に比べて大型化してきてい

るということで，その諸元を更新しています．またクルー

ズ船が 10 年前に比べてかなりの数が全国的に寄港してい

ますので，クルーズに対応する港湾施設というものを検討

する際に，どういうことを考えればいいのかということ，

あるいは全国的にどういうふうに対処しているかという

ことを把握していただきやすくするために専門埠頭編と

           図-2.2.3 
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いう中でクルーズ埠頭という括りを新たに設けています．

2点目が荷役作業の高度化及び安全確保ということで，ま

ずは遠隔操作化された移動式荷役機械というものを港湾

の技術基準の対象施設に追加しています．何のことかとい

うと，ここにあるように RTG（ゴムタイヤ式トランスファ

ークレーン）を自動化あるいは遠隔操作化した時に求める

安全上の基準を港湾法の体系の中に追加したということ

になります．日本では今，名古屋の飛島埠頭だけで実用化

されている技術ですけども，世界的にはどこの荷役でもや

っている技術ですし，将来的には日本でも導入される可能

性があるのかなということで，今回このタイミングで追加

しています．また，繋離船作業の安全確保に向けた配慮が

必要であることを明文化するということで，繋離船作業，

いわゆる綱取りの方たちの作業ですけども，ここにあるよ

うに例えば防舷材に綱が引っ掛かるとそれを外す作業で

あるとか，それに集中するあまり船に接近する危険性であ

るとか，切れたロープが人に当たる危険性であるとかそう

いうところの認知が遅れるということで，ここにバーが下

に降りていますけども，こういう引っ掛かりを防止するよ

うな対策を是非設計の際に考えていただきたいというこ

とで規定を追加しています． 

次が参考なんですけども，基準の国際化ということで，

日本の企業さんが海外に出て行く際に日本の基準をその

まま説明できると海外においても，日本の企業の競争力が

高まるのではないかというふうに考えておりまして，海外

で日本の基準が使いやすくなるように，海外で多く見られ

る施設，傾斜提等に関する内容も拡充しております(図

-2.2.5)． 

 それから環境への配慮に係る規定の拡充の内容になり

ます．環境については技術上の基準の中で今まで配慮事項

ということで，環境にも配慮して施設の設計から施工を行

ってくださいということになっていました．今回はその配

慮事項という扱いは変更していませんけれども，配慮する

           図-2.2.4 

時に，具体的には生物共生型の施設等を作る際に求める基

準を明文化したということになります．左側の環境の保全

に資する構造物に係る規定の新設というのがその内容に

なりまして，生物共生型の施設を作る際に，施設本来の機

能を損なわずに港湾の環境を保全できるように所要の要

求性能，性能規定を定めたということになります．また環

境に関する技術，色々と港湾空港技術研究所さんを始めみ

なさまに研究していただきまして，その研究成果を踏まえ

て自然再生技術に関する規定の拡充であるとかその他ブ

ルーカーボンに関する記載等を拡充しています．また一番

最後にリサイクル材料の環境利用に関する記載を拡充と

ありますけども，技術基準改訂に合わせまして，今年 4月

に港湾局でもリサイクルガイドラインというものを改訂

しているところです(図-2.2.6)． 

 以上が改訂の内容になりまして，ここから先はおさらい

と言いますか念のためですけども，まず港湾の技術基準の

体系，もうすでにご案内しておりますけども，港湾法の第

五十六条の二の二というところで，水域施設等の政令を定

める港湾の施設については，他の法令がある場合にはその

規定によるほか技術基準対象施設に必要とされる性能に

関して省令で定める技術上の基準に適合するように建

           図-2.2.5 
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設・改良又は維持しなければならないということになって

います．ですので他の法令がある場合にはその法令を遵守

していただいた上でその上乗せとして港湾の技術基準があ

るという形になっています．体系はここにあるように，ピ

ラミッド型の中身になっていまして法令の技術基準の世界

で，目的それから要求性能，性能規定を明文化しまして，

その具体的な性能照査手法いわゆる設計方法を同解説の中

で書いていると．この間を繋ぐ内容として，港湾局長の通

達というものを出しておりまして，参考として港湾管理者

さん等に送付しているという体系になっています(図

-2.2.7)． 

 性能規定化されたことに伴いまして，技術基準の適合性

確認制度というものも平成 19 年から始めていまして，技

術基準対象施設のうち公共の安全その他の公益上影響が

著しい施設ということで定められたものについては適合

性確認をお願いしています．これは先ほど川合理事長のお

話にもありましたけども，北海道では寒地港湾技術研究セ

ンターさんが登録確認機関として認定されておりまして，

そこにご相談いただくと確認が取れるというスキームに

なっております．このスキームは今回の改訂でも全く変更

はございません(図-2.2.8)．これがご参考の体系図です

 

図-2.2.7 

図-2.2.8 

 (図-2.2.9)．先ほどの適合性確認制度ですけども国土交

通大臣が定めた設計方法を用いる場合は確認が不要とい

うただし書きがございまして，その設計手法というのがこ

の左下にある港湾法第五十六条の二の二第三項ただし書

きの設計方法というものがございまして，これに則ってい

ただくと適合性確認を受けなくていいという，一応そうい

うルールになっています．ただ実際には非常に原始的な式

しか書いていませんので，基本的には適合性確認を実施し

ていただくことになるのかなというふうに思っておりま

す．この設計方法の部分は基本的には今回は変更していま

せん． 

今回の基準改訂の経緯でございますけども，平成 26 年

から港湾局では「技術基準のあり方検討委員会」というも

のを立ち上げまして，港湾管理者さんであるとかコンサル

タントのみなさまに色々意見を伺いながら検討を進めて

まいりました．平成 28 年 8 月に『改訂方針』というもの

を公表しまして，そこからいわゆる具体化の作業を進めて

昨年の 9 月に政令の改正，同年 12 月には関係する省令・

告示の改正の公布を行っております． 

 ここまでは先ほどご説明した基準の規定概要の中身な

んですけども，そのあと追加で色々とやっていまして，平

成 30年 3月には告示の一部を改正する告示ということで，

これは何をやっているかというと，洋上風力の風車に作ら

れる係留施設に関する基準というものを追加しています．

後ほどご説明いたします．また同年 3 月 31 日には維持に

関して必要な事項を定める告示というものも改正してお

りまして，これは民有護岸の点検に関する頻度を改正する            

中身になっています．これもまたご説明いたします．そし

て今年の 4月 1日に改正後の政令，省令，告示を施行して

おります(図-2.2.10)．施行に当たっては経過措置という

のを設けておりまして，施行の際に現に設置されている施

設，要は既存の施設が新しい基準に適用しなくてもいいで

すよと．そういう経過措置があります．ですので先ほどご
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説明したような移動式荷役機械であるとか，あるいは緊急

離脱装置を付けてくださいという話をしたと思いますけ

ども，それについては既存のものに関しては適用されない

ということで，今後新しく設計するものあるいは改良と言

って大幅に仕様変更するような場合には今回の基準に適

合していただくと，そういう体系になっています．ここは

ご参考です．改訂方針として平成 28 年 8 月に公表した際

にこういう区分で整理したというものになります(図

-2.2.11)． 

ここから先は少し細かいんですけども，基準の関係の法

令の各事項についてご説明したいと思います．なかなか法

令の条文までご確認していただく機会もないかと思いま

すけども，少しお付き合いいただければと思います． 

港湾法施行令の改正，平成 29 年 9 月 27 日に公布して，

関連する省令・告示を同年 12 月 26 日に公布しています．

改正した内容は 7点ありまして，1点目が先ほどもご説明

したように遠隔操作化された移動式荷役機械の技術基準

の制定．2点目が環境の保全に資する構造に係る技術基準

の制定．3 点目が LPG 荷役機械，LNG 荷役機械に係る技術

基準の制定です．4点目が適合性確認制度の手数料の見直

し．5点目がただし書の設計方法の記載用語を一部直して

           図-2.2.10 

図-2.2.11 

おります．さらに平成 30年 3月 26日に再生可能エネルギ

ー発電設備の下部工に係る技術基準の制定ということで，

洋上風力の風車の部分に関する基準の制定です．7点目が

民有護岸・岸壁・桟橋の定期的点検に関する規定の制定と

いうことになります(図-2.2.12)． 

1点目の遠隔操作化された移動式荷役機械の基準の制定

というところでございますけども，移動式荷役機械，この

右上にあるようなコンテナターミナルにある RTG のよう

なものを想定しておりますけども，これが自動的又は遠隔

操作により荷役を行うことができるものについては技術

基準対象施設に追加して，安全かつ効率的な港湾機能を確

保するための所要の要求性能，性能規定及び危険防止に関

する対策を定めるということになっています．具体的には

港湾法施行令，政令でこの第十九条の八というところで，

移動式施設（移動式荷役機械にあっては，自動的に，又は

遠隔操作によりに荷役を行うことができるものに限る）．

というものを追加して，この条文によって移動式荷役機械

が港湾の技術基準の対象に追加されたということになり

ます．移動式荷役機械に対して求める技術上の基準の中身

が基準省令と告示が落ちておりまして，細かい中身は 10

ペ ー ジ の 告 示 に 書 い て あ り ま す ( 図 -2.2.13) ．

 

図-2.2.12 

 

図-2.2.13 
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 特徴的なのは第八十三条の六で，移動式荷役機械を利用

する荷さばき地にあっては，貨物の安全かつ円滑な荷さば

きが行えるよう，必要に応じて，衝突防止のための適切な

措置が講じられていること．ということで，自動で荷役機

械を動かすことになりますので，その安全確保のために衝

突しないような措置を取ってくださいということになり

ます．さらに維持告示の中で，危険防止に関する対策とい

う条が第五条にございまして，ここは従来ガントリークレ

ーンの逸走防止の措置に関する規定を書いていたところ

でございますけれども，そこにガントリークレーンの逸走

防止と同じようなスキームで赤文字でありますように，移

動式荷役機械を使用する施設については，当該施設におけ

る衝突防止に必要な措置及び当該措置の実施について責

任を有する者の明確化ということで，どのように衝突防止

を行うのかということを考えていただくようなスキーム 

になっています(図-2.2.14)．これが遠隔操作化される移

動式荷役機械の例です．RTGであるとか，名古屋の場合は

この AGVという自動の貨物自動車がございますし，海外で

はこのストラドルキャリヤーというものが自動化されて

いるような話もありまして，こういったものが対象になり

得るのかなというふうに考えております(図-2.2.15)．今

           図-2.2.14 

図-2.2.15 

回の技術基準対象施設の追加によって，港湾の施設いわゆ

る技術基準の対象の施設の中にこの赤文字の移動式施設

というものが追加されまして，ここにあるようなものが技

術基準の対象になっているということになります(図

-2.2.16)． 

 それから 2 点目が環境の保全に資する構造に係る技術

基準の制定ということで，環境の保全に資する施設に必要

な要求性能，性能規定を定めるということになります．例

えば防波堤であれば，防波堤の機能を阻害しないように浚

渫土砂を活用した盛土等が行われていると思いますけど

も，こういったものを実施する際に技術基準に適合するよ

うに行ってくださいという中身になります．具体な条文は

ここにあるように実質的には何も書いてありませんで，当

該防波堤の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全でき

るよう，国土交通大臣が定める要件を満たしてくださいと

いうことと，告示にいってもですね，環境の保全，当該施

設の本来の機能を損なわず，当該施設が置かれる自然状況

等に応じて，港湾の環境を保全できるよう，所要の諸元を

有すること．という記載になっています．これを具体的に

どのように照査していくかということについては，午後の

部の国土技術政策総合研究所の岡田室長から詳しい話が

           図-2.2.16 

図-2.2.17 
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あると思いますのでこれは割愛します(図-2.2.17，図

-2.2.18)． 

 それから 3点目ですけども，LPGと LNG荷役機械に係る

技術基準の制定ということで，港湾の技術上の基準では従

来，石油荷役機械というものだけが個別に切り出して明文

化した基準があったんですけども，そこに LPGと LNGいわ

ゆる危険物を取り扱う荷役機械について，個別に要求性能

等を定めています．その中で今回追加したのが東日本大震

災で船舶が円滑に離岸できなかったため荷役機械が壊れ

たり，人の被害が出たということで，緊急離脱を可能にす

る措置に関する事項というものを追加しています．これは

※印にありますけども，海上保安庁においても平成 26 年

の時点で大型タンカー及び大型タンカーバースの安全防

災対策基準という行政指導の指針が出ておりまして，ここ

においても大型タンカーバースに緊急離脱装置を設備す

ることとしておりまして，そこと同じような中身が追加さ

れたというイメージになります．ただしあくまでも我々が

求めているのは緊急離脱を可能とする措置ということで

すので，その答えは，緊急切り離し装置を必ず設置しなけ

ればいけないというわけではないということはご理解い

ただければと思います．具体にはこのような条文になって

           図-2.2.18 

図-2.2.19 

いまして，基準告示の中で一番下の部分です，緊急時にお

ける船舶の係留施設からの移動に支障とならないための

適切な措置が講じられていること．ということを荷役機械

の性能規定の中で定めているところです(図-2.2.19，図

-2.2.20)． 

それから 4 点目の適合性確認制度の手数料見直しとい

うことですけども，先ほどご紹介したように登録確認機関

がございます．登録確認機関がある場合は国土交通大臣が

実施することはないんですけども，登録確認機関がなくな

った場合，あるいは何らかの理由で登録確認を実施できな

い場合には，国土交通大臣が行えることになっていまして，

その際の手数料を改訂したということになります．具体な

金額等は省略しておりますけども，省略している理由は，

今，寒地港湾技術研究センターさんもいらっしゃいますし，

東京の方では沿岸技術研究センターも適合性確認を実施

していますので，特に適用する場面がないかなということ

になります．改訂の考え方としてはご承知のとおり昨今，

業務者単価が上がっておりまして，そういった観点を踏ま

えまして 11年ぶりに改正したということになります． 

それから 5 点目がただし書の設計方法の名称及び記載

用語の適正化ということで，記載用語の適正化というのは

           図-2.2.20 

図-2.2.21 
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何かと言うと，この下にあるように従来のただし書の告示

の中で圧密の部分である日本工業規格の土の圧密試験方

法に基いて得られた値によって算定するものとするとい

う記載がございましたけども，実はこの JISの規格の名前

が変わりまして，今，土の圧密試験方法という名称ではな

いので，そういったものを適宜その度に改正するのは少し

しんどいですし，ユーザーのみなさまにも中身が変わった

のかということで誤解を与える可能性もあるということ

で，今回は JISによる方向であればいいですよという形の

改正を行っているところです(図-2.2.21)． 

 それから 6 点目ですけれども，これは平成 30 年 3 月に

公布して同年 4 月に施行した再生可能エネルギー発電設

備の下部工に係る技術基準の制定という中身になります．

洋上風力発電のことですけども，ご承知のように現在国内

でも多数の実証試験機が設置されておりまして，北海道で

も色々ご検討されているというのを伺っておりますけど

も，数年内には港湾区域において商用機の実際の運用が始

まるというふうに見込んでおります．この洋上風力の設備

においてもいわゆる船舶を活用した維持管理を行うため

の係留施設ということで，この風車を点検する，維持管理

するために船が着いて，人が上がって施設を見る，確認す

るという行為があります．係留施設というのは当然，港湾

技術基準の対象施設となりますので技術基準に適合する

必要があるんですけども，風車の場合，従来の岸壁いわゆ

る係留施設と構造が大幅に違いますので，風車の下部工に

ついて独自の表示と言いますか風車に特化した告示を新

しく作ったという中身になります．具体的には色々書いて

あるんですけども，結局，このページにあるように風車の

形態に応じて，重力式であるとか杭式あるいは浮体式のも

のがありますので，その形状に応じてそれぞれ具体の基準

の中身が書いてあるということになります．この風車は当

然，発電用設備ですので，電気事業法の方でも所要の規定

がございまして，それに加えてこの係留施設の部分，ここ

           図-2.2.22 

では下部工というひとつの区分になりますけども，これに

ついて港湾の技術基準に適合していただくということに

なります(図-2.2.22，図-2.2.23)． 

 7点目が民有護岸・岸壁・桟橋の定期的点検に関する規

定の制定でございます．民有護岸に関する規定ですね，平

成 25 年頃から港湾局でも，いわゆるコンビナート防災の

強化という形で色々な規定を作ったり，税制の支援措置等

を行ってきたところでございますけども，今回の改正の中

で港湾法の緊急確保航路に隣接する港湾区域内の民有護

岸のうち，地震時に耐震強化岸壁等に至る航路に影響を及

ぼす恐れの高い施設については，施設の点検診断頻度を 2

年以内ごとにという形で規定しています．詳しくは国土交

通省の担当部署があるのでそこの説明が必要なんですけ

ども，考え方としては，地震時に耐震強化岸壁等に至る航

路に影響を及ぼす恐れの高い施設という考え方のところ

で，点検結果であるとか施設の状況等踏まえて運用してい

くというふうに聞いています．ですので盲目的に民有護岸

全部 2年に 1回というわけではなくて，点検結果を踏まえ

て適正な措置をしていただいた上でそれでもうまくいか

ないという場面では，2年に 1回という運用になるという

ふうに聞いています．詳しくは危機管理室が担当になって

           図-2.2.23 

図-2.2.24 
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いますので，そこに問い合わせていただければと思います

(図-2.2.24)． 

 それから先ほど少しご説明しましたけども，基準に関し

ては，解釈通達というものを出しています．解釈通達は何

かと言いますと，基準の適正な運用が書かれていることを

目的としていまして，現時点での実績，あるいは今の技術

水準，また技術開発の動向を考慮して今の時点で妥当と考

える考え方を示したものということで，港湾局長から港湾

管理者さんの方へ参考として通知させていただいていま

す．何が書いてあるかというと，例えば，解釈ですので告

示の中で，航路の形態について「但し，航行の形態が特殊

な場合にあっては，船舶の安全な航行に支障を及ぼさない

幅までその幅員を縮小することができる」という告示の文

言がございまして，この正しい考え方というのはどういう

考え方かというものを港湾局長通達の中で書いています．

この航行の形態が特殊な場合というのは曳船の利用であ

るとか待避水域の設置に配慮する必要がある場合，あるい

は航路の延長が著しく短い場合，こういった場合を想定し

ていますよということを港湾局長通達の中で書いていま

す．また具体的な設計方法，いわゆるただし書告示の標準

的な式の考え方であるとかあるいは照査項目とか限界値

           図-2.2.25 

図-2.2.26 

を定める標準的な指標や考え方というものも示しており

まして，性能規定化された中で，お困りの部分をフォロー

するような内容になっています． 

今回の改正では基準の省令，告示の改正に関する内容を

付け加えたということと，あるいは生産性向上に関する事

項ということで ICT の活用という部分についても港湾局

長通達の中で触れています(図-2.2.25)．通達の中で何が

書いてあるかということで，生産性の向上に関する規定に

ついては，そもそも基準省令のところで技術基準対象施設

の設計については，設計に関し必要な事項は告示で定める

となっていまして，基準告示で施工及び維持を適切に行え

るよう，必要な措置を講ずるものとするということをお願

いしています．それについて解釈通達の中で，従来は必要

の措置とは何ですかということになりますので，当該施設

の目的から重要度，あるいは供用期間，自然条件，材料条

件，施工条件等色々な条件を鑑みて行ってくださいという

ことだけ書いてあったんですけども，それに加えて今回は

調査・設計・施工・維持管理の建設生産プロセスのさらな

る効率化を図るため，ICTの活用や規格化・標準化された

部材の活用等による生産性の向上にも配慮することが望

ましいということを港湾局長通達の中でお願いしている

ということになります(図-2.2.26)． 

 それから港湾局長通達の中にはこういった表がたくさ

ん並んでおりまして，これは日本港湾協会が発行する同解

説の中にもこういった表が出てきますけども，表の中で省

令・告示，それに対する要求性能が書いてありまして，そ

して設計状態ですね，あるいはその時にどういうことを照

査したらいいのかということ，また標準的な限界値の指標

ということで，従来の通達では破壊確率のようなものを具

体的に書いていました．ただ破壊確率というものを通達の

中で書くと，設計の考え方を港湾局長が縛るような形にな

りますので，今回の改訂では通達における書き方を少し改

めまして，限界値を定める標準的な指標ということで，照

           図-2.2.27 
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査の項目，例えば地盤の円弧すべりを照査する時は，円弧

すべりに関する作用耐力比というものを使うのが標準的

ですかねということを指標の考え方だけを示したという

ことになっています．(図-2.2.27)． 

雑駁ではございますが，以上でございます． 

ありがとうございました． 
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2.3 総論・改良設計・部分係数法・参考技術資料 

国土交通省国土技術政策総合研究所 港湾研究部 

港湾施設研究室長 宮田 正史 氏 

国土技術政策総合研究所の宮田と申します．おはようご

ざいます． 

私の方は国土技術政策総合研究所，横須賀にある研究所

でありまして，そこで今回の基準改訂に関しては，基準の

全体のまとめの作業を担当させてもらっております．まと

めの作業というのは先ほど国土交通省から説明ありまし

たけども，国土交通省の技術管理室がヘッドになりまして，

横須賀にある国土技術政策総合研究所が全体の取りまと

めをしまして，隣にお馴染みの港湾空港技術研究所があり

まして，そちらの方の基礎的な研究を全部束ねて我々のと

ころでラップアップをして世に出していくと，こんな仕事

を私の方はさせていただいております． 

今日はそんなに時間がない中，色々詰め込んでしまった

んですけれども，「総論・改良設計・部分係数法」を中心

にいくつかトピックをご紹介したいと思います． 

今日お話する内容は一番最初に少しだけ基準改訂の大

枠ということで，図書構成が少し変わるというか大幅にペ

ージ数も増えますので，そのあたりを少しご説明いたしま

す．それから主要の改訂項目については参考配布資料の方

に 10 ページほどの国土交通省のプレス資料がありますの

で，こちらを後でご覧いただくことで代替させていただき

たいと思っております．それから個別事項につきましては，

設計の基本理念ですとか，改良設計，こういった少し理念

的なことなんですが，あまり今まで基準に書いていなかっ

た，設計者に期待すること，性能設計を進化させるために

どういう視点が必要なのか，こういったことを少し拡充し

ておりますので，前半の①②のあたりを丁寧にご説明した

いと思います．その後は③部分係数法の見直し，ここは平

成 19 年の基準の時に信頼性設計法を取り入れまして，そ

の方向は正しいわけですけども，係数が非常に多くて使い

づらいですとか，そういったご意見を受けまして，今回は

係数を敢えて心を鬼にして 2つにまとめました．そんなこ

とをお話したいと思います．背景までお話すると少し時間

がかかってしまいますので，アウトプット，どうなったか

ということ中心に部分係数法の見直しをお話したいと思

います．それから防波堤関係では防波堤の後ろに石を盛っ

て耐力を増すという腹付工というものが昔からあります

けども，これについては今まで設計法がありましたけども，

40 年ぶりに少し変えましたので，このあたりのお話をし

たいと思います．それから 5番目，東日本大震災で津波が

発生した際に残念ながら防波堤がかなり被災を受けてし

まったわけですが，その時に，津波が発生した時に捨石マ

ウンドの中を通る浸透流というものがやはりどうしても

防波堤の支持力の耐力を下げてしまうと．これについてや

はり現場から早く設計法をという要望がありましたので，

今回暫定なんですがその考え方を少しご紹介したいと思

います．それから細かい話ですけど，⑥係船柱の規格，大

型船に対応して係船柱の規格をいくらのものを使うです

とかそういったことも少し拡充しておりますので，設計者

に必要な情報をコンパクトにまとめてみました．それから

少し時間があれば基準改訂を経て個人的な雑感をお話で

きればと思っております(図-2.3.1)． 

まず，右下にページ数がふってありますのでパワーポイ

ント 2ページ，それから右上は厚い肌色の本の方のどこの

ページに該当するということで今見ていただく必要はあ

りませんけども，後で見返す時にこの右上のページを見て

肌色の冊子を見ていただければと思います． 

 まず左上が平成 19 年の基準で大方 1,450 ページぐらい

ございます．それが上・下 2冊だったんですが，今回は上・

中・下と 3分冊になる予定です．上巻が右上になりますけ

ども，総論ですとか環境への配慮，作用編，その中で先ほ

どの設計理念とか改良設計，この青い文字のあたりが少し

拡充されております．それから右下が従来と同じように施

設編ということで，各施設の設計に関する色々な事項がま

とめられているところでございます．今回特に増えたのが，

左の基準・同解説の参考技術資料編というのが大きく増え

ました．一番大きく増えたのは，この真ん中のところに作

用及び材料強度条件編に関する参考技術資料というのが

ございます．この第 1章があとでご説明しますけども，過

去設計基準の姉妹編として調査指針という黒い本がござ

いました．そのエッセンス，調査をする時にどういうデー

タを使ってどういうふうにまとめて，それを設計条件にど

ういうふうに活用していくのかという，そういう本があり

ましたけども，昨今設計だけじゃなくてやはり調査設計・

施工，こういった一体的にしっかり仕事をするというニー

           図-2.3.1 
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ズが高まってきて，その黒い本も陳腐化しておりましたの

で一気にここで統合したということになります．それから

そのまま続いていきますと，第 2章に大規模災害時の調 

査・試験というものがございます．内容については今日一

切お話できませんけれども，東日本大震災の復旧の時に，

何日目にどういう調査をすべきなのか，潮位観測はどうい

うものを暫定的にやって工事管理面をすぐに定めるです

とか，色々当時バタバタしたことがあったので，そういっ

たことの反省を踏まえて当時何を調査すべきだったかと

いうことを教訓として特にまとめておけば，それが消えな

いようになって，さらに，また次の震災が来ることを望ん

でいるわけではないんですけども，その時の備えになるん

じゃなかろうかと，そういった視点でこの大規模災害時の

調査・試験というのを入れております．それからあとは一

番下の方で，例えば専門埠頭，これは平成 11 年の基準の

時までは参考技術資料として色々あったんですが，平成

19 年の時に一度消えてしまいました．ただやはり例えば

コンテナ埠頭を作りたいとか，クルーズ船埠頭を作りたい

時，それぞれのバースのニーズに応じて留意事項をまとめ

ておいた方が良いだろうという声が強くて，フェリーです

とかマリーナですとかこういった施設についても平成 11

年のものから復活をさせて時点修正をした上で，復活して

いるという形になります．それからクルーズ編はやはり最

近既存施設を使った大型船の受け入れが多いので，どうい

った留意点かというのを少しまとめてあります．こんな感

じで結局，上・中・下の 3冊で今 2,200ページぐらいとい

うふうになっておりますので，ページ数としては 1.5倍く

らい増えているという状況であります(図-2.3.2)． 

 先ほど出た 3ページ目ですけども，この調査指針ですね，

これが私もこの作業を始めるまでしっかり見たことはな

かったんですが，昭和 46年，昭和 62年に改訂ということ

で，こういった調査のノウハウを集めた資料がございまし

た．これに対して，新しい近年の調査，観測等の高度化に

図-2.3.2 

対応するためにこの内容を先ほどの下巻の方に濃縮して

入れていった形になります(図-2.3.3)． 

では 1番目の話題として 4ページ目をご説明したいと思

います．性能設計の確保の流れ，設計の理念．技術基準の

体系ですとか，性能確保するためにどういうことが必要な

のか，それから設計の基本理念というのは一体何なのか，

設計の段階で施工・維持，その風下側にどういう配慮をす

べきか，こういった基本をここでは記載させていただいて

おります(図-2.3.4)． 

 5ページになりますけども，これはまず基準の 1ページ

目に最初に定義とかこの本の使い方を記載しております．

「港湾の施設の技術上の基準」というのは省令とそれから

技術と施工と維持の告示からなる集合体を言っています

というふうに書いてございます．それから一番下にいって

いただいて，本書の利用者というものがございます．ここ

で何を書いてあるかというと，当たり前のことなんですけ

ど，本書の利用者は，基準対象施設の建設，改良又は維持

に関与する技術者を想定していますと．そういった技術者

をこの本の中では「設計者」と呼称するというふうに敢え

て記載をさせていただいております．今まで平成 19 年の

基準の時にも設計者の判断で何かしなさい，設計者が責任

           図-2.3.3 
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を持ってやりなさいということだったんですが，設計者と

いうのは，コンサルタントの技術者を指しているのか，何

を指しているのかなかなか難しいんですけども，実際はそ

の発注者の技術者もいますし，コントラクターが施工中に

設計する場合もありますし，色々な技術者がどうしても関

与していると．ですから，誰か一人の設計者というわけで

はなくて，プロジェクトを責任を持ってやる技術者の総称

という形で記載をさせていただいています(図-2.3.5)． 

 それから 6ページに移っていただきまして，この基準の

対象というのは，建設・改良又は維持ということになって

おりますけれども，実際この建設・改良・維持という行為

がどういう行為なのかというのはこの解説書には従来ほ

とんど記載されておりませんでした．先ほどの国土交通省

のご説明通り，改良となるとその適合性の確認審査が必要

ですので，今回やる事業が改良なのかそれとも維持なのか

によって相当設計の位置づけが変わります．ですからこう

いったことをもう少しわかりやすく記載をした方が良い

という判断の元，国土交通省とここは供用しながら具体的

な建設・改良はそれぞれどういうことを言っているかとい

うことを一般論として記載をさせていただきました．改良

の方は後でご説明いたしますけども，既存の施設に対して

           図-2.3.5 

図-2.3.6 

用途変更，使い方を変える，それから設計条件の変更，例

えば地震の条件をもっと大きくする，こういったことによ

って既存の施設の一部又は全部そのままうまく利用して

用途の変更をしたり，性能を変更したり，既存施設の供用

期間を大幅に延長する，こんなようなことを想定しており

ます．逆に言うと維持は，新しく作るか大規模に改良する

か，それ以外のところが維持というふうな形になります

(図-2.3.6)． 

 それから 7ページにいっていただきまして，性能設計の

体系ということでございます．実はここは平成 19 年の基

準と一切変えてございません．性能設計というものの枠組

みとしては，遵守すべき事項と任意事項が明確に分かれて

いるという体系になっております．目的・要求性能・性能

規定，ここまでについては省令があり，告示があり，それ

に対する解釈通達がくっついていると．基本的にはこの上

の 3 つについては必ず守ってくださいということになり

ます．それからその下の照査の方法ですとかそのしきい値

については，ここはいわゆる設計者にある意味判断が任さ

れているところになります．この青本の中にはその典型的

な標準的な操作方法なり，しきい値が記載されているとい

うことになります．これについては前回の基準と考え方は

一切変更しておりません(図-2.3.7)． 

 それから 8ページ目にいっていただきまして，これが技

術基準対象施設の建設，改良又は維持の全体の目次・構成

になります．この黄色いところとピンクのところについて

は新しく追記がなされたところです．この左上の「1.1性

能確保の流れ」については事業全体として構造物をしっか

り性能確保するためにはどういうことが必要かというこ

とを示しております．これは後で簡単にお話します．それ

からこの 2章のところは，設計に特化してどういうことを

考えなければならないか，理念的なこと，それからどうい

う配慮を後段階の人達に配慮しなければいけないかとい

う原則，それから実際に設計をする時には色々条件を設定

           図-2.3.7 
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したりという中で，最適化を求めなければなりませんけど，

そういった項目・条件は何があるかということの明確化を

しております．それからその後「2.4」ピンクのところで

すけども，改良設計に固有で注意しなければならないこと

は何なのかということが全体として記載されております

(図-2.3.8)． 

 9ページになりますけども，これが性能確保の全体の流

れということで，かなり理念的なことなんですが，新規の

施設で計画・調査・設計・施工があります．その後まずし

っかり情報の伝達をして，必要があれば前工程に戻って検

討しながらその情報を維持の段階にしっかり伝達をして，

その間に災害復旧があったり，もしかしたら用途廃止で施

設を少なくするかもしれません．ただその後 40年 50年使

った後，今度その既存施設をまた改良するための計画があ

り，改良するための調査があり，こういうループがありま

して，また維持の段階に戻ると．こういったサイクルの中

でやはりどうしても情報が欠落したり，関係者で連携がう

まく取れないと，当然良い構造物の性能を確保していくこ

とが難しくなるわけですから，こういったことを理念的に

ここでは書かせていただいております．昨今やはり事業は

非常に予算が付いてすぐに作りなさいという，かなり事業

図-2.3.8 

図-2.3.9 

が急いでやる場合がありますので，敢えてこういうことを

書いて，原理・原則をしっかり満たすべきものは急いでい

ても伝達すべきということで，そういう気持ちで書かせて

いただいております(図-2.3.9)． 

 それから次が 10 ページ．この辺も理念的なんですけれ

ども，設計というのはどういうためにやるかということで

少し書かせていただいております．設計の目的というのは，

色々ありますけども，「供用期間中にわたり要求性能を満

足し続けるように総合的な観点で最も適切と考えられる

構造断面や使用する部材・材料等を決定することにある」

と．ですから長い時間軸の中で，その空間に最もふさわし

いと考えられる構造物を描くための技術的な行為と．やは

り少しでも性能設計ですので，今までの決められたルーチ

ンではなくて，ちょっとでもその場で適切に改良して良い

ものになるようにということが基本的に性能設計の枠組

みで求められているということを書かせていただいてお

ります．下の方にさらに青字で記載されているところは，

最後，半年とか基準のまとめの時に追記になったものであ

ります．これは例えば埋立浚渫協会さんですとか，いわゆ

る施工者側さんの方から設計の段階でもっと省力化です

とか ICTの導入とか，風上でそういうことを考えてくれな

いといくら風下で色々やろうとしてもできないので，上流

側で理念としてやはり書くべきだという非常に強いご意

見をいただきまして，それで国土交通省とも相談をしまし

て，こういった設計の段階なんだけれども，今後の労働力

不足等に対応して効率化を図る必要があると．このために

ICTや規格化・標準化された部材の活用，それから自動化

された施工方法，そういったことによって生産性の向上に

も配慮することが望まれると．絶対ということではないん

ですが，やはりこういうことを考えていかないと，この基

準が 10年残りますので，10年後にはこの青い部分もかな

り考えていかなければいけないというそういう時代に

我々がいるという認識をしております(図-2.3.10)． 
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このあたりも理念的で恐縮ですが，11 ページ，設計に

おける施工への配慮ということで，これも従来からやられ

ていることではありますが，敢えて明文化をさせていただ

いているという状況です．ですから設計の前提となる品質

や施工中の安定性が確実に確保されることを設計段階で

確認すると．そして施工段階へと伝達すべき事項について

整理をして，これを図書に明瞭に記載して，伝達用にして

くださいということを至極全うですけども敢えて記載さ

せていただいております．それから下の方の青字のところ

は先ほどと同じ議論で，設計の時にはできるだけ施工のこ

とを考え，施工も許されるならば，ICTの導入ですとか新

しいプレキャストをうまく使うですとか，そういったこと

をがんばってくださいと．ただここもやろうとすればする

ほどまたコストも上がったりしますので，そこはどういう

按配でいくかというのはこれからの課題ですけれども，研

究所としてもこのあたりが具体としてどういう方針でこ

れをやったらいいんだろうかというのは少しこれから研

究を進めていく分野というふうに認識をしております(図

-2.3.11)． 

それから 12 ページ目，維持管理，これも同じです．設

計の段階でしっかり各部材に対して維持管理の 1,2,3 を

決めて，予防保全なのか事後保全なのかを決めた上でそれ

が合理的に実現できるように設計をしてくださいという

ことが記載されています．当然最初に決めたことで重要な

ことは維持管理の段階にやはり関係者に伝達しなければ

なりませんので，それを設計の段階でもし維持管理計画書

の案を作るのであれば，そこにやはり明瞭に記載してくだ

さいということが記載されております(図-2.3.12)． 

 ということで前半，今お話した部分はかなり理念的な部

分ですけれども，やはり色々施工のトラブルですとか，何

かちょんぼをするということを避けるために改めてこう

いうプロセスを見直してそういったことがないようにと

いうふうに使っていただければと思います． 

 

図-2.3.11 

次，話題を移りまして改良設計の話題になります．やは

り改良設計は新規施設と比べて非常に難しい案件が多い

と思います．新規であれば何もないところにまっさらな状

態で新しいものを作るわけですから，材料も新しいし，全

部の条件が把握できた上で作るので，非常に楽というか，

それでも大変ですけども，既存施設の場合は今ある施設を

うまく生かそうとすると，そもそも今の施設がどういう状

態なのかを把握した上で，それと新しい部材をくっつけて，

ではその後 30年なのか 50年なのか，非常に複雑なことに

なるのはおわかりになると思います．やはりそういうこと

に対して各現場でプロセス，やり方が悩んでいるという声

が非常にありましたので，今回は基準に基本的な考え方と

か，それから手順はどうあるべきだとか，設計供用はどう

考えるか，これも一般論ではあるんですけども，今まで一

切こういう記載がなかったので，ここを 20 ページぐらい

追記いたしました．全国の改良事例を集めた上で，色々調

査した上で追記いたしました(図-2.3.13)． 

 14 ページ目を見ていただきまして，まず改良設計とい

うのはどういうものなのかということなんですけども，文

言で整理しますと，一番上のところになります．「既存施

設に対して，用途変更や設計条件等の変更により，既存施

           図-2.3.12 
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設の一部又は全部を利用し，以下の目的を達成するための

行為」と．全国の事例を集めてみますと，大体 3つに集約

化できることがわかりました． 

1つは用途の変更になります．これは非常にわかりやす

いですね．例えば防波堤として使っているんですが，そこ

の後ろを埋立てて護岸にしてしまう．こういったことはそ

もそも防波堤だったものが護岸になるわけですから目的

も変わりますので，当然要求性能も変わると．ですからそ

うすると，そこで設計をリスタートして 50 年持つインフ

ラとして新たに命を吹き込む，そういう行為になると思い

ます．そういったことはやはり改良という範疇に入ると思

います． 

それから，実際に一番多いのは，性能の変更になります．

元々の設置目的や機能に変更はないんだけれども，要求性

能を大体は上げる場合が多いんですが，または下げる場合．

こういったものは要求を下げた上でまた 50 年間使い続け

るということで，それも改良の範疇になると．例えばわか

りやすいのは，対象船舶の変更，大型船を受け入れるため

に 2m増深する．当然 2m増深すると矢板であれば応力も変

わりますし，防舷材であってもすべて変わりますし，こう

すると再設計ということになります．当然耐震強化なんか

もそういった類になります．こういったことが 2つ目にな

ります． 

 それから③，供用期間の延長というのは，維持との関係

において非常にグレーゾーンではあるんですけど，基本的

には設計供用期間を最初 50 年と設定して，それが終えて

しまったら，その後設計供用期間をさらにまた 50 年イン

フラとしてしっかり使い続けたい場合については，そうい

った工事も改良の範疇に入るというふうにここでは整理

をしております．その時には当然新しくまた設計供用期間

を何年使うということをしっかり目標を定める必要があ

ります．ただその時の工事の内容というのは，実はバリエ

ーションが色々あって，ちょっと後でご説明しますけども，

           図-2.3.14 

例えば 400mのバースで全面的に防食を取り替えて，それ 

で 5億円ぐらいかかると．そういったこともしっかり他の

ことも照査をして 50 年間使うのであれば，防食工の取り

替えも立派な改良になると思います．一番わかりやすいの

は例えば桟橋の上部工や下部工の取り替えということで，

桟橋の上部工が劣化してしまって，上部工を外してまた上

部工を打ち直す，そして 50 年使う．こういったことはま

さにこの供用期間の延長になると思います．特に船舶の条

件を変えないんだけども，上部工だけ取り替えると．そう

いったことが我々のイメージしている供用期間の延長で

あります(図-2.3.14)． 

 例えば，改良設計における課題例（矢板式岸壁）を見て

いただくと，50 年前に作られた控え矢板式岸壁，これを

またさらに 50 年使いたいということを考えます．ただ実

際それをやろうとしますと，矢板本体は肉厚の測定ですと

かをすれば大丈夫かどうかというのはわかるかもしれま

せんけれども，例えばこのタイ材ですね，タイロッドなの

かタイワイヤーなのか，いずれにしても 50 年経ったあと

これが健全であれば当然使い続けられますし，健全でなけ

れば使い続けるのは危険になると，そういうこともありま

すし，それから 50 年経てば当然地震も何回か受けていま

すので，地震の時にもう 10cm ぐらい動いていて，その応

力の履歴を足すのか足さないのか．ありとあらゆることが

やはり難しいと思います．それからあとよくあるのが，左

下に書いてありますけども，そもそも 50 年経ちますと設

計方法も違って，ある意味安全率が変わっている場合もあ

りますし，設計のやり方自身も変わっている場合もありま

すし，例えば根入れにとっても常時の根入れが当時は何 m

でした．今の基準でやると例えばローの補正をしてまだ

2m 足りない．こういうことになってしまいます．ただ実

際，常時で 50 年間使っていて全く大丈夫なのに今の基準

で照査した故に常時でもだめだとなった時に，では果たし

て 2m 延ばすのかそれとも地盤改良をして前を止めるのか，

           図-2.3.15 
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こういった判断が求められるのが改良設計の難しさにな 

ります(図-2.3.15)． 

 解決策はないんですけども，16 ページをご覧いただき

まして，そういった新規設計と異なって難しいことはたく

さんあるということをまずみなさんに知っていただいて，

それは発注者さんもコンサルさんも，みなさんがこういう

認識の元にまず設計をした方がいいとですよということ

を最初にまとめております．このフローはどういうふうに

見るかといいますと，既存施設の改良設計があり，その時

に違うのは既存施設を 50 年間そこに設置しておりますの

で何らかの情報が必ずそこにあるわけですよね．ですから

左の方は例えば既存施設や現況情報，劣化や損傷の状況，

陽極を付けています．そして設計上は防食率 90％でやっ

ています．でも実際はそこの水域環境では防食率 99％で

もいいということがわかれば，それをうまく合理的に次の

設計に反映することができます．ですからやはり 50 年間

分のデータの蓄積なり，ノウハウが得られるわけですから，

それを使ってあげてより良い合理的な設計にできるとい

うそういう良い面があります．ただ一方でこの右側は難し

い面で，点検診断が困難な部材，先ほどのタイロッドのよ

うなもの，こういったものをどう評価するかというのは技

術的には確立されていないので，ここは難しいところにな

ります．そうするとやり方としてはもし使うのであれば，

重要な部材に過去 50 年持っていた部材を使ってしまう場

合には当然リスクがあるので，点検・維持管理計画の中で

計測器を少し付けておくですとか，点検の密度を少し高く

して変状に気がつくようにするですとか何かしらの対応

が必要になってくると．そういったことの両者を考えて設

計の断面を決める必要があります．というのを書かせてい

ただいております．これも非常に理念的なんですが，たぶ

んどの改良案件でもこういうことを悩みつつ今やってい

るのが現状だと思いますので，こういったことをしっかり

明文化したというのが今回の基準です(図-2.3.16)． 

図-2.3.15 

それから 17 ページ，改良の全体手順です．細かい説明

図-2.3.16 

はいたしませんけど，基準にもこれを載せていますけど，

左側が新規施設のときの比較的スムーズにいくというよ

うな前提の検討のフローになっています．既存施設の方に

ついては，今ご説明したように，そもそも最初の計画時点

でこれは用途の変更なのか何なのかという改良の目的を

明確化した上で，当然その照査も単に土質調査だけではな

くて，既存部材が使えるか使えないかという部材の条件の

調査をしなければなりませんので，時間とお金がここで必

ずかかると．さらに進んでみて設計をやってみるとどうし

ても成立しないという場合もありますし，最悪は施工の時

に初めて掘ってみると中の部材がだめだったということ

になると，またどうしても元に戻らないといけないと．こ

ういったことを最初に頭に入れて段取りを組むべきだと

いう趣旨でこういったフローを付けさせていただきまし

た(図-2.3.17，図-2.3.18)． 

最後 19 ページにいっていただきまして，供用期間のお

話だけしたいと思います．まず新規施設の供用期間は供用

開始から 50 年，100 年と設定される期間を持つように設

計をいたします．それから補修の場合はここもちょっと明

           図-2.3.17 

図-2.3.18 
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確ではないんですが，一般的には例えば最初に 50 年使う

と決めた，でも途中 30年間で非常にボロボロになってき 

てしまってあと 20 年間持たせたい，そういった場合には

補修をして最後まで寿命を全うさせてあげるというのが

基本的な補修の考え方です．一方改良は，我々の考えはど

ういうことかと言いますと，どこかで改良すると決めたら，

やはり新規施設と同じぐらいの設計供用期間をもって再

設計をして改良の工事にあたってほしいと．こういう感じ

になります．一番目のケースは 30 年目まで使ったんです

が，ここで例えば船が大型化して増深したいとしたら，増

深した状態で，ある程度の期間をしっかりインフラとして

もつように再設計をしてほしいという①のパターンです．

それから②のパターンは，もう 50 年間そのまま使ったん

だけれども，さらにその後延長して何らかの性能をアップ

させて使いたいと．そうすると，トータル 100年を目指す

わけになるんですが，こんなようなところを改良と考えて

います．実際過去 10 年ぐらいの全国の改良案件の調査を

しますと，①のパターンが 80％ぐらい．②のパターンが

20％．当然そのインフラをたくさん整備してからまだ 40

年，50 年ですので，寿命を全うしたやつが少ないという

のもあるんですが，意外とこの①，途中で機能を変えて性

能アップして改良していくというのが港湾の施設では多

いというのが特徴になります(図-2.3.19)． 

 それから 20 ページ，ここが意外と重要になります．改

良する時には基本的には改良時点の最新の技術基準への

適合が求められます．技術基準というのは先ほどの省令・

告示のことになりますけども，改良の時に技術基準で想定

している標準的な性能照査手法というのは，これから言う

平成 30 年の同解説の部分に書いてある，例えば部分係数

法ですとか，そういう方法，具体的な性能照査方法につい

ては基本的に新規施設の設計を想定した，ある意味かなり

のマージンを取った設計断面ができる設計法になってい

ると思います．それを一律に適用してしまうと過去の断面

           図-2.3.19 

をうまく改良しようと思った時に，新しいものをすべて適

用してしまうと先ほどのように，矢板の根入れのように過 

大な改良費が発生するなど，著しく合理性を欠く場合がど

うしても出てきてしまうと．そういった場合には有識者や

専門技術者などの判断の元，その他の性能照査手法，例え

ば先ほどの矢板でいけば，手計算ではなくてしっかり地盤

バネモデルを入れた数値解析に頼ってもいいし，模型実験

でもいいし，もしくは過去の実績や経験，50 年間現地で

模型実験をしていたと思って，そういう判断をするなど

色々方法があると思いますので，そういったところの一部

を適用することもできるということを，かなり実務的な視

点ですけども，そういったことに踏み込んで記載しており

ます．20 ページの最後は，ではこの有識者や専門技術者

というのはどういう方なのかということを 3 行ですけど

書いてございます．ここで，専門技術者とは技術士などの

国家資格や「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保

に資する技術者資格」として国土交通省にて登録されてい

る民間資格所有者等のことをいう．ということで，ある程

度のレベルの方にしっかり聞いて総合的な判断をしてく

ださいということを記載しております．改良設計について

は今お話したような基本的な枠組みですとかを明示して

いるだけであって，具体的に改良の設計の計算をどうする

かということはまだ今回の基準では立ち入れていません．

ですからまた今後 10 年色々改良の事例をしっかり集めて，

また標準化できる部分については改良設計，断面の設計の

標準化というのはやっていくべきだと思いますが，まずは

今回これで改良の基本的な考え方の元にみなさんで設計

をやっていただいて，どういう不具合があるかなどを確認

しながらまた次に向かって行きたいと思っております(図

-2.3.20)． 

 次，3番目が部分係数法の見直しということで，ここに

ついては，見直しの概要と照査フォーマットがどうなって

いるか，それから部分係数の事例，見直し一覧．背景につ

図-2.3.20 
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いては参考配布資料の 2 の方に細かい情報を入れており

ますので，これは後でご覧いただければと思います(図

-2.3.21)． 

 22 ページをご覧ください．荷重抵抗係数アプローチに

よる部分係数のイメージを示しております．まず下の方を

見ていただいて，荷重抵抗係数アプローチに対応する言葉

として，材料係数アプローチというものがございます．こ

れは何かと言うと，信頼性設計の時のこの部分係数を，で

きるだけ設計の一番上流側にある設計パラメータにかけ

て破壊確率をコントロールしようというアイデアになり

ます．平成 19 年の基準の時は，比較的できるだけ上流側

のパラメータに直接部分係数をかけるというフォーマッ

トでありました．ですから例えば，この摩擦係数であれば，

摩擦係数の 0.6に，0.6とか 0.7の数字をかけて摩擦係数

があたかも 0.4という状態を想定して設計をする．もしく

はコンクリートの体積重量も幾ばくかの係数をかけて重

くしたり軽くしたり，とにかくこの上流側で係数をかける

というタイプでありました．ただやはりこれは理論的には

非常に正しいんですけれども，実際ケーソンが壊れた時に，

摩擦係数が原因なのかどうなのかというのを解明するの

が難しい問題で，ケーソンがこういう条件で作ったときに，

           図-2.3.21 

図-2.3.22 

こういう波が来た時に，壊れたか壊れないかという情報は

得られますけど，では原因はこの摩擦係数だ，この係数を

アップすれば防波堤はすぐにでも，摩擦係数のバラつきを

制限すればすぐにでもケーソンが良くなるのかというと，

やはり土木構造物は全体を見ないとわかりませんので，あ

まり細かく現象がわからないのにメカニズムが解明され

ていないのに細かく分けるというのは，どうも得策ではな

いであろうかというのが，栗山研究所の今の段階での見解

であります．今回は，こちらの方が理論的には正しいのは

わかっているんですが，敢えてあまり難しくせずに抵抗で

あれば浮力ですとか自重項，それに摩擦係数をかけたこう

いった抵抗の項を全部まとめたもの，これがある意味バラ

ついていると考えて，これに対して部分係数を 1つかける．

そして荷重側も，荷重のソースが色々ありますけども，全

部足し合わせたものに部分係数を 1 つかけるという操作

をいたしました．ですがいちおうすべての設計因子の確立

的な変動は考慮した上，でトータルとして，この部分係数

にその変動分を丸め込んであげていると．こんなようなこ

とになります．見ていただくとわかる通り，γＲとγＳを割

ると q（安全率）を概ね比較できる形になっていますので，

設計上のミスもたぶん少なくなるんだろうと思います．直

感的に間違えなくなることは確かだと思います(図

-2.3.22)． 

 23 ページに今回のフォーマットを書いております．フ

ォーマットは難しそうに見えますけども，特に難しくして

いるわけではなくて，単純に見ていただいて，Ｓｄ作用側

の設計用値いわゆる抵抗側の設計用値，これを割ったもの

が 1を超えない．要するに作用が耐力に対して 1を超えな

いというのが基本式になります．それからγｉというのは

構造物の重要度に応じて，重要な係数のような感じで取り

扱っておりますけども，基本的には 1.0でどの構造物も等

しく重要というふうに今回はしております．このカッコ書

きの中だけ見ますと，コンクリート標準示方書の部材のフ

           図-2.3.23 
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ォーマットは，土木学会系はすべてこのフォーマットに準

じておりますので，そのフォーマットと同じように形式を

合わせたということになります．この調整係数 mというの

はまた次にご説明いたします．もう一度繰り返しますと，

右上の部分が部分係数が 2 個の場合の式の形になります．

このＳｋの特性値，先ほどの荷重を色々足し合わせたもの

に対して，最後にひとつγＳ，部分係数を付けて荷重側の

設計用値を求めてあげます．それから抵抗側も色々抵抗の

ソースはあるんですが，すべて足し算をしたものに対して

部分係数を最後に 1 つかけて抵抗側のＲｄに設計用値を求

めてこれを割り算してあげると(図-2.3.23)． 

 この 2つの部分係数なんですが，いちおうこの部分係数

がしっかり設定されているということは，その値としては

統計的解析又は信頼性の高い手法により算出された値を

言うということで，基本的にこの信頼性解析をしっかりや

って定めたものを部分係数と呼んでおります．ただ実はそ

れ以外のケースもありまして，そういったものを拾い上げ

るのを調整係数として取り扱っています．何かと言います

と，調整係数は「過去の経験に基づく方法」によって規定

される安全性の水準と同等の構造断面になるように調整

するための係数．従来の安全率法や許容応力度法における

許容安全率に対応する値になっています．平成 19 年の時

には構造解析係数γａで処理されていたものに相当します．

この場合は統計的解析によってしっかりキャリブレーシ

ョンされた部分係数とは違うということで，敢えてこの m

というものを外に出しています．ですから今，安全率でや

っているものも将来的にはしっかり解明をして，部分係数

化に移行してください．ですが現段階でキャリブレーショ

ンされていないものもこの基準の中では十分許容します

と．こういうフォーマットにしております(図-2.3.24)． 

 具体的な説明があった方がわかりやすいと思いますの

で，25 ページ，これは重力式防波堤の変動波浪に関する

提体の滑動照査．このＳｄ÷Ｒｄというものがありますけど，

           図-2.3.24 

その中身としては先ほどの防波堤の抵抗と波力になりま

す．結局この動力に対して，この一番下に抵抗に乗ずる部

分係数が 0.8ですので，抵抗の動力に対して 2割引ぐらい

の抵抗力をこの分母に持ってきていただいて，作用側は主

に波力のバラつきで少し大きな値，10％増しの波力を持っ

てきていただいて，それを割っても 1 を下回ればいいと．

この 2 つの係数をちょうど割りますと 1.3 ということで，

これが安全率に相当する値になるということになります

(図-2.3.25)． 

これはキャリブレーションされた部分係数ですけども，

そうではないものも平成 19 年度から残っていますけども，

杭の鉛直方向の支持力は，いわゆる昔で言う支持力の安全

率が 2.5ですとか，地震時に 1.5ですとか，色々決まりが

ありましたけど，これは基本的にすべて変えておりません．

ですからこういった場合には部分係数のγＲとγＳは便宜

的に 1を入れてくださいということでこの（1.00）になっ

ています．これは要するに使わないということです．そう

いった杭の支持力の問題の時には，旧の安全率 mで照査を

しても大丈夫ですと，こういったことが基準の表に記載さ

れております(図-2.3.26)． 

 27ページまでが，すべてではないんですが，平成 19年

図-2.3.25 

図-2.3.26 
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に導入した部分係数についてはすべて今回このフォーマ

ットに書き換えております．ただ注意していただかなけれ

ばいけないのが，例えば重力式の時に，この青いところが

平成 11年の時の許容の安全率，そして平成 19年の時にど

ういう目標に対して部分係数を設定していたか，そしてピ

ンクのところがそれに対して部分係数化されたんですが，

安全率に換算するとこの1.2が平成19年の基準の時に1.2

だったのかどうだったのか．例えば滑動で見ると，実は重

力式の岸壁の永続状態でいくと 1.2から概ね 2.0に安全率

が部分係数化に伴って上がってしまっています．今回平成

30 年の基準改訂については，色々議論した上で 2 という

のは不要だと判断をしまして，平成 11 年の 1.2 で十分で

あろうということで，そこにキャリブレーションの再設定

をして，部分係数化をしていると．ですからその時にγＳ

とγＲがこの値になって割ると 1.22ということで，概ねそ

こに合わせているという形になっています．こういったこ

とを矢板，桟橋，防波堤，円弧滑り，サンドコンパクショ

ン，CDM，上斜面提等やっておりまして，この関係が設計

者にとっては一番重要だと思います．平成 11 年にどうい

う安全性を持っていて，平成 19 年でどう変わって，平成

30 年で一体どうなったかということを見ていただければ

           図-2.3.27 

図-2.3.28 

間違いがないと思います．その辺りはすべて国土技術政策

総合研究所資料の中に詳細にプロセスを記載しておりま

すのでご覧いただければと思います(図-2.3.27)．こうい

った 28 ページにあるような文献に色々まとめております

(図-2.3.28)． 

29 ページ，④の防波堤腹付工の設計法の変更というこ

とでお話したいと思います(図-2.3.29)．30ページ，左下

の図ですけども，防波堤の背後にこういった盛土をして，

ケーソンの滑動抵抗を大きくするという方法があります．

この方法は角度θを色々変えていって，この直線滑りを仮

定して変えていって，一番耐力が小さくなるところを設計

上の腹付の耐力とするものです．ただ実際の壊れ方という

のは，これは港湾空港技術研究所の実験結果なんですけど

も，ケーソンが滑動で動くようなモードの時にはどちらか

というと薄い滑りが発生して，ケーソンが少し薄くて支持

力破壊が卓越するようなものの時には少し深いモードに

なると．ですから腹付をした時にはこの 2つの破壊が生じ

ないように設計をすればいいだろうというのが基本的な

アイデアです．さらに実際直線滑りではなくて，これは今

まで使っていた基礎マウンドの支持力照査の簡易ビショ

ップ法で，非常に実験と整合するという結果があり，簡易

           図-2.3.29 

図-2.3.30 
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ビショップ法で基礎マウンドのパラメータも今まで通り

のものを使って，この 2つのモードをチェックして断面を

決めるという方法に変わりました(図-2.3.30)． 

当時ですね，当時といっても私もいたわけではないんで

すけども，腹付の高さと幅の規定というものが実はありま

した．文章の読み方によってどうとでも読めると言えば読

めるんですが，ケーソンの高さの腹付の高さが 1/3以上な

いといけません．さらに腹付の天端の幅は腹付の高さと同

じ幅がないといけない．要するにこの高さと幅のところが

正方形じゃないといけない．もしくはそれより扁平じゃな

いといけないと．こういった規定がありました．ただ実際

この腹付をたくさん付けていくと，この天端の幅がどんど

ん大きくなって水深が深いとさらに捨石がものすごい深

いことになりますので，これはやはりおかしいのではない

かというのがあって，この辺も変えております(図-2.3.31，

図-2.3.32)． 

 少し端折りまして，33ページにいっていただきまして，

では最後どうなったかといいますと，現象としては 2つの

破壊なんですが，やはりケーソンの時は滑動，転倒，支持

力と分けて照査をしてあげないといけませんので，そうい

った対応で左側が現行法，右側が提案法ということになっ

図-2.3.31 

図-2.3.32 

ております．現行法の方はこの直線滑りである摩擦係数を

設定して計算するんですが，提案法の方ではこの提体から

腹付の側面に水平力と壁面摩擦角を介して下方向に力が

伝達すると．この条件でこの薄い滑りを計算して耐力を評

価してくださいと．この時は簡易ビショップ法でいいです

し，その時に標準的に使っている c=2t，φ＝35°という

パラメータでやってくださいというのが 1つです．転倒に

関しては，従来もこの腹付工に期待してこの提体の幅を決

めてしまうと，この提体自身がどんどん薄くなってしまう

ので，やはりそれはやりすぎだということで，従来腹付工

の転倒について腹付は一切考慮しない．これは今回も準用

いたしました．そこは変えておりません．あと支持力でい

きますと，左下が支持力の照査のイメージなんですが，今

までは腹付工があったとしても，あたかもここはないよう

な形で無視して提体に働く，いわゆるこの三角形分布にな

る提盤の反力を求めて，そこから投下荷重 qに置き換えて

幅を決めて簡易ビショップ法でやると．その時にこの鉛直

方向の重量だけは見ますけど，特にここの腹付工と提体の

力のやり取りは無視して計算をしていたのが今までです．

右下はそうではなくて，今回やはり腹付工と提体の間で力

のやり取りがあると．ですからこのやり取りがある分，提

           図-2.3.33 

図-2.3.34 
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体が押された時に腹付工で少し分担してくれるので，当然

この提体の下の支持力で持つ部分については少し緩和さ 

れると．トータルの荷重としては提体から腹付工基礎マウ

ンドにかかる力は変わらないんですが，その分担が腹付で

いくつかしてくれて基礎マウンドでもいくらかすると．こ

の条件で簡易ビショップ法をすると．こういう形になりま

す(図-2.3.33)．結果だけいきますと，色々感度解析をし

ますと，理由は色々あるんですけど，かなり耐力が今まで

以上に多く見ることができます(図-2.3.34)． 

35 ページにいっていただきまして，左の図面が，ある

条件で腹付天端項をどんどん増やしていった場合になり

ます．この点線が今までの方法，新しい方法になると水平

耐力が条件にもよりますけど，2倍ぐらいは見れることに

なります．それから同じように高さを変化していった場合

についても，提案法の方が 1.5倍ぐらい，場合によっては

2倍ぐらいの耐力を見ることができるということになりま

す．これは基礎マウンドの材料の乗数を見直したり，そう

いったこともありますので，設計法の変更と言っても純粋

にそこだけではないんですが，このぐらいの影響があると

いうことでご承知いただければと思います(図-2.3.35)． 

 37 ページです．先ほどお話したことをこの図面で言う

           図-2.3.35 

図-2.3.36 

と，aと bの関係，これについては bの幅がどんどん増え 

るような仕組みになっていましたけども，今回の基準では，

aは少なくともケーソンの高さの 1/3以上なければいけま

せん．b のこの天端の幅も高さの 1/3 あればいいですと．

ですからどんどん腹付工を大きくしていった時に，天端を

増やさなくてもいいということにしました．実験を見ても，

幅が狭くても十分耐力もありますし，設計計算上の妥当性

を確認できたので，先ほどの天端幅の規定は削除しており

ます(図-2.3.36，図-2.3.37)．まとめはここにある通りで

す(図-2.3.38)． 

 津波浸透流の結果だけお話したいと思います．39 ペー

ジ．防波堤に津波が越流するような状況の時に，実はこの

マウンドの中を水が通ります．これを浸透流と呼んでおり

ます．これを数値解析で行いますと，この右下の左のケー

ソンの前側から水が入ってきて，最後右上に水が出ていく

という状況になります．支持力を落とす原因はやはりこの

ケーソンの右下のところの流れです．この赤い流れが斜め

にいっているということは，そこで捨石に物体力というか

力がかかってそれも水平方向に移動させようとする力と

上方向に移動させようとする力が発生しますので，あたか

もここの捨石にとっては浮力が増えたような感じで単位

           図-2.3.37 

図-2.3.38 
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体積重量が小さくなる，水中で軽くなるようなイメージに

なりますので，当然動きやすくなりますし，マウンドの拘

束圧が少なくなってしまうので，マウンドのせん断力も落

ちてしまうと．それから水平方向にもなおかつ移動させよ

うとする力が発生して，どうしても支持力が落ちてしまう

ということに，メカニズム的にはそうなるということにな

ります(図-2.3.39)． 

 それで 41ページ目で，結論だけで恐縮ですけども，色々

実験と FEM解析をすると，一般的な形状の防波堤でいきま

すと，大体，津波の前後の水位差が 10mぐらい発生すると

支持力が最大 2 割，実験からは 17％なんですけど，この

ぐらい低下してしまうと．10mの落差が防波堤の前後であ

ると，支持力が 2割ぐらい下がってしまうと．それを設計

上考慮しようと思うと，最初に簡易ビショップ法でやる時

に，特に水の流れを考慮しているわけではないんですが，

最初に，右下ですけども，水位差 10mだったら安全率相当

値で 1.2の断面を設定しておけばこの 2割分はほぼキャン

セルできるということが別途確認してわかっております

ので，今回は水位差に応じて予め簡易ビショップ法の時の

安全率を少し底上げしてあげると．これによって暫定的に

浸透力の影響を考えた支持力の評価ができるということ

           図-2.3.39 

図-2.3.40 

に今回しております(図-2.3.40，図-2.3.41)． 

すみません，時間がなくなりましたので，この 6番は割

愛させていただきまして，1分だけ最後雑感をお話させて

いただければと思います． 

 50 ページまで飛んでいただいて，私もこの基準改訂を

今回担当させていただいて 5 年間ぐらいなんですけども，

やはり基準の改訂は 10 年間かかるわけですけども，役割

の再認識を私自身はいたしました．例えば今ある基準でも，

基準に何か書いてあるから現場から研究所に質問が来た

り，もしくは設計コンサルタントの方と発注者の方が色々

議論をしたり，やはり何かものがあるので色々な人や組織，

技術者を繋いでいる役割は当然あるんだなというふうに

まず思いました．その後今度基準改訂をしようとしますと

我々コードライターからしますと，基準に過去 50 年ぐら

いずっと書いてあることを今度消そうすると一体消して

いいのかどうかというとどうしても，過去これが基準にな

ぜ書かれていたのかと，そういうことを辿っていかないと

いけないので，時代を繋ぐというのは少し格好つけていま

すけど，やはり色々な先輩方に当時どうだったんですかと

か，これが書いてありますけど，これは今必要ですかと，

やはりそういうことをしていかないと技術がアップデー

           図-2.3.41 

図-2.3.42 
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トできないと．そういう意味ではこういったことを定期的

にやっていくことはやはり技術者の感覚を磨くというか

ブラッシュアップになると思います．ですからまた 10 年

ぶりに基準が変わってしまってみなさんも色々ご苦労さ

れるかと思いますけど，前向きに捉えていただいて，技術

を棚卸しするですとか，先輩方に色々あーだこーだ聞いた

りとか，そういったことにうまく使っていただければなと

思います(図-2.3.42)． 

最後雑駁になりましたけども，時間となりましたので，

どうもありがとうございました． 
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2.4 維持管理・施工・材料・構造 

国土交通省国土技術政策総合研究所 港湾研究部 

港湾新技術研究官 丹生 清輝 氏 

おはようございます．国土技術政策総合研究所 港湾新

技術研究官をしております丹生と申します． 

午前中最後の話ですけども，よろしくお願いします．ま

ず断りなんですけど，日本港湾協会が今年の 1月と 2月の

講習会で使った講習会テキストが手元にあれば開いてほ

しいんですけど，めくっていただいてすぐ裏側，講習会次

第というものがあるかと思います．目次の裏です．この時

の講習会次第で 3ポツ目「維持管理・施工・材料」という

ことで，この時に説明をしたのが，私の前任の松本港湾新

技術研究官なんですけど，今回の 4月の人事異動で私が港

湾新技術研究官になりましたので，今日は私の方から説明

をさせていただきますのでご了承をお願いいたします． 

では私から説明いたします．内容は 2ページの通りにな

っておりまして，まず最初 0として「港湾の施設の技術上

の基準・同解説」の構成を説明いたします． 

1が港湾対象施設の施工の話，2が維持の話，3が材料，

図-2.4.1 

図-2.4.2 

4 が部材の照査，5 は構造物の部材ということと，あと一

番最後に参考資料ではあるんですけど，i-Construction

の取り組みということを少し説明させていただきたいと

思っています(図-2.4.1)． 

今日は主に 1 と 2 と参考資料の説明をするつもりです．

よろしくお願いします． 

まず「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の構成です

(図-2.4.2)．この 4ページ目の図は先ほど宮田室長が説明

されたものと同じです．ただ，右の方の，この第 11 章の

ところとか下線部で青文字にしているところがあるかと

思います．ここは私の前任者の松本港湾新技術研究官が構

造・材料・維持管理部会の主査をしておりましたけど，そ

この部会のところで検討していたところでありますので，

ここの部分のお話を今日はさせていただくということで

ございます(図-2.4.3)． 

 まず最初に 1 ということで，共通編の第 2 章 3 施工の

部分です(図-2.4.4)．施工の部分につきまして，施工に伴

う施工の告示というものの改正は今回ありませんでした．

2 つ目，ICT の活用の施工導入ということを記載しており

           図-2.4.3 

図-2.4.4 
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ます．また，三者会議等の活用ということを今回入れてお

りますので少しご紹介します． 

まず ICTの活用の施工導入ということで，解釈の中でこ

の赤線部分が追加の記載になっておりまして，読み上げま

すと，「施工の効率化，省力化を目的として，ICT を活用

した施工の導入等を検討することが望ましい．」というこ

とで書いております．この ICTを活用した施工の導入につ

いては，最後の i-Construction の導入のところで説明を

いたします．あと下の方に三者会議の解説として赤線の部

分を読みますと，「なお，これらに際し，必要に応じて情

報伝達及び情報共有を図るために，発注者，設計者及び施

工者の三者による施工開始段階で実施される三者会議等

を活用し，関係者間で設計思想の伝達及び情報共有するこ

とが必要である．」ということで，三者会議のことを今回

解説の中で記載しているということでございます(図

-2.4.5)． 

工事に関する制約・リスクの表が元々の基準であったん

ですけど，今回工事をするときの制約・リスクを追加で

色々記載しています．それがこの赤枠で囲った 1～9 まで

           図-2.4.5 

図-2.4.6 

なんですけど，前までの基準では 10～12 まで，例えば機

雷・爆弾等の危険物，海底ケーブル等の埋設物，送電線・

橋梁等の横断工作物ということで，これはあまり発生する

わけではないようなリスクを書いていたんですけど，やは

りこの 1～9 はどの工事でも発生するような制約条件であ

ったりリスクであったりするということなので，これに対

してもしっかり右側にあるような想定される対応策も検

討すべきだということを今回の基準の解説の中で明記を

しているということでございます(図-2.4.6)． 

次の 8ページなんですけど，今話したことに関連するん

ですけど，港湾工事における大規模架設工等の安全性向上

に向けた設計・施工ガイドラインや施工事例に基づく知見

を反映し，安全性の確保に向けた配慮事項を記述している

ということです．具体的には，読み上げますと，「特に施

工時に複雑な施工手順や大規模な仮設工等が採り入れら

れる施工，一般的な規模・構造形式の施工であっても，施

工時の安全性に関して課題があると考えられる場合には，

港湾工事における大規模仮設工等の安全性向上に向けた

設計・施工ガイドラインが参考になる．」ということで，

去年の 3月に国土交通省の港湾局で取りまとめられた「設

計・施工ガイドライン」というものを今回引用しておりま

すので，建設会社の方も今日聞きにいらっしゃっていると

思いますので，このガイドラインといったものをしっかり

今一度把握していただきたいというふうに思っておりま

す(図-2.4.7)． 

次に維持の話でございます(図-2.4.8)．10 ページにな

るんですけど，これは港湾空港技術研究所の担当の方から

いただいた表なんですけど，平成 19 年以降，前回の技術

基準が作成されて以降，この表にあるとおり港湾の施設の

維持管理に関する法令とかガイドラインが整備・改正され

てきたということです．平成 19 年 3 月，前の技術基準が

改訂されたと同時に，維持に関する告示、維持告示が策定

           図-2.4.7 
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されました．そのあと特に大きかったのは平成 24年 12月

に笹子トンネルの崩落事故がありまして，維持管理の必要

性が非常に認識されてきたということで，これを受けて平

成 25 年 6 月に港湾法が改正されて，点検というものが義

務化されるようになったと．それまでは維持管理計画だけ

策定しなさいということだったんですけど，点検の義務化

というところが平成 25年 6月に追加されたということと，

それ以降様々なガイドラインが出されております(図

-2.4.9)．それを踏まえて 11 ページなんですけど，平成

19 年以降，整備・改正されてきた港湾の施設の維持管理

に関する法令・ガイドライン類を踏まえ，解説等を見直し

したということです．この解説の赤線に記載されていると

おり色々なガイドラインを今回引用して明記しておりま

す(図-2.4.10)． 

 これについて少し紹介しますと，12 ページです．これ

が港湾の施設の維持管理に関するマニュアル類の位置づ

けということを図に表しました．見ていただきたいのは下

の方なんですけど，ライフサイクルマネジメントの枠組み

に基づいた維持管理ということで，この全体については沿

           図-2.4.8 

図-2.4.9 

岸技術研究センターから出されている「港湾の施設の維持

管理技術マニュアル」が参考になるということです．あと

維持サイクルを回していく上で，まず最初に維持管理計画

を作っていくと．その段階では国土交通省港湾局が出して

いる「港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン」，あ

と港湾空港総合技術センターさんが出している「港湾の施

設の維持管理計画書作成の手引き」といったものが参考に

なると．あと維持管理計画を作ったあとに点検診断，そし

て評価を行っていくわけなんですけど，ここについては国

土交通省港湾局から出されている「港湾の施設の点検診断

ガイドライン」を見ていくと．最後評価をしたあとに対策

を実際していくわけなんですが，これは沿岸技術研究セン

ターから出されている，コンクリートであれば「港湾コン

クリートの構造物補修マニュアル」，鋼構造物であれば，

こちらは今回特に変更はなかったんですけど，「港湾鋼構

造物の防食・補修マニュアル」が参考になるということで

ございます(図-2.4.11)． 

 次のページ，それぞれ今回 3つのマニュアルが大きく改

訂されております．細かく説明はしないですけど，今回は

図-2.4.10 

図-2.4.11 
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沿岸技術研究センターから出されている①「港湾の施設の

維持管理技術マニュアル」が改訂されたということと，港

湾空港総合技術センターさんから出されている②「港湾の

施設の維持管理計画書作成の手引き」，要するに今回色々

なベストプラクティスの事例が追加されたということで

す．それから今回新たに港湾のコンクリート構造物に特化

した補修マニュアルを出しているということで，まもなく

どのマニュアルも発刊されるだろうというふうに考えて

おります(図-2.4.12)． 

少し戻っていただきまして，先ほど飛ばしました 11 ペ

ージの下の方ですね．技術基準対象施設はということで，

赤線で書いております，「施設ごとに作成する維持管理計

画等を基に，港湾ごとに各施設の維持管理・更新に関する

優先度等を定め，費用の平準化を図ることを旨とした中期

的な計画である予防保全計画がある．」ということで書い

ております(図-2.4.10)．この概念を示したものが，ペー

ジが飛びまして 14ページです．14ページに維持管理計画

と予防保全計画がどういった違いかというのが概念で示

されております．維持管理計画というのは，各港湾の施設

それぞれ，岸壁であったり防波堤であったり航路であった

りというところの施設単位でのそれぞれの維持管理の計

画を定めていて，個別の施設単位で作成するものであると

いうものです．これに対して予防保全計画というものは，

港湾全体の中での予防保全の計画を作成するもので，これ

はそれぞれ個別の維持管理計画を立てても，港全体の中で

の利用状況が違ったり，施設の重要度が違ったりしますの

で，それを踏まえてどこを優先的にやっていくかと，どの

施設を優先的に維持管理していくかということで，優先順

位を策定して，できるだけ波が出ないように維持管理費用

の平準化になるような計画を予防保全計画で立てていく

ということで，維持管理計画と予防保全計画があるという

ことを承知していただければと思います(図-2.4.13)． 

図-2.4.12 

維持に関してあと 2点ですね．15ページです．ICT等を

活用したモニタリング手法の高精度化と効率化．それから，

効率的な維持管理に不可欠な情報，データの適切な方法で

記録・保存するということが解釈の中で書いております．

まず 1 点目なんですけど，「④なお，点検診断の方法等の

検討に当たっては，ICT等を活用したモニタリング手法の

高精度化，効率化についても検討することが望ましい．」2

点目，「⑤維持管理計画に記載される点検診断，総合評価，

維持工事等の結果やその他施設の維持に必要な事項は，効

率的な維持管理に必要不可欠であるため，設計及び施工等

のデータとともに適切な方法で記録・保存し，供用期間中

は保存する必要がある．」ということで，データの保存と

いうことを謳っているということです(図-2.4.14)． 

 この最初の方の点検診断の色々な技術関係につきまし

ては，港湾空港技術研究所が主に進めている技術開発の事

例がありまして，それが 16ページです．1点目が省人化，

省力化と信頼性向上のための技術ということで，色々なセ

ンサのモニタリングの技術を開発したり，あと ICTを活用

したデータ管理のシステムを現在開発中だというふうに

           図-2.4.13 

図-2.4.14 
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聞いております．2点目としては，海上部の目視調査に代

替するような技術の開発を進めているということで，例え

ば桟橋の裏側，下側をロボットにより点検してそれを 3次

元データモデルで診断できるような技術開発を，現在港湾

空港技術研究所が進めているということでございます．左

側の方は主に予防保全的に維持管理に使っていくと．2番

目の目視についてはどちらかというと事後保全的な維持

管理に使っていくような技術開発だというふうに聞いて

おります(図-2.4.15)． 

 次に材料ということです(図-2.4.16)．ここは若干飛ば

し気味で紹介いたします．主に変更になった点を中心に紹

介しますと，まず材料の中で鋼材のところです．ここでは

橋梁用の高降伏点鋼板とハット形鋼矢板について新たに

記載しております．新たに記載したところを赤線で書いて

おります．後で参考にしていただければと思います．コン

クリートにつきましても，コンクリート材料の内容を充実

させておりまして，例えば補強材，表面の保護材，断面の

修復材などを新たに記載しております．特に補強材の中で

は具体例としてエポキシ樹脂塗装鉄筋，ステンレス鉄筋，

           図-2.4.15 

図-2.4.16 

連続繊維補強材というのを例示しております(図-2.4.17，

図-2.4.18)．特にエポキシにつきましては港湾空港技術研

究所の方から写真をいただきまして，こういった適用例が

あるということで，ご承知かもしれませんけど，エポキシ

樹脂で鉄筋を塗装するというところで，桟橋の上部工での

施工例という写真です．これまでの結果，実際に行った写

真が右側の那覇港での例ということなんですけど，スリッ

トケーソンの中にエポキシ樹脂を入れていたと．この 23

年経過したところを撮ってみたところ，腐食もないしエポ

キシ部は健全だということでエポキシの有効性が確認さ

れているということで，今回基準の中で新たに記載をした

ということでございます(図-2.4.19)． 

 21 ページです．あと材料の中で新たに記載した主な点

ということで，アスファルト材料，ポリマー改質アスファ

ルトの品質規格，石材，木材，再生資源材料ということで

それぞれいくつか新たに記載をしておりますので，詳細説

明は省きますがポイントとしてはここに書かれていると

おりということでございます．そしてその他の材料としま

しても，鋼材以外の金属材料であったり，繊維補強材，プ

図-2.4.17 

図-2.4.18 

35



ラスチック及びゴム，注入材料ということで色々な技術を

追加したり新たな表を追加しているということでござい

ます(図-2.4.20，図-2.4.21)． 

23 ページから部材の照査ということで，ここから施設

編の第 2章 1ということでございます(図-2.4.22)． 

 部材の照査のところなんですけど，1 点目として旧基

準・解説でのコンクリート部材に加えて，鋼部材，複合構

造部材についても今回記載を追加しています．またコンク

リート標準示方書，鋼・合成構造標準示方書，複合構造標

準示方書との紐付けを今回強化しているということと，各

部材とも，性能の経時変化に対する検討方法を明記してい

ます．あと電気防食工法に関しましては，それまで作用編

のところにあったものを今回部材の照査のところに移し

まして，平均干潮面以下の防食率について記載を具体的に

下の方にあるとおり追加しています．ここは一般的に 90％

の防食率が使われるんですけども，実際には 90％を大き

く上回っている事例が多々あるので，実際の対象環境での

防食率の実態を踏まえて設定してもよいというふうな記

載を今回新たに追加しているということでございます(図

           図-2.4.19 

図-2.4.20 

-2.4.23)． 

 それから構造物の部材ということで，これは施設編の第

2章 2ということです(図-2.4.24)．ここでは 1点だけ，「既

設構造物・部材を活用した改良設計への対応」ということ

で，現地調査に基づく変状把握と部材照査への反映，既存

の部材を活用する場合の部材の照査方法について参考文

           図-2.4.21 

図-2.4.22 

図-2.4.23 
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献を記載したということです．具体的な解説の中でこの赤

線のとおり書いてありまして，読み上げますと，「②既存

構造物あるいは部材を活用して新たな施設を設計するに

当たっては，現地調査によりコンクリートや鋼材等の劣化

や損傷等の変状を把握し，その状態を反映させて部材の照

査を行うことが望ましい．」と．「③既存の部材を活用する

           図-2.4.24 

図-2.4.25 

図-2.4.26 

場合の部材の照査の方法については，文献 1及び文献 2を

参考にすることができる．」ということでこの左下にある

ような参考文献を今回参考文献として新たに記載してい

て，最新の研究成果として今回追加したということでござ

います(図-2.4.25)． 

以上が私の担当するところの技術基準の変更部分なん

ですけど，最後の時間を使いまして，i-Construction の

取り組みということで，特に港湾分野での ICT活用を紹介

いたします(図-2.4.26)． 

これは 28ページの i-Constructionを進めるに当たって

の課題と取り組み方針なんですけど，港湾工事はご承知の

とおり陸上工事とは違って色々な特徴があると．当然海上

や海中での工事が多いので，出来高の確認や作業の進捗の

把握が非常に難しいと．そして波浪や潮流，風による影響

が大きいということで作業日数も限定されますし，大型の

船舶や機械を使用するということで，陸上工事と違って

色々な特徴があるということで，それに対して

i-Construction を，国土交通省全体で進めている建設の

生産性向上ということをどういうふうに対応していくか

ということで，港湾としては ICT導入に向けた基準類の整

備であったり，環境の整備，また ICTの標準化であったり

を検討する必要があるということで，右下にある「港湾に

おける ICT導入検討委員会」ということで東京工業大学の

岩波先生を委員長としまして，ちょうど 2年前の 6月から

これまで 5回にわたって ICTの導入をどういうふうに進め

ていくかという方針を検討してきているというものでご

ざいます(図-2.4.27)． 

 最新状況をご紹介します．29 ページです．昨年の 4 月

からまず導入されたのは ICT の浚渫工ということで，ICT

浚渫工を行うに当たって ICT を全面的に導入するという

ことを昨年度から進めております．特に昨年度進めてきた

のは，この施工の部分以外のところです．施工する前の測

            図-2.4.27 
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量であったり，施工計画を作るときにナローマルチビーム

を使って 3次元でデータを取ると．そしてそれを使って発

注図書を作っていくと．そしてあと施工を終えたあと，浚

渫が終わったあとに，検査を行う時に検査を行うに当たっ

ての 3次元データ，ナローマルチビームを使って 3次元デ

ータで一途に取っていくと．そのデータも使って通常別途

やられていた海上保安庁に出す水路測量の結果もこの結

果をそのまま使っていくということで，そのあとは維持管

理まで使っていくんですけど，主に測量部分で完了検査も

含めて 3 次元のナローマルチビームを使って今回やって

きたということでございます．あとで説明しますけど，施

工の部分は特に本年度からやっていこうということでご

ざいます(図-2.4.28)． 

これが今年の 2月末時点での最新状況ということで，こ

の ICT 浚渫工はどどれだけ全国の直轄工事で成功されて

きたかという事例でございます．昨年度の例なんですけど，

北海道に当たってはこの下の方，19 番から 21 番までの 3

件の工事で ICT浚渫工の事例，試行工事が行われたと．釧

路で 2件，石狩湾新港で 1件の ICT浚渫工が昨年度行われ

           図-2.4.28 

図-2.4.29 

たということでございます．全国では 24 件の試行工事が

されたと(図-2.4.29)． 

31 ページが今年度からの ICT の活用拡大方針というこ

とでポイントがまとめられています．まず，ICT浚渫工の

更なる推進ということで，これまでは測量部分だけ ICT浚

渫工をしていたんですけども，それ自体はこれからも運用

していくと．それ以外に ICT浚渫工として施工の部分でも

ICT化を進めていこうとモデル工事をやっていくという方

針です．ICT活用事業をさらに活用していこうということ

で，本年度からは全国的には基礎工部分であったり，ブロ

ック据付工についてもモデル工事として実施した上で，年

度末までには各種要領（案）を作成したいと思っておりま

す(図-2.4.30)． 

あと CIM ということで，あとで説明しますけど，32 ペ

ージを開いていただきたいんですけど，右側の方に縦で書

いてあるんですけど，全プロセスに 3次元データを一貫し

て使用するということで，データをその場で使うわけでは

なくて，最初測量時点で出た測量の 3次元データを使って，

設計にも使うし，施工にも使う．そして維持管理にも使っ

           図-2.4.30 

図-2.4.31 
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ていくということで，1つのデータをプロセスの中で回し

ていくということで，ここに略称で書いていますけど，

Construction Information Modeling/Management という

ことで，略称 CIMということで国土交通省が進めていると．

参考で言うと，建築の方では Building ということで BIM

というのが汎用的に使われているんですけど，土木の部門

では CIM ということを最近謳っているということでござ

います(図-2.4.31)． 

前に戻りまして，その CIMといったものが特に港湾の部

門でも今回やっていこうということで，まずは桟橋を対象

に CIM を活用した設計業務をやっていこうという方針で

す．あと 4つ目です．監督・検査についても省力化できな

いかということで，ICTを使った監督・検査方法を今検討

しているということで，こういった方針に基づいて国土交

通省の委員会の下にワーキンググループを 3つ作って，今

現在，国土技術政策総合研究所，港湾空港技術研究所も入

って検討を進めているということです(図-2.4.30)． 

 32 ページに戻りますけど，工種別に ICT 活用がどうい

う事例で使えるかということのイメージ図がこれです．こ

           図-2.4.32 

図-2.4.33 

れまでは浚渫工だけをやってきたわけですけど，本年度か

らのモデル工事としては，捨石工の基礎部分であったり，

ブロックの据付工のところをモデル工事として全国的に

やっていこうということでございます(図-2.4.31)． 

33 ページ以降は，国土交通省の委員会でも提示された

港湾に適用可能な ICT の一覧ということで，33 ページか

ら 36 ページまで ICT を使った色々な技術の事例がありま

すので，今後の流れとしては港湾工事においても ICTを積

極的に使っていく必要が出てくるということで，ICTを使

って生産性を向上していくということで，こういう大きな

流れは変わらないと思いますので，こちらにいらっしゃる

色々な立場のみなさんも ICT を使った港湾プロセスの推

進に積極的に関与していただきたいというふうに思って

おります(図-2.4.32，図-2.4.33，図-2.4.34，図-2.4.35)． 

私からの説明は以上でございます．ありがとうございま

した． 

 

 

 

 

図-2.4.34 

 

図-2.4.35 
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2.5 耐震設計・基礎・地盤改良 

 (国研)海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 

地震防災研究領域長 野津 厚 氏 

ご紹介ありがとうございます． 

それでは私の方から 1 時間お時間をいただいておりま

して，「地盤・耐震関連の主な改訂内容」についてご説明

させていただきます． 

 今日の話は全体としては，このような内容になっており

まして，まず 1番としてはレベル 1地震動に対する耐震設

計に関連してどういうところが変わったのかということ

について，重力式・矢板式それから桟橋，胸壁についてご

説明させていただきます．それから 2番目として，レベル

2地震動に対する耐震設計で変わったところなんですけど，

特に鋼管部材の取り扱い方法が変わりましたので，そこを

中心に説明させていただきます．3番目として，これは耐

震照査ということとは少し違うんですけれども，熊本地震

の時にフェリー埠頭可動橋に不具合が生じたということ

をきっかけとして，フェリー埠頭の可動橋の耐震設計上の

留意点というのを新たに書き込んでおりますので，それに

           図-2.5.1 

図-2.5.2 

ついてご紹介します．4番目としては，照査用地震動の評

価に関することですけれども，照査用地震動の評価に関し

ては，骨組みのところは特に変わっていないです．細かい

テクニックのところで常時微動の観測をする時の留意点

であるとか，それから常時微動観測結果に基づいてサイト

特性を評価するやり方で，従来新竹補正というのがあった

んですけども，その新竹補正を少しリバイズしましたとい

う話になります．それから最後，これはもう本当にスライ

ド 1枚だけどなんですけども，杭の載荷試験の結果がある

時に，支持力の設計用値をどのように設定するかというと

ころの話になります(図-2.5.1)． 

まずこちらのレベル 1 地震動に対する耐震設計という

ことで，まず重力式・矢板式のところの説明をさせていた

だきます(図-2.5.2)． 

今日の話はすべて，平成 19 年基準というのはこのひと

つ前の基準ですけども，この平成 19 年基準の時にどうい

う課題が残されていたのかという話と，それからそれを踏

まえて久里浜を中心としてどのような対応が取られて，現

在新しい改訂版になっているのかということをできるだ

けセットでお話したいと思っております． 

まず重力式・矢板式のところなんですけども，レベル 1

地震動に対する照査用震度の算定手順というのは，平成

19 年基準で新たに示されたものですけども，これについ

てまずは復習してみますと，まず工学的基盤でレベル 1地

震動が与えられているということを前提にいたしまして，

そのレベル 1地震動に対して，1次元の地震応答解析を適

用して地表面での加速度波形にそれを変換いたしまして，

これに周波数領域でこういうフィルタをかけて，少し高周

波成分を低減させるようなフィルタをかけまして，そのフ

ィルタ後の加速度波形というものから最大値を読み取り

ます．この値のことをαf というふうに言っております．

そしてさらにこの上に地震波の継続時間の影響を考慮す

るための低減率(p)というのを掛け算しまして，そしてαc

という加速度の値を求めると．このαc というものから岸

壁に許容される変形量と組み合わせて，照査用震度の特性

値を算定するという，そういう手順になっておりまして，

そのフィルタというのは例えばこの壁高とかこういった

ものによって変わってくるんですけども，例えば壁高が

15m で背後地盤の初期固有周期が 1.07 秒で，壁体下の地

盤の初期固有周期が 0.57 秒の場合は，このようなフィル

タの形になるというものであります(図-2.5.3，図-2.5.4)． 

それから照査用震度の算定式というのは，重力式の場合

はこういう式でありまして，このＤrというのは 10cmであ

りまして，Ｄa というのは許容変形量ですけども，標準的

には 10cm とすると．そういうことになっています．です
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から基本的にここは割り算すると 1 になると．ここのαc

というところに先ほどの継続時間の影響を考慮して低減

させた最大加速度というのをここに持ってきまして，これ

で照査用震度の特性値が求められると，そういったものに

なっております(図-2.5.5)． 

元々平成 19 年基準にこのようなフィルタを使う方法が

提示されたそもそもの理由なんですけども，それはこのス

ライドに示されているとおりであります．地震波というの

は，従来はその昔平成 19 年より前はということなんです

けども，最大加速度というものに基本的に着目することが

多かったわけです．しかしながら，これはもうよく知られ

ていることなんですけど，同じ最大加速度，例えば 200gal

なら 200gal という最大加速度であっても，低周波成分が

卓越していて 200gal という場合と，高周波成分が卓越し

ていて 200gal の場合では岸壁に対する影響の度合いとい

うのがだいぶ違うということです．例えば周期 2 秒で

200galというのはだいぶパワーがある地震波ですけども，

例えば周期 0.2 秒で 200gal というと，たいした地震波で

はないわけですね．ということで，これの影響を考えたい

           図-2.5.3 

図-2.5.4 

ということです(図-2.5.6)． 

場所によって地震波というのは相当違うということは

みなさんもうよくご存知のとおりではありますけど，いわ

ゆるサイト特性の影響によって，ある場所では低周波成分

が卓越した地震波が生じやすいと．別の場所では高周波成

分しか卓越しない，そういった地点ごとの個性が色々あり

ますので，そうしますと先ほどの話と組み合わせると，例

えば低周波成分が卓越した地震動が生じるような場所で

は，大きめの震度で岸壁を設計して十分な耐震性を有する

ような岸壁にしたいと．一方で，サイトな特性によって高

周波成分しか出ないような，そういう場所に岸壁を建設す

るような場合は，そこまで丈夫にしなくても岸壁は大丈夫

ですから，少しでもコスト縮減するために，極端に大きな

照査用震度にならないようにしたいと．そういう目的がそ

もそもあってこういうフィルタを考えて，これで設計する

という考えが平成 19 年基準で示されたわけです．それは

いいんですけども，ただ平成 19 年基準の何が問題だった

かということなんですが，基本的にはこのフィルタの形と

いうのは，多数の FLIP 解析を繰り返し繰り返し行って，

            図-2.5.5 

図-2.5.6 
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所要の 10cmなら 10cmという変形に収めるためには岸壁を

これくらいの震度で設計しておけばいいんだということ

を導き出したと．基本的には数値シミュレーションの結果

に基づいて導き出されていたというところが，我々として

は課題が残っているというふうに認識していたところで，

実際の被災事例と照らしてどうなるかという検証が行わ

れていなかったということであります．そこで，これまで

過去の地震の被災事例がたくさん蓄積されておりますの

で，北海道南西沖地震とか釧路沖地震とかも含めてたくさ

んのデータがありますので，それを使ってこの式が本当に

どれくらいのものなのかということを，国土技術政策総合

研究所が中心になって検討したということであります．そ

の結果について詳しくお知りになりたい方は，国土技術政

策総合研究所資料の 920番と 979番を Webサイトで見られ

ますのでご覧いただければと思います(図-2.5.7)． 

今日は概要だけお話しますと，このように被災事例・無

被災事例ということで，重力式は 41 施設です．それから

控え直杭式矢板式は 8施設，控え組杭式矢板式は 7施設と

いうものを対象にいたしまして検討いたしました(図

-2.5.8)． 

対象とした地震はここにありますように，1968 年の十

勝沖地震以降の地震を対象としております(図-2.5.9)． 

検証の手順なんですけども，まず過去の地震の時に，あ

る施設が無被災であったり，あるいは被災したというデー

タがあります．その時に，その対象としている施設の工学

的基盤でどういう地震波がその施設に作用したのかとい

うことをまず推定いたします．推定した地震波に対して先

ほどの私が述べた手順，今の平成 19 年基準の照査用震度

算定手順に従って，作用震度を算定するということをいた

しました．その時に色々な数字を試しているんですけど，

例えば変形量の許容値は基本的には 10cm にすると．これ

が基本ケースであります．それに対して一方で，その施設

           図-2.5.7 

の限界震度というのを算定いたしました．限界震度という

のはその施設の持っている強さのようなものなんですけ

ども，その施設に作用させる架空の水平力を次第に増やし

ていきまして，ある震度に達した時にいずれかの破壊モー

ドでその施設が壊れます．例えば重力式の係船岸であれば，

滑動か転倒かあるいは支持力の不足，そのいずれかのモー

ドによって破壊が生じるわけですけれども，その破壊が生

じるまで震度を増やしていって，破壊の最初に生じた時の

震度，それを限界震度というふうに名付けているわけです．

そういう意味で基本的には限界震度というのは，その施設

が設計された時の震度に似た概念なんですけど，少しだけ

違うのは，施設を設計する時にはそこの中に色々安全率が

少しだけ入っていたりします．そういうものを，限界震度

を算定する時は安全率をすべて取っ払ってすべて 1 にし

て，本当のギリギリのところを求めてということで，そこ

だけは少し違うというものであります．そうすると，いず

れにしても設計上，例えばこの限界震度が 0.2だとすると，

その施設に設計上 0.2 の震度が加わるとその施設は壊れ

るはずだというのが求められるわけです．そこでその施設

            図-2.5.8 

図-2.5.9 
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に作用した作用震度と限界震度を縦軸と横軸に取れば，そ

の施設がこのグラフ上どこかにプロットされるわけなん

ですけども，もしも平成 19 年基準で示された設計法が完

全に正しいのであれば，この作用震度が限界震度より大き

い場合，つまりこのグラフの 1：1 の線より右下にくるよ

うなプロットの施設であれば，その施設は壊れるはずなん

です．一方で斜め 45°の線よりも左上にプロットされる

ような施設であれば，その施設は壊れないはずなんです

(図-2.5.10)． 

そして実際にその施設が壊れたか壊れていないのかと

いうことを見ることによって，この判断がどれくらい正し

くできているかというのを見てみようというそういうも

のであります．その時に工学的基盤の地震動をどういうふ

うに推定したかというところなんですけれども，詳しくご

説明する時間は今日はありませんので，詳しくは国土技術

政策総合研究所資料 743 番に載っていますのでご覧いた

だければと思うんですけども，基本的には 1個 1個の施設

が置かれている場所のサイト特性をきちんと考えて地震

動を推定するということをやっております．従ってその対

           図-2.5.10 

図-2.5.11 

象施設が置かれている場所で基本的には常時微動観測は

最低限やりまして，それを元に，その同じゾーンの中に強

震計があったとしても，その強震計があるゾーンと施設が

壊れたゾーンが地震動のサイト特性の観点から同じゾー

ンとは限りませんので，まずその判断をいたしまして，強

震計と同じゾーンにあるというふうに判断される場合は，

これはもう簡単で，その強震記録を単に工学的基盤まで引

き戻してそれを使うということなんですけれども，もしも

強震計と被災した施設が異なるゾーンに存在するという

場合は，このサイト特性の違いを考慮してその強震記録を

基本的には補正してあげて，それを使うということをやっ

ております(図-2.5.11)． 

例えばこれは同じゾーンと判定された例なんですけど

も，実際にあった鳥取県西部沖地震の時に被害を受けた境

港の施設ですけれども，この黒い四角のところがその施設

がある場所でありまして，それでこの時は強震記録は三角

の印のところで得られております．この両方で微動観測を

すると，その微動観測の結果というのは同じようなところ

にピークがきて，全体としてこの微動 H/Vスペクトルの形

           図-2.5.12 

図-2.5.13 

43



も似ていますので，これは同じゾーンだというふうに判断

をして，その記録，境港-G の強震記録をそのまま使った

ということであります(図-2.5.12)． 

それに対して同じゾーンと判定されなかった例として，

例えば室蘭港の例がありまして，室蘭港では十勝沖地震そ

の他で被災事例・無被災事例がございますけれども，強震

記録はここの室蘭-S というところで得られております．

それに対して例えば無被災施設，被災施設がこの西 2号埠

頭というところに存在しますけれども，この両者で常時微

動を計ってみるとこのようにピークの周波数がずれてお

りまして，従ってこの室蘭-S というところで観測された

地震波はそのままではこの西 2 号埠頭に作用した地震動

とみなすことはできないだろうと，この場合は判断してお

ります(図-2.5.13)． 

そしてどういうふうにやったかと申しますと，このよう

に室蘭-S と西 2 号埠頭で微動の H/V スペクトルの卓越周

波数が違いますので，いわゆる竹補正という設計の時にも

使っている新竹補正というやり方を使いまして，この黒い

実線の方が元々の強震計の位置でのサイト増幅特性で

           図-2.5.14 

図-2.5.15 

けれども，これをこの点線のように補正をいたしまして，

ピーク周波数が西 2 号埠頭に合うように補正をいたしま

して，この位置転換のサイト増幅特性の違いを考慮して，

十勝沖地震の時に室蘭-S で観測された地震波を補正する

ということをして，西 2号埠頭に作用した地震動を推定し

てあげるということをやりました．少し飛ばしながら行き

ますけれども，同じような手順で，色々な場所の地震動を

推定していったということであります(図-2.5.14)． 

それからこんなふうにやったところもあります．これは

例えば石巻港の例なんですけれども，石巻港の被害を受け

た施設と，それからこれは 1978 年の宮城県沖地震の例な

んですけれども，強震記録が少し離れた場所でしか得られ

ておりませんので，この開北橋というところで得られた記

録しかありません．これだけ違うとサイト特性はかなり違

いまして，このように全然違うわけですね．開北橋はほと

んど岩盤サイトなので，増幅しないんですけれども，石巻

港では 1Hz 前後のところにピークがくるということです

(図-2.5.15)．ですからそれを考えてあげて，まず震源モ

デルを作って，開北橋で実際観測された記録をちゃんと再

現できるようにチューニングしてあげます(図-2.5.16)．

チューニングされた震源モデルを使って今度は石巻の港

での地震動を，同じ震源モデルを使って計算します．そう

いう手順で震度を推定します．いずれにしても被災施設で

地震動を推定して，その結果を使うとこの横軸に作用震度，

縦軸に限界震度のどこかにその施設がプロットされます

(図-2.5.17)． 

その施設が先ほど申しましたように斜め 45°の線より

も右下であればその施設は壊れるはずで，左上だったら壊

れないはずなんですけれども，実際に被災事例を参照して

その施設がどうだったかということをプロットすると，こ

れが重力式で水深 7.5m より深い場合のいわゆる検証結果，

最終的な結果なんですけれども，まあまあ良い結果になっ

           図-2.5.16 
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たということです．この黒い上向きの三角印というのは，

その施設が壊れたということを意味していまして，下向き

の白い三角はその施設が壊れなかったと．壊れた壊れなか

ったというのは変形量が 10cm を超えたか超えていないか

で判断をこの場合はしているんですけども，大体狙いとお

りで，この斜め 45°の線よりも右下には黒い記号が集ま

っていて，左上は白い記号が集まるという結果になってい

ますので，ということは平成 19 年基準の時に使っていた

フィルタというのは，水深 7.5m 以上の重力式に対しては

なかなか良かったということが言えます．ですのでこれは

今回変えないという結論になっています(図-2.5.18)． 

それで，これは昔の研究と比べてみると実はだいぶ進歩

しているんだということを少しご紹介したかったんです

けれども，これと類似の研究で非常に有名な研究として，

我々の先輩がなされた 1975 年の港湾空港技術研究所報告

第 14号に野田・上部の式というのがあります(図-2.5.19)．

これは同じように色々な施設の被災事例，あるいは無被災

事例を集めてきまして，その施設に作用した加速度という

のを，その頃ですので少しやり方が違うんですけれども，

           図-2.5.17 

図-2.5.18 

推定をしておりまして，それに対して縦軸というのは作用

震度ということで，その施設が，これは非常に似た考え方

なんですけれども，例えば今で言う限界震度が 0.2である

ような施設が壊れていれば上向きの矢印，壊れていなけれ

ば下向きの矢印というようなプロットの仕方をしている

んですけれども，この頃は被災事例・無被災事例をこうい

うふうに白と黒でうまく切り分けるという線を引くとい

うことはなかなか難しかったので，野田さん，上部さんた

ちはそうではなくて，少なくともこれぐらいの震度で設計

しておけば安全側だという線を引いたわけですね．ですか

ら要するにこれより下に無被災事例が存在するんだけど

も，それは少し許容してあげて，これより上側に被災事例

が来ないような線，少し高いところに線を引いたというの

が上部さんたちの研究で，この頃よりもやはり平成 19 年

の照査用震度式の方が被災事例と無被災事例をうまく切

り分けることができているので，だいぶ進歩はしていると．

40 年間全く進歩していないわけではないということであ

ります(図-2.5.20)． 

それで基本的にはこういうふうに結果が改善されてき

           図-2.5.19 

図-2.5.20 
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た理由というのは，フィルタを使っているということと，

それから地震動の推定をサイト特性を考慮しているとい

うところが主な原因だろうというふうに我々としては考

えています． 

それで 7.5m 以上の重力式についてはよかったんですけ

ども，矢板式については今回の被災事例による検証ではデ

ータ数が少なかったということで，あまり明確な結論を得

ることができませんでした．どうしてそのデータ数が少な

くなかったのかというその主な理由ですけども，液状化し

た施設というのはこの種の解析からどうしても対象外に

しなければいけないということです．というのは，地盤で

液状化が生じているような場合では，そもそも震度法で仮

定しているような内部摩擦角とかそういうものに意味が

なくなってしまいますので，そもそもその液状化した事例

というのは解析対象にすることができないということが

原因で，例えば日本海中部地震の時の秋田港の被災事例と

かそういう矢板式岸壁の被災事例がだいぶ省かれてしま

ったということが主な原因になっております． 

ここに直杭式と組杭式の結果をプロットしているんで

すけども，最初この結果を見た時に，本来壊れないはずの

施設が壊れているんじゃないかというふうに我々も感じ

たんですが，よくよく過去の被害報告書を読み返してみる

とこういう施設もやはり液状化施設である可能性が高い

ということで，この 2つのプロットというのは意味がない

というようなことを考えています．ということで矢板式に

ついてはこの検証の結果，なかなか結果がイエスともノー

とも言えないという結果でしたので，平成 19 年のものを

そのまま踏襲して変えずに使うと．今回はそういうことに

なっております(図-2.5.21)． 

それから変わったのがこれでありまして，同じ重力式で

も水深 7.5m未満のものについては，左側の平成 19年の照

査用震度式をそのまま適用してしまうと非常に思わしく

           図-2.5.21 

ない結果になるということがわかりまして，つまり本来壊

れないはずの施設がたくさん壊れている，そういう結果に

なってしまうわけです．それで実は平成 19 年の基準が出

たあとで，水産庁さんの方で別途色々検討なさっていて，

漁港施設というのは水深が港湾施設より浅いものが多い

んですけれども，その水産庁さんの方で別な新しい漁港施

設を対象とした照査用震度式というのを作っておりまし

て，それを使ってみると水深 7.5m 未満の施設については

だいぶ改善されるということがわかりました．左側よりも

右側の方がだいぶ結果が良いということがわかりました

ので，今回はこの式をありがたくいただいてくるというこ

とで，水深 7.5m 未満の重力式については水産庁さんの基

準に載っている式を導入させていただいたということで

あります(図-2.5.22)． 

今度は桟橋の方に移りたいと思いますけれども(図

-2.5.23)，桟橋に関して，平成 19 年基準の課題というの

を整理すると，通常桟橋のレベル 1地震動に対する照査と

いうのは，鋼材の応力であるとか，あるいは杭の支持力に

対して実施いたしますけども，この他で直杭式桟橋の鋼材

           図-2.5.22 

図-2.5.23 
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応力の照査を行う時に，平成 19 年の基準では桟橋のグレ

ードに応じて異なる部分係数が設定されておりました．グ

レードというのは，耐震の中の特定，それから耐震の中の

標準，それから通常ですね．そういった異なるグレードに

対して異なる部分係数が設定されていたということなん

ですけども，我々としてはこういう課題があるというふう

に考えておりまして，まずこのグレードの分類というのは

直杭式桟橋だけについて提示されていて，別の種類の桟橋

に対して存在していないというのが非常に不合理なもの

だというふうに考えておりました．それからこのレベル 1

地震動に対する設定なんですけれども，そもそもレベル 1

地震動に対しては要求する性能というのはグレードに関

係なく使用性というのを要求しておりますので，要求性能

は同じなのに 3 グレード毎に異なる部分係数が設定され

ているというのは根拠はないというふうに考えておりま

す(図-2.5.24)． 

それから平成 19 年の課題のもう 1 つ，3 つ目なんです

けども，実は桟橋の設計をする時にまず特性値を出して，

それから設計用値を出すんですけれども，平成 19 年基準

に書かれている文言を詳しく読み解いていって，それをグ

ラフに表すとこういうふうになっているらしいというこ

とがわかりまして，今申しましたように，通常か特定かに

よってこの部分係数が異なるんですけれども，それぞれが

頭打ちになって，一旦水平になったあとでこの横軸の特性

値が 0.25 を超えるところでまた直線になっていくと．こ

ういうふうなガタガタという線になっているということ

がわかるわけなんですけれども，こういう直線ではなくて，

折れ線にしていることの意味というのは特に何もないわ

けですので，これ自体がやはり少し不自然だということを

感じております．それでこういう課題を今回は解決しよう

ということで，平成 30 年基準ではこういうふうに結果的

になっております．まずレベル 1地震動に対しては，すべ

           図-2.5.24 

て要求性能は使用性ということで同じですので，求める安

全性の水準を 1つにしようということで，その水準を調整

係数 mというパラメータで決めようということで，結局曲

がっているところのうまく真ん中を通るような直線を設

定しまして，その係数を mとして定めております．それと

同時に特性値と設計用値の関係の不自然さも解消したと

いうことであります(図-2.5.25)．詳しくは本文の方に書

いておりますのでご覧いただければと思います． 

それからレベル 1 地震動の続きで胸壁なんですけれど

も(図-2.5.26)，胸壁に関して平成 19年基準の課題は何だ

ったかと言いますと，これはまさにサイト特性を考慮して

港湾ごとに時刻歴波形でレベル 1 地震動が設定されてい

るわけですけれども，そのレベル 1地震動に対して胸壁の

照査用震度はどのように設定すればいいかということが

未整備であったということであります．それにつきまして

は，今回レベル 1地震動に対する胸壁の照査用震度算定法

を提示するということで対応しております．今回新たに提

示されている照査用震度算定法というのは，基本的にはこ

れまでの桟橋に適用されていた照査用震度算定法に近い

           図-2.5.25 

図-2.5.26 
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イメージのものになっております(図-2.5.27)．この部分

は主に港湾空港技術研究所の小濱グループ長が中心とな

って提案されていて，最終的には港湾空港技術研究所報告

という形で載っておりますので，詳しくお知りになりたい

方はそちらの方をご覧いただければと思います． 

概要だけ申しますと，まず性能照査用の断面を仮定しま

して，土質条件を整理しまして，加速度応答スペクトルを

算出いたします．そして工学的基盤で入力地震動が与えら

れていますので，それを 1次元の地震応答解析を使って地

表まで持っていきます．ここが桟橋の場合と少し違うとこ

とでありまして，桟橋の場合は 1/β深さまで地震波を上

げてそこでの応答スペクトルを持ちますけども，胸壁の場

合は地表での加速度を求めて，それから加速度応答スペク

トルを算出するということであります．一方で胸壁の固有

周期が必要になりますので，固有周期については静的なフ

レーム解析，これは桟橋と同じように静的にフレーム解析

を元に固有周期を算出いたしまして，加速度応答スペクト

ルと固有周期から照査用震度を算定するという流れにな

っております(図-2.5.28)． 

図-2.5.27 

図-2.5.28 

その固有周期を算定する時は，静的な骨組解析によって

求めることができるわけですけど，その時に地盤バネを考

慮するということで，その壁体部についてはフーチング部

に相当する横梁要素，それから地上部の壁体に相当する縦

梁要素というのを用いまして，壁体の重心位置に水平力を

作用させまして，その水平力と変位の関係からバネ地要素

を求める，そういうやり方になっています(図-2.5.29)．

詳しくお知りになりたい方は港湾空港技術研究所報告が

ネットでも見られますので，これをご覧いただければと思

います． 

今度はレベル 2地震動の話に移りますけども，レベル 2

地震動に対する耐震設計で今回一番変わったのは，鋼管部

材の取り扱いのやり方が変わったということであります．

この部分について詳しくご紹介します(図-2.5.30)．桟橋

のレベル 2 地震動に対する照査というものについて復習

いたしますと，過去の桟橋の大地震時の被災事例というも

のを見ますと，基本的には桟橋の被害というのは Aパター

ンか Bパターンで起きておりまして，この Aパターンとい

うのは後ろの土留めが過大な地震力によって耐え

           図-2.5.29 

図-2.5.30 
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られずに前に出てきてしまって，それが土留めが渡版を介

して桟橋上部工を押し出してしまうと．その結果杭が被災

するというそういうパターンと，それからもう 1つは土留

めの渡版のところが仮に影響がなかったとしても，後ろの

土留めと，それから土留めが動く時にはそれに伴って捨石

の部分もやはり前に動いてしまいます．そうすると今度は，

捨石が桟橋の杭を前に押すということで，それによって杭

が被災をすると．そういう Aか Bのパターンですけれども，

いずれにしても背後の土留めの動きと，それからそれに伴

う捨石を含めた地盤の動きというものが桟橋の損傷に大

きく影響していることが過去の被災事例から言えます．つ

まり桟橋の背後の土留めがなくて，桟橋が単体で揺れてそ

の結果壊れた例というのは実はあまり過去の被災事例に

はないということであります(図-2.5.31)． 

一番有名なのはこの兵庫県南部地震の時の高浜桟橋で

ありまして，後ろの土留めが前に出てきて渡版を介して桟

橋の上部工を押しまして，桟橋の上部工が 1.3m～1.7m も

前に出てしまったと．それに伴って杭に損傷が生じたとい

うそういう事例が一番有名な事例であります(図-2.5.32)． 

図-2.5.31 

図-2.5.32 

それから実は，同じような被害は繰り返し起きているわ

けでありまして，これは 2005 年の福岡県西方沖の地震に

よる被害を受けた博多港の須崎埠頭の桟橋なんですけれ

ども，ここは渡版でありまして，渡版の下に潜り込んで写

しているという写真なんですけれども，これは左側が土留

めになります．右側が桟橋の上部工なんですけども，この

時も後ろの土留めが前に出てきまして，それで土留めが前

に出てきた結果として，この渡版を介して桟橋上部工を押

し出そうとした．つまり先ほどの高浜桟橋と同じような被

害が生じかねない状況だったんですけれども，博多港の場

合はたまたま土留めの上部工のコンクリートにあまり強

度がなかったために，この土留めが桟橋を押そうとした瞬

間に，こちらの土留め自身が壊れてしまって，結果的に桟

橋の方にはあまり影響は及ばなかったというものであり

ます．いずれにしても桟橋の被害に土留めが非常に関わっ

てくるということが言えます(図-2.5.33)． 

そういうことから桟橋のレベル 2 地震動に対する耐震

設計での留意点というのは，結果的に構造物だけに着目し

ているのではだめだということです．地盤と構造物全体系

の動きによって，最終的に桟橋が被災していますので，地

盤と構造物全体系の動きをちゃんと見られるような照査

方法を使う必要がどうしてもあるということで，そういう

経緯から桟橋のレベル 2 地震動に対する耐震設計は基本

的に FLIP を使っているということになるわけです(図

-2.5.34)． 

そこまでが平成 19 年の経緯でありまして，その中で平

成 19 年基準にはどういう課題が残されていたのかという

のが次のスライドからの話になります． 

鋼管部材の扱い方にやはり問題が残されていたという

ことであります．近年では経済設計の追及によりまして，

径厚比，径厚比というのは杭の径を肉厚で割り算した数字

です．その数字が非常に大きい，つまり肉厚が薄くて径が

           図-2.5.33 
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大きいような鋼管杭が採用されるような機会が最近増え

てきていたんですけれども，実はそれに対して十分に対応

できていなかったということであります．従来，平成 19

年基準では FLIP で桟橋を対象にした解析を行う時に基本

的にはこういう M-φ関係を使っておりましたけども，こ

れは縦軸が曲げモーメントで横軸が曲率で M-φ関係なん

ですけども，ここは全塑性モーメントというところで頭打

ちをすると．そこから先はフラットだという M-φ関係を

仮定して，これまで解析を行ってきたわけであります．た

だ実際には D/t，径厚比が大きな鋼管杭の場合には全塑性

モーメントまで発揮できないということが指摘されてお

りまして，この D/t の数字によって挙動が異なるという，

これは 1つの概念なんですけれども，D/tが 100というよ

うに大きい場合は全塑性モーメントまで達することなく

耐力が低下してしまうという危険性があるということで

あります．これが課題の 1であります(図-2.5.35)． 

今度は課題の 2でありますけども，一方で D/tがあまり

大きくない杭で，例えば D/t が 50 といったような杭の場

合には，今までこの全塑性モーメントに対応するようなこ

           図-2.5.34 

図-2.5.35 

の曲率までいきますと，従来の設計ではこの横軸でいきま

すと 1.0 というところに達するともうその杭は基本的に

は塑性ヒンジになってしまって，その部分に関してはアウ

トになると．そういう塑性ヒンジが杭に 2ヶ所以上できる

かどうかということで判定をしておりましたけれども，実

は D/t があまり大きくないような鋼管部材につきまして

は，そこで終わりになるわけではなくて，そのあとかなり

粘ることができるということがもう 1 つ指摘されており

ます．これについては，せっかく粘ることができるのにそ

の性能を十分に考慮せずに設計していたという逆にもっ

たいないことをしていたということもございました．つま

りこの縦軸の値に関しては場合によっては従来危険が多

すぎる設計をしていたということと，横軸に関しては従来

少し辛すぎた部分があるということであります(図

-2.5.36)． 

3番目の課題として指摘されているのは，例えば軸力を

作用する場合ですね．これが桟橋で，この桟橋が例えばΔ

という量だけ水平に動いた状態でさらに軸力が作用する

と．こういう軸力が作用する例というのは，例えば，上に

クレーンが乗っているとか諸々の場合がございますけれ

ども，そういう場合には，実はこの軸力，圧縮側だったと

した場合，部位とΔを掛け算してそれに 1/2を掛けただけ

のモーメントがここで＋αで作用するということがござ

いますけども，このモーメント，＋αで作用する付加曲げ

モーメントというものがこれまでの通常の梁要素では考

慮されていませんので，その部分が少し危険側になってい

る恐れがあるという課題が指摘されたわけです(図

-2.5.37)． 

 そういういくつかの課題を解決するために，これは主に

港湾空港技術研究所の大矢という者がいるんですけども，

大矢と鋼管杭・鋼矢板協会が共同で色々と研究をしまして，

それでいちおう解決をみたので，新しい提案式が新基準に

図-2.5.36 
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載っているということです．どういう研究をしたかという

ことなんですが，詳しくは大矢が筆頭著者になっている港

湾空港技術研究所報告をご覧いただきたいと思うんです

けども，基本的にはシェル要素を使った 3次元 FEM解析を

使って鋼管部材の耐化性能を把握したと．その際にまず解

析の妥当性については実験で確認を行っていると．それで

鋼管杭の耐化性能を把握した上で，それを普通の設計では

梁要素を使いますので，普通の設計で使われている梁要素

でうまく表現するためにどんなパラメータを設定したら

いいのかということを検討したというものであります(図

-2.5.38)． 

このあたりは少し詳細に亘るので省略しながら説明し

ますけれども，鋼管部材の正負交番載荷試験というのが行

われておりまして，交番載荷試験に伴って，これが実験で

得られた M-φ関係です(図-2.5.39)．これをできるだけ再

現するように 3次元のシェル要素を工夫して，まず再現で

きるところまで持って行ったと．その再現できる 3次元シ

ェル要素を使って今度は色々な条件の元で桟橋の耐荷力

を調べたということであります．例えば軸力比によって結

           図-2.5.37 

図-2.5.38 

果がだいぶ違うということがわかっておりまして，軸力比

が大きい場合は少し注意をしなければいけないといった

結果が得られております(図-2.5.40)． 

3 次元シェル要素の解析結果として得られた M-φ関係，

これは横軸がφで縦軸が Mになりますけども，それがこの

黒線であるというふうにします．そうすると鋼管部材が黒

           図-2.5.39 

図-2.5.40 

図-2.5.41 
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線のところまでの耐荷性能を発揮できるということなん

ですけれども，これは一般の梁部材で考慮する時には梁部

材では先ほどの PΔ効果による曲げモーメントというのは

出てきませんので，ですから本来この黒い実線のところま

でいけるんですけども，通常の梁部材で計算する時は少し

遠慮して，この点線ぐらいのモーメントしか発揮できない

というふうに考えておこうということであります(図

-2.5.41)． 

その点線の M-φ関係を今度はもう少し実際の設計で使

えるように，便利なように，バイリニアモデルで近似して

あげるということでちょうどこの点線が一番ピークに達

するところ，この部分の曲率を限界曲率という名前を付け

ておりますけども，この限界曲率のところでちょうどうま

く接するようにこういうふうなバイリニアモデルを設定

いたしました．一旦こういうふうになりますと，もはやバ

イリニアモデルの頭打ちの数字は従来使われていた全塑

性モーメントというものではございませんで，径厚比とか

あるいは軸力比といったものによって色々変わりうる値

になりますけども，もはや全塑性モーメントではないとい

うことです．それから横軸については，従来はこの角の部

分に対応する曲率でもうアウトというふうにしていたわ

けですけども，新しい基準ではそこでアウトではなくて，

ここまでいけるよと．限界曲率のところまでいけますと．

そういうような考えになっていまして，限界曲率に達した

箇所が上下 2 ヶ所あるかどうかといったような議論に変

わってきているということです(図-2.5.42)．それで縦軸

の M，最大モーメントというふうに呼んでおりまして，そ

の最大モーメントがこの軸力に応じてどういうふうに変

わるかというようなグラフが新しい基準の本の中にこう

いうものが出てきておりまして，小さくて見にくいんです

けども，こういうパラメータの中に D/tというのが出てき

ておりまして，径厚比によって最大曲げモーメ

           図-2.5.42 

ントが変化するようなそういうパラメータの設定方法に

なっております(図-2.5.43)． 

同じように限界曲率ですね．横軸のどこまで許すかとい

う限界曲率の方も，これは縦軸に限界曲率が取られていま

して，横軸に軸力が取られておりまして，従来はこの点線

のようだったんですけれども，今回の新しい基準ではこの

黒い線のところまで許容するというような新しい提案が

なされています．こちらの方もパラメータの中には先ほど

の径厚比が入ってきていると．径厚比によって限界曲率が

変わるというものになっております(図-2.5.44)． 

以上，鋼管部材のところについてまとめますと，1つは

従来の全塑性モーメントを使った評価では懸案となって

しまっておりました耐荷性能の評価を改善したというこ

と，それから径厚比とか軸力比に応じまして変形性能を適

切に評価できるようになったということであります．その

結果によって大径厚比，あるいは高軸力比といった一部の

ケースを除いては今回の方が変形性能をより大きく評価

できるということになっております．全体としては，従来

は肉厚を薄くして径の大きい杭が使われるといった傾向

           図-2.5.43 

図-2.5.44 
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があったんでけれども，今回の新しい基準で照査する場合

はそれよりも肉厚を厚くする，そういう選択をする方が結

果的に設計上有利になるというような方向に向かってお

ります．詳しくお知りになりたい方は港湾空港技術研究所

報告をご覧いただければと思います(図-2.5.45)． 

今度はまた別の話題に移りまして，フェリー埠頭可動橋

の耐震設計上の留意点ということについてご紹介したい

と思います．残り時間が少ないんですけども，残り時間を

主にこの話題に費やしたいと思います．残っている話題の

照査用地震動の話等はわりと枚数も少ないですので，ほん

の触れるぐらいにしたいと思います(図-2.5.46)． 

フェリー埠頭の可動橋は何がきっかけになっているか

と言いますと，熊本地震で可動橋が被害を受けたというも

のであります．何が起きたかということなんですけども，

これはフェリーに乗るために上下に動くことができるよ

うな桁を有している可動橋でありまして，この桁を上から

油圧シリンダで吊るしてありまして，この油圧シリンダが

伸び縮みすることによってこの桁が上下するという仕組

みのものでありまして，フェリー埠頭にはよくあるタイプ

           図-2.5.45 

図-2.5.46 

のものでありますけども，地震が起きた時に油圧シリンダ

がぶら下がっている門型の構造物，門構というふうに言う

んですけど，この門構が矢印の方向に残留変位を生じてし

まったということであります．この生じた残留変位という

のはあまり大きなものではなくて，せいぜい 8cmぐらいの

ものだったんですけども，それによって可動橋の上げ下ろ

しができなくなってしまったということであります(図

-2.5.47)． 

どうして上げ下ろしができなくなったかということな

んですけど，実はこの赤い部分を可動橋の上に乗って上か

ら見下ろした写真が次の写真なんですけれど，これが見下

ろした写真であります．手前側が可動橋の上がったり下が

ったりする方の部分であります．奥の方が門構の部分です．

しかしながらこの熊本地震の時に，門構の部分が基礎ごと

矢印の方向に残留変位を起こしていまいまして，その結果

何が起こったかというと，実はこの可動橋が上下する時に，

このフックという飛び出しているものがこちら側のブラ

ケット部の隙間を，元々はこの隙間を通るように設計され

ているんですけども，門構が左に動いてしまったためにフ

           図-2.5.47 

図-2.5.48 
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ックがここに当たるようになって下げることができなく

なってしまったということであります．このフックが元々

無ければ上下させることに何ら問題なかったんですけど

も，何のためにこのフックがあるかというと，実は可動橋

を時々休ませる必要があると．休ませるというのは，例え

ば油圧シリンダのメンテナンスをする時に一時的に油圧

シリンダを取り外さなければいけないと．そういう時にこ

の可動橋の桁を，この金属の棒をここに挿入してそこにフ

ックを引っ掛けて可動橋をしばらく休ませておくと．可動

橋の本来の機能というよりもどちらかというと枝葉的な

機能のための部分なんですけど，ここで不具合が生じてし

まったということです(図-2.5.48)． 

元々どうして可動橋の門構が変容してしまったかとい

うと，地盤の動きが関係しておりまして，平面で見るとこ

ういうふうになっていまして，こちらに海岸線があってこ

ちらにフェリーが着くんですけども(図-2.5.49)，断面を

見ると海底面が，要するに船がいる側に向かって低くなっ

ていると．傾斜があるということであります．こういう場

所でかつ比較的軟弱な地盤ですので，こういう場所に強い

           図-2.5.49 

図-2.5.50 

地震動が作用しますとどうしてもこういう傾斜した地盤

というのは低い方に残留変位を生じる傾向がありますの

で，その結果この矢印のベクトルの向きに，最初は地盤が

変容してそれに伴って杭基礎もすべて矢印の方向に残留

変位を起こしてしまったということであります(図

-2.5.50)． 

このように一見すると，構造物側に問題があって被害が

生じたように見えてしまうんですけども，実はそれよりも

むしろ地盤が関係していると．地盤の変形が不具合をもた

らしているというところが港湾施設の被害の特徴ではな

いかというふうに考えております(図-2.5.51)． 

こういったところの地震動というのはレベル 2 には至

らない程度の地震動ではあったんですけども，やはりレベ

ル 2 に至らないような地震動でも地盤が軟弱であればあ

る程度の地盤の変形というのは避けられませんし，それに

伴って施設の基礎が変形するということも避けられない

ということで，まず地盤の変位というものが生じる恐れが

あるんだということを留意点として平成 30 年の基準には

記載しております．ただレベル 2に満たないような地震動，

           図-2.5.51 

図-2.5.52 
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例えばレベル 1地震動に対して，地盤の変形量を定量的に

出そうとすると FLIP のようなプログラムを使わざるを得

ないことになりますが，レベル 1地震動に対して毎回 FLIP

を回すのはやはりあまりにも手間がかかりすぎるという

ことを考えまして，従って今回の平成 30年基準の中では，

地盤が何 cm 変形するかというのを定量的に評価するとい

うことではなくて，レベル 2に対してはそれをやるんです

けども，レベル 1に対しては地盤が変形するということは

ある程度念頭に置いて，地盤が変形したとしてもそれに対

応できるように可動橋側で構造上の工夫をしておきまし

ょうというようなことが書かれております(図-2.5.52)． 

具体的にどんな工夫が必要になるかということなんで

すけども，その前に技術基準の中の記載をするために全国

的に可動橋の調査をさせていただきましたので，その結果

として色々なことがわかってきております． 

1つは可動橋の基礎というのが基本的にはヒンジ部と門

構部というのが必ずありますけれども，実に色々なタイプ

の基礎があるということがわかっておりまして，杭を使っ

たものとか重力式のものとか色々なものがあるんですけ

ど，1つ大きな特徴というのは，背後の土圧を門構部の直

下で受けているというタイプ．左側のラインのタイプと，

それとは別にヒンジ部の下あたりで背後からの土圧を受

けているというタイプの断面と，大きく分けて 2通りの断

面があるということがわかりました．それで地震時に想定

される変位の元としては，後ろから土圧を受けている部分

が動きやすいということでありますので，例えばこちらの

左側のラインのように門構部の直下で土圧を受けている

ような施設であればこの門構部の下が前に動きやすいで

すし，右側のラインのようにヒンジ部の直下で土圧を受け

ている構造物であればこのヒンジ部の直下が前に出やす

いということであります．ですから左側のラインの場合に

はどちらかというと門構部とヒンジ部が相対的に伸びる

           図-2.5.53 

ような残留変位が想定されますし，右側のラインであれば

今度逆に門構部とヒンジ部が縮まってくるという変位が

予想されます(図-2.5.53)． 

今は主に橋軸方向について見たわけですけども，今度は

平面的に見ていきますと，こういった色々なパターンがあ

りまして，フェリー埠頭でよく見られるパターンというの

はやはりこの(a)(b)のように船の左側か又は右側のどち

らかに護岸があるというものがあります．もちろん護岸が

ないという(c)のようなパターンもございますけども，そ

うしますと例えば左側に護岸があるような平面形状であ

れば，地震が起こりますとこの護岸が右の方に向かってせ

り出してくるということが懸念されます．実は今回の地震

でまさに別府港の可動橋では側方の護岸が前に出てきて

いるというような変状を示したと．護岸が出てくるとここ

にサイドローラーというのがありまして，このサイドロー

ラーというのは先ほどの桁を左右から挟みこんでおりま

して，この桁が頭が振れないようになっているものです．

サイドローラーの隙間というのはほんの 1cm とかそれく

らいの隙間しかない非常にキチキチなんですけど，しかし

           図-2.5.54 

図-2.5.55 
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護岸が前に出てきますと，このサイドローラーのところが

当たってしまってそこでつっかえるということが実際に

起きております(図-2.5.54)． 

フェリー埠頭の可動橋というのは，このように門構部か

ら油圧シリンダをぶら下げているものがほとんどなんで

すけれども，その油圧シリンダのぶら下げ方，そうは言っ

ても実は色々な形式がありまして，その形式の違いによっ

ても構造物が地震の変位に対して柔軟に対応できるかど

うかが色々どうも違っているようだということでありま

す(図-2.5.55, 図-2.5.56, 図-2.5.57, 図-2.5.58, 図

-2.5.59)． 

今回平成 30 年基準の中でどういうふうな具体的な記載

を採用したかということなんですけれども，2つのことを

大きくは書いております．1つはこれまで述べてきました

ように門構部とヒンジ部という 2つの部分があって，その

間に相対変位が起きてしまうということが不具合の原因

になりやすいということであります．従って 1つは，もし

可能であれば，あまり大型の可動橋の場合は難しいとは思

いますけれど，ヒンジ部と門構部が一体化された基礎の上

           図-2.5.56 

図-2.5.57 

に構築すると．あまり大きくない可動橋の場合は，実際そ

ういう例もございますので可能は可能だということなん

ですが，そういうふうにしておくと地震の時の不具合とい

うのはまず生じにくくなりますということを書かせてい

ただいております．それからもう 1つは対応策その 2とい

うことで，もしもヒンジ部と門構部を一体化させるという

ことが仮に難しい場合は，この間にある程度の相対変位が

生じたとしても，それに対応できるように構造上の工夫を

しましょうということで，これについては橋軸方向の相対

変位と橋軸直交方向の相対変位と 2 つの要因があります

ので，それぞれについて分けて記載をしています(図

-2.5.60)． 

まず橋軸方向なんですけれども，例えばこちら手前がヒ

ンジ部で奥が門構部であります(図-2.5.61)．このヒンジ

部と門構部が仮にお互いに距離が縮んだりあるいは距離

が離れたとした場合に何が起こるかということなんです

けれども，可動橋をぶら下げている油圧シリンダ自体は多

少の桁の前後には対応できるような自由度を有しており

ますので，そこ自体はあまり問題がないかなと思います．

           図-2.5.58 

図-2.5.59 
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しかしながら，油圧シリンダの取り付け方法の違いによっ

てだいぶ結果が変わりうるということです．これはその違

いの例を示しているんですけれども，油圧シリンダがこの

上の例のように非常に狭い空間，非常に狭いスペースの中

に取り付けられているというものと，それから下の写真の

ように広々とした空間の中，広々としたスペースに油圧シ

リンダが取り付けられている，こういう違いがあります．

この前者の場合は，この部分のクリアランスが非常に小さ

いですので，従って，例えばこれは門にぶら下がっていま

すが，門全体が左に動いたり右に動いたりしますと，この

油圧シリンダが簡単にコンクリートにぶつかってしまっ

て支障が生じるということです．ですから，油圧シリンダ

を取り付ける時にできるだけ周りが狭苦しいところでは

なくて，なるべく広々とした中に取り付けた方がいいです

ということが 1 つであります(図-2.5.62)．もう 1 つはま

さに熊本地震で起こったことでありまして，休止装置が不

具合の原因になることが多いと．こういうふうな装置であ

りますと，例えばほんのわずか数 cm 左右に残留変位が生

じただけでも通らなくなってしまいます．しかし休止装置

           図-2.5.60 

図-2.5.61 

というのは必ずしもこういうタイプである必要はありま

せん．日本全国見ていきますと，実際色々なタイプの休止

装置がございます．例えば呉港にある可動橋の休止装置と

いうのは，上からだらーんとぶら下がっているだけであり

まして，それに可動橋の桁を吊り下げるというフレキシブ

ルなタイプの休止装置でありますので，こういうものにし

ておくと問題は生じにくいということであります(図

-2.5.63)． 

時間がないのでやめようと思いますけど，もう 1つ橋軸

直交方向の動きですね．護岸が横方向に押し出してきた場

合，それに対してどういうふうに対応するかという問題が

最後に残るわけですけれども，これに対してはやはりもう

可動橋のヒンジ部を工夫するしかないと．通常のヒンジ部

というのは，上下だけの変位を許容するようなヒンジにな

っているんですけども，色々な可動橋を調査させていただ

く中で，ヒンジ部が 2段になっていて，上下だけではなく

て左右にも首を振れるような，この写真がそれなんですが，

そういう工夫がされているようなセンターピン方式とい

うヒンジ部もありますので，こういうものを採用していた

           図-2.5.62 

図-2.5.63 
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だけると側方の変位にも対応できるといったようなこと

を書かせていただいております(図-2.5.64，図-2.5.65,

図-2.5.66)． 

時間がないのでやめますが，常時微動観測の地震におけ

る留意点というのは一言だけ言いますと(図-2.5.67)，岸

壁の近く，例えば 30m離れたところ，こういうところで測

           図-2.5.64 

図-2.5.65 

図-2.5.66 

った時のデータの中に，通常これは常時微動観測をする時

は水平 2成分両方使うわけなんですけれども，法線平行成

分と法線直交成分とはかなり違う場合があるということ

が何ヶ所かで指摘されています．常にそうなるわけでもな

いんですが，どうも法線直交成分の常時微動を使うと地盤

の特性とはまったく関係ないピークが生じてしまう場合

がありそうだということであります(図-2.5.68)．結局ど

うかということですが，従来のように水平 2成分を使う解

析だけではなくて，法線平行成分だけを使った H/Vスペク

トルも書いてくださいというのが新しい技術基準の中に

入っています(図-2.5.69)． 

それから新竹補正です．常時微動のデータを元にサイト

増幅特性を補正しますという時に新竹補正という方法が

あって，古い方の竹はそのままなんですけど，新竹補正の

方が少し極端な補正をし過ぎてしまうということで，それ

を少し改善したということであります(図-2.5.70，図

-2.5.71)． 

それから最後，杭の載荷試験です(図-2.5.72)．これは

一言で言いますと，杭の支持力を求める時に N値から取る

           図-2.5.67 

図-2.5.68 
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場合だけではなくて，きちんと載荷試験をやる場合もあり

ますが，きちんと載荷試験をやった場合というのはその分

信頼性が上がっているので，本来であれば少し安全率を低

減させることができるわけですけれども，その場合にどう

いう考え方に基づいて安全率を低減させることができる

かということが従来は何ら触れられていなかったと．今回

は水谷グループ長の港湾空港技術研究所報告の中でそれ

が触れられているので，これを引用しているということに

なります(図-2.5.73)． 

すみません，少しだけ延びてしまったかもしれませんけ

ども，これで地盤・耐震関係の変更点の説明を終わらせて

いただきます．ありがとうございました． 
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2.6 海象・耐波設計・耐津波設計 

 (国研)海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 

 海洋研究領域 耐波研究グループ長 鈴木 高二朗 氏 

港湾空港技術研究所の鈴木と申します．今日は「気象・

海象・津波の主な改訂内容」ということで，ご説明させて

いただこうと思います． 

まず最初に，どちらかというと台風の時の波のようなも

のの改訂内容を話しまして，そのあとに東日本大震災のあ

と津波関連の内容がだいぶ増えておりますけれども，そこ

の部分の改訂内容を説明させていただこうと思います． 

なかなか小さい図面を書いてしまったところもありま

すので，後ろの方は配られている資料をご覧になられて聞

いていただければと思います． 

まず最初文字だけになってしまいますけれども，局地気

象モデルと波浪推算についてお話させていただきます．局

地気象モデルというのは，気象庁から与えられる風とかそ

ういったものよりもさらに細かく気象場を計算すること

ができるモデルなんですけれども，そういったものを使っ

て波浪推算をすることができるということがありまして，

そういったものを少し今回の改訂で紹介しています．局地

気象モデルとしてはこれまで MM5 というものが主に使わ

れてきたんですけども，最近ワーフ（WRF）という新しい

モデルなんかも出てきまして，こういったものを使うと，

例えば東京湾ですとか伊勢湾といったような地形が非常

に複雑な場所も気象場をしっかり解くことができるとい

うことで，そういったものを使って波浪推算ができるよう

になってきました．次に波浪推算モデルですけども，これ

まで WAM ですとか SWAN といったモデルがありまして，こ

ういったものでだいぶ波の高さを精度良く推算できると

いうことがわかってきていますけれども，最近では WW3と

書いておりますが，ウェーブウォッチ 3という新しいモデ

ルも開発されてきています．これはどちらかというと周期

           図-2.6.1 

の再現性が高くなっているというモデルでして，これを説

明していこうと思います(図-2.6.1)． 

波浪推算のモデルを使う時は，例えば気象庁から出てく

るような海上風を使って，あとは海底地形を入れてそれを

波浪推算モデルに入れて計算してくるわけですけれども，

先ほどお話しました局地気象モデルというものを入れま

すと，さらに細かく詳細な計算ができます． 

この映像は波浪推算の計算をしているような状況にな

ります．局地気象モデルとしましては，どういったものを

入力データとして入れるかといいますと，気象庁からグリ

ッドポイントバリュという水平 20km 格子のデータがあり

まして，通常はそういったデータをこの MM5とか WRFとい

うモデルに入れまして，それと地形データあるいは海面の

水温データなどを入れますと，かなり細かく計算ができる

というものです(図-2.6.2)． 

この辺は少し飛ばしていきますけども，これは局地気象

モデルによって計算された動画ですけれども，こういった

ものを使うと，例えば伊勢湾，先ほどもお話しましたけど

も瀬戸内海ですとか，そういったかなり地形が影響するよ

図-2.6.2 

図-2.6.3 
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うな場所ですと風が変わってしますんですけども，それら

を細かく計算することによりまして，波の高さを精度良く

推算できるようになってきました(図-2.6.3，図-2.6.4，

図-2.6.5，図-2.6.6)． 

今回の改訂ではどういうふうな取り扱いをしているか

といいますと，まず気象モデルですけども，これまでは台

           図-2.6.4 

図-2.6.5 

図-2.6.6 

風モデルですとかあるいは天気図の気圧分布から気象波

を推定しまして，波浪あるいは高潮を求めていたわけです

けれども，今回は局地気象モデルを入れることによりまし

て，特に陸地の影響を受けるような場所では，推算精度が

向上する場合もあるといったことが記述されています． 

今回は特に事例として紹介する程度ということで，気象

GPVですとかあるいは局地気象モデルを用いるということ

を推奨しているわけではないということです．あくまで事

例として紹介するというところであります(図-2.6.7，図

-2.6-8)． 

一方で波浪推算モデルの方は，今回の改訂で第三世代波

浪推算モデル，先ほどお話しました WAM ですとか SWAN で

すとかそういったものを第三世代波浪推算モデルと呼ん

でおりますけども，それを用いることを標準というふうに

明記しています(図-2.6.9)． 

次に高潮の話ですけれども，高潮に関しましては平成

19 年基準より前からずっと当然ながら載っていますけれ

ども，今回は津波に合わせまして偶発作用というものを考

えられないかということを水面下で検討してきました．高

           図-2.6.7 

図-2.6.8 

61



潮はそのまま偶発高潮といった呼び方をするということ

も考えられるわけですけども，そこまでは今回は進んでい

ませんで，偶発波浪という言葉がこれまでもあったんです

けれども，偶発波浪に設定する潮位という，少し回りくど

い表現になっていますけれども，偶発波浪と一緒に来ると

いうことを考えまして，偶発波浪に設定する潮位という言

葉を今回新たに付け加えています．偶発波浪に設定する潮

位というものは，既往最高潮位ですとか高潮による既往最

大潮位偏差に捉われずに，全国の気象擾乱の記録あるいは

気象学に基づく台風の発達限界に基づいて適切な強度，規

模及び経路の台風または低気圧を想定するというもので

す．そういったシナリオに基づいて高潮を含む潮位と波浪

の径時変化を推算しまして，ある意味シナリオ計算を行い

ますけれども，港湾に最も被害をもたらすであろう潮位と

波浪条件を検討するというものです．これは平成 19 年基

準までの高潮というのは，どちらかというと設計高潮で決

めていくもので，L1 高潮に相当するようなものかと思い

ます．一方で今回の偶発波浪に設定する潮位というのは，

偶発高潮に相当すると考えていまして，L1 高潮より大き

くて L2 高潮までの高潮というふうに考えています．重要

度に応じて粘り強さを津波と同じように付与できるよう

にそういった考えの元に今回こういった言葉を提示しま

した(図-2.6.10)． 

こちらは宮田さん，高山先生らの今まで行われてきまし

た研究の例ですけども，例えば九州の志布志湾に様々なシ

ナリオの台風を走らせまして，その中で最も危険な状態は

どういった場合に起きるかというのを調べているもので

す．例えば，図がちょっと小さくて恐縮ですけども，横軸

が潮位偏差で，縦軸が波高になっています．この黒の部分

を見てみますと，最初潮位偏差が大きくなってきてだんだ

ん時間が経つにつれて潮位偏差が下がってきまして，一方

で今度は波が大きくなってくると．こういった時系列の計

           図-2.6.9 

算をしまして，防波堤ですとか護岸に対してどういった状

況が危険かというものを調べているといった研究がなさ

れています(図-2.6.11)． 

次に，今は高潮のお話しをしましたけども，今回の改訂

でうねり性波浪の導入ということを行っております．これ

は従来の設計波に加えまして，うねり性波浪というのを導

入しました．うねりというのは様々考えられますけども，

ここではやはり定義をしておく必要があるということで，

うねりの定義としましては，有義波周期 8秒以上で，かつ

波形勾配が小さくて概ね 0.025 より小さい波をうねりと

いうふうに今回定義しました．そういったうねりを波浪観

測データから抽出しまして，それらの極地データに対して

極地統計解析を実施しまして，うねりの設計波を求めると

いうことです．ただそんなにたくさんうねりのデータがあ

るわけではなくて，高波基準を超えるような十分な極地デ

ータが得られない時は，その海域において顕著なうねり性

波浪がないと判断しまして，うねりの設計波の設定を省略

するというふうに記述しています．当初うねりと風波とい

うのは完全に分離して，極地統計解析を実施して，それぞ

           図-2.6.10 
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れの設計波を求めるということを考えたりもしたわけで

すけども，そうしようとするとなおかつこれまでにたくさ

んのデータが取られていますけども，それでもまだ足りな

いというところもありまして，今回は従来の設計波をこれ

までどおり求めてきまして，それに付け加えてうねり性波

浪を求めようということになっています(図-2.6.12)． 

うねり性波浪はどういったところで大事になるかとい

うことですけれども，そもそもなぜうねり性波浪なのかと

いいますと，最近起きている護岸ですとか海岸堤防の被災

を見てみますと，どうやらうねり性の波浪による被災が多

いというふうに考えています．例えば高知の菜生海岸での

被災ですとか，あるいは富山のうねり，寄り回り波の被災

とかそういったものがどうやらうねり性波浪が原因とい

うこともありまして，今回こういったものを導入しました． 

こちらの図は鹿島港の南防波堤で被災があったんです

けど，その時の台風の様子を調べたものです．この横軸が

有義波高になっていまして縦軸が有義波周期です．台風が

近づいてくると波がだんだん大きくなってきます．ある波

形勾配，この 1つ 1つの線は波形勾配を示していますけれ

           図-2.6.12 

図-2.6.13 

ども，この一番下のものが波形勾配が 0.04 で，一番上が

0.01 になっていますけども，だんだん波が大きくなるに

つれて，ある波形勾配に沿った形で波が大きくなっていき

ます．ところがある段階から台風が通り過ぎていきますと，

今度はうねりだけが卓越してくるようになりまして，周期

がどんと大きくなりまして，そのあと今度は波も少しずつ

小さくなってきたというものが観測されています．鹿島港

の南防波堤というのは周期が 11秒で波高が 7mを超えたも

のが設計波になっていたんですけども，当時の波を設計周

期で見てみますと，15.3 秒と書いてありますけども，だ

いぶ周期が長く大きかったということです．そのあと色々

な検討がされていまして，周期が大きくなってくるとどれ

ぐらいの提体幅が必要なのかというのを仮想的な防波堤

の断面の設定をしまして調べたところ，やはり周期が大き

くなってきますと，13秒～21秒，21秒のうねりというの

はちょっと考えにくいところもありますけれども，周期の

影響を考えていくとやはり当然ながら提体幅が大きくな

っていくといった検討がなされています(図-2.6.13，図

-2.6.14)． 

こういったうねり性波浪がどれぐらいあるかというの

を宮田さんたちで調べられていまして，これまでのナウハ

スのデータを調べていきますと，例えばこの黄色くハッチ

ングされている部分がうねり性波浪に相当するものです．

そこそこうねりがあるというのがこの絵からもわかると

思います(図-2.6.15)． 

この図は高波時のうねりの出現頻度を示したものです

けれども，どちらかというとやはり太平洋側はうねりがよ

く発生していまして，この青で示しているのがうねりの分

布です．例えば東北の宮古，釜石で見てみますと，うねり

の出現頻度が高くて 80％を超えているぐらいの頻度にな

っているのがわかります．一方で日本海側はどちらかとい

うと少ないわけですけれども，寄り回り波が問題になった
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金沢とかこのあたりで見てみましても，そんなに多くはな

いんですけれども，日本海側は若干少ないという傾向があ

ると思います．ただよく考えてみると少ないとは言っても

時々来る寄り周り波ですとか，そういったものがかなり大

きな被災を発生させるということもありますので，必ずし

も出現頻度が少ないからといって安心できるというわけ

ではないと思います(図-2.6.16)． 

これは 20 年以上前の話になりますけれども，苫小牧の

東港で防波護岸を作っている時に，消波ブロックを設置し

ていたという時がありました．その時に波がほとんどない

ような時にブロックがどんどん下がってくるんだという

話を伺ったことがあります．そのあと色々調べてみると，

太平洋側の東北沖を台風が通過しているということがあ

りました．その時の波高と周期を調べてみると，苫小牧の

あたりでは波高が 2mぐらいなんだけれども，周期は 18秒

という非常に長いうねりが出ていたということがわかり

ました．要はうねりですと表面ではあまり大きく動いてい

ないように見えても，通常の波と比べますと海岸の方では

だいぶ水の動きが大きくて，洗掘現象で見てみますと，例

           図-2.6.15 

図-2.6.16 

えばブロックの下の砂の動きを見てみると，うねりがかな

り大きく効いてくるということかなというふうに考えら

れています． 

次にブシネスクモデルのお話をしたいと思います．港内

静穏度を調べたりする時は，平成 19 年基準までは高山法

等の線形モデルというのを前提として書かれていました．

今回の平成 30 年基準からは，線形波動モデル，港湾空港

技術研究所のモデルですと NOWT-PARI というものがあり

ますけども，こういったものを使って静穏度解析をすると

いうことを前提として記述されています．こちらの図は

NOWT-PARI の模式図になっていますけども，NOWT-PARI を

使うと防波堤の背後の回折現象ですとか，波の屈折，浅水

変形といったものが精度良く計算できるというもので，み

なさんお馴染みの絵になっているかなと思います．もちろ

ん砕波ですとか，あるいは消波ブロックの反射，消波効果

ですとかそういったものも計算できるというものになっ

ています．このような港内静穏度の計算ですとか，あるい

は護岸に来た越波の状況ですとかそういったものの計算

がうまくできまして，例えば波浪災害の調査の活用にも使

えるんじゃないかと思います(図-2.6.17，図-2.6.18，図

-2.6.19)． 

また飛ばしていきますけれども，次に波力の話をしたい

と思います．どうしても私は波力のところが研究の一番の

ターゲットになっているものですから，今日の話も波力の

話が多くなってしまいますが，波力の部分をどういうふう

にまとめたかというところです． 

 波力としましては，これまで話をしてきましたような波

浪による波力，もう 1つは耐津波設計ガイドラインで新し

く加えられたような津波による波力，もう 1つは高潮の時

の波力です．この高潮の時の波力というのは，考えれば当

たりまえのようなことを今回書いたんですけども，あまり

触れられていなかったということもありまして，ここに少

図-2.6.17 
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し書き加えられています．波浪による波力としましては，

合田式のような直立壁に作用する波力であったり，あるい

は海中部材にあるモリソン式ですね．あとは水平板に働く

波力ですとか，そういったものがあります．今回新たに追

記したものとしては，防波護岸ですとか岸壁の吸い出し現

象というのがやはり今でもかなり多く発生しているとい

うところもありますので，マウンドを透過してくる波力で

すとか，ケーソンとケーソンの間の目地の波力ですとかそ

ういったものを新たに付け加えております． 

もう 1つは港湾基準で言うと，今までの波の話というの

は上巻に書いてあったんですけど，ハドソン式に代表され

るようなブロックの安定性でありますけども，それはこれ

まで下巻にあったんです．私からすると上巻と下巻に分か

れているとどうしてもわかりにくいというところもあり

ましたので，今回上巻の方にすべて持ってきまして見やす

くなっているというふうに考えていますけども，その分少

しボリュームが多くなっていますので逆に見にくいとい

う方もいらっしゃるかもしれませんが，そういった構成に

なっています(図-2.6.20)． 

図-2.6.18 

図-2.6.19 

波力としましてはこれまで合田式のような設計公式が

あるのと，あるいは合田式で表されないようなものに関し

ては水理模型実験を行っているというのは今もやってい

ることかと思います．それと合わせて平成 19 年基準には

数値計算というのが付け加えられております．1 つは

CADMAS-SURFというのが最近よく使われてきていると思い

ますけども，格子を切って計算する格子法と呼んでおりま

すけども，CADMAS-SURF というのが平成 19 年基準から盛

り込まれていまして，最近ですとそれ以外にも色々な数値

シミュレーションのモデルが作られてきていまして，よく

使われているものとしては OpenFOAM といったものがあり

ます．その他最近は粒子法，1つ 1つの水塊を粒として計

算するような粒子法というのがありますけども，そういっ

たものもだんだん増えてきているのかなと思います．今回

これらをさらに付け加えまして，こういったもので波力を

ある程度推定できるといったことを記述しています．ただ

しこれらの計算をやるに当たってはやはり水理模型実験

などのデータで事前に計算結果を検証した上で，色々な設

計に用いていくことが必要だということを記述していま

す(図-2.6.21)． 

次に先ほどお話しましたマウンド透過波力と目地の中

の波圧についてご説明したいと思います． 

これは福井の防波護岸で発生した護岸の吸い出しの事

例ですけども，これはもう 20 年以上前の写真です(図

-2.6.22)．最近ではこれがなくなっているかと言うと必ず

しもそうではなくて，最近でも年に数回はこれぐらい大き

な護岸の吸い出しによる被害というのがよく聞こえてき

ます．なぜこういった現象が起きるかというと，1つはや

はり防波護岸に働く波力がかなり大きくて，例えば防波護

岸のケーソンの前面に働く波力というのは合田式で求め

られますけれども，この裏込石の中にも圧力がそのまま伝

わってきていて，非常に大きな波力が働くというのがこれ
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までみなさんもご存知のところかと思います．この波圧自

体はパスカルの原理というのがありまして，ケーソンの前

面の波圧とケーソンの背後の波圧とほぼ同じ圧力が出る

ということです．もしここが防波堤のように裏込石がなく

て，埋め立て砂もなければ圧力は一気になくなるわけです

けども，このように埋め立て砂で密閉してしまいますと圧

           図-2.6.21 

図-2.6.22 

図-2.6.23 

力がそのまま，大きなままで伝播するということが問題に

なっているということかと思います(図-2.6.23)． 

今回はこの圧力を推定する方法としまして，「管理型廃

棄物埋立護岸設計・施工・管理マニュアル」というのがあ

るんですけども，それを参照するようにということを書い

ています．元々の波力の推定方法は中部地方整備局で出さ

れた論文があるんですけども，そちらを使ってこの裏込石

の中の圧力を推定することができるようになっています．

この推定方法を使うと，例えば埋め立て砂の上の部分まで

裏込石を延ばしてやりますと，裏込石はどちらかいうと圧

力が通りやすいので，圧抜き工という表現をしていますけ

ども，先ほどパスカルの原理で 9割ぐらい圧力が伝わると

いう話をしましたけども，圧抜き工を設けると一気にこれ

が 1割とか 2割ぐらいまで低減するといったことが記載さ

れています(図-2.6.24)． 

それから目地内波圧ですけども，目地の中の圧力という

のも非常に大きいです．これは鹿島港の防波護岸の事例で

すけども，波がこの写真の向こう側からやってきていまし

て，おそらく衝撃砕波が発生したと思われますが，非常に

大きな飛沫が上がっているのがわかります(図-2.6.25)．

元々ここの防波護岸というのは防波堤で使われていたも

のを防波護岸に変えたものなんですが，そういう場所です

とそもそも防波堤で作られていますのでけっこう目地が

大きかったりします．大体 40cm ぐらいの幅の目地があっ

たわけですけども，そこに非常に大きな圧力が発生して，

目地を通して飛沫がまた防波護岸の中にも発生している

というような写真となっています． 

これは断面図ですけども，マウンド透過してくる圧力の

他に目地を通してきまして圧力が非常に大きくなってい

ました(図-2.6.26)． 

これは数十年前の行われた実験ですけども，目地のモデ

ルを作りまして波をかけてやりますと，目地の中で水面が

図-2.6.24 
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動いているのがわかります．その水面が上昇してきまして，

ある時この目地板に波面がぶつかると非常に大きな圧力

が発生します．右の方の図がケーソンの前面で測られた圧

力でして，後ろの方がこの目地の中で測られた圧力ですけ

ども，これを比較してみますと目地の中で非常に大きな衝

撃波圧が出ているのがわかります．このように目地の中の

圧力というのはかなり大きくて，この推定する式としまし

て，前面の波の大きさの 2倍程度，2ρgHといった波圧の

算定式を今回記入しました．この 2ρgHというとどれぐら

いかといいますと，合田波力で求めると合田波圧はケーソ

ンの前面が 0.6～0.8 ぐらいの値を取るわけですけども，

衝撃波力ということで 2倍，2ρgHという形になっていま

す．衝撃砕波圧が大体 2倍～3倍ぐらいの値になりますけ

ども，それと同じぐらいの圧力ということです(図

-2.6.27)． 

もう 1つは防波護岸の吸い出しの大きな問題は，今話し

ました目地の中の波圧ですとかあるいは裏込石の圧力が

大きいということがそもそも問題となっているわけです

けども，それ以外に問題なのは防砂シートですとか防砂板

           図-2.6.25 
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の破損ということが問題なんだと考えています．防砂シー

トにはこれまで最低規格という基準がありました．これは

平成 11 年基準ぐらいから採用されているものですけれど

も，防砂シートの規格としては 2つありまして，防砂シー

トには不織布というのと織布というのがあります．織布は

私たちが着ている洋服のような，織物のようなものが織布

でして，不織布というのは織られているものではなくて，

すでに色々見られている方もいると思いますけど，これに

はそれぞれ最低規格というものがありました．例えば不織

布ですと厚さが 4.2mm 以上で引張強さというのがありま

して，伸びがどれぐらいあったらいいかというような規格

があったわけですけれども，どうやらこういった最低規格

を使っているとけっこう破れているというのが色々なと

ころから聞こえてきます．そこで今回は，今後この規格を

変えていくべきなんじゃないかということを想定してい

まして，これまで使用されてきた防砂シートの最小の規格

が，言葉をこんなふうに使っていいのかわからないですけ

ども，最低規格という言葉をなくしました．というのは，

最低規格という言葉があると最低これだけの規格を使っ

           図-2.6.27 

図-2.6.28 

67



ていれば大丈夫だというふうに聞こえてきそうな感じが

しますので，これまで使われてきた最小の規格というふう

に文章を変えています(図-2.6.28)． 

これは最近私たちの方で行った実験の様子ですけども，

周期 2秒の波，埋め立てのためにケーソンである水域を囲

ったと考えてください．そのあと裏込石を置いて防砂シー

トを置くということをしますけれども，大体次に埋め立て

砂を入れるまでに 1ヶ月～2ヶ月というのは当然時期が空

くんですけれども，そうこうしている間にその水域の中で

低気圧が来たりすると周期 2秒とか 3秒ぐらいの波が常に

作用してくると思います．それはたかだか数 10cm の波で

すけれども，そういった数 10cm の波がどれぐらい作用す

ると防砂シートが破れるかという実験をしています．そう

するとこれは大体 10 万波ぐらい波をかけた様子ですけれ

ども，周期 2 秒，波高が 20cm ぐらいの波をかけてやると

このようにだんだん穴が開いてくるのがわかります．この

時使った石が大体どれぐらいかというと大きさが 10cm ぐ

らいの石です．例えば九州地方整備局さんでこの石をどう

いうふうに使っているかというと，裏込石がそもそも数

10cm のかなり大きな石を入れるんですけども，それだと

防砂シートが破けるんじゃないかということで，例えば九

州地方整備局さんだと，間を埋める石として間詰石という

のを使っているんですが，その大きさが大体この 10cm ぐ

らいの石に相当します．その間詰石に対して今回実験をし

たわけですけども，それでもこのように破けてしまうとい

うのがわかります．10 万波というとどれぐらいかという

ものですけれども，周期 2秒の波が大体 2日～3日ぐらい

作用するとちょうどこの 10 万波ぐらいに相当するという

ことで，低気圧が 1回か 2回ある水域に作用すると，最低

規格の防砂シートですと簡単に破けてしまいます(図

-2.6.29)． 

 これはそのあと防砂シートを取った時の様子ですけど

           図-2.6.29 

も至る所で大きな穴が開いているというのがわかると思

います(図-2.6.30)．最近は高伸度織布といったものもた

くさん使われるようになってきていますけれども，それで

もやはり，かなりの波をかけてやると破けていくというと

ころもありまして，この部分はあと数年ぐらいでなんとか

防砂シートが破けない方法はないかというのを，これまで

にもたくさんありますけども，そういったものを今現在検

討しているところです． 

次に消波ブロックの沈下の話をしたいと思います． 

消波ブロックの沈下被災というのはこれまでにもたく

さんありまして，例えばこれは高知の防波堤の一例ですけ

れども，平成 8 年の 7 月 25 日に設置したものが 1 ヶ月も

経たないうちに台風が来まして，このように大きく沈下し

たということがあります．こういった事例は非常に多くあ

りまして，色々調べてみますとどうやら洗掘現象があった

ということがわかってきました(図-2.6.31)． 

これは高知の南防波堤の例ですけれども，防波堤を延ば

していく時に巻留めしてあったブロックを取りましたと

ころ，マウンドがこのように大きく沈下していたというこ

           図-2.6.30 

図-2.6.31 
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とがわかりました(図-2.6.32)． 

それを実験していきますと，どうやら波が消波ブロック

の前で砕波するんですけども，砕波する時に海底の方では

砂がどんどん沖向きに水が流れていますので，このマウン

ドの下で砂が大きく動きまして，どんどん砂が吸い出され

ていくというのがわかりました(図-2.6.33)． 

大規模実験も行ってきまして(図-2.6.34図-2.6.35，図

-2.6.36)，最終的にこういった新しい洗掘の推定式という

のを作りました．この推定式は水粒子の軌道直径というの

と，砂地盤の粒径が 50％通過粒径ですけども，それとあ

とは捨石を入れることで縮尺効果を考慮できるようにな

っていまして，水粒子の軌道直径というのは，海岸工学で

一番最初に習う微小振幅波理論からすぐ求められる値な

んですけれども，そういった簡単な値を使ってやりますと，

洗掘される量がどれぐらいの面積なのかというのを表現

できるようになっています(図-2.6.37)． 

これは現地の事例と比較したものですけれども，横軸が

洗掘量の推定式に使った推定量で，縦軸が実際のブロック

の沈下量ですけども，それと比較しますとこの黒の点で見

図-2.6.32 

図-2.6.33 

ますと，ほぼうまく推定できているのがわかると思います．

一方で例えば部分的にこのあたりに洗掘防止マット，塩ビ

マットですとかアスファルトマットを置いた場合には，あ

る程度洗掘量が抑えられて半分くらいになるというのが

わかります．ただ問題はマウンドの下に帆布を置いて，そ

のあと例えばアスファルトマットを敷いたりすることが

           図-2.6.34 

図-2.6.35 

図-2.6.36 
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あるんですけども，この部分が消波ブロックを置く前にあ

る程度 1,2年間置きますと不連続になりまして，ある程度

ラップさせてやらないといけないんですけども，ラップし

ない状態にするとそこからどんどん吸い出しが起きまし

て，その部分をうまくやってやらないとやはり洗掘を受け

てしまうということかなというふうに考えていまして，あ

る程度洗掘防止マットを置きますと，このように洗掘量を

抑えることができるんですけども，施工の仕方によっては

なかなか洗掘を抑えることができないということがあり

ます．ですので消波ブロックが落ちたあとにまた最後入れ

る必要があると．というのは消波ブロックの沈下というの

は，大体 1,2年すると落ち着いてくるんですね．この洗掘

の形なんですけど，ある程度までいくと洗掘量が落ち着い

てきますので，1,2年経ってくると安定してくるというこ

とかなというふうに思っています(図-2.6.38)． 

だんだん時間がなくなってきていますけども，その他今

回新たに追記したものとしましては，不完全消波断面での

波力というものを追記しています． 

これは山口宇部空港の 1999年の台風 18号の事例ですけ

図-2.6.37 

図-2.6.38 

ども，パラペットがこのように被災を受けまして，越波に

よってどんどんこの駐車場も浸水してしまったという写

真となっています(図-2.6.39)．これはなぜ起きたかと言

いますと，元々の断面は消波ブロックがあってその上に消

波ブロックがない状態でパラペットがあったわけですけ

れども，まだ施工途中だったということもあって，ここに

あまり石が設置されていない状況だったんですが，ここで

は高潮が発生しまして，高潮によって水位が，当初のハイ

ウォーターレベルがこのあたりだったんですがそれより

数 mぐらい潮位が上昇しまして，それによってあたかもこ

こが高マウンドの状態のような形になりまして，波が砕波

するのを誘発してしまいまして，それによって衝撃砕波が

起きてパラペットが倒れてしまったということが起きま

した(図-2.6.40)．そのあと高橋らの研究で新しい設計公

式が出まして，こういった公式なんですけども，パラペッ

トの前面に不完全に消波されている，つまりブロックがな

かったらどれぐらいの圧力が出るんだという波力公式が

提案されていまして，基本的にはこういった不完全消波断

面というのは作ってはいけないということだと思います

           図-2.6.39 

図-2.6.40 
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けども，そういった波力算定式を今回の改訂で導入しまし

た(図-2.6.41)． 

こちらは消波ブロックの端部の波力の算定方法ですけ

ども，これはかつての設計指針にあった消波ブロックを延

ばしていく時に端部というものができますけども，その時

にどういうふうに衝撃砕波を推定するかといったものが

設計指針にあったんですけども，今回それを基準の方に反

映させました．少しわかりにくい図面なんですけども，こ

ういったものが追記されています(図-2.6.42)． 

その他高潮の時の波力について少し書き加えています．

高潮の時は高波が同時に来ると思いますけども，それをど

ういうふうに算定するかというものです．なぜこれをわざ

わざ入れたかといいますと，高潮が来た時には例えばパラ

ペットがあったという時に，高潮が上がってくるとそれに

よって水位が上がることで静水圧が増加するわけですけ

ども，それプラス高波によって波力が作用しますので，こ

の 2 つを組み合わせたものがパラペットに作用するわけ

ですけれども，どうも海岸基準には高潮の時の静水圧を考

慮するということは直接は書いていなかったんです．合田

           図-2.6.41 

図-2.6.42 

式だけが載っていまして，色々聞いてみると場所によって

は波圧だけを考慮した断面があったりしまして，そうする

と非常に危ないわけで，本来高潮の時の波力というのは，

そもそも静水圧の上昇分と波による部分を足し合わせた

ものが作用するということを書き込みました(図-2.6.43)． 

次に津波波力の話をしたいと思います．津波の波力は東

日本大震災を受けまして，防波堤の耐津波設計ガイドライ

ンというのが 2013 年に出されまして，それともう 1 つは

胸壁の設計の考え方というのが 2015 年に公開されました．

この 2つを今回は盛り込んでいまして，その他最近の研究

事例を反映させています(図-2.6.44)． 

こちらは耐津波設計ガイドラインで書かれています設

計津波と設計津波を超える規模の強さを有する津波とい

ったものが耐津波設計ガイドラインで新しく定義された

わけですけども，津波がだんだん大きくなってくると，津

波の大きさに応じて設計で用いる設計津波と，もう 1つは

それよりはるかに大きな最大クラスの津波というものが

定義されています．発生頻度の高い津波が通称レベル 1津

波と言われていまして，最大クラスの津波がレベル 2津波

           図-2.6.43 

図-2.6.44 
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と言われています．設計津波とレベル 1津波は同じという

ふうに使われているところが多いと思いますけども，設計

津波よりも大きな津波に対しては粘り強さを付与すると

いうのがガイドラインに載っていまして，今回の基準でも

こういった記述になっています(図-2.6.45)． 

思い返してみると防波堤の被災事例は，東日本大震災で

図-2.6.45 

図-2.6.46 

図-2.6.47 

例えば津波が防波堤を超えた越流によって防波堤の背後

の砂が洗掘を受けて防波堤が滑ってしまった事例ですと

か，あるいはそもそも津波が圧力が大きくてケーソンが倒

れてしまった事例，あるいは防波堤の先端部が洗掘によっ

て倒れてしまった事例ですとか，引き波で壊されてしまっ

た事例，女川等の事例があったというふうに思います(図

-2.6.46)． 

それらから防波堤の耐津波設計ガイドラインでは，修正

谷本式と越流式あるいは谷本式といった新しいものが出

されました．谷本式はこれまで平成 19 年基準にも載って

いたものですけども，越流するということはそもそもあま

り考えていなかったので，越流した時の波力の算定方法あ

るいは津波がソリトン分裂というのを起こしまして，砕波

しながらぶつかるという時に修正谷本式というのが使わ

れているかと思います(図-2.6.47)． 

そもそも谷本式というのは何かというと，元々は合田式

なんですけども，合田式はこういった少し複雑な設計式に

なっていますけれども，静水面のところの設計式はこうい

った P1で表されるというのはみなさんよく見たことがあ

図-2.6.48 

図-2.6.49 
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る式かと思います．この内の P1の波向きとかを無視してや

るとα1とα2というのがありまして，α1というのは重複

波的な波力でして，α2とかα*というのが波が砕ける時の

圧力です．津波の場合はどちらかというと周期が非常に長

いので，波が砕けるというよりは重複波的に作用するので，

この α1 というのが大事になってきます(図-2.6.48 図

-2.6.49)． 

この α1は合田先生の作られた式の図表を見ると，非常

に周期の長い波，津波のような場合にはこの横軸が 0にな

るんですけども，その時に 1だと静水圧になるようなもの

ですけれども，周期が非常に長い場合には，このα1が 1.1

になります．この 1.1が谷本式の 1.1になるということで

す(図-2.6.50)． 

津波の場合，合田式の場合は波は全振幅で波の高さを考

えますけれども，津波の場合は片振幅 aiというような表現

をしますので，その場合は 1.1ではなくて 2.2ρgaになる

というものです．これが谷本式でして，そのあと東日本大

震災のソリトン分裂した久慈ですとかそういった場所で

見られた波圧公式を導入したのが修正谷本式で 3ρga と

           図-2.6.50 

図-2.6.51 

いうものです．これは電力中央研究所のイケヤさんの研究

からこういったものが引用されたんですけども，それが上

げられています．陸上構造物でいうと朝倉式というのがあ

りまして，これも 3ρgaに当たるんですけども，そういっ

たものが今回ガイドラインに載っていて，それを平成 30

年基準にも入れました(図-2.6.51)． 

谷本先生とお話していますと，谷本式の大事なところは

そもそも谷本式というのは合田式だからというような話

をされていて，ただ注意してほしいのは谷本式の背面の波

圧の方が大事なんだというようなことを谷本先生がよく

おっしゃられています．要するに津波だと，第一波が来る

前に引き潮で水位が下がったりします．そうすると，こち

らの方の圧力が下がってきますので，この圧力差が本当は

重要なんだということをおっしゃられています． 

こちらのビデオ映像なんですが，津波が押し寄せてくる

前に背後の水位がほとんどなくなっていまして，ドライの

ような状況になっています(図-2.6.52)．そこに津波が来

襲してきまして，今このようにケーソンが一気にどーんと

倒れていくのがわかると思いますけども，谷本式で表され

るような波力と背面の水位の低下によりまして，おそらく

ここの防波堤が滑ってしまったのではないかと思います

けれども，こういったものが大事だということかと思いま

す． 

 その他越流公式ですけれども，谷本式というのは合田式

と同じように静水圧分はキャンセルするとして考えます

ので，土圧成分というのが谷本式なんですけど，越流して

いる時には静水圧そのもので考える方が便利だろうとい

うことで，静水圧式というものが導入されました．ケーソ

ンの前面では静水圧で表わされるものが 1.05 倍ぐらいの

圧力が作用して，ケーソンの背面では少し渦が出ますので，

0.9倍ぐらいになるだろうということで設計式が表わされ

ておりますけども，そういったものがあるということです

            図-2.6.52 
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 (図-2.6.53)． 

東日本大震災のあと色々な防波堤の津波に対する設計

が行われまして，粘り強い構造というものが採用されてき

ていると思います．その時に使われた公式がどういったも

のが採用されたかといいますと，主に静水圧式が半分ぐら

い使われています．要するに越流するということが考慮さ

れたということかと思います．その他谷本式が半分くらい．

修正谷本式，砕波してぶつかるようなものは数パーセント

あったということかと思います(図-2.6.54)． 

その他粘り強い構造として防波堤の背後に腹付工とい

うものが今回導入されていまして，この腹付工の石の上に，

この腹付工も越流によって飛ばされてしまうときびしく

なってきますので，その腹付工の上の被覆ブロックという

ものがあります．この被覆石であるとか被覆ブロックの算

定式をどうするかというのがここ数年たくさん行われて

きまして，1つにはこの流れの速さでブロックの大きさを

求めるイスバッシュ式というものがありまして，これは従

来通りでありますけども，これが記載されているのと，も

う 1 つは不動テトラのミツイさんという方が考案された

           図-2.6.53 

図-2.6.54 

Ns 式というのがありますけども，そういったものが提案

されているのが今回の改訂に載っています．どうしてもや

はりパラペットが大きくなってきたりすると，この Ns 式

というのが使いづらくなってくることもあって，本当に複

雑な断面ではやはりある程度数値シミュレーションと水

理模型実験を実施する必要が出てくるのかなというふう

に考えております(図-2.6.55)． 

時間がなくなってきましたのでこの辺の細かいところは

飛ばしますけども(図-2.6.56)，最近の事例では例えば宮

田さんの研究で，先ほど静水圧式で背面の静水圧が 0.9倍

にすればいいという話をしましたけども，どうもそれだけ

ではなくて，かなりきびしい状態では 0.9ではなくて 0.5

を下回るような静水圧の半分くらいの圧力になってしま

うというところもありまして(図-2.6.57)，その後色々検

討を行ってきていまして，例えば越流が激しい時はこの腹

付工よりも遠くに飛んでしまう時と，あるいは腹付工の上

に飛んでぶつかる時があります．この被覆ブロックがある

時には被覆ブロックの上に直接越流がぶつかりますと，こ

のブロックが不安定になるんですけども，一方で水塊が

           図-2.6.55 

図-2.6.56 
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マウンドの上あるいは腹付工の上に上がると水の流れが

ケーソンの方に向かいまして水位が上昇します．こうなる

と水位が高くなってくるのでどちらかというと安全側に

なるんですが，一方で水塊が腹付工よりも遠くにいきます

と，水が連行されてきまして，ケーソンの背面の水位が下

がってくるようなことが起きます．それによって先ほどお

           図-2.6.57 

図-2.6.58 

図-2.6.59 

話しましたように静水圧の補正係数が 0.9 よりも下がっ

ていくということがだんだんわかってきたんですけども，

そういったものを表わせるように，αr というものなんで

すけど，それの算定式が最近研究されているというのが改

訂に載っています(図-2.6.58)． 

もう 1つ気をつけないといけないのが，越流している時

の浮力の考え方です．特にパラペットが非常に大きいとこ

ろでは，耐津波設計ガイドラインに載っているような越流

公式だけだと少し不十分な時があります(図-2.6.59)． 

パラペットが非常に大きい時は，次の模式図で見ていこう

と思うんですが，これは水工研式と言われるものですけど

も，耐津波設計ガイドラインでは越流している時というの

は，このケーソンに浮力が働くので，揚圧力とケーソンの

上に働く圧力というのは無視しています．要するに浮力が

働くのでここの円直力は考えなくていいというものです

けども，実際のところはこのような台形の分布をしている

んじゃないかというふうに考えたのが水工研式です(図

-2.6.60，図-2.6.61)．ただ実験を色々してみるとどうや

らこのような圧力にはなっていないというのがだんだん

           図-2.6.60 

図-2.6.61 
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わかってきました． 

浮力をよく考えてみると，浮力というのはそもそも流れ

がないような静水の状態で見てみると，この物体があるこ

とによって排除される水の重さ，それが浮力になっている

わけですけども，越流してくると，それほど越流が激しく

ない時はやはり浮力が排除体積になっています(図

-2.6.62)．それで算定していけば大丈夫なんですが，例え

ばパラペットが大きい時というのは，静水状態だと，上と

下のこの状態だと浮力でいいわけですけども，越流が始ま

ったような状態ですと，元々ケーソンの上の方は水が流れ

ていないので圧力はほとんどかかっていません．一方でケ

ーソンの下に方には津波がやってくることによって，さら

に揚圧力分が増えてくるわけです．そうしますとこれまで

考えていた浮力だけではちょっと足りなくてなってきま

して，だいぶ大きな津波による揚圧力というのが作用して

くるということです．そういった意味で浮力のところはし

っかり考えないといけないということを記載しています

(図-2.6.63)． 

その他実際に色々実験していきますと，例えばパラペッ

           図-2.6.62 

図-2.6.63 

トが大きい時ですけれども，流れが非常に大きくなってき

ますと，ここで非常に大きな流速が発生します(図

-2.6.64)．そうするとベルヌーイ式というのを習ったこと

があると思いますけども，流速が速くなってくると圧力が

どんどん小さくなってきます．どうやらベルヌーイ式で表

わされるぐらいの圧力の低下が発生するということがわ

かってきまして，先ほどから浮力の問題もあるという話を

しましたけども，それだけではなくて流速が大きくなって

きますとベルヌーイ式で代用されるように圧力が低下し

てきて，場合によっては静水位で表わされるような圧力よ

りもさらにどんどん小さくなってきまして，負圧が発生す

るようなことが起きます．そういう意味ではパラペットが

大きい時にはかなり注意しなければいけないのかなと思

います(図-2.6.65)． 

これは別に防波堤だけではなくて，海岸堤防でもかなり

ありまして，これは岩手の海岸堤防の被災事例の一例です

けども，こちらが古い海岸堤防です(図-2.6.66)．古い方

の堤防は越流している時に完全に壊されていまして，こち

らは新しく作られていた海岸堤防なんですが，あたかもこ

           図-2.6.64 

図-2.6.65 

76



の写真を見ると壊れていないように見えますけれども，背

後を見てみるとこのように後ろの斜面の部分，斜面が飛ば

されているのがわかります(図-2.6.67)．これは東京大学

の磯部先生と東洋建設の小竹さんが色々と調べられたと

ころによりますと，越流している時の流れが速いと海岸堤

防の上の圧力が低下したり，あるいは背後の圧力が低下し

てこのような現象が起こるということが明らかになって

いまして，防波堤も海岸堤防もこのように同じように，流

れが速いときびしい状況になるということかと思います．

この現象は今回港湾の基準だけではなくて，海岸の基準も

改訂されることになっていますけども，そこにこういった

流速が速い時の圧力の低下問題も記載されています． 

最後に胸壁の話をしたいと思いますけれども，胸壁の波

力もだいぶまとまってきています．こちらも越流する前と

あるいは越流した時で胸壁に働く波力が変わるというこ

とが今回記述されています(図-2.6.68)．1 つ注意点なん

ですけども，越流する前の非越流時の波力の考え方が 2つ

あります．1つは考え方として津波が陸上に遡上してきま

して，胸壁があった場合にどれぐらいの波力が求められる

           図-2.6.66 

図-2.6.67 

かというのを求める式がこれなんですけども，考え方とし

て防波堤と同じように，まず浸水シミュレーションをやっ

て津波の浸水高 ηmax を求めます．この ηmax を求めて，

波圧を求めるというのが今回導入されているこの式なん

ですけども，東日本大震災のあと，こういった考え方の研

究がすごくたくさん行われまして，たくさんの式がありま

して，今回このフルード数を用いた津波の波力算定法とい

うのが導入されています．ただこの方法も問題が 1つあり

まして，例えば胸壁の背後に家があったり構造物があった

り，あるいはちょっとした三陸のように丘があったりする

と，当然ながら進行波というのは単純な進行波ではなくて

丘があったりすると戻ってきまして，浸水シミュレーショ

ンで求められる水位というのはどんどん高くなってしま

います．その水位でこの式を使ってしまうと，ものすごく

巨大な胸壁を作らないといけなくなってきますので，背後

の状況，背後に家があったりあるいは丘があったりするよ

うな場合ではこの式を使うに当たっては少し注意が必要

だということです．一方でもう 1つは浸水シミュレーショ

ンで例えば胸壁を立てて，その上で浸水シミュレーション

           図-2.6.68 

図-2.6.69 
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をやるとある程度水位がちゃんと求められるわけですけ

ども，その水位の大体 1.1倍ぐらいの圧力を求めれば圧力

をきちんと推定できるということがわかってきていまし

て，胸壁の波力を算定するに当たっては，このようにそも

そも胸壁を立ててやって浸水シミュレーションをやって，

その浸水深を元に圧力を求めてやれば算定できるという

ことかなというふうに考えています(図-2.6.69)． 

その他越流時の波力といったものも今回の改訂で記載

されています(図-2.6.70)． 

最後少し駆け足で話してしまいましたけれども，その他

どういったものが今回導入されたかということですが，こ

こに載っているようなものがいくつか載っています．大き

くいうと，合田の越波流量算定図表というのがありますけ

ど，最近日本だけではなくてヨーロッパでもたくさん越波

量の研究が進んできています．特に傾斜提の越波量の算定

法に関する研究がすごく進んでいまして，ヨーロッパでク

ラッシュデータベースというデータベースがありまして，

日本であるとかヨーロッパはものすごく越波量の実験が

たくさん行われているんですけども，それらのデータをた

           図-2.6.70 

図-2.6.71 

くさん集めまして，そのデータを元に最近ヨーロッパのほ

うで越波量の算定方法，算定式というのが提案されていま

す．ここに書いている IFORMというのは同じように京都大

学のマセ先生が作られた越波量の算定方法なんですけれ

ども，これを使うと不規則波の打ち上げ高，あるいは越波

流量というのを合田の算定方法よりも少し精度が高く求

められるという研究がありまして，今回これを新たに基準

で書いています．宮田さんとヨーロッパの傾斜提を勉強さ

せていただいていますけれども，ヨーロッパのデルフ島だ

とクラッシュデータベースというものすごい膨大なデー

タを使って，ニューラルネットワークを使って越波量を算

定するという方法が提案されていまして，色々調べてみる

とこういった越波量算定式に劣らないくらいもっと精度

が高いぐらいによく求められてきているところもありま

すので，これからはもしかすると波力とか越波量の算定も

ニューラルネットワークですとかあるいはディープラー

ニングですとかそういったものも少しずつ使われてくる

ようになるのかもしれません．今後そういった研究も進め

ていかないといけないのかなというところであります．そ

の他色々先ほどの NOWT-PARI のバージョンアップですと

かそういったものが記載されております(図-2.6.71)． 

わかりにくい説明をたくさんあったかと思いますけれ

ども，以上でご説明を終わらせていただきます．どうもあ

りがとうございました． 
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2.7 性能照査事例 

北日本港湾コンサルタント(株) 第 2技術部 

部長 加地 隆之 氏 

北日本港湾コンサルタントの加地です．よろしくお願い

します． 

私の方は性能照査事例ということで，ケーソン式混成提

のご紹介をさせていただきます． 

沿岸技術センターの方で港湾基準の改訂に伴いまして，

19 施設について設計の事例集が作成されております．た

またま私がケーソン式混成提に当たってしまいましたの

で，こうして話すことになってしまいました．よろしくお

願いします． 

基準の構成ですけども，左側が旧版，右側が改訂版でご

ざいます．基本的な項目は変わっていないんですが，防波

堤の分類の中に生物共生型防波堤というのが入ってきま

したので，その項目が少し増えているという内容になって

ございます(図-2.7.1)． 

性能照査法につきましては，従来材料係数アプローチと

いうことで，色々な部分係数が設定されていましたが，今

回の改訂では荷重抵抗係数アプローチということで，作用

に乗じる部分係数と抵抗項に乗じる部分係数，それから調

整係数の 3 つになったということでございます(図

-2.7.2)． 

具体的には，これはケーソン式の混成提の波浪に関する

変動状態の部分係数です．ズラーっとあるんですが，24

個の係数になっています．従来法が非常に多くの部分係数

が細分化されて設定されていますので，それの良い面もあ

るんですけど，計算が煩雑で計算ミスを起こしたりすると

いうようなことも指摘されていたんですが，改訂版につき

ましてはγＲ，γＳ，mという抵抗荷重それぞれに乗じる部

分係数と調整係数の 3 つになったということでございま

す．ただ細部設計の構造部材の照査は別です(図-2.7.3)． 

図-2.7.1 

設計の流れなんですが，基本的には旧版と変わってござ

いません．波浪に関する変動状態を行って，レベル 1地震

動に関する変動状態の照査が必要な場合はそれを行う．あ

と設計津波，偶発波浪に関する検討が必要な場合はそれを

行って，レベル 2に関する偶発状態，最後に永続状態とい

う流れになってございます(図-2.7.4)． 

図-2.7.2 

図-2.7.3 

図-2.7.4 

79



具体的にこれは永続状態の円弧すべりの計算の比較で

す．左側が旧版，右側が改訂版です．式を見ていただくと

基本的な式は変わってございません．左側につきましては

こちらの下にあるように，それぞれ部分係数を掛けて設計

用値を求めて，それで円弧すべり計算を行うということだ

ったんですが，改訂版につきましては，特性値を用いて最

後に荷重項，抵抗項に部分係数を掛けて求めるということ

になってございます．ただ円弧すべりにつきましてはこの

表にありますように，土の変動係数，これは粘着力等を設

定する時に出てくる補正係数 B1の変動係数 CV を使ってそ

れぞれ係数が分かれております．粘性土が存在しない場合

は 0.15 未満，0.15 以上 0.25 未満，0.25 以上となってお

りまして，γＳを γＲで割っていただくと，こちらの最初

の粘性土が存在しない場合につきましては 1.2 ぐらいに

なるんですが，だんだんそれが上がっていって 1.3になる

ということですから，変動係数が大きいほど少し断面に余

裕が必要というか，きびしい設計をしなければならないと

いうふうになっています．これにつきましては国土政策技

術研究所資料の方で検討がなされて設定された値なんで

すけども，0.25 以上のところにカッコ書きで部分係数

(1.00)と入っているんですが，カッコはいちおう便宜上こ

れを使って計算してもよいということでございますけど

も，出典の論文を見ると，0.25 以上は変動係数が異なる

場合はやや過大になるので，別途検討方法を考えてくださ

いというような記述もございますので，このような状態に

なったら少し気をつけなければならないかなと思ってお

ります(図-2.7.5)． 

滑動につきましても計算式については旧版と同様でご

ざいます．提体重量から浮力・揚圧力を引いて水平波力と

比較するという式です．改訂版につきましては 2種類の部

分係数が用意されておりまして，海底勾配が緩い場合と急

な場合ということで 2つ用意されています．こちらもγＳ

                  図-2.7.5 

をγＲで割るとこちらの方がきつくなる，大きくなるので

海底勾配が急な場合はけっこうきびしい設計になってく

るといような形になっています(図-2.7.6)． 

転倒につきましても基本式は同じでございまして，重量

のモーメントから浮力・揚圧力のモーメントを差し引いて

水平波力のモーメントと比べるということでございます．

部分係数についても滑動と同様でございまして，海底勾配

の緩い急で分かれております(図-2.7.7)． 

こちらは偏心傾斜荷重に関する支持力の検討ですけど

も，基本式は同様です．旧版は，設計をやられた方はわか

ると思うんですが，色々な部分係数があるというのと，あ

とで事例が出てくるんですが，分布荷重や分布幅を出す時

にはこちらの平均値の偏りというのを使って出しており

ました．それがこちらのすべて特性値で計算して，荷重

項・抵抗項に乗じる部分係数はそれぞれ 1.0で，調整係数

も 1.0ということですから，昔やっていた安全率法とほぼ

同じということでございます．この根拠となっているのが

どうも 1987 年に出た港湾空港技術研究所報告らしいんで

すが，その中で安全率 1.0が標準ということが元になって

           図-2.7.6 

図-2.7.7 
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いるようでございます(図-2.7.8)． 

こちらが部材の照査ですけども，部分係数は新旧ともに

同じです．ただ限界状態は旧版だと終局疲労と言っていた

んですが，コンクリート標準示方書では断面破壊・疲労破

壊という言い方をしていますのでそこの語句が統一され

たというのと，あとは疲労破壊については改良の構造を設

           図-2.7.8 

図-2.7.9 

図-2.7.10 

計する時に，対応できるようにということで，少し幅が持

たされたというところが変更点でございます(図-2.7.9)． 

部材を設計するのに色々作用などを組み合わせるんで

すが，それの組み合わせ，それからそれぞれの部分係数に

ついては旧版・改訂版とも同じでございます(図-2.7.10)． 

具体的な照査例として，これが事例集に載せる予定のケ

ーソン式混成提でございます．私の方で作ったので，摩擦

係数が本州と違って寒冷地を考慮したということで 0.7

にしています．それから蓋コンクリートにこういったほぞ

を付けるんですけども，ある方から，底盤の重量を出す時

に蓋コンクリートの重量とかを計算するんですが，ほぞの

分が入っていないんじゃないかという指摘を受けました

ので，事例集ではこれを消そうと思っています(図

-2.7.11)． 

ケーソン諸元がこんなような形で，バラストとしてコン

クリートガラを 22cm入れています(図-2.7.12)． 

具体的な計算としてまず提体重量を出すんですけども，

左側の表自体は今までどおりで，体積を出して単位体積重

量を掛けて重量を出しましょうと．変わっているのが右側

図-2.7.11 

図-2.7.12 

81



のケーソン重量とモーメントというところでございまし

て，旧版につきましては鉄筋コンクリートの単位体積重量

の部分係数を掛けるというのがあるので，0.98 が掛かっ

ています．ただ改訂版は特性値をそのまま使うのでそれは

考慮しないということと，それから下の方の浮力，旧版は

γwlというのを掛けて潮位を出してその浮力を使うという

ことだったんですけが，それもなくなって潮位の特性値で

検討しようということでございます(図-2.7.13)． 

それから波力については合田式で変わらずなんですが，

同じように赤書きのケーソン重量とモーメント，水平波力

に対する部分係数 1.04，1.04 というのは滑動に対するも

のですけども，転倒については 1.15，それを掛けて照査

してくださいというのがなくなったということでござい

ます(図-2.7.14)． 

具体的な安定性の照査ですが，滑動と転倒について並べ

ていますけども，直立部の滑動については提体重量から浮

力，揚圧力を引いて抵抗値とすると．水平波力を荷重項と

してそれの比を取って 1 以下であれば OK という流れにな

っています．転倒の方についても同様の計算式で行いまし

           図-2.7.13 

図-2.7.14 

て，それが 1 を下回れば OK ということでございます(図

-2.7.15)． 

こちらが偏心傾斜荷重の支持力の検討で簡易ビショッ

プ法なんですが，この黒くなっているのは新しく改訂され

た港湾基準の方法で行った場合なんですが，旧版がこの平

均値の偏りを考慮した上載荷重ですとか分布幅というの

を計算していたので，ここがだいぶ違っていて，これが

元々あった計算書を新しい基準に直して行っていたんで

すが，分布幅が 3.968mなんですが，以前だとここが 6.3m

ぐらいで，分布荷重 404kN/m2 だったのが，以前だと 244 

kN/m2 ということで，ビショップ法が新しい基準だと変わ

っているというかかなり変わるんじゃないかなというこ

とになりますので，ひょっとしてビショップ法で断面が決

まっているような施設で新しい基準でやったらもたない

よというのがあるのかもしれません．滑動・転倒について

はほぼ変わらなかったので，ここが一番大きく変わったか

なと思っております(図-2.7.16)． 

レベル 1 地震動による変動状態の検討につきましては，

これも変更ございません．提体幅と水深の比を取って加速

           図-2.7.15 

図-2.7.16 
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度を求めて工学的基盤加速度と比較してそれを超えてし

まうと照査が必要という流れでございます(図-2.7.17)． 

照査用震度の算出方法の変形量の考え方，フィルターの

設定も基本式は変わってございません(図-2.7.18)． 

レベル 1地震動でございますけども，堤体の安定計算に

つきましても基本式は同じと．ただ先ほど言ったように部

           図-2.7.17 

図-2.7.18 

図-2.7.19 

分係数が少し変わったということで，当初は構造解析係数

ということで，滑動が 1.2，転倒が 1.1というのが設定さ

れていたんですが，新しいものはそれが調整係数という形

で，値としては同じ値が入ってきているということで同じ

ことを行うということになります(図-2.7.19)． 

転倒についても同様でございまして，転倒の構造解析係

数 1.1 というのが改訂版では調整係数という名前が変わ

った形で 1.1という形になってございます(図-2.7.20)． 

あと被覆石及びブロック，根固方塊ですけども，基本的

なハドソン式を用いるというのは同じです．元々部分係数

というのは設定されていたんですけど，元々1.0だったの

で，これもそれがなくなったということで，変更がないと

いう形になってございます(図-2.7.21)． 

簡単ではございますが，以上で説明を終わらせていただ

きます． 

 

 

 

 

 

図-2.7.20 

 

図-2.7.21 
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2.8 航路・荷役 

国土交通省 国土交通政策研究所 

研究調整官 山形 創一 氏 

ご紹介いただきました国土交通政策研究所の山形です． 

前任で国土技術政策総合研究所の港湾計画室長をして

おりまして，そこで今回の基準の航路・荷役関係の取りま

とめておりまして，その関係で本日は私の方から説明させ

ていただきます． 

航路・荷役関係です．主だった変更・改訂の箇所はこち

らになります．この航路・荷役関係は主に水路・泊地関係

とかターミナル関係になりますけども，基本的に設計や計

画のやり方が大きく手法を変えたというものであります．

ただこれのベースになってくる様々な諸元の数値であっ

たりとか係数であったりとか，そういったところの見直し

とか特に船舶の大型化を踏まえまして拡張をしたという

ところが中心になっております(図-2.8.1)． 

まず 1つ目の更新した箇所は標準船型の更新です．水路

や泊地の計画をするに当たって対象となる船舶を特定で

きない場合に用いる標準の船型です．これは世界の全船舶

のデータを集めまして，統計的に解析して標準の船型を出

していますけれども，近年特に船舶の大型化が進んでおり

ます．大型化が進んで様々な計画に用います全長であった

り，垂線間長あるいは型幅，喫水こういったところの標準

が非常に大きく変わってきたということで，今回更新して

います．例えば近年で言うと，20,000TEU積みのコンテナ

船が登場したり，200,000総トンクラスのクルーズ船が建

造されたりしていますので，こういったものがこれまでの

基準に対応していなかったということで，そこを読めるよ

うにしています(図-2.8.2)． 

 これは参考までに船型の更新ですけども，これは船舶の

いわゆるトン数，体積と全長・全幅，喫水が 3乗の関係に

なるということを利用しまして，統計的にトン数と長さで

図-2.8.1 

あったり，喫水であったり，全長の関係を統計的に処理し

て出しているというのがこちらの手法になっております．

ですので今回はいわば大きく横に広がったということで，

その分布に合わせた船型を直した形になります(図

-2.8.3)． 

ここからはどんなところを拡張したかという具体の話

になります．標準船型につきましては対象とする船舶の種

類をいくつか分けて，その種類ごとに標準的な値を載せて

おります．これはバルクとして使っている貨物船ですけれ

ども，これまで載荷重量 DWTが 150,000トンクラスまでし

かなかったものを近年非常に大型化が進んでいるという

ことで，400,000トンクラスまで対応するようにしました．

それを踏まえまして，400,000トンクラスで言えば全長が

361m，幅 65m，喫水 23.1mのクラスは世界的に見ると標準

になっていますよということで，こういったものを参考に

しながら水路・泊地の岸壁の計画を立てることができるよ

うにしています(図-2.8.4)． 

次にコンテナ船です．これも非常に話題になっています

けども，今まで 100,000DWT トンクラスで対応していまし

           図-2.8.2 

図-2.8.3 
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た．TEUは右側に参考地を載せています．200,000DWTトン

が大体 20,000TEUトンぐらいになるんですけども，それに

対応して世界中の船舶の統計からそのクラスの標準的な

全長であったり，垂線間長・型幅・満載喫水を出しており

ます(図-2.8.5)． 

こちらは先ほどのコンテナ船の標準船型ですけども，さ

らにこれは参考としておおよそ近年どれぐらいの大型コ

ンテナ船が就航しているのかということの掴みをするの

と，特にこの船が入ってくるということが特定されている

場合に値を使えるようにということで，近年就航している，

あるいは建造中の大型コンテナ船の諸元を参考の値とし

て今回の基準から載せることにしました．最大クラス現存

で 21,413TEU 積みなどの諸元がこちらに載っております．

大体全長 400m，型幅 59m，喫水 16mといったクラスのコン

テナ船がどんどん入ってきているということでございま

す(図-2.8.6)． 

 あとはそれ以外のいくつかの船型の更新例です．これは

自動車専用船です．これまでが対応している部分が小さか

ったというのがありますけど，対応する大きさを載せてい

図-2.8.4 

図-2.8.5 

ます．LNG 船も大型に対応するようにしております(図

-2.8.7)． 

次に旅客船です．これも今話題になっているいわゆるク

ルーズ船です．これまで 100,000総トンクラスの船のデー

タまでの標準船型が載っていたということですけれども，

これを 160,000総トンまで標準値を出しています．これは

統計的に数が揃っていて，統計的に解析できる限界が

160,000トンクラスですので，ここまで載せています．実

際は今 Oasis of the Seas級とか 200,000総トンクラスの

5,000 人～6,000 人乗せてくるような巨大なクルーズ船が

就航しつつあるということで，それらの値は参考で載せて

います．統計的に処理できない数なので参考として載って

います．そうなると最大クラスの全長 360m であったり，

型幅 47m，喫水 9.3m のクラスが今後来ることになるとい

うことで，それらの値を載せることで計画に入れるように

しております(図-2.8.8)． 

 次が更新箇所の 2つ目，岸壁の諸元です．岸壁の長さや

水深ですけれども，これは基本的に先ほどの船舶が特定で

きない場合であれば標準船型で決まります．ですので先ほ

図-2.8.6 

図-2.8.7 
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どの大型化に対応するとそのままハマってくるような形

になります．バース長で言えば全長に対して幅を考慮した

係留索の張り方を考えてバース長が決まってきますけれ

ども，当然ここの値が変わってきたので岸壁の諸元，標準

値も値が変わってきております(図-2.8.9)． 

基本的には先ほどの拡張に合わせて標準値を船種ごと

           図-2.8.8 

図-2.8.9 

図-2.8.10 

に作っております．貨物船であれば 400,000トンで対応し

て係留索の張り方を考えて，470m のバースが標準で，あ

とは満載喫水に余裕水深を加えてバースの深さ 26m とい

う値が標準諸元になりますということで書いております．

コンテナ船も同様の考え方で，型が大きくなった分値を更

新しております(図-2.8.10)． 

タンカーにつきましても今まで 50,000DWT クラスが，

300,000DWT クラスまで船型の標準値を作りましたので，

それに合わせて長さ．水深を載せています．旅客船につき

ましても 160,000トンに対応するような形で長さ・水深の

標準値を作っております(図-2.8.11)． 

こちらは特に拡張していませんけど，全船種で標準の値

を更新していますので，それに合わせて RORO 船であった

り，フェリーであったり，PCCも標準諸元は更新しており

ます(図-2.8.12)． 

 次に水域施設の関係です．いわば航路・泊地等の幅と水

深の話になります．これは決め方のおさらいになりますけ

ども，航路の水深につきましては対象船舶と航行環境が特

定できない場合，いわゆる第 1区分という時には，標準的

図-2.8.11 

図-2.8.12 
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な船舶を元に余裕を持たせて機械的に 1.1倍～1.2倍掛け

て航路の水深にしています．一方で対象船舶が決まってお

りましたら，この場合第 2区分と通称言っておりますけど

も，その場合はその船舶とか航行環境を考慮して計算をし

っかり行って出すというようにということで基準にこれ

までも書いてきております(図-2.8.13)． 

幅員についても同様です．第 1区分の対象船舶と航行環

境が特定できない場合は，対象船舶の全長に 1.5倍～2倍

掛けるというような形で用いることができるとしていま

す．一方で特定できる場合は第 2区分として，こちらも船

舶の諸元とかを計算できるような形です(図-2.8.14)． 

基本的に第 1区分につきましては，今回改訂はありませ

ん．特徴としては標準の船型から諸元が簡単に決められま

すけども，あまり外力条件等は考慮していませんので，自

ずと諸元が大きくなると．一方で第 2区分，対象船舶と航

行環境を特定できればその時は緻密な計算を行って，より

精緻な値，必要幅・必要水深を出すことができます．ただ

そのためには様々な流体力係数や航行局面というような

舵角等の設定をしなければならないと．ここの細かい係数

           図-2.8.13 

図-2.8.14 

等については今回の改訂で変えております(図-2.8.15)． 

これは数式ですけど，様々な要件を Wの後ろに決めてい

るんですけど，この計算式の中に様々な係数が入ります．

これらの係数につきましては船の種類，大まかに言えば船

の形状であったり，あとは舵の枚数であったり，水深軸の

数といったものが非常に大きく影響してきます(図

-2.8.16)． 

ですので，これまで船種 15 種を代表してこれらの係数

を作って基準に載せていましたけれども，今回船種を拡大

しました．なぜかと言いますと，例えばコンテナ船につき

ましてはこれまでせいぜい OVER PANAMAX ぐらいまでの係

数しかなかったものを，大型のコンテナ船に対応した係数

を作ったりとか，バルカー（貨物船）についてもより大型

のもの，PCC船や旅客船についても同じように大型化を踏

まえて，船が大きい場合はどういう係数を使うんだという

のことを新たに作りました．それが結局 15種から 22種に

広がっています．これで第 2区分の航路の照査を大型化に

対応するような形になります(図-2.8.17)． 

 さらに今のものに加えまして，今度は水域施設です．幅 

図-2.8.15 

図-2.8.16 
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もありますけど，泊地ですね．こちらは船が係留あるいは

回頭するような泊地の広さにつきましてですけれども，こ

れまで全長を元にざっとした数字を載せていましたけど

も，それも引き続き用いることはできるんですけれども，

近年船舶の動きを AIS，船が常に自分の船の諸元であった

り方角，速度などを一定時間ごとに外に対して電波，つま

図-2.8.17 

図-2.8.18 

図-2.8.19 

り情報を出していますので，それを集めることによって船

の挙動解析をすることができるようになりました．今回の

基準ではそういったところを考慮しながら，泊地の幅や面

積といったところを決めるようなことができますという

ところを書き足しております(図-2.8.18)． 

ここに今回載せているのは，いくつかの回頭のパターン

です．岸壁の前で出る時に回ったり，これは旅客船の例で

すけども，入る時に始めは離れたところで向きを変えてか

ら入港するようなパターンであったり，あとは少し沖合い

に出してみたり，様々な回頭の形態が近年の AISで分析で

きますので，このあたりを参考にすることができます(図

-2.8.19)． 

ここまで水域施設の話でしたけれど，今度は臨港交通施

設のところです(図-2.8.20)． 

臨港交通施設につきましてもやり方自体は変わりませ

ん．いわゆる 4段階推定というやり方で当該の臨港道路に

発生集中する交通量を出して，それを元に車線数等を決め

ていくという流れになります．そこはやり方は変わらない

んですけども，発生集中の原単位を更新しました．要は何

かと言いますと，港湾に立地する産業の動向，いわば出荷

額等を踏まえまして，それらの出荷額がどれぐらいだから

どれぐらいの貨物が出る，そうするとどれぐらいの車両が

出入りする，その中で大型車がどれぐらいあるというよう

なところを計算して，交通量を出していくんですけども，

それらの係数につきましては物流センサスを使っていま

す．この 10 年の間に物流センサスは当然更新されました

ので，それらを元に原単位の更新を行っています．今口頭

で言ってしまいましたけども，流れは基本的にこのように

発生集中から車線設計を行います．そしてここの発生集中

を経済指標から出すということで立地産業による出荷量

を計算すると．この原単位を今回更新しています(図

-2.8.21)． 

図-2.8.20 
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ここから先は参考技術資料の部分になります． 

 1つはコンテナターミナルの話です．これまで技術基準

にコンテナターミナルの必要面積と言いますか，幅・奥行

きの部分の決め方について決めるモデルを載せていまし

た．その中で，これはそのモデルをフロー図に起こしてお

りますけども，係数であったり，その係数から求められる

           図-2.8.21 

図-2.8.22 

図-2.8.23 

標準値を載せております．この出し方につきましてはこれ

まで全国のある程度のいくつかの港湾を拾って，その平均

値を使いながら内容を出していましたけれども，今回そこ

を数値化して値を更新しました(図-2.8.22，図-2.8.23)． 

一番大きく変わったのは何かと言いますと，これまで一

緒くたに出していましたけれども，大型のターミナルと小

規模なターミナルでは必要なターミナル幅等が変わって

きますのでここを変えました．小規模なターミナルとは年

間の取扱量が大体 60,000トン未満で，水深が最大でも 13m

以下ぐらいのところを意識したのが小規模なターミナル

で，あとはそれ以上のターミナルということで，全国に調

査をかけてこのような標準値を出して係数等を書き直し

ております．この黄色の部分が今回変わった部分になりま

す．基本的にこれまで作ってきたところをカバーするよう

な形にはしていますけれども，今後新しくしていくに当た

ってはより大きいものにも対応できるようにしておりま

す(図-2.8.24，図-2.8.25)． 

最後になります．クルーズ船関連です． 

 これまでフェリー埠頭とかコンテナターミナルとか，あ

図-2.8.24 

図-2.8.25 
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とは石油関係のバースの埠頭関係の話を参考技術資料と

して載せていましたけど，今回クルーズ船が着目されてい

るということで，そこの部分を新たに書き分けるようにと

いうことで国土交通省から方針が示されたということも

ありまして今回作っております． 

基本的にクルーズ船だからと言って何か新しい計画の

手法があるわけではありません．色々な施設の決め方につ

いては基本的に本編で読めるものになっています．ただク

ルーズ船ということで，みなさんちょっと意識して難しく

考えることもあるかと思いますので，それらのどこを見て

いったらいいかとか，あとはクルーズ船だからどこを注意

したらいいかというようなところをインデックス的に書

いていって，理解の参考になるようにというのが今回これ

を付けた目的になります． 

構成につきましては，まず目的・定義を書いて，あとは

対象施設や用語等を最初に少し載せております．さらに要

求性能の基本的な考え方，どんなことを排除すればといえ

ば，いわゆる船舶としての必要なそもそもの諸元性能に加

えてクルーズ船の場合は将来的な大型化であったりとか

利用者への配慮，あとは若干接岸係留，離岸形態が独特な

場合がありますので，そのあたりを考慮したりとか旅客乗

降施設が必要になったりとか，そういったところが特殊な

部分になりますので，その辺は注意すべきということを基

本的な考え方として示しています(図-2.8.26)． 

あとこの辺は先ほどの標準設計に載せていた参考技術

資料とほぼ一緒の値を載せてはいるんですけども，近年我

が国に入航実績があるとか入航が想定されるというよう

な船舶の具体的な名前と諸元を載せておりますので，こう

いったものが少し参考になるかと．そもそもの設計の対象

を決める上で参考になるかと思います(図-2.8.27)． 

 それを踏まえまして，それ以降で構成する施設の配置を

決定する改良に関する重要事項として，注意点・参考事項

図-2.8.26 

を載せています．この航路・泊地はバース，長さ，防衝施

設，臨港交通施設などこのあたりは本編から引っぱれる部

分はかなりありますので，そこを見るようにというような

書き方をしています(図-2.8.28)． 

1つ見やすくしたのはこの係留索ですね．クルーズ船を

見ますと船に対してかなりの本数の係留索を持っていま

して，それを各港でかけ方を色々工夫しながら付けている

ようなところがあります．これまでの様々な設計事例を見

ますと，そのあたりはけっこうみなさんよく検討されてい

ます．そういったところを見まして，イメージのようなも

のを載せつつも，その上で実際係船柱の整備事例をこの係

留索の仕様を考慮しながら大体どんなところの規模で曲

柱とか直柱を整備しているかなどを載せました(図

-2.8.29)． 

次にクルーズ船の入航を想定した埠頭の設計に関すると

ころです．先ほどの「4.」のところと何が違いますかとい

うことなんですが，「4.」はわりと新設する，新しく計画

するあるいは整備するということを意識しています．逆に

こちらは既存のターミナルにクルーズ船を入れるため

           図-2.8.27 

図-2.8.28 
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に施設を改良する際の照査とか検討のポイントを載せる

ようにしています．どんなことを載せていますかというと，

桟橋・ドルフィンなど大型のクルーズ船が入るということ

で，そもそものウェイトを更新する際の照査をどこを見た

らいいのかだとか，設計する際にどこを見たらいいかとい

うようなところを本編のどこを見るかということを書い

たり，注意点を書いたりしています．あとは係船柱も，先

ほどのところにもありますけど，照査手順を載せていたり

とか，防衝施設ですね．クルーズ船は防衝施設もかなり舷

が高いので，舷の低い貨物船と一緒に運用する際に色々影

響があったりしますので，その辺の注意点を書いています．

あとは旅客施設です．いわゆる物流ターミナルで何もない

ところにクルーズ船が来ることになって，仮設施設を整備

する時の注意点をここで書いております．先ほど申しまし

たけども，今回必ずしもここの章だけで全て完結するつも

りでは書いていないので，様々なところを本編から引っぱ

って見ていけるような形で使っていただければと思いま

す．それでも少しクルーズ船を意識して見られるようにし

たのが今回のものということです(図-2.8.30)． 

図-2.8.29 

図-2.8.30 

以上 6点ほど港の方では更新を行っております．以上に

なります． 
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2.9 環境 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 沿岸海洋・防災研究部  

海洋環境・危機管理研究室長 岡田 知也 氏 

国土技術政策総合研究所・海洋環境研究室長の岡田です．

よろしくお願いいたします． 

今日はみなさん朝からこの時間までご苦労さまです．つ

いに最後の時間になってきました．環境ですが，よろしく

お付き合いください． 

今回の港湾基準の改訂に当たって，環境では大きく 3つ

のことを変えました．1つ目は生物共生型港湾構造物とい

う省令を加えています．2つ目は環境等への配慮というも

のを参考技術資料に入れています．3つ目は環境に係る観

測及び調査についても参考技術資料に入れています． 

 みなさんご存知のとおり，基準において環境というのは

非常に収まりが悪いものです．ですが今回は省令を入れる

とか積極的に参考技術資料を活用して，どんどん入れてい

くような形で，改訂の中における環境のボリュームという

のは非常に少ないですが，今回の改訂において環境は大き

な前進をしたと思っています．かなりがんばったと思って

図-2.9.1 

図-2.9.2 

います．よろしくお願いします(図-2.9.1)． 

具体的に入っていきますが，まず 1番目の生物共生型港

湾構造物です．省令・告示の追加のところで，防波堤，護

岸，岸壁及び桟橋の省令・告示に「環境の保全を図る」と

いうものを追加しています．各施設の解説のところに生物

共生型防波堤，生物共生型護岸，生物共生型岸壁，生物共

生型桟橋．非常にしつこいですが，こんなものを入れてい

ます．これらを総称して生物共生型港湾構造物と呼びます

ので，ぜひ今日は唯一この言葉 1つだけでも覚えて帰って

ください．もし覚えて帰っていただいたら，今日の私の発

表は大成功かなと思っています(図-2.9.2)． 

生物共生型港湾構造物って馴染みがない方が多いと思

いますので，写真付きで紹介したいと思います． 

これは被覆形式の砂泥タイプと呼んでいますですが，こ

ういう護岸のところに最初はブロックで被覆するのです

が，この上の部分に砂を置きます．そしてここの部分を干

潟にして，生物の生息場にしようというものであります

(図-2.9.3)． 

2つ目は被覆形式ブロックタイプというものです．これ

図-2.9.3 

図-2.9.4 
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は主に藻場を対象に狙っています．こういうようなブロッ

クを置くことによって，藻場が生えやすいような護岸にし

ようというものです(図-2.9.4)． 

3番目は桟橋形式というものです．こちらの写真，上の

蓋がないのですが，構造としては桟橋の下のここの水中部

に生物床を設置して，ここを生物生息場にしようというよ

うなアイデアでございます(図-2.9.5)． 

具体の記述内容について示していきたいと思います． 

ここに書いてある「P.185」というのは，今日の資料の

冊子のページに相当していますので参照してください． 

まず第 4章のところに，省令として「環境の保全を図る

防波堤の要求性能 当該防波堤の本来の機能を損なわず

港湾の環境を保全できるよう，国土交通大臣が定める要件

を満たしていること」ということを書き加えています．そ

して告示の中に「環境の保全を図る防波堤の性能規定 当

該施設の本来の機能を損なわず，当該施設が置かれる自然

状況等に応じて，港湾の環境を保全できるよう，所要の諸

元を有すること」というものを加えています(図-2.9.6)． 

解釈の中においては，3 つあって，1 つ目は「環境の保

           図-2.9.5 

図-2.9.6 

全に資する防波堤を「環境保全型防波堤」という．防波堤

に共通する規定のほか，以下を適用する」．2 つ目は「環

境保全型防波堤の要求性能は供用性とする．ここでいう供

用性とは，当該防波堤の本来の機能を損なわず，生物，生

態系等の港湾の環境を保全できる性能を指す」と．3番目

「環境の保全に資する防波堤の諸元とは，構造，断面諸元

及び附帯設備のことである．環境の保全に資する防波堤の

性能照査における構造，断面諸元の設定及び附帯設備の設

置に当たっては，上記の性能目標に影響する要素を適切に

考慮すること」というような解釈を加えています．資料の

188ページにこんな図が載っていると思うのですが，従来

までの図ですと，付加的な機能を併せ持つ防波堤が，親水

機能を有する防波堤，津波防波堤，高潮防波堤，木材取扱

施設の防波堤だったのですが，これに今回生物共生型防波

堤というものを加えております(図-2.9.7)． 

次は詳細について説明したいと思うのですが，生物共生

型防波堤の詳細です．まず「1.港湾の良好な環境の整備に

資する防波堤として，当該施設が置かれる自然状況等に応

じて干潟・磯場等の生物の生息を目標とした生物共生型防

波堤がある」としています．2番目「生物の生息に係る目

標に対する影響については，環境調査・数値モデル等によ

って把握し，性能照査にあたっては，構造・断面及び附帯

設備が目標の達成を期待できるものであることを確かめ

る」としています．ここの目標ですが，冊子の 272ページ

にこの表が載っています．見にくい方はそちらをご覧くだ

さい．目標はいくつか考えることができます．まず生態系

の形成により得られる効果としては，生物的効果として基

礎生産力の向上，生息場の提供，産卵・保育場の提供，食

料の供給，栄養塩の循環です．化学的効果としては，水質

の浄化，CO2 の削減．物理的効果としては，波浪・流れの

減衰．社会的効果としては，教育・研究の場，親水の場．

経済的効果としては，交流人口の増加による経済効果です．

           図-2.9.7 
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基盤の造成による付随効果としては，物理的効果として海

岸線の防御．経済的効果としては，整備・改修コストの低

減というような目標を考えることができます(図-2.9.8)． 

3 番目です．「生物共生型防波堤の要求性能は生物の生

息機能を有していることとなり，その影響（主たる作用）

とは，生物の生息に係る基盤の有無，波・流れ等の外力，

及び生物の生息に必要な環境のことである．生物の生息に

必要な環境とは，例えば，光合成に必要な光量に影響する

水深・透明度，及び生物の活性に影響する水温等である」

としています． 

4 番目です．「生物共生型防波堤の性能照査は，生物を

共生させようとする箇所の環境が，対象とする生物の生育

可能範囲内であることを既往の知見に基づいて確認する

ことによって行う．例えば，藻場の生育に供する防波堤の

性能照査においては，光合成・呼吸に影響する光量及び水

温等が考慮すべき環境として考えられ，これらの環境が目

標とする藻場が成立する範囲内であることを確かめるこ

とによって行う」という形にしております(図-2.9.9)． 

5 番目です．「生物共生型防波堤の検討の手順は，生物

           図-2.9.8 

図-2.9.9 

の生息機能を防波堤の構造及び断面に持たせるか，附帯設

備に持たせるかによって異なる．それらの検討手順の例は

図-4.1に示すとおりである」とあって，(a)の構造及び断

面に生物の生息機能を持たせる場合には，生物の生息機能，

ここに書いてある黄色の部分です．それと青で示してある

防波堤の安定性をパラレルに検討していって，構造物の設

計を行っていくという形です(図-2.9.10)． 

もう一方は，附帯設備に生物の生息機能を持たせる場合

には，最初に防波堤の安定性を検討したのちに，生物の生

息機能を検討しましょうというように直列のような形で

検討すると．2つの考え方があるということを示しており

ます(図-2.9.11)． 

次は環境等への配慮です(図-2.9.12)．環境等への配慮

においては，3 章構成になっていて，1 章では環境配慮の

基礎として，水質・底質・生物・生態系について説明して

います．2章においては，生物共生型港湾構造物の詳細に

ついて示しています．ここのところは国土交通省港湾局が

2014 年に出している「生物共生型港湾構造物の整備・維

持管理に関するガイドライン」に基づいて記述を行ってい

           図-2.9.10 

図-2.9.11 
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ます．3 章のところは自然再生技術の紹介ということで，

自然再生とは何でしょうかと．そして具体事例として，覆

砂と深掘れ箇所埋め戻しについて記述しています．ここで

もっと有名なというか，基本的な干潟造成・藻場造成がな

いじゃないかと思う方もいらっしゃると思いますが，これ

は既存の本編の方に入っていて，施設編の第 11 章 3.6 の

自然環境の保全というところに入っていますので，ここは

こちらにはいれず，新たな技術として，覆砂と深掘れ箇所

埋め戻しを入れております(図-2.9.13)． 

まず 1章の一般のところです．ここは冊子の 265ページ

になります．ここでは新しい概念と言葉について示してい

ます．まず新しい概念として，生態系サービスというもの

を入れています．この生態系サービスとは，人が生態系か

ら得ることができる便益のことで，基盤サービス，供給サ

ービス，調整サービス，文化的サービスから成っています．

このような生態系サービスについて説明するとともに調

整サービスの 1つである大気中の二酸化炭素を吸収し，海

底堆積物中に有機質を貯留する．最近ではこのことをブル

ーカーボンと呼んでいますが，このブルーカーボンについ

           図-2.9.12 

図-2.9.13 

ても説明を加えております．ブルーカーボンは今後地球温

暖化の緩和策として非常にキーになる技術・考え方であり

ますので，説明するとともに基本となるこのような吸収量

の数値も記述しているところであります(図-2.9.14)． 

2のところは生物共生型港湾構造物の説明ですが，これ

は先ほど説明しましたので，ここでは 2を飛ばして 3の自

然環境の保全・再生というところに入っていきます． 

3.1の自然再生のところで，まず自然再生って何でしょう

とか自然再生の言葉の定義をしっかりしておきたいとい

うことで，言葉について説明をきっちりしております．よ

く環境省が使うような狭義の意味の自然再生の解釈とい

うのは，過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り

戻すことなのです．ですが我々港湾局が考えている自然再

生は，それよりもうひと回り大きい広義の意味であって，

広義の解釈として「自然再生には，現状の自然を維持する

ための「保全」，過去の地形・生態系等を目標とする「再

生」，変化した環境条件・社会条件等に応じた新たな「創

出」を含むとし，必ずしも開発前の元の自然に戻すことを

求めていない」というようなことをきっちり書いておりま

す．そしてこの自然再生の中には言葉がこれだけあって，

保全・再生・創出とあります．まず保全の中には，保全・

防御・保存というものがあります．保全というのは生物の

生息場の健全性を保つための管理を行うことです．防御と

いうのは現状を維持することです．保全というのは自然の

成り行きに任せ，人手による管理を一切行わないことです．

再生には，復元・改善・修復とあります．復元は一度失わ

れた生物の生息場を以前の状態に近づけることです．改善

は汚染された生物の生息場を浄化することです．修復は人

手によって生物の生息場の機能を回復することです．最後

の創出は創出のみですが，人手によって生物の生息場にす

ることというような形で，自然再生に関わる言葉を整理し

ております(図-2.9.15)． 

 

図-2.9.14 
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次に具体的な新たな事例・技術として覆砂と深掘れ箇所

埋め戻しを示しています． 

まず覆砂です．覆砂には 4つの効果があります．栄養塩

の循環において底泥からの栄養塩の溶出を抑え海域の富

栄養化を抑制する効果です．ちなみに覆砂というのは，ヘ

ドロの上に砂を置くことを覆砂と呼んでいます．2番目で

す．底泥の酸素消費速度を低減し底層の貧酸素化を抑制す

る効果．ヘドロというのは酸素消費速度が非常に高いです

ので，その上に砂を置くことによって，酸素消費速度を低

下させて貧酸素化を低減しましょうということです．3つ

目，有害化学物質の水中への溶出を抑制する効果です．4

つ目，生物の生息環境として底生生物の生息基盤及び海草

の生育基盤となり多様な生物の生息場を提供する効果と

いうことです．砂を置くことによって今までヘドロの上に

住めなかった生物が戻ってきて，ここが多様な生物の生息

場になるということを期待しています(図-2.9.16)． 

この覆砂において一番カギになるのは，覆砂の効果の持

続性です．この持続性を阻害する要因としては 3つあって， 

1 つは波・流れ等による覆砂材の流出です．2 つ目は現地

           図-2.9.15 

図-2.9.16 

盤との混合による潜り込みです．3つ目は有機物の堆積に

よる覆砂材の埋没です．というこの 3つに対して，流出に

対して巻き上げの解析，潜り込みに関しては底泥の鉛直混

合の解析，埋没に関しては覆砂材の埋没の解析などをして，

粒径はどれくらいが適切なのか，覆砂厚がどのくらいにし

たらよろしいのか，あと今後の管理を考える時，効果の持

続期間はどのくらい期待できるのかというようなことを

検討するというようなことが検討フローの中にあります．

そして必要に応じてオプションとして，粒径の大きいリサ

イクル材の利用の検討，強度の高いリサイクル材の検討，

底質改良効果を持つリサイクル材の検討をオプションと

してありますよということを記述しております(図

-2.9.17)． 

次に深掘れ箇所埋め戻しです．なかなか馴染みがない方

もいるかもしれないですが，「国内の沿岸域には様々な規

模の深掘れ箇所が存在」しています．これは過去において

埋め立て材を取るために，海域を掘って窪地を作ったよう

なところです．この「深掘れ箇所の内部では周辺水域に対

しポケット状の地形となるため内部で水が停滞すると共

に，有機質の底泥等が集積・堆積し，水質の悪化を伴う貧

酸素・無酸素化が生じています」と．「深掘れ箇所の埋め

戻しを行うことにより，これらの沿岸環境への悪影響が低

減され沿岸環境の改善が期待できる」というようなことを

まず示したのちに，では深掘れ箇所の埋め戻しをどうする

のだということを書いています．「埋め戻し材としては，

浚渫土砂の有効活用として航路や泊地の維持浚渫による

土砂が利用されることが多い」ですと．「浚渫土砂を埋め

戻し材として利用する場合，それらは有機分が多くシル

ト・粘土質で含水比が高い軟弱な浚渫土砂である場合も多

く，固化材としてセメントや鉄鋼スラグ等のリサイクル材

および吸水材としての水溶性ポリマーなどを用いて固化

して使用することもある」というような形で，浚渫土砂

           図-2.9.17 
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の有効活用だとか，リサイクル材の活用についてこの中で

合わせて記述しております．これらを記述するに伴って，

留意点がありますよということで 2点示しています．この

ように埋め戻し材としてリサイクル材等を用いた場合に

は，埋め戻し後さらに良質な土砂で覆砂することが望まし

い」と．そして「覆砂を実施しない場合には，溶出実験等

により環境への影響を事前に検討する必要がある」という

ような留意点も合わせて示しているところであります(図

-2.9.18)． 

最後のところです．環境に係る観測及び調査です(図

-2.9.19)．これも参考技術資料に示しています．この環境

に係る観測及び調査は冊子のところには入れていません．

この環境に係る観測及び調査のポイントは大きく 1 つあ

って，港湾事業における環境調査を 2つに分けて整理した

というところが今回大きなポイントです．1つは「事業の

環境への影響評価のための環境調査」．もう 1 つは「海域

環境改善事業における環境調査」です．この 2つに分けて

環境調査の仕方を分けています．その理由は，両者の環境

調査の目的というのは全然違っていて，それぞれの調査に

           図-2.9.18 

図-2.9.19 

対する効果的・効率的な調査へのアプローチというのは異

なりますが，私が色々な地方整備局の検討会などに参加さ

せていただいた時に，調査計画を見るとどうもこの辺が混

同されている事例というのがしばしばあります．ですので

こういうところをしっかり分けて書くことによって，今後

調査計画を練る担当者の方が，こういうのを見ることによ

って頭の中の整理がしっかりできるかなということを期

待しているところであります(図-2.9.20)． 

次に参考として，ここに示してあるような関連する環境

基準値の一覧を掲載しています．これは基準の本の利便性

を重視しています．ここら辺をわざわざ元のところに戻っ

て調べると大変ですので，ここら辺の値を元に戻らなくて

も基準を見れば全部載っているというような形にしたか

ったので，そのようにしています(図-2.9.21)． 

ということで，最後になってしまいましたけれども，こ

れらの改訂を受けて，港湾における環境への配慮が益々円

滑に促進されることを期待しております(図-2.9.22)． 

最後になりますが，ここにいらっしゃるみなさんは恐ら

く環境部署の人はほとんどいなくて，港湾施設の設計担当

図-2.9.20 

図-2.9.21 
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の方がほとんどだと思うのですね．ですので港湾施設の設

計を今後みなさんがする時に，ぜひ環境，生物共生型港湾

構造物というのを思い出していただいて，設計する時にち

ょっとセーフティに対する工夫を入れていただきたいと

思っています．ほんのちょっとの環境に対する工夫をして

いただくだけで環境にとっては大きな変化が生まれます．

ですので，みなさんのほんのちょっとの工夫で海域は大き

く変わる可能性がありますので，ぜひよろしくお願いいた

します．私の説明はこれで終わります．ありがとうござい

ました． 

 

図-2.9.22 

 

98



2.10 閉会挨拶 

上原 泰正 (北海道ポートエンジニアリング協会会長) 

 ご紹介いただきました北海道ポートエンジニアリング

協会の上原でございます． 

閉会の挨拶というか，お礼を申し上げたいと思います． 

今日の講習会にご参加いただきましたみなさま，本日は朝

の 9 時半から大変長時間かつ非常に密度の濃い講習会と

なりましたが，最後までご聴講いただきまして大変ありが

とうございます．会場があまり広くなくて，すし詰め状態

のことでございましたことをお詫び申し上げます． 

今日の講習会には，国土交通省港湾局技術企画課から川

俣さまをはじめといたしまして，それぞれの技術基準の改

訂項目に関係する講師として，国土技術政策総合研究所，

国土交通政策研究所，港湾空港技術研究所のみなさまには

大変ご多忙の中，わざわざ札幌までおいでいただきまして，

懇切丁寧なご説明をいただきまして，本当にありがとうご

ざいました．また北日本港湾コンサルタントの加地さんに

は，性能照査事例のご紹介をいただきましてありがとうご

ざいました． 

今日の講習会の冒頭「港湾の施設の技術上の基準」につ

いて，前回の改訂から 11 年目という大幅な改訂であると

いうお話がありましたが，この間に蓄積されてきました研

究成果，また近年直面しております港湾の課題に対応する

こと等，随分多彩な内容が盛り込まれているところでござ

います． 

本日ご講演いただきました講師のみなさま，これらの項

目につきまして自らご研究されたり，また基準のご執筆を

なされたり，さらには全体の監修もされているということ

で，この基準の改訂の背景あるいは基準の取り扱い方・注

意点，こういったものを限られた時間でありましたけれど

も，大変わかりやすくご説明いただきました．本当にあり

がとうございます． 

 今日ご参加いただいている方々は，色々な分野の方がい

ます．調査設計・計画・建設・維持，それから港湾管理，

そして港湾の施設を利用されている方も多数ご参加され

ています．今日の講習会の内容をご理解いただきまして，

立派な港あるいは安心安全そしてまた環境に配慮した港

湾づくりに役立てていただければ幸いに思っているとこ

ろでございます． 

最後の質疑応答で色々な意見が出ましたが，実際にこの

港湾の技術基準を使っていく段階で色々な難しい問題や，

どう判断したらいいのかということが色々出てくるので

はないかと思っております．その際にはまた，せっかく今

日講習会の講師をやっていただいたご縁ということで，参

加者の方からご質問が参るかと思いますが，引き続きどう

ぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます． 

長々と話しましたが，あらためまして本日の参加に感謝

申し上げまして，お礼の挨拶に代えさせていただきます．

どうもありがとうございました． 
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付録Ａ 「港湾の施設の技術上の基準」北海道地区講習会 開催案内 
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付録Ｂ 「港湾の施設の技術上の基準」北海道地区講習会 写真 

「港湾の施設の技術上の基準」改訂概要 
国土交通省港湾局 技術企画課 技術管理室 川俣 満 課長補佐 

総論・改良設計・部分係数法・参考技術資料 
国土交通省 国土技術政策総合研究所 港湾研究部 宮田 正史 港湾施設研究室長 
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維持管理・施工・材料・構造 
国土交通省 国土技術政策総合研究所 港湾研究部 丹生 清輝 港湾新技術研究官 

耐震設計・基礎・地盤改良 
（国研）海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 野津 厚 地震防災研究領域長 

102



 

海象・耐波設計・耐津波設計 
（国研）海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 海洋研究領域 

鈴木 高二朗 耐波研究グループ長 

性能照査事例 
北日本港湾コンサルタント（株） 第 2技術部 加地 隆之 部長 
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 航路・荷役 
国土交通省 国土交通政策研究所 山形 創一 研究調整官 

環境 
国土交通省 国土技術政策総合研究所 沿岸海洋・防災研究部 

岡田 知也 海洋環境・危機管理研究室長 
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3. CPC総会講演会 

 

3.1 講演「北極海航路の現状と展望」 

北海道大学北極域研究センター 教授 大塚 夏彦 氏 

 ご紹介，どうもありがとうございます．北海道大学北極

域研究センターの大塚でございます．たくさん大先輩がい

る中で少々ドキドキしておるのですが，できるだけ皆様が

退屈しないように努力したいと思いますので，1時間程お

付き合い頂きたいと思います． 

 1枚目の画面です．北極海航路のお話を今日はするので

すが，そもそも「北極とは？」というところからお話を始

めたいと思います．北極は英語で言いますと，アークティ

ック（Arctic）というのですが，その語源はギリシャ語の

アルクトス（Arktos）だそうで，何のことかと言うと熊な

のですね．英語ではアルクトス（Arktos）を基にして，北

極のことをアークティック（Arctic）と言うわけです．英

語で南極のことをアンタークティック（Antarctic）と言

うのですね．これは何かと言うとアンタルクティコス

（Antarktikós），要は熊のいないところというのが語源で

す．それをそのまま英語にするとアンチ アークティック

（Anti arctic）でアンタークティック（Antarctic）にな

ったということです．すなわち北極には熊はいるけれども，

南極には熊はいない，北極にペンギンはいないけれども，

南極にはいるというわけです(図-3.1.1)． 

 今日のお話なのですが，最初に北極はどこにあってどん

なところなのでしょうかという紹介を簡単にさせて頂き

ます．そしてその北極海の探検，人類がどんなふうに北極

海に進出して行って，そして今，その北極海を使った海上

輸送利用がどうなっているか．それから，北極を巡って，

世の中，世界が今，どんなふうになっているのかというの

を紹介した後，最後にその北極海航路の課題や展望につい

て考えを述べさせて頂きたいと思います(図-3.1.1)． 

 図-3.1.1 

まず北極がどこかという話を大抵は最初にするのです

が，一般的にはこの黄色い丸です．地球の地軸は 24°く

らい傾いていますので，夏至の日になると 1日中太陽が沈

まない，冬至の日になると 1日中太陽が昇らないという場

所が，極域にどうしても出てきてしまう．北極円と言いま

すが，普通はこの円より北が北極でしょうと言うのですが，

北極ということを言った時に，その人が専門家なりいろい

ろな業態の人が意味するところによって，実はいろいろ範

囲が違います．例えば，この緑色の線は北極評議会という

北極の国々8カ国が集まって，うちらが北極の環境として

議論するのはこの範囲のことにしようと決めた線です．あ

るいはこの赤い線は，7 月の月平均気温が 10℃になる線，

あるいはこの緑の線は樹木境界線と言って，これより北側

に行くと高い樹木が生えない境界線ですよと．これより北

になるとツンドラの苔とか草とか低木しか生えないとい

う，要はそういう具合に，植物学的な人はこの境界，ある

いは政治的にはこの境界，そのようにいろいろな定義があ

るわけです(図-3.1.2)． 

もう 1つ北極の面白いところは，南極は大陸です．とこ

ろが北極は海です．北極海があるのですが，周りがユーラ

シア大陸や北米大陸，グリーンランドに囲まれている．周

りが陸に囲まれている海洋ということになるのですね．で

すから，海洋の中でも一番小さいものになって，周りが岸

ですから，排他的経済水域にぐるりと囲まれてしまってい

ます．真ん中辺に high sea と言われる公海がある．北極

点はと言うと，その公海の中にあるというわけです．ちな

みにコンパスで北はどちらかと見るわけですが，うろ覚え

なのですが，これが地理的な北極点ですけれども，磁北は

この辺だったかな．真北極よりだいぶずれているのですよ

ね．だからこの辺に行ってコンパスを使うと変な向きが北

だということになってしまうわけです(図-3.1.3)． 

それからもう 1つ，北極の海のおもしろいところという

図-3.1.2 



のは，周りが大陸でもあって，しかも沿岸部が非常に浅い

のですね．特にヨーロッパ，ユーラシア大陸側というのは

大陸棚が非常に広く沖に出ています．それからもう 1 つ，

北極点の直ぐ側に細い海底山脈が横断しています．ロモノ

ソフ海嶺と言いますが，この山脈で分かれて，カナダ側の

カナダ海盆とユーラシア側のユーラシア海盆という深い

3,000～4,000ｍぐらいの海があると．それから狭くて浅い

ベーリング海峡，比較的深いフラムストレートと言われる

フラム海峡，こういうところで大西洋と繋がり太平洋と繋

がっている．全体的には実は太平洋の平均海面というのは，

大西洋の平均海面より 50 ㎝ぐらい高いそうです．ですか

ら，全体としては海の水はこっちから入ってこっちから出

て行きます．ただ例えば太平洋の中層の水がどんどんこっ

ちの方に入ってくるという複雑な流れをしています．量の

収支からいくと，こっちからこっちにゆっくり流れている

ということになるそうです(図-3.1.4)． 

北極海は冬になると凍ります．皆様はオホーツク海の流

氷をご覧になったことがたくさんあると思いますので，あ

まり詳しく話をする必要はないと思うのですが，ただ北極

図-3.1.3 

図-3.1.4 

はさすがに本場なので，こんな具合に氷丘脈，流氷が集ま

ってきて折り重なって山脈みたいになるようなことがあ

ります．それから，これは多年氷と言いますが，1年で溶

けないで何年も生き残って年数を重ねた氷があります．多

年氷は非常に硬くなって厚くなって，船の航行には大きな

障害となる氷です．これは北極海の沿岸に，冬に一度くら

いは見に行かないと！と言って行ったのですけれども，全

然つまらなかったです．凍ってしまっていて，どこからど

こまでが海なのかというのがわからない．ずっと沖の方を

スノーモービルなんかで走ったりして，しかも冬は極夜と

言って太陽があまり昇らないので，写真を撮ろうとしても

暗くて写真が撮れません．行ってもしょうがなかったとい

うことなのですが，ちなみに話題をちょっと変えて，日本

海の一番北側，間宮海峡からちょっと下りて来た辺りも実

は凍ります．これはサハリンの西側の海岸です．ガチガチ

に凍っているところです．サハリンの中部より上の方にな

ると，沿岸の定着氷ができているというわけです．海の氷

はこのくらいにしようと思います(図-3.1.5)． 

もう 1 つ大事なことを言わなければいけませんでした．

皆様ご承知のように，地球温暖化が随分進んでいるぞと．

しかもそれは北極で他よりも随分早く進んでいると．地球

の全体の平均気温の上昇度合に比べて，北極域の気温の上

がり方は 2倍～3倍ぐらいの速さで上がっているのですね．

気温だけではないのですが，いろいろな環境の変化に伴っ

て，白いところが氷の範囲で 2000 年の 8 月 15 日と 2016

年の 8 月 15 日を比べてみたのですが，随分減っていると

いうのがわかると思います．特にロシア側の沿岸ですごく

減っているというのがわかると思います．こちらが 7 月，

8 月，青が 9 月で灰色が 10 月の月の平均の北極海の海氷

面積です．それを毎年調べて見ると，中長期的に減ってい

るというのがわかると思います．面積が減っているだけで

はなくて，実は厚さも減っておりまして，そういうことは

           図-3.1.5 
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氷の体積としても長期的に減っている状況にあるという

のがこちらのグラフになります(図-3.1.6)． 

その北極ですが，陸に囲まれた海洋で，しかも古い地質

年代から陸が繋がったり離れたりという経緯があって，特

徴的な生態系の生物がおります．ホッキョクグマは有名な

話ではあるのですが，全体としては寒いせいもあって，低

図-3.1.6 

図-3.1.7 

図-3.1.8 

緯度地域よりも生物種は少なくて 21,000 種ぐらいが北極

にいます．その中で，例えば魚は 250種ぐらいしかいない．

北極海の中の水温の魚というのは実はカジカの類です．そ

れ以外ですと，北極海の端の方に行くと，ホッキョクダラ

とかタイセイヨウダラ，それからキュウリウオとか，そん

なものもいます．それ以外の陸上哺乳類は 67 種類，それ

から海生哺乳類が 35 種類います．その中でも海生哺乳類

の内の 7種類は北極の固有種になっている．それからアザ

ラシでも 4種類が，これは例えば出産とか育児とか子供を

育てるという時に氷の上を使っているというような特殊

な種類があります．ホッキョクダラはこの辺にいるタラと

ちょっと種類が違いまして，氷の下に棲んでいます．そう

いうようなタラもおります．これがそういった魚の類なの

ですが，北極海でもずっと端の方，大西洋の北の方，ある

いは太平洋の北の方に出てくると，ハリバット，これはオ

ヒョウです，こういったものもいます．ニシン，それから

タラ，カペリンはカラフトシシャモ，こういったものもい

る．それからアカウオ，これも北極の中ではたくさん捕れ

る，しかも水産有用種になっているわけですね(図-3.1.7，

図-3.1.8)． 

その北極ですが，北極圏にはだいたい 400万人ぐらいの

人が住んでいると言われています．これだけ広大な範囲に

ある意味 400万人しかいない．しかも街で大きいのは，北

米のアンカレッジであるとか，ロシアのムルマンスクであ

るとか，アルハンゲリスク，この大きな丸がだいたい 30

万人～40 万人ぐらいです．大きくてもそのぐらいの都市

しかなくて，それ以外は本当に小さな都市がパラパラとあ

るという状況になっています．街は先程見た，ロシアの不

凍港で軍港でもある重要地点，ここにムルマンスクという

港がありますが，それがこんな具合で，30 万人ぐらいで

す．それから，これはティクシといって，北極海の沿岸に

あるサハ共和国のレナ川の河口の街がこんな感じです．こ

れはティクシから内陸に入ってレナ川の中流域にあるヤ

クーツクの街の様子です．真冬になりますと，街中でも-40

～50℃になってしまうので，魚屋さんも冷凍庫が要らなく

て，凍った魚を段ボールにザクッと刺して売っているとい

う姿です(図-3.1.9，図-3.1.10)． 

そんなところでも人は住んでいて，それなりに僕らが

「これなら食えるな」という食べ物があります．これは淡

水生のニシンみたいなこんな大きな魚のルイベと言えば

ルイベです．その凍ったものをナイフで細く削ったものに

塩コショウして食べる伝統的な料理です．夏場になるとこ

ういうベリー類もあるので，少しは甘みもあるという感じ

です．これはタイセイヨウダラです．結構大きくなるので

すが，頭をそのままグリルしたものです．結構美味しかっ
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たのですが，これを食べるとその日 1日何も食べたくなく

なるような量でありました(図-3.1.11)． 

 本題に入りまして，北極海に人類がどのように進出して

行ったかということを少々紹介したいと思います．やはり

最初に人類が北極に到達したらしいのは，古代ギリシャの

地理学者のピュテアスという方らしいです．詳しい文献は

図-3.1.9 

図-3.1.10 

図-3.1.11 

残っていないのですが，この人はブリテン諸島，イギリス

ですね，この辺を見つけました．本当はもっと前に見つけ

た人がいるのですけれども，これを見つけて更に北に行っ

たと．そうしたら，1日中太陽の沈まないところに出たと

いうことを報告したと言われておりまして，これが人類で

初めて北極圏の中に入って行った記録なのではないかと

言われております．それが紀元後の 7～8世紀頃になると，

アイルランドのお坊さんがアイスランドの方とかに探検

に行ったというような，詳しいものではないのですが記録

もあります(図-3.1.12)． 

 だんだん少しずつ記録が増えてきまして，だいたい 8世

紀～10 世紀ぐらいにバイキング，小さなバイキング“ビ

ッケ”みたいなあのバイキング，ノルマン人とも呼ばれて

います．この人達の北方移動が始まると書いてあります．

本当は北方だけではなくて，いろいろなところに移動して

行きました．南の方，地中海を渡って黒海とかカスピ海の

方に行ったり，バルト海の中に行ったり，ロシアの白海の

方に行ったりしています．その中の一団はこのアイスラン

ドの方にも渡った人がいます．その中のエイリクの一団の

           図-3.1.12 

図-3.1.13 
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族長は結構力のある人で，たくさんの家来一族を持ってい

たのですが，乱暴な人でもあったらしくて，いろいろ揉め

事を起こしてしまったのですね．それで「お前はもうアイ

スランドにいては駄目だ」と言われて追い出されてしまっ

て，西の方の海を航海して行ったら大きな島を見つけたと．

ここに住みながら，また戻ってきたのです．戻ってきまし

たが，またいろいろトラブルがあって，いよいよまた厳し

い追放処分を受けたのですが，その時にアイスランドに住

んでいたバイキングの人達に，「緑の島があるのだ．グリ

ーンランドがあるのだ．だからみんな行こうじゃないか．

俺についてこい」ということで，当時の船で 120隻ぐらい

の一族を連れてこの島に渡りました．この一族を連れて行

くためにグリーンランドだと言ったのが，今でもグリーン

ランドになっているということらしいです．その息子が今

度はグリーンランドからもっと西に行って，北米大陸を見

つけました．それが 10 世紀のことです．だから，コロン

ブスが新大陸を見つけたと言っていますけれども，実はも

っと早くに欧州人が北米大陸を見つけていたというのが

ノルウェーの人達の自慢になっているのですね．「コロン

ブスじゃない」ということだそうです．その後，11 世紀

～12 世紀になりますと，グリーンランドというのはノル

ウェーの植民地になるのですけれども，その後いろいろ病

気が流行ったり，異常気象で木がとれなくなったりして船

が造れなくなりました．それから多分，本土の方にいるイ

ヌイットの人達との抗争なんかがあったりして，すっかり

寂れて忘れられてしまったということだそうです(図

-3.1.13)． 

そうこうしている内に 14 世紀になりまして，今度はス

ペイン界隈のバスク人が捕鯨で北大西洋の方にどんどん

進出して行くようになりました．ラブラドールとか，この

辺りで新しい捕鯨漁場を探す活動が盛んに行われまして，

さらにその後の 15世紀～17世紀の大航海時代になります

           図-3.1.14 

と，今度は新しい航路を探そうではないかと．北極海の方

に入って行ってアジアの方に行けるのではないかという

ような探検が行われるようになりました．その中でもイタ

リアの商人のカボットという人が，イギリスを出てニュー

ファンドランド島を見つけました．カボットの息子のセバ

スチャンというのがまた親父の意志を継いで，例えばウィ

ロビーというイギリス人を船長にして，北東航路というロ

シア側を通って北極海を渡って行く航路に探検隊を何回

か出しました．出したのですが，ここに細長いノバヤゼム

リヤという島があって，なんとかこの辺りまでは行けたの

ですが，なかなか当時の航海技術，船の丈夫さであるとか

装備のこともあって，例えば氷に阻まれて探検隊がみんな

死亡してしまうというような痛ましい結果が記録に残っ

ております(図-3.1.14)． 

それでも人類はじわじわと北極海の探検を進めて行き

ました．これがスカンジナビア半島で，この辺の海のこと

をバレンツ海と言うのですが，これはビレーム・バレンツ

という探検家の船長さんの名前を取っているのですね．こ

のバレンツは都合 3回ぐらい航海に行きました．1回目は

駄目だったのですが，2回目はなんとかノバヤゼムリヤま

で行けたと．それから，3回目はもっと北の方のベアー島

とかスピッツベルゲン島というのを見つけたということ

です．ところが 3回目の航海の後でやはり氷に阻まれてし

まいまして，その年は帰れなくなってしまった．なんとか

翌年の春にボートで脱出したのですが，栄養失調や壊血病

等々で死んでしまいました．しかしバレンツの航海のお陰

でこういう地図が出来上がったというわけです(図

-3.1.15)． 

それ以外にも航路の探検はいろいろと行われておりま

して，例えばカナダのハドソン湾がありますけれども，こ

れはイギリスの船長のヘンリー・ハドソンさんという人が

行った探検で発見された湾です．このハドソンさんはかな

           図-3.1.15 
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り強権的な人で，何回も北大西洋の探検をやったのですが，

最後の探検でこのハドソン湾まで行った後，いよいよ船員

が「もう俺達はこんな馬鹿みたいな船長についていけない．

もう帰りたい」と言って反乱を起こしました．可哀そうな

ことにその時，ハドソンさんの息子さんが 12～13 歳ぐら

いだったということですが，その息子共々小さい船に乗せ

て置き去りにしてしまいました，ハドソン湾に．他の船員

たちは帰ってきましたけれども，その置き去りにされたハ

ドソン親子と何人かのハドソンの手下の船員の消息はわ

かっておりません．きっと亡くなったのでしょう．どのよ

うに亡くなったかはわからないのですけれども，そういう

痛ましい話もあります(図-3.1.16)． 

そのようなことがありながらも，「北大西洋の北極海の

はずれの方に結構良い捕鯨漁場があるから，みんなクジラ

やその他の海獣を捕りに行こう」ということで，当時，非

常にたくさんの捕鯨船がこの海域に集結しました．その様

子がこんなような絵になっています．あまりみんなが集ま

って頑張って捕ってしまったものですから，18 世紀にか

けて乱獲のためにこの海域の捕鯨資源というのはほとん

           図-3.1.16 

図-3.1.17 

ど絶滅してしまったというふうに言われております(図

-3.1.17)． 

その 18 世紀ですが，それ以外にはいろいろ重要な冒険

がありまして，ベーリング海峡を見つけたベーリングさん

の北極探査，これはベーリング海の他，カムチャツカも見

つけています．あとこの辺までも入っております．そして

いろいろこの辺の海図であるとか海の情報などが明らか

になって来ました．これが，ベーリングが作った地図にな

ります．かなり正確になっていると思います(図-3.1.18)． 

そうは言うものの，19 世紀はどちらかと言うと，ロシ

ア側の北極海の航路探索というのは，これは大変で無理か

なということで興味の対象にならなくなった代わりに 19

世紀は意外とこっち側に行けるのではないか，カナダの多

島海側に行けるのではないかなということで，いろいろ探

検隊が何度も挑戦していますが，逆に実はこっちの方が氷

は厚いし氷山はあるし，なかなかこちらの方の新しい航路

を，カナダ側から探そうというのは上手く行きませんでし

た(図-3.1.19)． 

いよいよ 19 世紀も終わりになって，ノルデンショルド

           図-3.1.18 

図-3.1.19 

110



というスウェーデン人の人がノルウェーのトロムソから

船を出して，遂に 1年でベーリング海峡まで，北東航路と

言われておりますロシアの沿岸を渡り切ることにほぼ成

功しました．ただ，ここまで来たところで遂に氷に阻まれ

て動けなくなってしまって，1年ここで過ごして翌年抜け

ました．これで遂に北極海は向こうまで通り抜けることが

できるぞということが証明されて，ノルデンショルドはそ

の後，横浜に入りまして，明治天皇に謁見しまして，京都

などで観光した後，南回りでノルウェーまで帰って行った

ということです(図-3.1.20)． 

これ以外にも重要な探検としてはノルウェー人のナン

センという人です．ナンセンはどこかで皆さん聞いたこと

があると思います．ナンセン自体は北極海を横断して向こ

うまで行ったということはしていないのですが，その代わ

り北極点の方に挑戦的に向かって，いろいろな島を見つけ

て，この間いろいろな航海をしながら，海底の深さである

とか，島の様子であるとか，あるいは海流であるとか，科

学的な調査をたくさん行ったことで大きく評価されてい

るわけです．それから，カナダ側の北極海を通って大西洋

と太平洋を通れないのかなというのは，引き続き挑戦があ

ったと言いましたけれども，結局，アムンゼンが遂に 3年

掛けてやっと横断したというのが，20 世紀の初めのこと

になります(図-3.1.21)． 

その後，ロシア革命，20 世紀，1930 年のロシア革命の

後にロシアは太平洋艦隊とか北方艦隊を作って，自分の国

の沿岸の管理というか防衛力を高めまして，北極海と言う

のはどうも軍事的な色彩が強まって行きます．そうは言い

ますものの，1932 年に国際極年，インターナショナル・

ポーラー・イヤーという科学技術のイベントがありまして，

この時にロシアの砕氷船がロシア側の沿岸を 1 年で渡り

切ることに成功しました．これはシビリヤコフ号というの

ですが，これはロシアで造った船ではなくて，確かイギリ

           図-3.1.20 

スで造った船をロシアが買って改造して動かしたという

わけです．それ以外にも 1930 年代はロシアが北極海航路

管理局というものを設立して，あるいはロシアの沿岸にい

ろいろ港湾の拠点が軍事的な意味合いも含めて造られま

した(図-3.1.22)． 

第二次世界大戦になりますと，大戦中はアメリカからベ

ーリング海峡を通って，ロシアの沿岸を通って，例えばロ

シアのムルマンスクであるとかその手前のアルハンゲリ

スクなどに援助物資が旧ソ連に向かって運ばれました．戦

争が終わってからは，ソ連が氷上観測ステーションという

のを作って，氷の上で北極海の真ん中辺の海底地形を測っ

ていました．そうしたら何か変だと．ずっと平らだと思っ

ていたら山があるぞということで，先程，北極海を横断す

る細い海底山脈があると言いましたが，それを見つけてい

ます．1958 年になりますと，アメリカの原子力潜水艦が

潜航したまま北極海の横断に成功しました．72 年にはイ

ンジギルカ号というソ連の砕氷貨物船が，北極海を冬に走

ることに成功しました．80 年代になりますと，後で出て

きますロシアの原子力砕氷船団もつくられました．1987 

           図-3.1.21 

図-3.1.22 
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年にゴルバチョフ書記長がペレストロイカ政策の下で，北

極海航路，ロシア沿岸の航路を国際航路として開放すると

いう宣言をしまして，国際的に大きな注目を浴びました．

これを受けて日本は INSROP/JANSROP 事業というのをシッ

プ・アンド・オーシャン財団がノルウェーとロシアの研究

機関とともに実施しまして，北極海の航路の研究と試験運

航もやりました．これが世界の北極海の航路の可能性に関

する科学的研究の第一歩となったわけです(図-3.1.23)． 

それで今日です．2010 年，ノルウェーの船会社チュデ

ィ・シッピングがロシアと協力して，北極海を横断して，

鉄鉱石を中国まで輸送する試験輸送をやりました．「上手

く行ったぞ．海氷はだいぶ少なくなっているぞ」と．なん

とか走れるし，当時ちょうど船の燃料価格も非常に高くて

船会社が非常に困っていた時期なのですね．ですから，北

極海を使うと航路が短くなって燃料費が削減できるし，こ

れは良いのではないかということで，結構世界中の注目を

浴び始めました．これが 2010 年以降になるわけです(図

-3.1.24)． 

北極海航路の話に移っていきたいと思います．もう既に

図-3.1.23 

図-3.1.24 

北極海航路とかなんとかと言いましたけれども，もう一度

整理致しますと，このロシア側の沿岸を通るのを北極海航

路と，簡単に言うとそう言っています．カナダ側の多島海

の方を通るのを北西航路と言っています．本当はこっちの

方を北東航路と言っていたのですが，北東航路の内，この

ノバヤゼムリヤという島からベーリング海峡の間は冬に

ずっと凍るのですよね．ですからこれは大変だからという

ことでロシアはこの区間を北極海航路と名前を付けまし

て，この間の航行規則を定めているというわけです．この

特徴は，この北極海航路を使いますと，ヨーロッパの北部

と東アジアの距離が 40％ぐらい短縮できるという新しい

海上輸送路ですよと．それによって例えばロシア北極海沿

岸の天然資源の新たな輸送ルートとして非常に大きな可

能性を持っていると．あるいはソマリア沖であるとか，マ

ラッカ海峡といったチョークポイントを避けることがで

きるではないかというようなことが可能性として注目さ

れたわけです(図-3.1.25)． 

 北極海を走る時に，船は何もしないで良いのだろうかと

言うと，そういうことはなくて，やはりこんな具合に氷の

図-3.1.25 

図-3.1.26 
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あるところを走る可能性が非常に高くなるわけです．です

から，そういうところを走るための船として耐氷船という

ものがありまして，これは氷がぶつかっても壊れないよう

に，船体強度が高めてあって，氷に囲まれても動けなくな

らないように推進力を普通の船より高くしているとか，非

常に低温にさらされますから，船上のいろいろな設備なん

かが低温に対して壊れないように上手く動くようにとい

うふうな対策をとっております．その対策の強力さ，ある

いは想定する海象状況のランクに応じて，アイスクラスと

いう規格が設けられています．その耐氷船は氷が少しある

時は自分でも行けるのです．でもものすごく氷の条件が厳

しい時には北極海航路の中ですと，砕氷船に前を走っても

らいます(図-3.1.26)． 

この写真はバルト海であって北極海ではないのですけ

れども，こんな具合に航路を割ってもらって，その後ろを

貨物船が走るというオペレーションをやるのが通常にな

っております(図-3.1.27)． 

最近の北極海航路はどんなふうに使われているという

ことなのですが，これは 2015 年の様子です．2015 年の 1

年分，1月～12月までを取りました．割と少ないなとは思

うのですが，ただこれは 5,000ｔ以上の船に限っているの

と，そのまま引いたらゴチャゴチャになってしまったので，

線を細くしました．ですから，線を太くすればもっとすご

いぞということになるのですけれども，航海の数だとこれ

で 1年間 2,000航海分ぐらい線を引いたと思います．もう

一つは北極海を通ってアジアまで来たような航海の様子

を拡大して見ますと，ウラジオストクに行っているのと，

釜山，それから大連であるとか上海の方に行っている航路

がありますが，宗谷海峡あるいは津軽海峡を通って日本海

の方に入っているという格好になっております．すなわち，

見ておわかりのとおり，北海道というのは北米航路だけで

はなくて，北極海航路に対しても非常に地理的な要所にな

           図-3.1.27 

っている．アジアから北極海に向かう時のゲートウェイに

なっているというわけです．これらの活動で運ばれている

貨物というのは，だいたい欧州からのバラ積みというかバ

ルク貨物，それからアイスランドからの冷凍鯨肉，飼料で

あるとか，あるいはロシアのカラ海から出てくる天然資源

といったようなものが運ばれています(図-3.1.28)． 

貨物の動向ですが，この北極海航路というのは，昔は旧

ソ連の国内輸送だけに使われていたわけですが，体制が変

わったがために，あと経済危機で一気にゴンと落ちてしま

いました．このまま沈んでいくのかと思ったら，2010 年

くらいに氷も減っているしちょっと使ってみようかとい

う試験航海をやってみたら上手く行った．ちょっとやって

みようかということで，一気に貨物量が増えております．

ただし，北極海航路を全部横断して，欧州とアジアの間を

運んだという貨物は 2013 年に向かって一気に増えたので

すけれども，2014 年にはガツンと減ってしまって，今は

2014 年よりは少しずつ増えているという状況です．何が

あったかと言うと，2014 年には，原油価格，それから船

舶燃料の価格がゴンと落ちてしまいました．ですから，船

           図-3.1.28 

図-3.1.29 
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会社は無理に距離が短いところを探さなくても，輸送コス

トを下げられると．それから，中国の鉄鉱石需要がゴンと

落ちてしまって運ぶものがなくなってしまった．併せてロ

シアがクリミア半島を併合してしまったものですから，欧

州とアメリカが経済制裁をロシアに課してしまって，そん

なきな臭いところにうちの船を通すのは嫌だなというこ

とで，一気に落ちてしまったわけです．そうは言うものの，

ロシアはこの辺から北極海沿岸の天然資源開発に非常に

力を入れているものですから，そういった不定期輸送が一

気に増えていったというのが全体を押し上げているわけ

です(図-3.1.29)． 

どんな船が通っているのかなと見てみますと，だいたい

船は 6 月に走り始めて，11 月過ぎると，それ以降の冬の

間はものすごく数が少なくなっています．だいたいタンカ

ーであるとか，バラ積み船が主体になっております．それ

以外には，これは 2017 年までなのですが，この中には特

に 16年・17年は，ロシア北極海沿岸で進められている LNG

開発の開発サイトに持って行く貨物が多数運ばれました

(図-3.1.30)． 

図-3.1.30 

図-3.1.31 

それらの中には日本にも来た貨物が結構ありまして，いろ

いろあるのですが，LNGが 2回ほど北極海を通って日本に

来ています．それからナフサも 2回ほど来ている．それ以

外には，15年・16年・17年とウィンターベイという船が

冷凍鯨肉をアイスランドから大阪に運んでいます．それか

ら，皆さんの中にはよくご存じの方もいるかもしれません

が，中国の COSCOシッピングがバラ積み船で家畜飼料を苫

小牧と釧路に運んできました．こういったことの他には，

ロシアの北極海沿岸の天然資源開発に向かう船が苫小牧

に寄ったということもございます．これは北極海ではなく

サハリンに向かうフィンランドの砕氷船なのですが，それ

もクルーチェンジであるとか書類準備であるとか資材補

給であるとかで寄ったりしております(図-3.1.31)． 

その船について，これは 2014 年の海の氷の様子と丸い

点が船の動きです．氷がだんだん減っていって，氷がある

間はどっちかと言うと船は氷のなさそうなところを選ん

で走ったりしているというのがわかると思います．丸点の

色は赤くなるほど速く，青くなるほど遅くなるのですね．

ですから，氷がない時は結構速い速度で走っていまして，

12ノット～14ノットくらいで走っておりますが，10月～

11 月になってだんだん氷が張ってくると船も遅くなって

色も青くなってきている．でも氷がないところを探してこ

っちに行ったりしていますね．こんな具合に結構氷があっ

ても走っているというわけです(図-3.1.32)． 

 どんな塩梅かなと言うと，これは海氷密接度といって，

100というのは海面が 100％覆われていて，60というのは

60％覆われているという格好で見て行くと，この赤い線が

9月の後半です．これは 2015年ですが，9月の後半あたり

になると，北極海航路の周りにはほとんど氷がなくなって

しまうのですね．ただし，ちょっと他の季節には，特に氷

の量が多くなる場所があります．これがちょうどこの島の

間の海峡の辺りとこの辺の海域です．このように特定の海

図-3.1.32 
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域では海の氷の状況も厳しくて気を付けなければいけな

いというのは依然としてあるわけです(図-3.1.33)． 

どんなふうに皆さん動いているのかということで幾つ

かの航跡例を示したのがこれで，この COSCOシッピングと

いう会社が 2014 年にドンと落ちた後も，北極海航路を使

って欧州とアジア間を横断する輸送事業を継続してやっ

           図-3.1.33 

図-3.1.34 

図-3.1.35 

ておりまして，これはアイスランドから日本に鯨肉を運ん

できた船の航跡，これはロシア国内の輸送で使われた事例

です．こんな具合にデスティネーション・シッピングと言

っていますが，トランプサービスと言いますか，不定期輸

送で目的地が北極海沿岸であったり，出発地が北極海沿岸

で他のところに行くという片道だったり，こういった活動

が行われているのが現在の様子です(図-3.1.34，図

-3.1.35)． 

先程，アイスクラスというお話をちょっとしましたが，

北極海の氷のあるような海を通る船については，国際的な

規則があります．一つは国連海洋法条約で，それからもう

一つは国際海事機関の極海コード，ポーラーコードと言わ

れている規則で，結局のところ，氷のあるところは一応ア

イスクラスを持った丈夫な船でないと行けませんよとい

うことになっております．もう一つはロシアがこういう規

則と並行して北極海航路法という国内法を決めまして，う

ちの経済水域を走る時には事前に通航許可を出してくだ

さいと．そうしたらその船に応じて，ここは通っても良い

けれども，この季節にここを通っては駄目とか，ここを通

るのだったらロシアの原子力砕氷船に支援してもらいな

さいというような基準がありまして，そういうことを定め

ております．ただ一応この基準は国連海洋法条約の条例に

基づいて決めているものとなっています．船がロシアの砕

氷船の支援を受けるとお金を払わなくてはいけないとい

うわけなのです(図-3.1.36)． 

その船がどのくらい丈夫な船が入っているかというこ

とを出した表です．青いところが結構丈夫な船で，PC7と

言われていまして，貨物船としてある程度厚い 70 ㎝くら

いの海氷のあるところでも走っても良いよという船です．

これより上は海氷のあるところは走っても良いけれども，

そんなに丈夫ではないですよという類の船なのですが，そ

ういう類の船も 7・8・9月は半分くらいの割合で北極海を

           図-3.1.36 
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走り出しているというのが現状です(図-3.1.37)． 

そのくらい氷の勢力も落ちているというわけですが，そ

の様子を示したものがこちらです．これは 2015 年の船の

実際の航行速度を横軸に経度で地図にしています．この地

図の経度に応じてどのくらいの速さで走っているかとい

うことを月別に調べたものです．ざっくりと言って 6月が

遅いと．11月も氷が張ってくるので遅いのですけれども，

6月程は遅くない．どうしてかと言うと，11月の氷はまだ

張りはじめで薄くて柔らかいから．でも 6月は前の冬から

の氷なので，まだ厚くて堅いやつがあるので，6月の速さ

は遅い．あとは氷が特定の場所で厳しくなるので，特定の

場所で速度が遅くなるというようなことがわかっていま

す(図-3.1.38)． 

ちょっと大括りの話をしておこうと思うのですが，時間

があまりないので頑張ります．地球温暖化というのは北極

で速く進んでいるというのをお話しましたが，もう一つは，

海の氷は良いのですが，北極の陸の氷，グリーンランドの

陸の上にある氷が全部溶けてしまうと，だいたい地球上の

海面を 7ｍくらい押し上げる量になるというわけです．だ

図-3.1.37 

図-3.1.38 

から北極の氷が溶けるということは嬉しいことではない

というわけです．だから，北極のことはもっとよく心配し

ておかないと，中緯度地域に住んでいる人達も北極のこと

に気を付けてくださいという重要性が出てきているのが

現在の様子です(図-3.1.39)． 

なんで北極なのかと言うと，地球の温暖化によって北極

の気候システムが変わるだけではなくて，中緯度地域，他

の地域の気候とか海洋環境であるとかいろいろなことが

変わってきて，例えば地政学的なバランスであるとか，イ

ンフラの問題であるとか，水産資源の問題であるとか，あ

るいはいろいろな地域経済社会への影響，資源開発に関す

る影響というのが，いろいろなところに出てきてしまう．

だから，北極の国以外の国も北極のことに気を付けていか

ないと駄目だなという状況に今なりつつあるわけです(図

-3.1.40)． 

 どんなことが問題なのかと言うと，例えば海水面の上昇

もそうですけれども，気象の変化．もう一つは，それだけ

ではなくて，北極にある資源や自然環境が変わって行くの

につれて，人間ももう少し賢く使うことができるのではな

図-3.1.39 

図-3.1.40 
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いかと．北極はアンタッチャブルで何もしてはいけないと

言うと，そこの地域の人達は「お前たちはそのまま死ね」

ということにもなるのではないかと．だから，ある程度先

進国の我々もそこの人達と協同して上手に使って行こう

ではないかと．それにはどうしたら良いのだろうかという

ことを考えて行こう，関与して行かなければいけないとい

うのが，現在の我々の置かれている立場だと思います．で

すから，例えば，海氷減少によって航路として使えるよう

になる．それから，天然資源開発もできるようになる．で

も併せて，その既存の北極圏社会や環境へどういう影響が

出て，あるいはそういうことをするためにどういうリスク

があるのかと．あと併せて，地域社会の経済発展を，我々

北極を使おうと思う者は考えて行かなければならないと

いうわけです(図-3.1.41，図-3.1.42)． 

日本と北極というのはわりと歴史があって，第 2回の国

際極年，さっき出ましたインターナショナル・ポーラー・

イヤーからちょっとずつ関わっております．富士山に測候

所ができたのが 1930 年代の話で，その後の大きな話とし

ては，この資料は北極だけに限ってしまったので「しらせ」

           図-3.1.41 

図-3.1.42 

の話は入っていませんが，「砕氷船しらせ」というのは日

本の誇る強力な砕氷船なのですが，残念なことにあれは南

極観測だけの話で，観測の資材運搬のための船になってい

ます．観測船というのは言ってみれば嘘です．ですから極

地観測船というのは，日本ではまだ持っていないという状

況であります．2009 年くらいから外交的にも北極に関与

しだしました．そして北極圏国 8カ国が作っている北極評

議会というものにオブザーバーとして加わりまして，2013

年には正式なオブザーバーと認められました．併せて 2011

年くらいからナショナルプロジェクトとしての北極気候

に関する研究事業も始まっているというところです．そし

て 2013 年に閣議決定された海洋基本計画でも少し北極の

ことが取り上げられております．そして今年新たに策定さ

れました海洋基本計画の中でも北極それから北極海航路

について我が国も積極的に関与していかないといけない

ということが確認されたところであります(図-3.1.43，図

-3.1.44)． 

 その北極海航路なのですが，今どうなっているのかとも

う一度レビューしてみますと，先程言ったカラ海という北

図-3.1.43 

図-3.1.44 
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極海航路沿岸でもずっと西の方では原油開発がどんどん

進められておりまして，今は冬も含めて通年輸送が行われ

ています．これはどうも今後も生産拡大が見込まれていま

す．ただこれはずっと西側の話です．あとは COSCOシッピ

ングが，毎年数回，欧州とアジア間で北極海航路を通った

輸送を行っております．COSCOシッピングはかなりポジテ

ィブに戦略事業として拡大しようとしております．そうは

言え，それを利用する荷主さんを毎年探しているというの

も実態になっておりますので，その意味ではまだ不透明な

部分が大きいと．それからこの後紹介します LNG開発とい

うのが，通年で北極海からアジアやヨーロッパに向けた輸

送が始まっていまして，これが将来，北極海航路の主要な

貨物になるのが明らかになっております．もう 1つ，輸送

を開始しているすぐそばで次のバージョンの LNG 開発が

計画されていますが，そこでは遂に日本も投資を表明して

いると．ただいつ始まるかといったことを含めて，まだま

だ不透明です．そして海運関係者の方々が一番気になるコ

ンテナの定期輸送，北極海航路を使ったコンテナの定期輸

送ですが，これは今年の秋にマースクが運航実験をやると

言っています．ただそれは直ぐに事業化しようというつも

りはないのではないかなと思うのですけれども，マースク

も「もし世の中が北極海航路を使って定期輸送をやる時に

は俺達がやるのだからな」というような意志表明になるの

かもしれません(図-3.1.45)． 

その北極海航路の商業運航の実現への課題というのは，

やはりなんと言っても貨物の需要があるか，使う人がいる

かどうかということだろうと思います．それは安定的にあ

るかどうかということと，もう一つは行きと帰りの両方向

に貨物があるというのが非常に重要なことだろうと思わ

れます．その外側の環境としては例えば燃料価格であると

か，海運市場であるとか，いろいろな資源であるとか，国

際的なマーケットの影響も大きくなるわけですが，もう 1 

           図-3.1.45 

つ船会社様にとっては事業の不確実性というのが大きな

課題の 1つでしょう．それは氷が今年は厳しいかな，緩く

なるかな，長期的に厳しくなるかな，まだずっと緩くなる

のかな，というところも未確定なわけです．こういった不

確実性があるのだよというわけです．それから，ロシアの

カントリーリスクやいろいろな規則や基準もあるし，ある

いは先程の政治的な安定性の話もある．まだまだいろいろ

な課題があるわけです．ただいずれも全く解決不可能なも

のではないというわけです(図-3.1.46)． 

あとは経済性が大事な話なのですが，距離短縮というの

が非常に大きなポイントになっておりまして，輸送コスト

が安くなるというのも重要なのですが，おそらく競合する

既存航路の船が大型化してどんどん輸送価格が安くなっ

ていくのであれば，単純に価格競争ではなくて速く運べる

という辺りを上手く利用するのが，北極海航路を使ってお

金儲けができる重要なポイントではなかろうかと考えて

いる次第です．コンテナはそんなに定時性が確保できない

のではないかというのは，これは下の方のグラフが北極海

航路を走った時の速度です．やはり夏は速くなるのですけ

れども，季節の初めと終わりは遅くなる．そうしたら，定

時性が確保できないのではないのかと．それは一般の海域

をちょっと速めに走るということで担保すればやれない

ことはない．でもそれをやって本当に経済性が担保できる

か，事業性が担保できるかというのは，これはよく考えて

行かなければならないというわけです(図-3.1.47，図

-3.1.48)． 

もう 1つ，北極海航路の利用というのは，こういった特

にロシアのカラ海で進められている天然資源開発にも大

きく左右されると考えられておりまして，中でもヤマル半

島というところで進められている LNG 開発というのが北

極海で初めての LNG開発で，これは遂に昨年末に LNG輸送

が始まりまして，今どんどん，冬は欧州方面に，今年の夏

           図-3.1.46 
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になると北極海航路でも長い距離を渡ってアジア市場に

運ばれるという計画になっておりまして，一番リスクの大

きい冬場の輸送もこれまでのところ安定的にどんどん走

れているという状況で，この中に我が国では商船三井さん

が 3隻分のタンカーの船主になっております．全体として

は 15 隻の特殊タンカーで運ぶと言われているのですが，

           図-3.1.47 

図-3.1.48 

図-3.1.49 

最近の話ですと商船三井さんが頑張って，他の会社と共同

なのですけれども，15 隻の船主になるというニュースも

最近耳にしました(図-3.1.49，図-3.1.50)． 

少し話を進めると，あともう 1つ，新しい議論がヨーロ

ッパの方で始まっています．それは，本当に長期的に氷が

少なくなっていくのであれば，通年で冬もこちらから行け

るという可能性が出てくるのではないか．あるいは北極海

の真ん中を通ってロシアに関係のない航路も，もしかした

ら可能性が出てくると．これは本当に長いスパンで考えた

時のものなのですが，そういう議論も始まっております

(図-3.1.51，図-3.1.52，図-3.1.53，図-3.1.54)． 

それから，もう 1つ将来の話として，今まさに注目が始

まっているのが北極観光です．結構クルーズが楽しくて人

気のようです．これは北極点クルーズに行った方から借り

た写真なのですが，こんなところに見に行けるというと，

みんなグラッとくるのですね．値段は 300万円～600万円

くらいかかるのですけれども，世の中にはお金持ちがいる

ので，こういう未開の地に行けるというのは，ありきたり

の観光資源に飽きてしまったという方には非常に良いこ

           図-3.1.50 

図-3.1.51 
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とのようです(図-3.1.55，図-3.1.56，図-3.1.57，図

-3.1.58，図-3.1.59，図-3.1.60，図-3.1.61)． 

そういった中で，北海道に住んでいる我々はどうしたら

良いのだろうということをアイディアとして考えてみま

した．ストロングポイントである地理的な優位性をどうや

って活かしていけば良いのだろうかと．それは，地理的優

           図-3.1.52 

図-3.1.53 

図-3.1.54 

位性だけではなかなか振り向いてもらえない．これは例え            

ば北米航路の問題でも同様だと思います．でも北極海航路

を使った事業というのは，まだやっている人がいないから，

最初のうちにちゃんと唾をつけて，北海道でやっていると

良いなという流れを上手く作ることを目指す必要がある

のだろうなと．その中ではやはり北極海航路が欧州とアジ

           図-3.1.55 

図-3.1.56 

図-3.1.57 
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アの間の物理的距離を今は夏の時期だけですけれども，す

ごく短くしてくれる．これを欧州との商流の拡大に繋げる

アイディア，チャンスに，繋げていくことが大事だろうと

いうふうに考えている次第です(図-3.1.62)．そういった

格好で私のいる研究センターは理学では衛星観測と陸と

海と氷の人達がいて，人文社会もいて，そこに僕が工学系

           図-3.1.58 

図-3.1.59 

図-3.1.60 

として入っている非常に学際的な仲間になっています(図

-3.1.63)．これでなんとか北極を持続的に上手に使って行

くという取り組みを進めて行かなければならないと思っ

ております(図-3.1.64)． 

SDGs というのが国連で出てきましたけれども，それ以

外にも Future earth という研究プロジェクトもありまし

て，その中でも幾つか，例えば水や食料やエネルギーに関

する安心・安全を図っていかなければならないだとか，将

来の脅威に対する社会的な回復力を増していかなければ

ならないとか，取り組まなければいけないような主題とい

うかテーマが挙げられております．なんとかこういうこと

に直接取り組みながら，解を見つけて行きたいと考えてい

る次第です(図-3.1.65，図-3.1.66)． 

ご清聴どうもありがとうございました． 

 

 

 

 

 

 

図-3.1.61 

 

図-3.1.62 
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図-3.1.63 

 

図-3.1.64 

 

図-3.1.65 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.1.66 
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第 ６ 回 定 時 総 会 の ご 案 内 

 

拝 啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、標記の定時総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご案

内申し上げます。  

 ご出欠については、返信はがきにより６月５日(火)迄にご回答をお願いいたします。ご

欠席の場合は、総会定足数との関係がありますので、必ず「委任状」に記入、押印をお忘

れのないようお願い申し上げます。 

 特に団体・法人会員さまにおかれましては、代理の方が出席される際必ず同封の委任状

(A4)をご持参下さい。これを以てご本人確認とさせていただきます。どなたも出席できな

い団体・法人会員さまにおかれましては、同封ハガキの委任状を投函下さい。 

 ※ いずれも代理人のご記入のない場合は議長とさせていただきます。 

敬 具 

記 

Ⅰ．総会および講演会 
  

 （１）総 会  

日 時 ： 平成３０年６月１２日(火) 午後３時から   

場 所 ： 京王プラザホテル札幌 ３Ｆ 雅の間 

        （札幌市中央区北５条西７丁目 TEL ０１１-２７１－０１１１） 

議 題 ：平成２９年度事業報告の件（報告事項） 

平成２９年度決算の件（決議事項） 

平成２９年度公益目的支出計画実施報告書の件（報告事項） 

平成２９年度監査報告の件（決議事項） 

役員選任の件（決議事項） 

平成３０年度事業計画書及び収支予算書の件（報告事項） 

（２）講演会 

    日 時 ： 同  上   午後４時頃から（総会終了後） 

    場 所 ： 同  上 

    講 師 ： 大塚 夏彦 氏 

          北海道大学北極域研究センター教授 

    演 題 ： 「北極海航路の現状と展望」 
 

 

Ⅱ．懇  親 会 
 

     日 時 ： 同  上   午後５時３０分から 

     場 所 ： ３Ｆ 扇の間 

     会 費 ： ５，０００円（当日会場で申し受けます） 

                                        

※ 担当：(一社)寒地港湾技術研究センター 鈴木    TEL 011-747-1688 

FAX 011-747-0146 

 

 

付録Ｃ CPC総会講演会 開催案内 
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講演 北海道大学 北極域研究センター 教授 大塚 夏彦 氏 

付録Ｄ CPC総会講演会 写真 
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4. 第６回 CPC講演会 

 

4.1 主催者挨拶 

北原 繁志 ((一社)寒地港湾技術研究センター部長) 

 皆さん、こんにちは。寒地港湾技術研究センターの北原

といいます。本来であれば、当センター理事長の笹島が皆

様にご挨拶をするところなのですが、本日、国土交通省で

打ち合わせがございまして、そちらに出席しております。

代わって私がご挨拶をさせて頂きます。 

さて、地震から 1週間が経ちました。皆様の中にも多少

なりとも被災された方がいらっしゃるかと思います。心か

らお見舞い申し上げます。そのような中、本日の講演会に

出席して頂きまして、本当にありがとうございます。 

本日の講演会はここに書いてあるとおり、「北海道産品

の輸出促進について」と題しまして、4編の発表を行うこ

ととしております。中央大学の片石先生、それから北海道

国際流通機構の鳥取代表理事、お二人には大変お忙しいと

ころ、基調講演と講演をして頂くこととなっております。

本当にありがとうございます。また当センターからは田中

次長と吉田次長がプロポーザル業務の結果と自主研究の

結果、これを取りまとめて皆様にご報告する予定となって

おります。 

本日の講演会が皆様にとりまして、良き一日となります

ことを祈念致しまして、私の挨拶とさせて頂きます。本日

はどうもありがとうございました。 
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4.2 基調講演 「北海道産品の海外展開について」 

NPO法人マリンネットワーク理事長，中央大学研究開発機

構准教授（客員），苫小牧漁業協同組合みなとアドバイザー  

片石 温美 氏 

  ありがとうございます．今ご紹介頂きました片石です．

今日は今住んでおります広島の方から参りました．冒頭，

北原部長がお話しされましたように，先週の台風と地震そ

れからの停電によって，今もまだ影響が出ていると聞いて

おりますし，被災された皆様には本当にお見舞い申し上げ

ます．そんな中，今日は来て頂きまして本当にどうもあり

がとうございます．私の話は北海道産品の海外展開につい

てということなのですが，主に水産物の輸出についてのお

話をさせて頂きます． 

今日の内容なのですけれども，1つ目に輸出促進の動き，

2 つ目に必要な手続き等，3 つ目が北海道産水産物の輸出

の取り組みということで，平成 26年から平成 28年まで 3

年間に渡って地域の方と一緒に取り組んだ輸出の試験的

な取り組みなどについてお話しさせて頂きます．今日は

40 分ということなのですけれども，久し振りに寒地さん

で，知っている皆さんの前でお話しさせて頂くということ

で，たくさん資料を持ってきてしまったものですから，1

枚につきひと言ぐらいで流していくかもしれないのです

けれども，ご容赦ください(図-4.2.1)． 

まず輸出促進の動きとして基本的なことなのですが，世

界での一人当たりの水産物の消費量についてお示しして

おります．日本は青いラインで減少傾向にあるのですけれ

ども，世界的に見れば増加傾向にあるということです．こ

れは食品流通の国際化とか食生活の変化とか健康志向と

か，そういうものによるものです．EU・欧米などは横ばい

状態なのですが，日本では減少傾向にあるということです

(図-4.2.2)．それを物語るように海外における日本食レス

トランの数にも顕著に現れておりまして，特にアジアの地

           図-4.2.1 

域ではたった 2年の間で店舗数が 1.5倍ぐらいに増えてい

ます．それぐらい日本食に対する皆さんのニーズが高まっ

ているということです(図-4.2.3)． 

こういうことを背景に，国も「農林水産物・食品の輸出

戦略」というものを出しておりまして，平成 31 年の輸出

額の目標が 1 兆円ということを掲げております．平成 29

年時点で 8,071億円ですので，このままいけば１兆円にい

くのかどうかというところはわかりませんけれども，この

ように目標を示して取り組んでいるところでございます

(図-4.2.4)． 

次に農林水産物食品の輸出額の品目別の内訳というこ

とで，このグラフを見て頂くと一番多いのは加工食品，農

産物なのですけれども，次いで水産物でございます．加工

品を除いております．ただ，加工品と水産加工品を合わせ

た水産物全体では 34.3％と，この加工食品を抜くぐらい

の量が輸出されているということがおわかり頂けます(図

-4.2.5)． 

どのような相手国なのかということですが，一番は香港

です．その次にアセアン諸国となっております．アジアで

図-4.2.2 

図-4.2.3 
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は，中国・台湾・韓国・ベトナム・タイ・シンガポールの

順になっております(図-4.2.6)． 

どのような品目が輸出されているかということですけ

れども，まず加工品を除いた水産物ではホタテ貝です．こ

れは 6割ぐらいが北海道から輸出されております．あとは

真珠・サバ・ブリ・カツオ・マグロといった，こうい

            図-4.2.4 

図-4.2.5 

図-4.2.6 

った品目構成で約 2,052億円です．加工品を見てみますと

一番がナマコです．これは乾燥ナマコで，これも北海道か

ら約 5割が輸出されております．あとは練り製品，ホタテ

の干し貝柱・他の貝柱などが輸出品目として挙げられてお

ります(図-4.2.7)． 

それではどのような国にいっているかということなの

ですが，北海道と関連する品目についてだけ見ていきます．

ホタテ貝に関しては全体で 463億円の内，半分が中国，そ

のあと世界一のホタテの消費国ということなのですが米

国が次いでおります．その次に香港です．サケ・マスにな

りますと，中国が約半分，その次にベトナムです．スケソ

ウダラは有名な例ですけれども，韓国のチゲ鍋の材料にす

るのに鮮魚で輸出されているということです(図-4.2.8)．

乾燥ナマコはほとんどが香港に輸出され，ホタテの貝柱も

香港が 7 割ぐらいを占めているということがおわかり頂

けるかと思います(図-4.2.9)． 

このような中で北海道開発局も輸出に関する目標を定

めて取り組んでおります．それがこの北海道総合開発計画

の中で示されております(図-4.2.10)．これは平成 28年に

           図-4.2.7 

図-4.2.8 
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策定されたのですけれども，これからの北海道は，食と観

光が戦略的な産業であるということを位置付けて，重点的

に取り組む事項の内のひとつに「食糧供給基地としての持

続的発展」ということを示しております．私もこの北海道

総合開発計画を策定する時の計画推進部会というところ

に入っておりまして，3年ぐらいこの計画を作るのにいろ

           図-4.2.9 

図-4.2.10 

図-4.2.11 

いろやらせて頂きました．食料供給基地としての持続的発

展の現状と課題のひとつに，新たな需要開拓のための輸出

促進，目標として平成 37 年に道産食品の輸出額 1,500 億

円という目標を定めております．これに対する主な施策と

しては，高度衛生管理，ニーズに対応した生産，輸出促進

に向けた取り組み等が道内の各地域で展開されていると

いうことになります(図-4.2.11)． 

今度は北海道ですが，北海道も食の輸出拡大戦略という

ものを平成 28 年 2 月に策定しております．水産物・水産

加工品，農畜産物・畜産加工品，その他の加工品，このよ

うに 3つに分けて，それぞれ目標額を定めて基本的な展開

する方法，主要重点的な品目，相手の国など目標を定めて

取り組んでいるところでございます(図-4.2.12)． 

平成 30 年，道内港からの輸出額 1,000 億円という目標

を掲げておりましたが，今年の 2月くらいだったと思いま

すけれども，高橋知事が道内港と道外からの輸出も含めて

北海道産品の輸出額を 1,500 億円にするという目標をお

話しになりました．先程のお話とも重複するのですけれど

も，北海道の水産物・水産調製品の輸出状況はと言います

           図-4.2.12 

図-4.2.13 
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と，47％が中国で，香港が 26％です．この 2 カ国でもう

70％以上を占めておりまして，それに米国が加わると 8割

になっております．そのような状況です．品目も，これは

加工品も含めてですが，ホタテ貝が約 6割，ナマコが 2割

ちょっとで，この 2 品目で 80％以上といった，そのよう

な北海道の輸出の状況になっております(図-4.2.13)． 

目的として輸出だけではないのですけれども，漁港の分

野では平成 19 年ぐらいから衛生管理対応型漁港整備とい

うことで，各地に屋根付き岸壁を整備しております．北海

道内では平成 28 年で屋根の付いた岸壁が整備された漁港

が 30 港あるということが，北海道局さんの資料にも書い

てありました．港湾でも昨年度から農水産物輸出促進基盤

整備事業によりまして，輸出に対応した衛生管理型の屋根

付き岸壁を整備するということで，紋別港・根室港・増毛

港・江差港・苫小牧港の 5港で屋根付き岸壁の整備が進め

られております．今年の 5月に日本で最初に苫小牧港の漁

港区に屋根付き岸壁が整備されましたけれども，それはそ

ういった流れがあってのことになっております．これは皆

さんの方がよく現場をご存知なので私が敢えて説明する

           図-4.2.14 

図-4.2.15 

ものでもないのですが，これは古平漁港の屋根付きの岸壁

とその背後の荷捌き場です．ここで，刺し網で獲った漁獲

物を網から外して，それを荷捌き場に運んで競りを行うと．

ウトロの方は人工地盤になっておりまして，ここでサケの

水揚げをして，それをいろいろな種類ごとに選別する作業

を屋根の下で行っております．この下の 2枚が苫小牧港の

5月に完成式のあった屋根付き岸壁でございます．これは

1 期工事で，この後あと 2 年掛けて残りの 2 期・3 期をや

っていくことになっております(図-4.2.14)． 

次に輸出に必要な手続きついてお話ししたいと思いま

す．これは基盤整備とも結構関わるところなので，私もも

う少し調べたいと思っているところでございます．これは

水産庁のホームページから借りたものなのですけれども，

輸出する各国ごとに，その輸出に必要な原発事故関係に関

する規制とその証明書を発行する手続きについて，そして

もうひとつは衛生関係に関わる規制と，それに関する手続

きについて，それらを国ごとに示しているものです(図

-4.2.15)． 

それぞれについて全部説明はしませんけれども，見て頂

きたいのはここです．例えば衛生関係の加工・保管施設に

関する登録における対応です．中国・韓国・ベトナム・イ

ンドネシア・EU・ロシア・ウクライナ・米国・ブラジル，

この辺は輸出する時に加工施設や保管施設に施設登録を

するということになっております．一方，そういったもの

が必要ではない国が，台湾・香港・シンガポール・マレー

シアなど，こういうところは非常に輸出しやすい国になっ

ております(図-4.2.16，図-4.2.17，図-4.2.18)． 

 また EU に関してはさらに厳しくて，これは養殖場・漁

船・市場，そこから加工流通に至るまで EU の求める衛生

基準を満たすということが求められておりまして，水産加

工施設・加工船・倉庫に関しては，EU-HACCP，これは衛生

管理の EU の基準ですが，それに基づく衛生管理がされて

            図-4.2.16 
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いる施設でないと施設登録ができないということになっ

ております．養殖場・漁船・市場は登録制になっています．

あともうひとつ，EU に二枚貝を輸出する場合には，生産

する海域が EU 向けの輸出に関する生産海域として指定さ

れて，様々な貝毒等に対するモニタリングを行っていると

いうことが必要になってきます(図-4.2.19)．図で示しま

           図-4.2.17 

図-4.2.18 

図-4.2.19 

すとこういうことです．漁船と養殖場は登録が必要ですし，

そこで市場を介して加工場なりに流通するものは市場に

も登録が必要だと．加工する施設や保管する倉庫に対して

は EU-HACCP に基づく衛生管理を行っている施設としての

認定が必要だということになります(図-4.2.20)． 

ホタテ貝の生産海域なのですが，北海道は 6海域ありま

す．5つはオホーツクです．稚内から知床半島のところま

で，この範囲が EU に輸出できるホタテ貝の生産海域とし

て指定されておりまして，残るひとつは噴火湾になります．

あと日本の中では陸奥湾のホタテの海域だけとなってお

ります(図-4.2.21)． 

それにすごく関連するのですが，EU に輸出ができる水

産加工施設・倉庫が日本全体の中で北海道はこれだけあり

ます．見て頂くとわかるのですが，網走・湧別・紋別・稚

内・猿払・枝幸，ほとんどオホーツクの生産海域のところ

にございます．ホタテやサケなどが輸出する品目として登

録されています(図-4.2.22)． 

EU よりは厳しくないのですが，同じように水産加工品

を最終加工する施設の登録で HACCP に基づく衛生管理が

           図-4.2.20 

図-4.2.21 
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行われている施設として求められているのが，対米輸出と

対ブラジル輸出になります．これも米国向けの登録施設は

全国 72施設の内，北海道には 39あるのですが，やはりホ

タテとサケが多いので，オホーツク海の網走・紋別・佐呂

間・雄武・道東の釧路・根室，それから増毛町などに施設

があります．ブラジル向けは少ないのですが北海道に 9施

設となっております．対ロシア，対中国輸出でも水産加工

施設の登録が必要となっているのですが，ロシアに関して

は，現在，規制が変わったということで，新たな水産加工

場の認定を停止している状態だそうです．ただ厚労省とか

は再開に向けて，今，いろいろ協議している段階だという

ことでした(図-4.2.23)． 

これに関連してですが，まず左側を見て頂くと，業界紙

の水産経済新聞から借りてきた記事ですが，資料には載っ

ていません．ベトナムも施設の登録が必要なのですが，し

ばらく前から申請しても受理されないでずっと止ってい

たと．どうもベトナムの方の運用が変わって，登録申請が

受け付けられないというか通らなくなっていたというこ

とで，これで非常に煽りを受けたのが，築地から豊洲に移

           図-4.2.22 

図-4.2.23 

転をする加工場でベトナム輸出をしているところです．10

数軒あるそうですが，新しく豊洲に移転すると新しく加工

場を造るということになるので，新規に登録をしなければ

いけない．でも開場が 11月 17日に迫っているということ

で，それに間に合うか間に合わないかということで，この

人達には大変な問題になっているということです． 

もうひとつ，またちょっと違う話ですけれども，これは

中国での干し貝柱の偽造事件です．つい先日，8 月 20 日

の新聞に出ていたものですが，北海道から輸出しているボ

イルホタテを使って，中国国内で干し貝柱を作り，中国の

国内で作ったイタヤ貝の貝柱と合わせて非常に粗悪な干

し貝柱を北海道産と偽って，香港や台湾に輸出したという

ことです．輸出するというのは良い面もあるのかもしれな

いけれども，こういうリスクもいろいろあるのだという事

例です． 

ここまでが前段のお話で，ここから少し話の内容が変わ

ります．こういった国を挙げて，北海道でもいろいろなと

ころで輸出に取り組む中で，そうなる以前から，平成 26

年からなのですが，私と苫小牧など胆振の沿岸の漁協の方

と，苫小牧高専の松尾先生と一緒に水産物の産地からの輸

出に対する取り組みができないかということで，輸出試験

を行ったということを少しご紹介したいと思います． 

1 つ目は HOP1 サービスを使った香港向けの水産物輸出

試験で，ホタテとホッキ貝を試験的に輸出しました．2つ

目は，平成 27 年～平成 28 年の 2 年間で活魚の輸出試験，

これは苫小牧漁協さんと一緒にやらせて頂いたものです

(図-4.2.24)． 

 香港を対象としたのはなぜなのかということですが，先

程の手続きの表の中にもあったとおり，香港というのは水

産品・水産加工品の規制がほとんどなくて，輸出に際して

加工場の登録も必要なければ何もないし，関税も掛からな

いというところがあって，試験がしやすいところだったと

図-4.2.24 
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いうことがあります．それはそれで手続きの問題なのです

が，まず日本からの農水産品の最大の輸出国でありまして，

また日本産とか北海道産を非常に高く評価してくれてい

るところで，北海道が大好きだという人達がたくさんいる

地域なのですね．香港からの観光客が非常にたくさん来て

頂いているということからもわかると思うのですが，その

ように北海道産に対して憧れだとか好意的な印象を持っ

ていてくれているところを対象にして試験を行いました

(図-4.2.25，図-4.2.26)． 

まず輸出するには相手先の食文化とか食習慣とかを知

らないと輸出しても食べてもらえないとか買って頂けな

いということになります．どういうものが香港の食文化と

してあるのかなというと，まず美味しいだけではなくて，

からだに良いものを食べるという医食同源が基本となっ

ています．冒頭でもご紹介したように，日本食のレストラ

ンも多いのですけれども，イタリアンとか様々な外食産業

が大衆向けから高級なものまでがあって，食に対する評価

は非常に厳しいけれども，反面いろいろな需要なり，売り

先として非常に魅力のあるところではないかなというこ

           図-4.2.25 

図-4.2.26 

とです(図-4.2.27)．日本の食文化も結構浸透しておりま

して，例えばスーパーだとお寿司のコーナーに日本でよく

見かけるものと同じようなパックに入ったお寿司があり

ます．冷凍コーナーに行きますと，カキの冷凍したものと

か，ホタテの貝柱の冷凍品，これは厚岸のカキですが，殻

付きカキがあったりします．こういうところなので試験を

するのにちょうど良いかなと思いました(図-4.2.28)． 

利用したサービスは，私の後にお話しされる鳥取さんが

やられていた HOP1 サービスというものがあったので，こ

れを使って試験をしてみようということで行いました．

HOP1 サービスというのは簡単に言いますと，小口の荷物

を 1個から輸出ができて，宅急便のように配達先にそのま

ま届けてくれるというサービスです．金額もわりと安くで

きるということもあって，試験的に送って，その送った先

から，北海道から送ったものの評価とかニーズとかを調査

するにはちょうど良いサービスだったので，これを活用し

て行いました(図-4.2.29)． 

送った先は香港の寿司屋 2 店で，「すし廣」は中級クラ

ス，「銀座おのでら」は超高級で客単価も非常に高いレス

           図-4.2.27 

図-4.2.28 
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トランです．そこに冬にホタテとホッキをそれぞれ 5kgの

箱で送っております．このように梱包して普通の宅急便を

送るのと同じような感じで輸出をしました(図-4.2.30，図

-4.2.31，図-4.2.32)． 

 輸出の前に現地で多少ヒアリングを致しまして，どのよ

うな品物を仕入れているのかと．これを見ておわかり頂け

図-4.2.29 

図-4.2.30 

図-4.2.31 

るように，私達が普通に北海道で見かけるものはほとんど

北海道から香港に仕入れているということもわかりまし

た．ただ発注方法は，香港の商社が運用している発注シス

テムがありまして，前日の夜に注文すると翌日配達してく

れるという非常に便利なものです．香港内に水槽とか冷蔵

庫を持っていて，極端に言えばホタテ 1枚からでも配達し

てくれるという，そういうものが確立されているというこ

とでした．また送った 2店舗は日本にも店舗をもちろん持

っておりまして，その日本の店舗が独自で仕入れるルート

を使って自社便で輸出をするということもやっているよ

うでした．香港人の好みを聞いてみると，お刺身が好き，

貝が好き，北海道が好き，産地をとても気にしているし，

ウンチクも大好きだと．要は，これはこの時期にしか食べ

られないとか，これはここの海域で獲ってこういう理由だ

から実は脂がのって美味しいのだとか，そういうことが非

常に好きな人達だということで，鮭児を食べにわざわざ香

港から日本に来るということもするような国民性がある

ということです(図-4.2.33)． 

 蘭扇(ホタテ)とホッキ貝に対する評価・コメントという

図-4.2.32 

図-4.2.33 
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ことで簡単に説明しますと，まず「鮮度も梱包も非常に良

い」ということで非常に高い評価を受けたのですけれども，

1 回に送る量が 5kg だったのですが，「多すぎる，せいぜ

い半分ぐらいしか 1 回に買いません」，というのは「鮮度

を保つために少量を多頻度で買っています」というお話で

した．あとホッキ貝に関しては，現在築地経由で仕入れし

ていて，築地のものよりは鮮度が良いですが，貝なのでど

うしても輸送途中で砂を出したりすることがあるので，そ

ういうものは鮮度落ちに繋がるので，梱包などの時には気

を付けた方が良いというお話もありました(図-4.2.34)． 

それで，香港の 2軒の飲食店が仕入れているホタテとホ

ッキの値段と HOP1 サービスで送った時の売値との比較を

してみたのですが，やはり仕入れている値段は高級店とい

えども人件費も掛かれば家賃も掛かるので，そんなに原料

を高く仕入れているわけではないのですね．やはり仕入れ

にホタテ 1枚 700円，ホッキ貝が 1個 900円ということで

すが，5kgで送った場合には現状の仕入れ値とは競争にな

らないかなと．15kgでやっと競争できるのですけれども，

そうすると今度は送る量が多すぎて，なかなか具体的な輸

           図-4.2.34 

図-4.2.35 

出ということにはなりにくいということがこの試験から

得られたことです(図-4.2.35，図-4.2.36)． 

それでどうするかと考えたのですけれども，HOP1 サー

ビスは大変良いものだったのですけれども，実態になかな

か合わないところがありまして，それでは築地の商社と連

携してやってみようということになりました．要するに国

内の輸送をやって，そこから先は商社に頼むということで

す．既存でできているルートに乗っかって輸出をしてみる

と．活のものが人気だということで，活ものの輸出を行お

うと．また嗜好に合うものを低コストで輸送できるように

やってみようということで，胆振噴火湾地区でブランド化

に取り組んでいる，活のマツカワガレイの輸出試験の実施

を行いました．これは HOP1 サービスの時と違っていまし

て，将来的には実際に漁業組合から輸出に繋げると．販路

のひとつとして海外へも水産物を売りたいということが

ありますので，具体的に輸出に繋がるようなことをやりた

いということで試験を行いました(図-4.2.37)． 

ここから少し一緒に取り組んだ苫小牧のお話をしたい

と思います．漁港では北海道マリンビジョン 21といって，

           図-4.2.36 

図-4.2.37 
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平成 17 年から水産を核とした地域振興に，地域のいろい

ろな主体の人達が集まって様々な取り組みをするという

ことで，計画を作って実際に取り組みが進んでいるのです

が，港湾ではなかなかそういった事例がありません．ただ

苫小牧も工業港のイメージが強いのですけれども，そこで

漁業をやっている人達がいて，水産物もホッキの生産が日

本一ですし，他にも毛ガニですとかマツカワガレイですと

か，様々なものが獲れる魚種の豊富なところです．ですか

ら是非，水産を核とした魅力ある地域づくりをしたいとい

うことで，漁協の方と漁業者と私達と一緒に取り組んだの

が漁協区将来ビジョン 21の取り組みです．平成 28年 3月

に策定されたのですが，水産・防災・観光という 3つの柱

がありまして，特に水産に関しては苫小牧港の立地，あと

物流に関しては様々な国内・海外の航路を持っていて，空

港にも近いし高速道路網にもアクセスが良い．そういうす

ごい好立地・好条件を活かして，苫小牧港を利用した生

産・流通体制の強化と消費の拡大ということを目標に掲げ

てやってみようということです．その中でも特に就労環境

の改善や衛生管理，流通拡大と魚価の安定向上に取り組む

ということで，具体的な目標を設定して取り組みを行いま

した(図-4.2.38)． 

苫小牧港はホッキ貝の生産が日本一と申しましたけれ

ども，ホッキ貝の桁引き網漁業に着業する人が組合員の内

の 8割．マツカワガレイの主要な漁業種類の刺し網漁業に

従事する人が 9割で，ホッキとマツカワガレイをいかにブ

ランド化して販路拡大と浜値向上を目指すかというとこ

ろが，実は組合員の強い要望ということがありました．そ

して，儲かる漁業になるための販売先のひとつとして輸出

に取り組み，さらに輸出や今の水産物の流通の大きな流れ

である衛生的な生産環境ですね．こういうものを実現する

ため，そして就労環境の改善をして後継者・就業者の確保

をするということで，屋根付き岸壁の整備も要請していく

           図-4.2.38 

ということになったわけです(図-4.2.39)． 

ホッキ貝・マツカワガレイの販路拡大の取り組みについ

てお話ししたいのですけれども，国内輸送に加えて輸出も

想定して活魚の長時間輸送を実現しなければいけません．

平成 25年以前は 15時間生かしておくのが，活のマツカワ

ガレイは限界だったのですね．それで輸出をするにも，あ

るいはコストを下げて販路を拡大するためにも，いかに長

く生かした状態で輸送するかということが，苫小牧漁港の

大きな課題のひとつだったわけです．それに対しまして寒

地港湾技術研究センターの自主研究をやらせて頂いて，

「水産物陸上保管施設と高度な船舶輸送に関する研究」と

いうことで，苫小牧漁協さん，室蘭工業大学，苫小牧工業

高等専門学校，そして寒地港湾技術研究センターと協力し

て自主研究を進めていったということになります(図

-4.2.40)． 

主な内容ですが，苫小牧港をモデルにして水産物の出荷

調整，出荷や輸送の平準化を図るための水産物の長期保管

の可能性を検討するという，いわゆる陸上の蓄養施設の需

要と，どれぐらいの規模が将来必要になるかというニーズ

図-4.2.39 

図-4.2.40 
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を調べました．2つ目は活魚輸送の生存期間とか鮮魚の鮮

度保持など，輸送機関の制約がいろいろある中で，長期輸

送が可能な活力維持や鮮度保持の方法を検討するという

ことを行っております．今日はこの 2つ目についてお話を

したいと思います(図-4.2.41)． 

マツカワガレイなのですけれども，苫小牧だとわりと食

べる機会はあるのですけれども，北海道の他の地域ではな

かなか目にすることがないかもしれません．これを見て頂

くとわかるのですけれども，一時期，主原料が絶滅するく

らいのところまでいった魚でカレイの種類です．種苗放流

技術が確立したことによりまして，一気に漁獲量が回復し

て出荷が行われました．当初，今まで流通していない魚な

ので，なかなか流通させるのも販売するのもすごく難しか

ったということで，胆振地域の皆さんはこのマツカワガレ

イの販路を広げるために非常に努力をされておりました．

長距離の輸送をして販路を拡大するためには課題があっ

て，現状では輸送時間が短いところに限定されてしまうの

ですね．しかも飛行機を使って運ぶのでコストが高くなっ

てしまうと．でもそれにも関わらず輸送中に死亡するリス

           図-4.2.41 

図-4.2.42 

クも多かったということで，いかに生存率を上げるかとい

うことが課題としてありました(図-4.2.42)． 

寒地港湾技術研究センターさんの自主研究の中で活魚

輸送の試験をやらせて頂いたのですけれども，まず国内の

築地に輸送して，水温の条件，温度の条件，酸素の条件，

そういったものをこの試験から明らかにしまして，香港に

航空機とトラックで輸送を行っております．この実験につ

いての詳しい説明は時間の関係で省きますけれども，ポイ

ントとして，それまでは酸素を入れて海水を入れて発砲ス

チロールで送っていたのですけれども，それだと 15 時間

ぐらいしか生きていなかったということで，固形の酸素剤

を使って，それを同封することによって 40 時間まで生か

しておくことが可能になったというものです(図-4.2.43)．

輸送する時に温度の調節をしなければいけないのですけ

れども，あまり冷えすぎると魚が死んでしまいますし，逆

に暑すぎると魚に負担が掛かってしまうということで，下

氷を入れたり入れなかったりという工夫をして，いろいろ

条件を変えて試験をしてみました(図-4.2.44，図-4.2.45)． 

香港までの輸送ルートですが，12 月 7 日水曜日の昼に

           図-4.2.43 

図-4.2.44 
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苫小牧漁協から出荷して，千歳に行って，羽田に行って，

その日の夜に築地に着くと．次の日の朝，羽田から香港に

出発して，夕方には香港の店舗に到着するという，ほとん

ど日本国内の輸送と変わりないぐらいの時間帯で輸送す

ることができます(図-4.2.46)．マツカワガレイとサメガ

レイを香港に送っているのですが，サメガレイに関しては

           図-4.2.45 

図-4.2.46 

図-4.2.47 

下氷をしたのが多かったのか，水温が少し下がり過ぎて，

到着した時に死亡したということがありました．ただマツ

カワガレイにつきましては，輸送中の温度も最適な範囲を

保たれて，無事に活魚を輸出するということができました

(図-4.2.47)．これはこのように輸送中の水温と溶存酸素

を調べているものでございます(図-4.2.48，図-4.2.49)．

いずれも輸送中の温度管理が大事で，梱包の時の氷の量に

よって魚体への影響が発生したりするので，そこは注意を

しなければいけないということと，溶存酸素量も固形の酸

素剤を入れることによって 40 時間まで生かすことができ

るようになったということが確認できました(図-4.2.50)． 

その結果として，まだ具体的に商業ベースの輸出には繋

がっていないのですけれども，国内での出荷が非常に増え

ているという成果が出ております(図-4.2.51)．ここで試

験を 2015 年から始めているのですけれども，その前から

取り組みをしているので徐々に増えてきています．このよ

うに国内の販路も増えていますし，コストも下がっていま

す．それまでは航空便で運んでいたものが，時間を掛けて

良くなったわけだからフェリーとトラックで運べるよう

           図-4.2.48 

図-4.2.49 
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になりました．それでコストが約 1/3になったということ

です(図-4.2.52)．他にも関西向けや名古屋向けにも活の

マツカワガレイの出荷が増えたと．確かに当初，輸出とい

うことで想定した取り組みだったのですけれども，それだ

けではなく，今まで移出されていなかった，販売されてい

なかった地域にまで販路を広げることができたと．そうい

           図-4.2.50 

図-4.2.51 

図-4.2.52 

うことで寒地港湾技術研究センターさんと一緒に行った

自主研究が非常に成果を上げたという紹介です(図

-4.2.53，図-4.2.54)． 

 おわりに，北海道総合開発計画の中で生産空間というも

のが挙げられておりまして，確かに輸出とかいろいろな戦

略があるのですけれども，生産空間，農林水産業や観光業

図-4.2.53 

図-4.2.54 

図-4.2.55 
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を担う地域が住み続けられるような環境づくりをすると

いうものです(図-4.2.55)．そのためにひとつの方法が農

林水産物の輸出戦略であるということです．北海道マリン

ビジョン 21，これは平成 17年から取り組みされておりま

すけれども，マリンビジョンではその当時から資源の持続

的な利用とか，衛生管理に取り組み，さらには観光だとか，

最近だと渚泊とかということもやっております．こういっ

たものは今の輸出のための屋根の整備とか岸壁の整備と

か，そういったものにも繋がっておりますし，観光振興や

渚泊というのは輸出というより観光で来てくれた人に北

海道の良いものをその場で食べて頂いて買って頂くよう

な，そういう機会を作ることにも繋がっているということ

になります(図-4.2.56)． 

まとめというものはないのですけれども，私がこの輸出

に関して少しお話ししたいことを最後に述べさせて頂き

ますと，輸出，国内販売ともに品質・衛生管理という方向

で来ておりまして，これからは必要な施設整備は港湾・漁

港でもどんどん進めて頂きたいと思います．また先程見て

頂いたように，偽造だとかいろいろなことが発生するので，

ブランドを守ったり偽造を防止したりするためには，トレ

ーサビリティとかエコラベルを取得するとか，そういうこ

とも今後は考えて頂きたいなと．地域が輸出に取り組む時

にはやはりビジョンを持って取り組んで頂くと良いのか

なと．また観光とか農泊・渚泊を通じて買いたい人を増や

す．買いたいと言ってくれる人に買ってもらうのが良いの

ではないかなと思います．だからそういうことのためにも，

地域に観光で来て頂くとか，泊って頂くとか，寄って頂く

とか，そういうことを通じて販路を広げるための裾野を広

げることをやるのが良いのかなと思います． 

あと国内販売についても，今日は輸出促進の話なのです

が，最近は本当に資源も不安定ですし，いろいろな今後の

懸念もあるので国内販売に関しても輸出と同様に取り組

           図-4.2.56 

んで頂きたいと．私は今，広島に住んでおります．最初，

北海道から東京へ行って，次の年に大阪に移り住んで，そ

の次広島に住んで，今数カ月経ちます．広島でも北海道産

のお魚は見かけるのですが，だいたいサンマとサケとタラ

ぐらいです．先日，苫小牧からホッキ貝を送って頂いて，

広島市役所の人達に家に来て頂いてホッキ貝のお刺身を

食べてもらいました．そうしたら，ホッキというのは赤い

ものだと思っていたのです．要はカナダのボイルホッキが

ホッキ貝だと思っていたらしくて，こんな紫のホッキ貝は

初めて見たということでした．まだまだ国内で販路を広げ

る可能性はあるのではないかなと．ただその時に，輸送に

関して様々な技術革新，鮮度を保持するための技術革新と

か，今日ご覧頂いたような酸素剤を使うとか，そういう工

夫をすることによって北海道のものを輸出も含め，国内の

人達にも食べて頂きたいと思っております． 

最後に地域の取り組みについてということで紹介した

いのですが，苫小牧は港湾で衛生管理に対応した屋根付き

岸壁が日本で整備された第 1 号だということなのですが，

それだけでは終わらないというか．苫小牧漁協ではこのた

びマリンエコラベルを取得致しました．これはホッキ貝や

サラ貝など 4種類の貝なのですけれども，生産段階認証と

流通加工認証の 2つ，同じく苫小牧市にあるマルゼンとい

うホッキの加工会社でも流通加工認証というものを取得

して，これによって資源管理をしながら環境にも配慮し，

そういう漁業をやっているということで，苫小牧のこうい

ったホッキ貝などをＰＲしていくということにしており

ます．こういったものを取ることによって，全国，海外へ

の販路拡大を目指し，またオリンピック商材としての納入

も視野に入れて頑張っているというところです．屋根はで

きたのですけれども，今後の課題としては冷凍冷蔵庫の建

て替えとか，地方卸売市場の衛生管理とかまだまだ課題は

たくさんございます．屋根は衛生管理だけではなくいろ

           図-4.2.57 

139



いろな効果があって，これは苫小牧港に写生に来た子供

達です．屋根の下で漁船の絵を描いております．こういう

地域での使われ方もあります．またイベントとか式典でも

活用できて，これはたまたま 5月の完成式典の時に，大変

な風と雨のひどい天気だったのですけれども，誰も濡れる

ことなく無事にテープカットができたということです．こ

のように屋根というのは，漁協では就労環境の改善にもな

って，雇用者の確保にも効果があると聞いておりますので，

今後様々な他の港でも，地域のいろいろな要請に対して整

備をしていって頂ければなと思います．あと他にも歯舞の

屋根付きの例とか，いろいろなところで造られています．

道外ではこのような優良衛生品質管理市場，漁港認定制度

で整備された産地市場があって，これは和歌山ですけれど

も，津波避難の施設と併設になって，岸壁に市場があって

庇が出ていると．これで衛生管理をやっているというもの

にも進んでおります．いろいろなところでこういった動き

がございますけれども，北海道でも是非進めていって頂け

ればと思います(図-4.2.57)． 

とりとめのない，まとまりのない話だったのですけれど

も，以上で話を終わります．どうもありがとうございまし

た． 
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4.3 成果報告 

(1)「海外物流基盤の構築」 

(一社)北海道国際流通機構 代表理事 鳥取 義之 氏 

  今，紹介に預かりました北海道国際流通機構の鳥取と申

します．30 分程お時間を頂きましたので，一生懸命ご説

明していきますので，なにとぞよろしくお願い致します． 

講演の題の中では輸出ということで喋らせて頂きます

が，内容のほとんどは，私達が今取り組んでいます北海道

国際流通機構の機能，それからこれの前身である HOP1 と

いうところでお話をさせて頂きたいと思います． 

これは HOPが始まる前のお話です．平成 23年と平成 24

年です．平成 24 年に HOP 推進協議会が立ち上がる時です

が，この時の状況です．今も大きく変わっているというこ

とはないのですけれども，これは継続しながら問題点とし

て残っていることだと思います．人口減少による国内マー

ケットの縮小であったり，地方の国内企業の衰退であった

りです．これは空港に降りてくる飛行機のキャパの大きさ

が変わってきたり，道内の輸送業者さんの廃業であったり，

水産業者さんの廃業というような形で，道内企業の衰退が

始まっております．またそれらに起因する税収不足による

インフラへの投資の懸念が出てくると思われています(図

-4.3.1.1)． 

これを北海道としてどう解決していく道筋があるのか，

持っている武器は何なのかと言うと，先程，片石先生もお

っしゃっていましたけれども，「食と観光」，これが，北海

道が他県に誇れる，生きていくひとつのワードではないの

かなと思います．この食と観光というワードをどのように

活かしていくかというと，観光にしても国内の観光に止ま

らず，インバウンドとして海外から北海道に来て頂く．そ

れから食に関しても国内流通のみならず，海外の方に販売

をかけていくという，いわゆる輸出です．人の輸出，それ

から物の輸出，知識の輸出，こういう輸出に関わることを

やっていかなければならないのではなかろうかという時

          図-4.3.1.1 

でした(図-4.3.1.2)． 

ただ，平成 23年・平成 24年当時，北海道にいらっしゃ

る企業さんに聞きますと，輸出には興味があるのだけれど

も，輸出をやっていくだけの周りを取り巻いている環境が

揃っていないと．簡単に言うと，東京にいらっしゃる方は

輸出する商社さんとかもたくさんあったり，輸出代行業と

いう業があったり，とにかく飛行機の便も多い．夜に出し

たら夜に向こうに着いて，翌朝通関を切って荷物が通りま

す．こういったところが北海道としては最短でも 2～3 日

間というところで，環境が整っていないので勝負をして難

しいですよねというような課題が残っていました． 

これをこの時期，名前を挙げるとあまりよろしくないの

で言いませんが，輸出をする輸送業者さんの大手 2社さん

が，私達が気づく前に先駆けて小口混載という船と飛行機

の両方に取り組んでおりました．1年持たず，両方とも終

了という形になりました．判断としては，需要がないとか，

なかなかそれを世間に知らしめるだけの宣伝力がなかっ

たという形で，そのサービスを停止したという歴史があり

ます． 

この時に考えていかなければならないのは，単体の企業

のサービスとして北海道の企業が作るのではなくて，北海

道の環境づくりとして産学官で取り組んでいかないとい

けないと．その後の環境ができた後にいろいろなサービス

を作る企業さんが出てきて，各々しのぎを削って行く，競

争をしていくという形が良いのだろうと．ですから産学官

でまずは環境づくりをしましょうというのが，この北海道

国際輸送プラットホーム，のちに HOPと言われる始まりで

した． 

平成 23年 10月に「国際物流を通じた道産品輸出促進研

究会」の事務局として北海道開発局さんと札幌大学さんが

設立しました．初心者でも簡単に輸出できる仕組みとして，

北海道国際輸送プラットホーム，通称 HOPを提案・実施し

て参りました．この HOPというのは，国内初，海外への小

図-4.3.1.2 
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口冷凍・冷蔵輸送サービスに加え，輸出の手続きを行う，

マッチング機能も行う物流と商流を組み合わせた産学官

一体となった取り組みでございます．平成 25 年 9 月には

北海道庁さんも事務局に加わり HOP 推進協議会に組織名

を変更したところでございます． 

HOPというのは，ここにも書かれているように，まず一

番は環境づくり，その中でどのように環境をつくっていく

かというのは，物流と商流の一体となった改革改善を行う

ことによって環境を整えましょうということでした．よく

ある話ではありますけれども，商流と物流と言葉が分かれ

ているとおり，物流の研究をしようと思うと物流に詳しい

ところが集まって研究をしていきます．それは何を研究す

るかと言うと，こういう物流を作っているにも関わらず，

なぜこんなにこの物流網が発達していかないのだろうと

いうことです．結果，運ぶ貨物がないから，そのサービス

を作れないという話になります．物流側にすると商流を担

っているところにしっかり荷物を定期で作ってくれれば，

僕達は作れるのですよ．でもその荷物がないので作られま

せんという結論にいつもなります．かたや商流側において

も，商売相手は見つけてこられるのだけれども，そこに繋

ぐだけのラインがないし，物流網がないので，先程のお話

しにもありましたけれども価格が合わなくなる．ですから

商売にならない．だから，荷物がないのですよと．これは

ひとえに物流側がサービスをきちんと格安に提供してく

れていないから，そうなるのですという話なのですね．こ

れはお互い別々のテーブルのところで話をしていても何

も解決できないということで，開発局さんに主導して頂い

て，物流と商流が一体となった改革・改善ということで，

経産省だとか農林水産省だとか，いろいろな省庁さんが集

まった中でこの HOPというものを，皆さんで考えながら実

践をしてきたというのが，HOPのやり方というか実践の仕

方でした．またもうひとつ変わっているところは，この

HOP事業というのは 5年間で何かしらの結果を出しましょ

          図-4.3.1.3 

うというお約束の下で始まったということです(図

-4.3.1.3)． 

そこでやったことをひとつ挙げますと，小口混載を作っ

ていきましょうということです．これはどこかの会社のサ

ービスということではなくて，HOP推進協議会としてサー

ビスを開始しました．小口で送れないものを，ひとつのコ

ンテナを HOP推進協議会で借り切って，そこに小口を載せ

たい方達が集まって載せていくというような形で，4年半

ぐらい運用しました．仕向け国としては香港が平成 24 年

の 9 月，平成 24 年の 11 月にシンガポール，翌年に台湾，

その翌年がマレーシアとなっています．最終的には 4カ国

に対して小口混載の輸送を提供し続けてきたということ

です(図-4.3.1.4)． 

成果としては，この環境を整えるというところで，今ま

で輸出に取り組んでこなかった，やったことがないという

企業さんが累計で 250社が参加して，実際にサンプルで作

った商売の商品ですとかを送って頂いたという実績がご

ざいます．輸出に興味がない人とかやったことがない人に

輸出をやりましょうと言っても，なかなか動かないという

現実がある中で，250の企業さんにトライをして頂けたと

いうのは，ひとつの成果かなと思っています．また段ボー

ルの発送個数で見ますと，初年度 213，翌年 319，翌々年

716，4年度 1,500，最終年度が 2,200，最終年度は上期だ

けしか数字を取っていないので 9月の段階です．確か私の

記憶では 2,200が，最終年度の個数だったような気がしま

す(図-4.3.1.5)． 

私も長らく物流業界に身を置いてきた人間ですけれど

も，昭和 40年代・昭和 50年代は，運送業界がいろいろな

サービスを出してきた時に非常に高い伸び率を示してい

ました．例えば私が在籍していたヤマト運輸さんで言うと，

宅急便もそうですし，コレクトサービス，それから多分皆

さん方だとやられていると思いますけれども，ゴルフ宅急

便や，代表的なところで言うとクール宅急便，こういった

          図-4.3.1.4 
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ものも発売すると本当に面白いように倍々で伸びてきた．

ただ近年の物流は非常に成熟されて，どこの運送業者さん

に頼んでもほとんど遜色ないというところがあります．最

後に選ぶのは自分の地域を回っているドライバーが好き

かどうか，対応が良いかどうかというところで選んでいる

のではないかなと思います．東京に送るのも翌日に着く，

普通便で出せば翌々日に着く，こういったところも変わら

ない．これは世界と比べると違うのですけれども，日本の

中ではだいぶ成熟されています． 

この成熟された中でサービスを開始して 3年目，サービ

スを開始した年の翌年，翌々年と，倍ずつ伸びていくサー

ビスというのは近年にない．これだけサービスに対して使

ってみたいという要望があったサービスでピタッとはま

ったものではないのかなというように受け取っておりま

す． 

またこの HOP1 サービス，冷凍で 1 個から，冷蔵でも 1

個から，海外に送れますというサービスを HOP推進協議会

で作ろうと思った時にかの有名なヤマト運輸さんと郵便

局さんの双方にお声を掛けさせて頂きました．HOP推進協

議会として北海道の企業さんのために新しいサービスを

作りたいのですけれども，是非協力して頂けませんかと．

まずヤマト運輸さんの方は国際宅急便もやっている中で

リスクが高いのでやらないけれど，北海道としてやるのだ

ったら北海道がやって頂いて良いですよというお話しで

した．郵便局さんの方は，うちは国際郵便という形の看板

でやっているので，他国でやっていないものを勝手に日本

だけが先導してやるということは基本的にはできません

というお答えでした．そういうものなのかなと思いながら

聞いておりましたが，実はこの HOP1 サービスができた翌

年に郵便局さん，その 1カ月後にヤマト運輸さんが，当初

は作らないというお話だったのですが，同じようなサービ

スを作ってきました． 

HOP1サービスをどう戦略的にやってきたかというと，1 

図-4.3.1.5 

カ月に 1 回，新聞とテレビには必ず出そうということで，

いろいろなところにこまめに出すことによって，他の物流

業者さんも反応して頂いているのではないかなとは感じ

ておりました．そんな中でヤマト運輸さんと郵便局さんが

追随するようなサービスを作って頂いた．まさに HOPとし

ての成果はここにあると思います．HOP1サービス，HOP推

進協議会がサービスを作って提供したことが素晴らしい

ことではなくて，環境づくりですから，ヤマト運輸さんや

郵便局さんがサービスを作って頂いて，それを使う方が選

べるという環境に持ってきた．いわゆる競争原理の中にヤ

マト運輸さんと郵便局さんを連れてきたということです．

競争する原理の中に入った時に初めてサービスは磨かれ

て，使い勝手の良いサービスになっていく．こういったと

ころが環境づくりということを謳ってきた HOP 推進協議

会の成果になるのかなと思います． 

また国としては 2019 年までに 1 兆円，北海道としては

2025年までに 1,500億円を達成したいということで，国，

地方としての指針・方針を出しているところでございます．

まだ輸出されていない商品，新たな商品を発掘して，小口

から育てていく必要が今あるのではないかと．今，約 700

億円を 1,500億円にという方針を，この中で決めているの

ですけれども，今，大きく輸出をしている企業さんに「頑

張って」と 10 回言っても倍にはならないのですね．先に

立ってやっているところは精一杯頑張ってやって今の数

字ですから，それを 1割伸ばすだけでも大変だと思います．

そうすると，それを倍ぐらいに延ばしてくということは，

ドラスティックな考え方で，やったことのない人に出して

もらう．輸出している人と輸出していない人の割合を考え

ると，多分，輸出している道内企業さんというのは 1割に

も満たない．ということは，1割の人に頑張ってと言うよ

りは，9 割の方に一歩だけ，1 ㎝だけ前に進んで頂くこと

の方が，より大きな数字を動かすことができると考えてい

ます(図-4.3.1.6)． 

図-4.3.1.6 
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HOPの話を今までしてきたのですけれども，成果として

は環境づくりの上で物流の面では○だったのかなと思い

ます．商流の部分においては落第と言うかあまり良い評価

点はあげられないというふうに思っております．先程，HOP

の最終年度の個数が 2,200 個と言っていたのですけれど

も，元々HOPが始まった時には単年度で最終年度は 18,000

個という目標を掲げておりました．これは物流と商流が一

体なって改革することによって，そこまで持っていけるだ

ろうと．10 数％しかいかなかったということで，それは

やはり輸出をする上で海外側から物を取ってもらう，いわ

ゆる出口をしっかり押さえていかないと，物を出していく

ということは難しいというところの結果です． 

そこで平成 29 年 4 月に HOP 事業が終了しました．この

5年間が終わった中で，次の段階へどう進むべきか，とい

うことを HOP推進協議会の中で議論をし，まだまだ行政が

手を入れながら引っ張ってやっていく第三セクターのよ

うな形が良いのか，社団法人のように企業さんを支援する

団体となるのが良いのか，株式会社のようにこの次を引き

継ぐ団体がビジネスとして儲かる仕組みを作っていくの

が良いのかということで考えていた時に，最終的に私達は，

先程言ったように輸出に取り組めない 9 割の方達を如何

に支援して外へ出していくか，ここにしっかりと仕事をし

て行く照準を合わせようということで，一般社団法人の設

立に踏み切りました．経営理念としては，私達の子供たち

が北海道に残りたいと思える環境をしっかりと作って行

く．こういうことをやって行くということを理念として，

今は 18 の企業さんがここに出資をして運営をしていると

ころでございます(図-4.3.1.7)． 

機構のご紹介です．HOPの中で学ばせて頂いたところを

さらに良くしていくために，このような考え方で仕組みを

作りました．まずは企業会員さんという物を出したい人，

それからコンサルを受けたり，いろいろな相談をしたい方

達が，企業会員として一口 1万円で三口から入れますとい

図-4.3.1.7 

うことで，1年間 3万円で会員さんになることができます．

会員さんになって頂くと，そこが取り扱っている商品を，

私達が作る機構のタブレット・パソコンの中で見られる商

品データ登録というのがあるのですけれども，その中に登

録することができます．この登録されたデータは香港・台

湾・シンガポール・ベトナムという海外にいる私達の出資

会社の社員がタブレット・パソコンで見ながら，こういう

商品がアップされたからセールスに行こう，タブレットを

持ってレストランや百貨店に行ってセールスを掛けてく

るというようなやり方です．海外の方から「このタブレッ

トに載っている商品良いですね」と入ってくると，私達北

海道の方に連絡が来て，「これを 10万円分欲しいのですけ

れども，どうですか」と言われたら，企業会員さんの方に

ご連絡をして，「御社の商品が香港のマックプライニング

というところで 10 万円分欲しいと言っているのですけれ

ども，販売しますか」と最終確認をして，「今，在庫があ

るので売りたいです」と言われると，そこで契約成立です．

海外の方に連絡をして，海外の方から先に 10 万円送って

きます．10 万円送ってきたものをお客さんの口座に先に

入れてお金の確認をして頂いた後，商品を私達が取りに行

き海外への輸出をしていくという流れになります．企業会

員さんとしては物を売ったり相談をしたりということで

年会費を払って頂きます(図-4.3.1.8)． 

自治体会員さんは年間 5 万円お支払いして頂いている

のですけれども，今，私達は 9カ国に社員さんを持ってい

ます．9カ国でいろいろな情報が上がってきます．不動産

の情報から商品が買いたいという情報，去年 1 年間は 36

件程入ってきたのですけれども，それを自治体さんの方に

お渡しします．例えばドン・キホーテさんがシンガポール

に出て行ったのですけれども，開店 3日で北海道商品ブー

スの商品が全部売り切れたと．急遽，商品を探したい，た

くさんの商品を仕入れたいという情報がシンガポールの

担当者から入って来て，これを自治体さんの方に流します．

          図-4.3.1.8 
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価格帯は 400円～1,200円の物で，常温品だったらこうい

うもの，農産品だったらこういうもの，水産品だったらこ

ういうもの，それらが欲しいそうですということを自治体

さんの方に流すと，自治体さんは自分のところの企業さん

にそういう情報を流して行きます．エントリー情報が上が

ってきてシンガポールに流すと「この商品とこの商品とこ

の商品が欲しい」と．そうすると，前金でお金が送られて

来て，前金でお支払いします．自治体さんとしてはよりリ

アルな情報を一番早い段階でもらえる．しかも輸出に直結

している情報だということで，自治体会員さんになって頂

くメリットを感じて入っているところが 16 自治体ありま

す． 

またこの自治体会員さんが一生懸命活動して頂けるこ

とによって，企業会員さんと地元企業さんというように同

じ企業さんがふたつ入っているのですけれども，なぜふた

つ入っているかと言うと，企業会員さんというのは輸出と

いうことに対してポジティブで排除的ではない考え方で，

話を聞いてちょっとやってみようという前向きな企業さ

んです．地元企業さんというのは，昔，輸出をやったこと

があって失敗しているからもう絶対やらないとか，そうい

う周りの人の話を聞いて，絶対やらないという人なのです

ね．実は自治体会員さんはこの人達をどういうふうに動か

そうかということが一番困っているところです．いろいろ

なセミナーをやっても聞かない人は絶対来ないので，来な

い人にどう伝えるかという話になります．「時代的にも 5

年前と今ではだいぶ変わってきているので，輸出環境も変

わっているから，やりましょうよ」というセミナーをやっ

ても来ない．ですから，この中でどう解決できるかと言う

と，「輸出をしましょう」ということではないのですね．

「商品が欲しい人から前金でお金がもらえるから出して

みませんか」というアプローチなのです．取引が成約して，

例えばシンガポールの方で売れてる．そのレポートをフィ

ードバックしてあげます．そうすると，この地元のネガテ

ィブな企業さんは「あれっ，輸出ってすごく大変で危なっ

かしくて危険なものなのではないの」と思っていたものが，

「自分では何もしていないけれどもシンガポールのお店

に並んでしまっている．できるんだね」とわかる．このネ

ガティブな人達の集まりの中の何人かに成功体験を植え

付けることで，ネガティブチェーンを壊すというような取

り組みをしたいということで，このような形になっており

ます．こうすることで海外への代金回収の不安がなくなっ

たり，輸出の手続きをしなければいけないと頭を悩ませた

り，そういったところが全て解決されるというような形で

す． 

私達の機構は平成 29年 4月 3日に設立されたのですが，

設立された時は 11の企業でされました．資料には 17とな

っていますが，今月の 10 日に苫小牧埠頭さんが出資をし

てくれましたので，これで 18 の企業さんが出資をしてい

るという形になります．資料の上の方は輸出の支援をする

という，北海道側から支援をする方の出資者です．私が全

体的な統括をしながら弘和通商さん，これはロジスティッ

クスの部分です．輸出するために「段ボールから発泡スチ

ロールに入れ替えてください」とか「ドライアイスを入れ

てください」とか言われても「そんなの全然できない」，

「ラベルシートを貼ってください」と言われても「やりた

くない」という人達に，「ここの倉庫に入れてくればその

手続きをします」と．ここは有料にはなります．1枚貼る

のに２円とか 3円とか取られますけれども，メーカーさん

が自分でやらなくても良い環境をここで作ってくれる．そ

れから苫小牧埠頭さんも一部，弘和通商さんと同じような

保管だとか倉庫作業の部分において輸出支援グループと

して参加しています．釧路総合印刷さん，道新さんについ

ては，私達の活動を広げていく広報活動をしたり，販促品

を作ったりと，こういったことをして頂いています． 

下の部分の販売支援，一番上の香港のマックプライニング

から一番下の北国からの贈り物まで，IT を駆使して通販

をやったり，現地で商社機能を持っていたり，アンテナシ

ョップを持っていたり，というように様々な方達がいろい

ろな形で出資をして，うちの方で携わって頂いている．こ

ちらの方で商品を購入して，海外で販売をするというよう

な，実際の販売支援のところが下のグループになります

(図-4.3.1.9)． 

自治体さんはこちらに書かれている 16 の自治体さんが

入っております．町としては枝幸町とニセコ町と森町が入

っているというところです(図-4.3.1.10)． 

企業会員さんは今年の 3 月 31 日現在で 115 社になって

おります．今は微増の状態です．それから賛助会員さんで

す．賛助会員さんというのは私達の活動にビジネスとして

          図-4.3.1.9 
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直接関わり合いはないのですけれど，先程の企業理念の部

分，次の北海道にちゃんとしっかりと残していく活動をし

ていくのですよといったところに共感をして頂きながら，

私達の活動を何かしらの形で支えて頂いているところで

す．例えば，実は私達の機構は事務所がすごく狭いところ

を借りています．そういうところにお金を掛けるというよ

りは，お客様のためにお金を掛けたいというところがあっ

て，事務所は 4人ぐらい入ると息も絶え絶えのようなとこ

ろでやっています．ですから，お客さんが来られると 1人

や 2人なら入れるのですけれども，例えばうちの団体の活

動を勉強しに行きたい，話を聞きに行きたいといって，去

年は茨城県議会の先生達が 30 人ぐらい来て頂きました．

今年も熊本だとか沖縄だとかから来られるのですけれど

も，たくさんの方が来られると入れないのですね．そうい

う時に，今回の講演会の主催をしている寒地港湾技術研究

センターさんや伊藤組さんの方にご連絡をさせて頂いて，

「会議室が空いていれば貸して頂けないですか」というこ

とで，空いていたら無料で貸して頂けます．札幌で 30 人

が入れる会議室を 1時間借りると 12,000円掛かります．2

時間借りると 24,000 円掛かるというところを無料で貸し

て頂いているということですので，現金でそれだけの支援

          図-4.3.1.10 

図-4.3.1.11 

を頂いているのと同じ効果があります．またオリックスさ

んやヤマトホームコンビニエンスさんは，私達の代わりに

営業行為を行うというという活動をして頂いています(図

-4.3.1.11)． 

またこの団体の中には輸出促進検討委員会という委員

会を作って，私達の活動内容を注視しながら，なぜ輸出が

進まないのかといったところを議論して行く場を持って

おります(図-4.3.1.12)．また昨年の 6月 16日は北海道開

発局さんと連携協力協定の締結を結ばせて頂きました(図

-4.3.1.13)．また連携事例としては海上コンテナの輸出実

験を行って，そもそも海上を使った輸出というのはどうい

うメリットがあって，どういう手順で選んでいくのですか，

どういう手順でやっていくのですか，そういうことの説明

会を道内 11の都市で行って参りました(図-4.3.1.14)．ま

たインバウンドについてはみなとオアシスと連携をして，

台湾の私達の社員の店舗で，「北海道に来たらお土産がそ

この港で買えるのですよ，買った物を送れるのですよ」と

いうようなアプローチの仕方で，海外でもみなとオアシス

でもイベントをやってきました(図-4.3.1.15)． 

 会員による輸出事例としましては，コカ・コーラさんは

各国にあるのですけれども，北海道限定ボトルを作ってい

図-4.3.1.12 

図-4.3.1.13 
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るのは北海道コカ・コーラさんだけということで，これは

昨年 14,000 本を東南アジアに輸出しました．契約の入り

から契約が終わるまで，売買するまで 2カ月半ぐらい掛か

ったのですけれども，14,000 本を気持ち良く買って頂け

たと．それから岩見沢農協さんのタマネギですが，これは

製品ではなくて 2S という市場に出回らないものです．こ

れは通常，岩見沢農協さん管下のコープさんとかで売って

いるものなのですけれども，去年は大量にできてしまいま

して，「もうどうにもならない，値段もつかない」という

ことで，うちに来た時は「1玉 1円も要らない」というこ

とで，「これなんとかならないですか」ということだった

ので，これを台湾と香港に 7ｔ持って行って，10日間で売

り切ってきました．ほぼ運賃みたいな感じだったのですけ

れども，その売れたお金を岩見沢農協さんの方に戻したら

「良かった，腐って捨てるものがお金に変わって良かっ

た」ということで，やはりこういったところにも着目しな

がら，北海道の企業さんの商品を現金化してくるというの

も仕事なのかなと思っております．自治体との連携事例と

しては，函館のイベントをやったりしております．直近で

は台湾のリーパオというアンテナショップを使って，自治

体さんには観光の発信情報基地として無料で使ってくだ

          図-4.3.1.14 

図-4.3.1.15 

さいと．1 階と 2 階になっているのですけれども，2 階部

分は自治体さんに無料で貸します．1階部分は企業さんに

マーケティングの場所として開放しますというような形

で，今年の 7月，札幌市が始まって，来年の 5月まで各自

治体さんが毎月ここに参加しているというような形です

(図-4.3.1.16)． 

あとは，時間もないので資料を見ておいて頂ければと思

います(図-4.3.1.17，図-4.3.1.18)． 

 最後にもうひとつだけ．すごく最近考えることがあるの

図-4.3.1.16 

図-4.3.1.17 

図-4.3.1.18 
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が，今の輸出の仕方についてです．1兆円やろうとか 1,500

億円やろうとか言われていますが，今の輸出の形態という

のはどういう形態かということをひと言で言うと，プッシ

ュ型と言われる輸出です．僕達の物を買ってくださいとい

う輸出の仕方です．元々貿易というのはプル型と言われる

海外の方が欲しい商品を海外に行って探してきて，それが

自分の国に入るかどうか調査をして，そして入れる．です

から，入れる方が法的にも責任が重く，自分の国に輸入を

させるということで調べる上でも輸入者がキーパーソン

になっているのですね．何が言いたいかと言うと，プッシ

ュ型をやって行くとなかなか商売にならないので，私達の

機構の今の形になっているのです．プル型にしているとい

うのは，元々海外にいて，北海道から荷物を取りたい人達

というのは，これからやるのではなくて，もう既にエアコ

ンテナや船のコンテナを 2カ月や 3カ月に 1本走らせてい

ますという人達です．そうすると船代金，船のコンテナで

言うと，20 フィートコンテナは貨物の量によって減った

りはしないですよね．当然，向こうの買う方としては一番

安い物流費でそれを持って来ようとしています．それはど

うするかと言うと，20 フィートに満載に積むことなので

すね．そうするとそれ以上安い方法というのはないのです．

その彼らが満載に積むための商品を供給する，いわゆる北

海道側でこれを売って欲しいのだよねというものをそこ

に積み足すことによって，安い運賃で向こうへ持って行け

る．これを例えば「トウモロコシが売りたいのです」と言

って，トウモロコシを売りに行ったら，「これはいくらで

できるの」「じゃあ 1ｔ」と言われたら 1ｔだけの運賃で行

きますから，当然敵わないのですね．ですから，この仕組

みを考えて行った時に，まだまだ流通機構がやらないとな

らないところは，海外の方が北海道から商品を取っている

船を使って，韓国であったり中国であったりいろいろな国

の人達が北海道からのコンテナを使っている．その方達を

全て押さえてしまう．その方達と私達のこの団体がパート

ナーシップをとって，そこの船を使って，いかに安く北海

道産品を海外に出していくか．こういう観点でものごとを

進めて行きたい．大きな量がある程度得られた時には，今

度はこっち側が主導でその再構築を行っていくというふ

うに考えています． 

時間も来ましたので，私のご説明はここまでとさせて頂

きます．どうもありがとうございました． 
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 (2)「輸出促進に向けての現状分析－LCL貨物に着目し

て－」 

CPC 第 1調査研究部次長 田中 淳 

  寒地港湾技術研究センターの田中と申します．30 分程

時間を頂いております．どうぞよろしくおつきあいくださ

い． 

私の方からは，今回，「北海道産品の輸出促進」という

ことで，輸出促進に向けての現状分析というようなことで

お話ししたいと思います．副題として LCL貨物と書いてあ

りますが，国際海上コンテナ輸送における LCL貨物，コン

テナ船の貨物を対象にした現状分析というものをお話し

したいと思います． 

今日のお話の内容としましては，3 つございます．1 番

目が分析概要として今回の話のイントロダクションでご

ざいます．それから 2番目が LCL貨物の流動分析というこ

とで，輸出の貨物について，どんなふうに輸出されている

かという流動分析を行ってみましたので，そのお話です．

3番目に若干ですが考察とまとめというような内容でお話

ししたいと思います(図-4.3.2.1)． 

分析概要，今回の背景と目的でございます(図-4.3.1.2)．

この前のふたつの講演，片石先生と鳥取さんのお話しとだ

いぶ被るところがございますが，もう一度少しおさらいと

いうことで，道産食品の輸出の動向ということで，北海道

で作られた食品関係は高品質で安心・安全というようなこ

とで，海外から非常に評価が高いです．特に先程，香港と

か韓国とかというお話もありましたが，アジア諸国では北

海道ブランドとして非常に浸透しているというような状

況がございます．道産食品の輸出額というのが，これは北

海道総合開発計画の中から引用させて頂いていますが，こ

の 7年間で輸出額が 3倍伸びている．その北海道総合開発

計画では食と観光を戦略的産業に位置付けて，この道産食

品の輸出額を 773 億円から倍増させて，平成 37 年には

          図-4.3.2.1 

1,500億円という計画を立てていると，こういう背景がひ

とつございます． 

それからもうひとつ先程の鳥取さんのお話にありまし

た HOP の取り組みです．北海道開発局は平成 24 年～平成

28年の 5年間で北海道国際輸送プラットホーム，通称 HOP

というものを展開してきました．おさらいになりますが，

その HOPの取り組みというのが，物流と商流が一体となっ

た検討・取り組みを行っていこうと．もうひとつの大事な

ところは輸出の初心者でも容易に挑戦できる仕組みです．

要はまだ輸出をやったことがない人でも輸出についてど

んどん挑戦できるような，しかも簡単に挑戦できるような

仕組みを作ろうということで取り組みが行われてきまし

た． 

その例として，段ボール 1個からでも輸出できるサービ

ス，HOP1 サービスといって，飛行機で輸出する．段ボー

ル 1個からですから，宅配便感覚で輸出ができてしまうと

いうような展開を行ってきていました．これは航空輸送で

すが，ゆくゆくは海上輸送の方にも展開していきたい，拡

張していきたいということで，HOP1 サービスに対して海

          図-4.3.2.2 

図-4.3.2.3 
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上輸送を HOP2 サービスという目標でやってきておりまし

たが，5年間の中でそこまでは実際にはあまりちゃんとは

至ってはいないというような状況がございました．ただこ

ういった理念で北海道産品の輸出を促進させていこうと

いう取り組みがありました．今回の分析の目的と手法です

が，道産品を輸出促進させていこうといった時に，海上コ

ンテナによる小口貨物が実際にどのように輸出されてい

るのかというところをきちんと押さえておきましょうと

いうところが目的でございます．その手法として国土交通

省の調査結果を用いて，LCL貨物の流動状況を把握すると

いうようなことで，お話ししていきたいと思います(図

-4.3.1.3)． 

LCL貨物と先程から言っていますが，それは何かいう基

本的な話ですが，おつきあいください．コンテナの貨物に

つきましては，FCL と LCL いう輸送の方法がございます．

FCLというのは Full Container Loadと言います．どうい

うことかと言うと，ひとつの荷主さんがコンテナ 1本を貸

し切りの状態で輸送すること．ここに 20 フィートコンテ

ナがありますが，このコンテナを荷主さんが借り切って，

ここに荷物を入れて輸出して行く．大口貨物でフルコンと

も呼びます．これに対して LCLというものがあります．LCL

というのは Less than Container Load といって，コンテ

ナ 1本には満たない少量の貨物のことです．コンテナの中

に満載にするのではなくて，少量しかないという貨物です．

それを複数の荷主さんの小口貨物を混載して，コンテナ 1

本を仕立てて輸送すること．これを LCLというふうに言い

ます．この 20 フィートコンテナの写真を載せましたけれ

ども，20フィートコンテナというのは，長辺の長さです．

ここが 20フィート，約 6ｍあります．これが 20フィート

コンテナです．40 フィートコンテナというのも聞いたこ

とがあると思いますが，40 フィートコンテナというのは

これの倍です．ここが 40フィート，約 12ｍある，それが

          図-4.3.2.4 

40 フィートコンテナになります．20 フィートコンテナの

大きさというのはどのようなものかということを，ここに

図で書いてみました．長さが 6ｍ，幅が 2.4ｍぐらい，高

さが 2.5ｍぐらいで，内容量としては 33 ㎥入って，積み

荷の重量としては 21ｔぐらい入ります．イメージして頂

くのに底面の面積を測ってみますと，畳が 8.5枚分ぐらい

です．だから，家の部屋の 8畳間よりちょっと広いぐらい

ですから，結構そこそこの大きさがあります．もしくは

40 フィートコンテナであれば，これの倍ですから，17 畳

ぐらいあって，結構やっぱり実際に見るとなかなか広いと

いうようなことがあります．それから，もう 1つ基本的な

話ですが，20フィートコンテナを 1個数える時に，TEUと

いう単位がございます．これは Twenty-foot Equivalent 

Unit といって，20 フィートコンテナ 1 個に換算した時の

個数ということで，20フィートコンテナ 1個でいえば 1TEU，

2 個であれば 2TEU と言います．40 フィートコンテナが 1

個であれば 2TEU というふうに数えます．コンテナが何個

あるかというような数え方で，この TEUという単位を使い

ます．ちょっと基本的な話ですが，こういうことがありま

す(図-4.3.1.4)． 

もう 1つは流動分析を行うに当たって，国土交通省で全

国輸出コンテナ貨物流動調査というものを 5年に 1回実施

しています．直近の調査が平成 25 年に行われています．

今年，平成 30 年に調査をするはずですが，現状である直

近の調査が平成 25 年の調査ですので，これを用いて分析

してございます．どういう調査かと言うと，この調査期間

中に全国の税関で申告された国際海上コンテナの流動状

況を調べる．流動状況というのは個数とか重量とかですが，

その流れです．例えばこれは輸出の図ですが，生産地が北

海道であれば北海道のどこで生産されたか，そして最後は

どこに行くかというところですが，貨物をどこでコンテナ

に詰めたか，どこの港から積み出されたか，そしてどこの

           図-4.3.2.5 
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国の港に行ったか．例えば苫小牧港から釜山港に行って，

釜山港から中国に行くのだけれども，そこの釜山港で積み

替えられて上海港に行ったとなれば，船降ろし港がどこか

という一連の流動状況がわかる調査でございます．港湾統

計とか貿易統計はございますが，ここまで細かい流動状況

はこれらの統計ではわからなくて，一連の流動実態が把握

できる唯一の調査という位置づけでございます(図

-4.3.1.5)． 

それでは流動分析についてご説明致します (図

-4.3.1.6)．まずコンテナの貨物量がどれぐらいだったか

というところで，先程の平成 25 年の調査から，調査結果

に FCL貨物か LCL貨物かという分類ができるようになって

ございます．これで見ますと，北海道から海外に行った輸

出は 1カ月で 54,000ｔです．それに対して LCL貨物は 472

ｔ，パーセントにすると 0.9％で，当然小口の貨物ですか

ら量は少ないのですが，こういったパーセントになります．

重さとしては 472ｔ，輸入が 672ｔです．コンテナ流調の

データがどのような精度を持っているかということで，デ

ータの捕捉率というのを計算して行きますと，コンテナ流

           図-4.3.2.6 

図-4.3.2.7 

調で北海道から輸出された貨物の量は 55,259ｔでこれと

一緒ですが，そのうち道内港湾を利用しているのが 47,000

ｔありました．一方で港湾統計が各港で作られていますの

で，その結果が 73,000ｔですから，これで割り返してや

ると輸出が約 64％の捕捉率になっている．輸入の方も参

考までに出してみると，69.6％と，6～7 割ぐらいのデー

タの確率があるという調査でございます(図-4.3.1.7)． 

輸送品目についてですが，FCLと LCLの両方書いてござ

います．FCLは農水産品，金属機械工業品というのが多く

て，あとは雑工業品です．LCLにつきましても農産品があ

って，金属機械工業品の割合がちょっと多くなっている．

そして軽工業品がここにあります．今回対象とする LCL貨

物の輸出で見ますと，金属機械工業品が 6割を占めている．

食品系の貨物というのは農水産品と軽工業品が含まれて，

これらで LCLの 3割程度というようなことが輸送品目のデ

ータ分析からわかります(図-4.3.1.8)． 

それでは北海道の貨物がどこに行っているのかという

ところで，横軸に行った国，縦軸に貨物量をとって，内訳

を品目別に示してございます．このように見ますと，LCL 

           図-4.3.2.8 

図-4.3.2.9 
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貨物が一番行っているのは韓国，それから中国，台湾，あ

とはアメリカとかですが，ベスト 3はアジアですね．地域

ごとにどれぐらいの割合かということを出してみますと，

アジアが約７割，ヨーロッパで 16.7％，北米とかアメリ

カの方で 11.9％，あとはオーストラリアが 2％．アジアの

方に７割ぐらいが集中して行っているというようなとこ

ろでございます(図-4.3.1.9)． 

それからこちらは，北海道のどこから出されている貨物

なのかといったところで，生産地，発地を並べています．

北海道内を 20 の圏域に分けています．北海道の振興局が

14 ありますので，それよりももうちょっと細かく，空知

とか上川とか，その辺が細かく分かれた 20 圏域という分

け方がございますので，それで分けています．そうすると

札幌圏から出されている貨物が 44％，それから室蘭の方

の西胆振圏から 24％，中空知圏 11％，根室圏 10％，これ

がコンテナ流調のデータでは発地として多かった地域で

ございます(図-4.3.1.10)． 

それから北海道から出された貨物がどこの港から積み

出されているのかということを示した図でございます．北

          図-4.3.2.10 

図-4.3.2.11 

海道で生産される貨物ですので，北海道の港湾から出され

れば良いのですが，単にそうではなくて，例えば東京とか

横浜とか下関とか，こういった港の方が道内の例えば室

蘭・苫小牧・小樽という港よりも取扱量が多いという結果

でした．道内港湾で扱われた貨物の量は 133ｔで 28.2％，

道外港が 71.8％ということで，LCL貨物の７割が道外の港

から輸出されているという状況でございます (図

-4.3.1.11)． 

もうひとつ，バンニング地域があります．バンニングと

いうのはコンテナに貨物を積める行為のことをバンニン

グと言います．コンテナのことをバンというのですが，そ

こに物を詰めることをバンニング，物を取り出すことをデ

バンニングと言います．輸出される貨物がどこでコンテナ

に積まれるかということを分析した結果です．こちらも横

軸にその地域を示しています．先程の港の位置とほとんど

同じように，これは積出港の位置を示しています．こちら

がバンニングの地域を示していますが，だいたい同じよう

なところで，北海道では西胆振圏とか後志圏とか東胆振圏

の苫小牧とか室蘭などで積まれています．道外では東京と

か横浜とか，そういったところに貨物をトラックとかフェ

リーとかで運んで，そこでコンテナ詰めされて積み出され

ていく．そういうような状況が伺えます(図-4.3.1.12)． 

 ここまでバンニングの状況とかを調べてきましたが，貨

物の品目としては，紫色の部分の金属機械工業品が多くて，

食品系の貨物は農水産品と軽工業品，農水産品が緑で，軽

工業品がオレンジですが，これが食品関係です．この食品

関係の貨物についての輸出の状況がどうなのかというこ

とを流動状況で引っ張ってきました．品目としては水産品

とか製造食品が主です．LCLの貨物量が水産品は 62ｔ，製

造食品が 64ｔ，合計で 129ｔありました．LCLの全体貨物

が 472ｔでしたから，食品系の貨物は約 3割，27.3％．こ

れがどういうふうに輸出されているか．これは地域と積出

          図-4.3.2.12 
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港と仕向け国というものを示したものです．水産品につき

ましては，例えば宗谷圏から東京港を通ってタイに行くと

か，北網圏から東京港を通って韓国に行く，根室圏から下

関港を通って韓国に行くというのが，水産品の中ではこれ

が 62ｔの内の 50ｔで，根室から韓国へ行っているものが

結構多い．製造食品で言いますと，例えば札幌圏から石狩

湾新港を通ってロシアに行っているとか，札幌圏から横浜

港で積まれてインドネシアに行っているとか，こういった

状況が伺えます．この中で北海道港湾を赤にしてみると，

石狩と苫小牧しかない．ほとんどの食品系貨物が道外港湾

の方に流出しているという状況がわかります (図

-4.3.1.12，図-4.3.1.13)． 

最後，考察とまとめに入りたいと思います (図

-4.3.1.14)． 

コンテナの食品系の LCLの貨物量は 129ｔでした．では

コンテナ個数としてどれぐらいあるのかというのを試算

してみたいと思います．試算における条件として，LCLの

輸送には 20 フィートコンテナが利用される．それからコ

ンテナ流調のデータ捕捉率が 64％でした．それから 1 コ

          図-4.3.2.13 

図-4.3.2.14 

ンテナの積載量は 1TEU当たり約 20ｔというふうに仮定し

て，積載率を 80％と仮定しました．月間輸出量というの

が 129ｔでしたので，捕捉率を割り返して 201ｔ/月という

ことで補正して，その 201ｔを 1 コンテナが 20ｔで 80％

の積載率としますと，12.6TEU/月と．1カ月にコンテナ 12

～13 本ぐらいということになります．年間輸出個数で見

ると，単純に 12カ月を掛けると，151TEU．年間 20フィー

トコンテナに換算すると 151 本くらいの貨物があるだろ

うと．参考として平成 25 年のコンテナ取扱量，道内全体

では 139,000TEU ありますので，LCL というのは当然貨物

量としては少ないのでこれぐらいのものですが，コンテナ

流調の結果から推計するとこれぐらいの貨物があるとい

うことです(図-4.3.1.15)． 

 輸出促進に向けてということで，道内荷主の輸出への意

向ということで，先程の HOPの取り組みでは，海外輸出を

行った企業というのは，5年間の取り組みで 250社を数え

てきました．これは累計ですので，最初の年は 17 社，次

の年には累計で 102 社というふうにどんどん増えていっ

て，最終的には 5年間で 250社の輸出を行った企業がいた

          図-4.3.2.15 

図-4.3.2.16 
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と．結局こういう人達が「段ボール 1個からでも」という

取り組みで，輸出へのニーズというのが窺えると思います．

「輸出したいのだ」という荷主さんがいるということがわ

かります．一方で LCLの輸出実態を見てみると，輸出量は

151TEU と試算されるものの，道外港湾からほとんどが出

されている状況だと．道内港湾からは輸出しにくいのかと

いうような疑問が湧きます．そこで輸出促進に向けてとい

うことでは，道内港湾からでも小口混載貨物を輸出しやす

い環境づくりというのが必要で，現在，小口混載貨物を集

約する仕組み，荷主同士のマッチングというのを現在検討

しているというとこで，どうやって北海道産品を増やして

行くかという検討をしているところでございます(図

-4.3.1.16)． 

最後，まとめになります．今回の分析で北海道発着の

LCL貨物の輸出状況を分析致しました．貨物の仕向け先と

してはアジア向けというのが約 70％で非常に多い．ただ

一方で貨物の積出港は道外港湾に依存している傾向が強

い．東京であったり横浜であったり下関であったりする．

特に食品系貨物の道内港湾利用は極めて少ない状況であ

る．こういうような現状がわかりました．目標として平成

37 年に 1,500 億円という目標がありましたので，それを

実現して行くためには，もちろん FCL貨物，大口貨物の輸

出拡大というのはもとより，小口貨物の輸出しやすい環境

づくり，「小さいことでもコツコツと」と書きましたが，

こういったところも注力していなかないといけない．小口

貨物になぜこだわっているかと言うと，鳥取さんのお話に

もありましたが，大口貨物の人達を増やすというよりも，

まだまだ輸出をやったことのない人達を輸出のプレイヤ

ーを増やして行く．それが最初は小さい貨物かもしれない

けれどもというところで，そういう人達を増やして行く．

そしてその人達が 1 回だけではなくて継続できるような

仕組み，そういうことが肝要であるというふうに考えてい

          図-4.3.2.17 

て，今，輸出促進に向けた取り組みということで検討をし

ているところでございます(図-4.3.1.17)． 

以上でございます．ご清聴ありがとうございました． 
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 (3)「漁獲物の品質向上に資する岸壁屋根のコスト縮減

化の視点」 

CPC 第 2調査研究部次長 吉田 徹 

  最後になりますので，皆様お疲れだとは思いますが，30

分弱おつきあいください． 

私の方からは，「漁獲物の品質向上に資する岸壁屋根の

コスト縮減化の視点」ということで，昨年度，開発局さん

の方から受けた業務，また昨年度から 3年間の自主研究の

中で衛生管理型構造物の手引きの作成というものを進め

ておりまして，その内容を含めてご説明したいと思います．

資料に細かい部分がございますが，お手元の資料と併せて

ご覧ください．内容につきましては，業務の背景からご説

明したいと思います(図-4.3.3.1)． 

まず背景ですが，前の講演の皆さんからも出てきており

ますが，農水産物の輸出促進計画ということで，国土交通

省の港湾局さんの方で新制度が創設されました．それで全

国初の案件としまして，北海道の 6港湾の港湾管理者さん

から申請されたものが採択されまして，屋根付き岸壁の整

備を含めて整備されているというのが現状でございます

(図-4.3.3.2)． 

近年，苫小牧の方で屋根付き岸壁の一区画が完成したと

いうことで，5月に式典が開催されたという状況でござい

ます(図-4.3.3.3)．この場所のみならず屋根付き岸壁とい

うことで各 6港湾にこれからも整備して行くと．なおかつ

早期効果を発現して行くためにはどんどん進めて行くた

めの視点が必要になってくるかと思います．そういう中で

コスト縮減化が早期発現に繋がると考えまして，その視点

をまとめたものでございます．目的としましては，ライフ

サイクルコストの低減というところを切り口に検討を進

めておりまして，低コスト型の屋根の導入の考え方，そし

て構造案として今までのものとはまた違った切り口でど

ういうものが考えられるかというところを検討しました

(図-4.3.3.4)． 

図-4.3.3.1 

 流れとしましては，既存の整備されてきた屋根付き岸壁，

また暴風雪施設として整備されてきたもの，そちらの設置

状況の事例，そして劣化状況，維持管理も含めた検討が必

要になってくるかと思いますので，その 2つの点を既存の

資料から整理する．2つ目に低コスト屋根の検討，こちら

はイニシャルコスト，建設費の費用をどうやったら抑えら

れるかという視点と，どういうふうに見直して行けば良い

かというところを，例としまして北海道のサケの陸揚げ岸

壁のような小規模のものから，ホタテの陸揚げ岸壁，こち

図-4.3.3.2 

図-4.3.3.3 

図-4.3.3.4 
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らは船にクレーンを積んで水揚するというような，大きく

2種類ございますので，そのふたつの視点で検討しました．

ランニングコストの低減化としては，こちらの屋根材にも

いろいろ材質がございまして，材料のコストを抑えるだけ

ではなくて経年的にも早く劣化してしまうような材質も

ございますので，その辺を LCC と絡めて共用期間 50 年間

でどういう材質のものを組み合わせればコスト縮減に繋

がるかという視点で整備しました．その諸々を 1年間の業

務の中，また自主研究の成果も含めて，エッセンスも入れ

ながら業務の中で技術資料の案という形で作成しており

ます．その題名としまして，「岸壁附帯施設（屋根）コス

ト縮減化の手引き（案）」としまして作成しております(図

-4.3.3.5)． 

 この手引きです．技術資料を作る上での岸壁屋根の定義

として，どういうふうな形のものを考えているのかという

ことです．既存のものですと暴風雪施設ということで後壁

があるもの，また側壁があるものがございますが，よりコ

ストを抑える必要最低限のものということで考えますと，

まず壁がない状況のものを対象に考えました．そのコスト

縮減化の視点として参考となる考え方のメニューという

ことでメニュー出しをしております．そのメニューを元に

これから計画される岸壁屋根を，漁港ごとに地元の方と協

同しながら，建設規模を検討できるような，そのベースと

なるようなものを考えていこうではないかというところ

で進めております(図-4.3.3.6)． 

 既存の岸壁の整備費はどういうところにコストが掛か

っているのかということを調べたものです．事例としまし

ては，コスト高となる偏心が大きいもの，張り出しが港内

の岸壁から出るような形，水面を覆うような形の構造物だ

とやはり高上がりにはなってしまっているのが現状でご

ざいます．その内訳を示したのが下の円グラフでございま

す．やはり鉄骨の工事が過半数，48％程掛かっています．

次に地業工事とあります．こちらは基礎の部分の工事でご

           図-4.3.3.5 

ざいますけれども，こちらが 15％．そして防水工事，防

水工事は屋根の部分です．そしてユニット工事とあります

が，こちらは 7％ございますが，防鳥設備です．衛生管理

ということで，鳥の羽とか糞とか，そういうものが当たら

ないように，ワイヤーとか屋根の裏にネット等を張ってい

るのが現状でございます．こちらも割と高上りになってい

る要素のひとつになっております(図-4.3.3.7)． 

 こういうことがわかりましたので，特に一番掛かってい

る鉄骨の工事の部分と地業工事の部分をどのように削る

方法があるのかというところの視点でまとめております．

その視点ということで，とりあえず項目として，庇とか屋

根の高さ，間隔，基礎の構造，材料，施設延長，維持管理，

こういう項目ごとにコスト縮減の視点ということで書い

てあります．簡単に言いますと，張り出しがなければより

部材も小さくなるとか細くなるとかという形ですので，屋

根の高さもより低ければ低い程，最低限の高さで許容でき

れば，基礎への負担も軽減できる．そして柱の間隔は広い

に越したことはないかもしれませんが，北海道ですので積

雪荷重を考慮するという上では梁部材も小さい方が良い．

基礎につきましては，基礎が要らない方法とか，杭基礎の

みや，また基礎で地中梁とかというところがかなり現地の

           図-4.3.3.6 

図-4.3.3.7 
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工事では大変な部分がございますので，それをなくする方

法はないのかというところも検討しました．あと屋根材で

すが，こちらもより軽量な鉄板屋根とか，そういう部材に

することで，メンテナンス頻度は増えるかもしれませんけ

れども，トータルで安くなる可能性もあるのではないかと

いう視点です．施設の延長ということでは連続的な屋根が

既存の屋根としては多いのですけれども，船を覆う部分だ

けでも必要最低限ということになりますので，それからま

ずスタートして，あとは必要に応じて運用できるような視

点はないかというところの考え方です．維持管理の部分で

は先程言った材料の組み合わせで，安価なものだけではな

くて耐用年数を含めて検討して，どういう組み合わせが良

いのかというところを検討しました(図-4.3.3.8)． 

例えば，既存はこういうふうに杭があって地中梁，そし

てこれはふたつの断面方向ですが，こちらが岸壁で船が着

くところです．屋根がありまして，こういう構造が一般的

ではあるのですが，小規模であれば柱が 1本でも十分では

ないかとか，あとは１本でなおかつ前面を使いたい場合は

張り出して吊る方法とか，それでここの横の部材を軽減で

きるという方法もあります．あとこちらの柱脚非固定とい

う名称を使っていますけれども，ローラー支点で基礎が要

らない．固定しておいて必要な時はずらすことができると

いうアイディアはないかというところの柱脚非固定とい

う案です．あとこちらの方は，例えば必要な時だけ屋根を

出して作業をしない時は閉じておくという方法．こちらは

ちょっと大きな構造物になりますが，積雪地域ということ

で雪が溜まらない，積雪荷重ゼロにするためには 60°く

らいの傾斜があれば，そういうことも可能である(図

-4.3.3.9)． 

 ただ，それぞれのメリットとデメリットがございますの

で，そちらを整理したのがこちらです．先程の 5種類のパ

ターンです．変更案に対して長所と短所をそれぞれ列記し

ております．例えば 1本柱，吊り構造，基礎が要らない柱

図-4.3.3.8 

脚非固定．１本柱と吊り構造につきましては地中梁の延長

等，基礎の掘削範囲等も縮小できるというメリットがござ

います．柱脚非固定，こちらの方も基礎の設置が不要とな

るため，かなり大幅なコスト減ができるのではないかとい

うところの利点があります．屋根材の非常設とか勾配屋根，

こちらは規模としては大きくなりますので，また利用上，

非常設であれば利用者さんが毎回開け閉めをしなければ

いけないという不便な部分もございます．そういう点を総

合して見ますと，経費としてどの程度抑えられるかという

ことを出したのがこちらでございます．概算工事費，今ま

での物に対して，こういう案でどれぐらい掛かるかという

ことを削減率で比較しますと，例えば１本柱ですと，その

1本の柱が長大になってしまってコスト的にはそれほど低

減できないという結果です．先程のひとつ前に戻りますが，

１本柱を中央に 4本ということで，必要最低限の地中梁で

組み上げることによって構造体としての剛性が増します

ので，そうすると費用的には 2割ほど安くなるという方法

もございます．こちらを検討して行く上で最初は 1本柱だ

ったのですけれども，こういう 4本柱を中央に配置するこ

とで，よりコストが抑えられるのではないかということで

追加で検討した内容です．あとはこの吊り構造も 8％程度，

           図-4.3.3.9 

図-4.3.3.10 
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柱脚非固定は基礎が要らないというところで，かなりのコ

スト減には繋がる．この 3つの案がより有効に働くのでは

ないかというところで検討を進めました．この 2つの例も

部分的に使用することで有効に働くのではないかという

ことで全く駄目ということではなくて，組み合わせによっ

て活用できる方法もあるのではないかということで，これ

から説明します(図-4.3.3.9，図-4.3.3.10)． 

岸壁にもいろいろ種類がございます．重力式の岸壁とか，

矢板構造のもの，そちらの構造と先程の案の一本柱とか柱

脚非固定とか，それらの組み合わせになります．なおかつ

重力式は上の行でございますけれども，こちらが 1本柱の

例がこの 4つ，それから矢板式の場合，これらを組み合わ

せてみますと，どれが組み合わせとして良いのかというと

ころを見ました．規模が小さければ，こちらの重力式であ

れば柱脚非固定がかなり有効な構造案として考えられる

のではないかと考えています．ただ，これは今まで例がな

いものですから，ここに示しましたように，口述しますけ

れども，構造的に留意点がかなりクリアするべき内容が出

てきます．そういうことが課題としてはあります．大型の

構造，こちらのホタテの水揚げ岸壁に使用する場合，重力

式と矢板式で見ますと，やはり長大ですと柱脚非固定では

倒れる危険性がございますので，やはり重力式とか矢板式

構造のなおかつ 1本柱，こちらがどちらかと言えば現実的

ではないかということで判定しております(図-4.3.3.11)． 

 先程出てきた今まで造られたことはないですけれども，

柱脚非固定構造を適用する場合，本当に実現できそうなの

かということを検討したのがこちらでございます．岸壁本

体の上載荷重としてみなすことができる．では実際，安定

的に大丈夫なのかというところで，例えば重力式の岸壁で

あれば堤体の後ろ側に前の柱を配置し，後ろの陸側の柱も

内部摩擦角の外に配置することで，堤体への影響は軽減で

きるのではないかということで考えております．これをも

し実現できれば先程のように 2 割ちょっとのコストが削

           図-4.3.3.11 

減できますし，基礎が全く要らないということになります

ので，大幅なコスト減に繋がるのではないかと考えられま

す(図-4.3.3.12)． 

先程の柱脚非固定の利点としてまとめたのがこちらで

す．基礎工事や地中梁の施工が不要となって，これからの

農水産物輸出促進という意味合いでは，早期供用効果が大

事になりますので，その効果があるのではないかと，この

方法もひとつの構造案として考えても良いのではないか

ということです．また移動が可能な構造です．車輪等がつ

いていますので，そちらの利用実態や必要に応じて，隙間

を開けたい場合とか，船の大きさによって一律でない場合

は，このユニットの付け方を変えるとか，そういうことが

可能ではないかというふうに考えております (図

-4.3.3.13)． 

これがそのユニットの配置案でございます．例えばここ

にトラックを入れたい場合，また船の大きさが 2種類ある

ような漁港であれば，こちらの方を 5つ連結させて，こち

らはそれぞれ使うというような配置もできます．そういう

ようなことで考えました(図-4.3.3.14)． 

先程，まだ実現できていない中でどういう留意点がある

のかというところでまとめたものがこちらでございます．

           図-4.3.3.12 

図-4.3.3.13 
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まず建築基準法上の取扱いです．こちらの柱脚非固定構造

を採用する上では審査手続きが必要になってくるのです

けれども，建築主事の見解というのが重要になってきます．

ここで先程の柱脚非固定が建築物に当たるのか，工作物に

当たるのかというところがまずひとつの課題になってく

るかと思います．また移動可能な構造ということで，風と

かで簡単に動いてはまずいので，その辺は移動式の荷役機

械に関連する法令とか，そういうところもちゃんとクリア

するという課題が出てきます．当然ストッパー等で動かさ

ない時には利用上の安全面でも対応が必要です．あとは移

動ソースとしましてタイヤが良いのかレールが良いのか，

そういうところもあります．適用した事例が現時点ではな

いということなので，その辺はメーカーさんとの協力，特

にそこの部分のコストも最初は掛かるかと思いますので，

その辺の低廉化という問題もあります．あとは施設規模，

あまり大きい柱脚非固定構造ですと，ねじれとか，そうい

う部分でバランスが取れないという状況もございますの

で，なるべくひとつのユニット的には小さなものとして考

える必要がありまして，先程のサケの岸壁の方に適用が可

能ではないかということで考えています(図-4.3.3.15)． 

 次に屋根が高い構造です．こちらはホタテの陸揚げ岸壁

図-4.3.3.14 

図-4.3.3.15 

を例にとります．既存のものですと，だいたいこのような

形で張り出しが大きくて，ちょっとバランスが悪いような

状況もございますけれども，なおかつ柱の間隔が 30ｍと

か，かなりスパンを飛ばさなければいけないということが

あります．こういうところで，ただ水産物への雨水等の影

響を少なくするためには課題としては多少長くするとい

う場合もどうしてもあって，またクレーンを使いますので

屋根が高くなっているのが現状です．延長もかなり長いと

いうところがございます．先程，地業工事が高いと言いま

したけれども，こういうふうに H.W.L以下で地中梁の構造

がどうしても必要になってくる．こちら側の工期もそうで

すけれども，工事費も掛かってくるというような状況が現

状でございます(図-4.3.3.16)． 

 その改良案として考えたのが，先程の 1本柱とか吊り構

造，その辺の案を組み合わせまして，例えば断面方向に 2

本で吊り構造とするもの．こちらが断面図で，こちらが縦

断面図です．このように傘のような形で吊って行く．そし

てひとつのユニットをエキスパンションジョイントとい

うもので繋ぐことで，隣への影響を極力少なくする．そう

いうことと，この構造ですと，ここの地中梁が今まで必要

だったのですけれども要らなくなるというメリットがご

          図-4.3.3.16 

図-4.3.3.17 
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ざいます．コストの縮減効果はどの程度なのかということ

を見ますと，地中梁不要の部分で削減できるのですが，吊

り構造の上に張り出した部分の部材等を考えますと，それ

ほど大きな効果がないのが現状でございます (図

-4.3.3.17)． 

それで次に考えたものがこちらでございます．吊り構造

ですが，先程，コスト縮減化の視点というところで，必要

最低限の場所を追うという点では，ここは離すのですけれ

ども，水揚げする場所，船とトラックの間を確保して覆う

ということを考えると，かなりコスト的には抑えられるの

ではないかと考えております(図-4.3.3.18)． 

さらに一連のものではなくて，利用状況に応じて，例え

ばここにカーテンを付けるなり，また先程，構造で 60°

の屋根というのがありましたけれども，この部分に付ける

ことで積雪で覆う面積を増やすという効果もございます

し，そういう組み合わせでいろいろなアイディアが有効に

なってくるというところを組み合わせた例です(図

-4.3.3.19)． 

 またさらに水揚げの対象魚種に合わせた組み合わせ事

例ということで，今まで出てきた吊り構造とか 1本柱の構

造，また柱脚非固定，こういうものを先程の構造の間に配

           図-4.3.3.18 

図-4.3.3.19 

置するということも組み合わせとして考えることができ

てくるのではないかということの案でございます．これを

することによって大型船でホタテを揚げる場所と，小型船

でサケを揚げる場所ということのゾーンも分けて使うこ

ともできるというようなメリットもあるかと思って考え

ております(図-4.3.3.20)． 

これまでは構造だけを見てきましたけれども，利用上，

実際トラックがどういうふうに出入りするかというのは

その時々で変わってくるかと思いますが，既存のものです

とちょっと輻輳する．例えばここにトラックが停まってい

まして，赤い部分のトラックが出て行きたいのに入ってく

るものがあるということで輻輳する危険性がなきにしも

あらずということです(図-4.3.3.21)． 

 それを先程の構造ではどういうふうに解消できるかと

いうことを見たのがこちらでございます．先程は空間を空

けて間に配置する例がございましたけれども，これは上か

ら見た平面図ですけれども，ホタテを水揚げする場合には

トラックが岸壁まで入りまして，これは時間軸で見て頂き

たいのですが，ステップ 1として１台入ってきたと．次の

時間帯を見ますと，入ったものはもう出て行くと．出て行

く時に幌掛け作業等もありますので，この場所で幌掛けが

          図-4.3.3.20 

図-4.3.3.21 
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できる．その間に次のエリアで違うトラックも同時に入っ

て来られる．ステップ 3としまして，この幌掛けしたトラ

ックが出て行く．こちらに入っていた水揚げした 2台目の

トラックはここで幌掛けができるということで，このよう

に分けることで輻輳を回避できるのではないかという案

でございます．こういうメリットも出てくるということで

す(図-4.3.3.22)． 

これまでは構造案を示しましたが，次に維持管理のコス

トの方を簡単に説明したいと思います．陸屋根と呼びます

水平面の屋根がありまして，傾斜がなくて平らな屋根でご

ざいます．こちらはやはり重くなりまして部材としても高

上りになっている状況です．一方，軽い折板を使った傾斜

屋根，こちらは傾斜がある分，水が流れる構造で，また落

雪とかもあるのですがコスト的には安く上がるというよ

うな状況でございます(図-4.3.3.23)． 

 それぞれ防水の陸屋根形式，先程の左側の陸屋根形式，

こちらのコストを抑えるためにはどういう部材を使えば

良いかというところで比較しますと，単純にコストだけ見

ますとアスファルト防水というものが一番安くなります．

これは比で出しておりますけれども，15 年程度の耐用年

数．次に折板を見ますとガルバリウム鋼板という，こちら

          図-4.3.3.22 

図-4.3.3.23 

の方が一番安い．ただし，こちらの方は耐用年数が短いと

いうことがあります(図-4.3.3.24，図-4.3.3.25)． 

 価格だけで見ますと今の 2種類なのですが，耐用年数を

含めて LCCを出したものがこちらでございます．これを見

ますと当然，折板の方が安く上がります．その中でもフッ

素樹脂耐酸被膜というのが最終的な LCC を 50 年で見た場

合には一番安く上がるという結果になります．これが利用

上可能であれば，こういう組み合わせ．また予算に応じて

は陸屋根でなければいけないという現象の状況であれば，

          図-4.3.3.24 

図-4.3.3.25 

図-4.3.3.26 
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こちらの鋼板熱風融着防水というのが一番安価になりま

す．この緑のラインです．こういう利用状況に応じて陸屋

根か傾斜屋根か選択して頂いて，その中でもこういう組み

合わせによってトータルでコストを抑える方法もあると

いうところの例でございます(図-4.3.3.26)． 

ちょっと駆け足でしたが，今までの内容を技術資料とし

てまとめまして収めております．その構成としては，まず

概要，この中で特徴的なところは，コスト縮減の視点の項

を入れているというところです．あとは通常通り，計画，

設計，材料，施設管理とありますが，その中でもうひとつ

の視点としまして構造案の組み合わせ，ひとつの構造だけ

でやる部分もあるのですが，魚種に応じた組み合わせのメ

リットというところの案も先程の絵を含めて，この技術資

料の方にまとめております(図-4.3.3.27)． 

最後になりましたが，この技術資料を国土交通省さんの

北海道開発局港湾建設課の方に収めておりまして，単年度

の業務でございましたが，1年で技術資料としての案をま

とめることができました．それを元に，現地の各港の方で

参考にして頂きまして，有効活用して頂きたいというとこ

ろであります(図-4.3.3.28)． 

 以上になります．駆け足で聞きづらい部分もございまし

図-4.3.3.27 

図-4.3.3.28 

たが，ご清聴ありがとうございました． 
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付録Ｅ 第６回 CPC講演会  開催案内 
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付録Ｆ 第６回 CPC講演会  写真 

NPO法人マリンネットワーク 
理事長 片石 温美 氏 

北海道国際流通機構 
代表理事 鳥取 義之 氏 

ＣＰＣ次長 
田中 淳 

ＣＰＣ次長 
吉田 徹 
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5．平成 30年度 CPC技術講習会（留萌会場） 

 

5.1 主催者挨拶 

北原 繁志 ((一社)寒地港湾技術研究センター部長) 

皆さん、こんにちは。私、寒地港湾技術研究センターの

北原と申します。どうぞよろしくお願いします。本来であ

れば、当センター理事長の笹島がご挨拶すべきところなの

ですが、所用があり本日出席できませんでした。代わりに

私からご挨拶を申し上げます。 

さて、今年は非常に自然災害多い年で、この留萌管内で

も 7月の大雨被害がありました。また今月上旬には地震災

害が記憶に新しいところです。皆さんの中にもそれらの災

害の復旧・復興に取り組んで方が多々いらっしゃるかと思

います。そのような中、本日の講習会に出席頂きまして誠

にありがとうございます。 

本日の講習会は、「北海道産品の輸出促進について」と

題して、3編の講演を予定しております。北海道国際流通

機構の鳥取代表理事には大変お忙しいところ基調講演を

引き受けて頂きました。本当にありがとうございます。ま

た当センターからは、吉田次長と田中次長がプロポーザル

業務の成果と自主研究の成果を取りまとめて皆様に発表

する予定としております。 

本日の講習会が皆様にとりまして、良い一日であること

を祈念致しまして、私の挨拶とさせて頂きます。どうもあ

りがとうございました。 
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5.2 基調講演 

「海外物流基盤の構築」 

(一社)北海道国際流通機構 代表理事 鳥取 義之 氏 

「4.3  成果報告 (1)「海外物流基盤の構築」と内容が同

じことから略 
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5.3 成果報告 

(1)「輸出促進に向けての現状分析－LCL貨物に着目し

て－」 

CPC 第 1調査研究部次長 田中 淳 

「4.3  成果報告 (2)「輸出促進に向けての現状分析－LCL

貨物に着目して－」と内容が同じことから略 

 

(2)「漁獲物の品質向上に資する岸壁屋根のコスト縮減

化の視点」 

CPC 第 2調査研究部次長 吉田 徹 

「4.3  成果報告 (3)「漁獲物の品質向上に資する岸壁屋

根のコスト縮減化の視点」と内容が同じことから略 
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付録Ｇ 平成 30年度 CPC技術講習会(留萌会場)  開催案内 
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付録Ｈ 平成 30年度 CPC技術講習会(留萌会場)  写真 

ＣＰＣ次長 
吉田 徹 

北海道国際流通機構 
代表理事 鳥取 義之 氏 

ＣＰＣ次長 
田中 淳 
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6. ザ・シンポジウムみなと in石狩 

 

6.1 主催者挨拶 

笹島 隆彦 (ザ・シンポジウムみなと実行委員会委員長) 

「ザ・シンポジウムみなと」は北海道の港の役割，道民

の生活との関わりを探るシンポジムとして毎年開かれて

います． 

まずは今年９月の北海道胆振東部地震で被災された

方々にお見舞いを申し上げるとともに，一日も早い復旧，

復興をお祈りいたします．この地震では道内全域が停電す

るブラックアウトが発生し，道民生活にとって電気がいか

に大切かということを痛感されたと思います．もし，こう

した災害が冬に起きると，暖房やエネルギー供給などの問

題が深刻化することが予想され，より不安を感じる方が多

いと思います． 

そこで，今回のシンポジウムは電気やガス，灯油，ガソ

リンといったエネルギーと道民生活，そして港との関係を

テーマに決め，道内で最もエネルギー関連への投資が進ん

でいる石狩湾新港を擁する石狩市での開催となりました． 

本日は女優・タレントであり，北海道在住の千堂あきほ

さんとフリーアナウンサーの野宮範子さんとの対談で幕

を開けます．兵庫県尼崎市出身の千堂さんは，阪神淡路大

震災で被災されたご両親やご友人の体験から，避難所生活

に必要な物資を事前に準備されていたため，今回の地震で

も落ち着いて対応されていたそうです．その一方で，北海

道には大きな地震や台風は来ないから大丈夫，と思われて

いた同居するご主人のご家族との意識の差を感じたと聞

いています． 

続く基調講演では，次世代エネルギーとされる再生可能

エネルギーの第一人者である北海道大学の近久武美教授

にご講演いただきます．港とエネルギーの関わりだけでな

く，市民生活との関係やエネルギーの今後についてもお話

しいただきます． 

パネルディスカッションでは北海道のエネルギー供給

における港の役割をテーマに，千堂様，野宮様，近久様に

加えて，地元の田岡克介石狩市長，エネルギー供給事業者

として北海道電力の木元伸一部長とグリーンパワーイン

ベストメントの幸村展人専務執行役員にも議論に参加し

ていただきます． 

最後に，開催にあたり地元の石狩市をはじめ，行政機関，

経済団体，報道関係など多くの方々のご支援とご協力をい

ただきました．この場をお借りして，心から感謝申し上げ

ます． 

本日のシンポジウムがご参加いただいた皆さま方にと

って有意義なものとなることを願いまして，開会の挨拶に

代えさせていただきます．本日は大いに楽しみながら学ん

でいただければと思います． 
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6.2 開催地代表挨拶 

石狩市長 田岡 克介 氏 

エネルギーが大きな問題になってきている昨今，このよ

うなタイムリーなテーマのシンポジウムを石狩市で開催

していただけますことを笹島委員長をはじめ，ご参加いた

だいた皆さまに対し，市を代表して感謝申し上げます． 

石狩湾新港は海と陸を結ぶ北海道の新しい物流・輸送の

結節点として開港しました．そのため，当初はエネルギー

という視点は持ち合わせていませんでした．社会情勢や時

代のニーズに対応するには，港湾の役割も変化を求められ

ています．札幌市を含む大規模な人口圏を擁する石狩湾新

港は当然，その変化に対応していかなければならないと考

えています． 

本日のシンポジウムではエネルギー問題の行方，それに

伴う港の役割とは何か，そして港の将来像について，私自

身楽しく考えながら参加させていただきたいと思ってい

ます．社会や経済に目を向けると，今はエネルギーの問題

だけではなく，さまざまな局面で社会全体が分岐点に立っ

ていると思います．会場の皆さま方にはこのシンポジウム

で，社会が抱える課題や新たな視点からの提案など有意義

な情報をお持ち帰りいただけましたら幸いです． 

近年は，国が主導して分散型エネルギーを推進していま

す．自給自足型，地産地消型のエネルギー問題が提起され

ており，各自治体でも近々に取り組むべき重要な課題にな

っています． 

私たちにとって最大のテーマは，再生可能エネルギーが

日本のエネルギー供給の主役になれるのかということで

す．地球温暖化という世界規模の問題に対し地方自治体は

どう対応すべきか．今回のシンポジウムは，地方の小さな

自治体である石狩市がその問題への対応を考える機会に

なり，そして私たちの取り組みが他の自治体に与える影響

についても考えてみたいと思います． 

最後に，今回のシンポジウムを開催された関係者の皆さ

ま，ご参加いただいた皆さまに厚く御礼を申し上げまして

開催地の挨拶とさせていただきます．ありがとうございま

した． 
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6.3 記念対談「移住して感じた北海道の魅力」 

ゲスト 女優・タレント 千堂 あきほ 氏 

聞き手 フリーアナウンサー 野宮 範子 氏 

○野宮 千堂さんは，北海道に移住して何年になりますか． 

○千堂 2011 年に来たので７年になります． 

○野宮 石狩市との関わりはありますか． 

○千堂 夏に海に遊びに来ることが多いですね．子どもた

ちとサケのつかみ捕りイベントに参加したこともありま

す． 

○野宮 冬道を歩くのは慣れましたか． 

○千堂 最初は大変でしたが，今では子どもが乗ったソリ

を引いて買い物に行けるようになりました． 

○野宮 千堂さんは，どのような経緯で北海道に移住した

のですか． 

○千堂 高校卒業後に上京し，12 年ほど東京で芸能生活

を送りました．その後，結婚を機に私の出身地である関西

で暮らしていましたが，下の子どもの出産前に，夫の実家

がある北海道で出産するのもいいかなと思うようになり

ました．出産後には帰るつもりが，そのまま居座ってしま

いました． 

○野宮 最初は一時的な滞在を考えていたのですね． 

○千堂 そうです．出産後，しばらく義母に子育てなどを

手伝ってもらったら，また兵庫に戻る予定でした．しかし，

北海道の暮らしがあまりにも心地よく，離れられなくなっ

てしまいました． 

○野宮 北海道の魅力はどんなところですか． 

○千堂 まずは空気です．家のドアを開けた時の空気の新

鮮さに驚かされました．東京や関西とは全く違います．ま

た，蛇口をひねると冷たい水が出ることも驚きでした．お

いしい空気と冷たい水がある北海道なら，一から子どもた

ちと人生を積み上げていくのもいいかな，と考えるように

なりました． 

○野宮 空気や水は人間が生きていくには欠かせないも

のですね． 

○千堂 北海道は食材の宝庫．豊かな食材も見逃せません． 

○野宮 空気，水，食材ですね．他にはどのような魅力が

ありますか． 

○千堂 実は自然やアウトドアが大好きで，東京にいたと

きも一人で田舎に釣りに行っていました．ですから，いつ

かは北海道で自然に親しみながら暮らしたいという願望

を持っていました． 

○野宮 子育ての環境としてはどうですか． 

○千堂 歩いて数分のところに，子どもが思い切り走り回

れる広い公園があるのは初めての経験でした．冬場はソリ

遊びで楽しめます．こうした環境は子どもの体力づくりと

いう点で大切です． 

○野宮 お子さんは，千堂さんよりも北海道に詳しいので

はないですか． 

○千堂 実は，下の子どもは石狩市で出産しましたが，石

狩市がどこにあるのか見当がつかないほど，北海道のこと

を知りませんでした．ですから子どもたちが学校で学んで

きたことを聞いて，「北海道ってそうなんだ」と言うと，

長女に「こんなことも知らないの，小学校で習わなかった

の」と言われます．まだまだ，子どもたちに北海道のこと

を一つ一つ教わっている状況です． 

○野宮 着実に道民になられているようで微笑ましいで

すね．千堂さんは兵庫の出身ですが，ご両親が阪神淡路大

震災で被災されたと聞いています． 

○千堂 当時，私は東京にいましたが，朝，テレビをつけ

たら神戸の街並みが燃えている映像が流れていました．親

とは連絡が取れず，最初は何が起きたのか全く分かりませ

んでした．震災時は仕事が忙しく，発生１週間後にようや

く実家に戻ることができましたが，子どもの頃に見て育っ

た光景が何一つ残っていない現実にショックを受けまし

た．私が北海道に来たのは，東日本大震災が起きる直前の

2011 年 2 月．北海道も揺れましたが，それでも震災の当

事者ではありませんでした． 

○野宮 北海道は本州と比べ地震は少ないというイメー

ジでしたか． 

○千堂 恥ずかしながら，そう思っていました．義母から

は地震も台風もないと聞いていましたし，少し甘く見てい

たところはありました． 

○野宮 9月 6日に北海道胆振東部地震が起きた時は，自

宅にいたのですか． 

○千堂 私はいつも子どもたちと川の字になって寝てい

ますが，揺れを感じた途端，すぐに子どもたちの上に覆い

被さりました．その後，玄関までの動線が安全かを確認し

ました． 

○野宮 揺れの後に大停電が発生しました．復旧まで，千

堂家はどう過したのでしょうか． 

○千堂 電気が消えて明け方になるまでの時間が，とても

長く感じました．準備していた懐中電灯を使って，最初に

したことはラジオをつけたことです． 

○野宮 ラジオがあったのですか． 

○千堂 たまたま１週間前に娘が工作でラジオを作って

いたのです．暗闇の中，寝室の近くに置いてあったのを見

つけ，「ラジオがあった！」と喜びながらスイッチを入れ

ました．娘のラジオが大切な情報源になりました． 

○野宮 食料や水はどうしたのですか． 

○千堂 阪神淡路大震災の時の経験を親や友人から聞い
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ていたので，あらかじめ食事や消耗品などを準備していま

した．家族５人が１週間程度は生活できるだけの物資が入

ったボストンバッグをベッドの下に置いてあります．玄関

までの動線が確保できており，最低限ですが避難所生活で

必要なものも揃っていたので，それほど慌てずに過ごすこ

とができました． 

○野宮 今回の震災や停電を経験して，どのようなことを

感じましたか． 

○千堂 皆さんも同じだと思いますが，電気のありがたさ

です．普段は何気なく使っていますし，あるのが当たり前

の存在．口では「節電しよう」と言っても，長続きしたこ

とはありません．しかし，今回の停電で「明かりがある生

活は本当にありがたい」と実感しました． 

○野宮 最後に，このシンポジウムのテーマである港に対

してどのようなイメージがありますか． 

○千堂 夏に海を楽しむところ，というイメージがあるく

らいですが，私が知らないだけで港にはさまざまな魅力や

役割があると思います．北海道には食やエネルギーなどの

面で高い可能性があります．港も同じような可能性を秘め

ている存在だと思います． 

○野宮 ぜひ，これからも北海道ブランドの発信者として

ご活躍ください． 

○千堂 ありがとうございます．頑張らせていただきます． 
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6.4 基調講演「次世代のエネルギー供給における石狩湾

新港の役割」 

北海道大学工学研究院 エネルギー環境システム部門 

特任教授 近久 武美 氏 

本日は，再生可能エネルギーを中心とした次世代エネル

ギーについてお話しします． 

最初に石狩湾新港のポテンシャルついて説明します(図

1)．札幌に隣接していることや高い風力発電の潜在力があ

ること，電力貯蔵・水素製造などに有利であること，また，

さまざまな産業集積も期待でき，それによる高い電力・熱

需要があることなど，石狩湾新港は将来のエネルギー基地

としての条件がそろっています．既に火力発電所もあり，

エネルギー基地として非常に有力だと思います． 

なぜ今，エネルギーがクローズアップされているか．近

年は異常気象が続いており，集中豪雨が頻繁に起き，北海

道でも竜巻が発生しています．地球環境が変化しているこ

とは間違いありません．過去 1000 年の地球の平均気温の

変化をみると，全体的に低温化の傾向にありましたが，約

150年前から急に上昇しています． 

その原因は，私たちがエネルギーを得るために化石燃料

を燃焼した結果発生する CO2(炭酸ガス)の増加にあります．

太陽光は波長が短いため，地球を覆う CO2などの層を突き

抜けて地表に到達しますが，逆に地表から放射される熱は

波長が長いため，層が吸収し，その一部は跳ね返されて地

球に戻ります．これが地球温暖化のメカニズムです． 

温暖化対策でよく聞くのが，「木を植えましょう」とい

う方法．植林自体は間違いではありませんが，十分ではあ

りません．木は CO2を吸収し，その半分を酸素にして大気

に戻してくれますが，木が朽ちて地中で分解すると，残っ

た半分の CO2が大気に漏れ出してしまいます(図 2)．です

から，森を増やすことは大切ですが，それだけでは抜本的

な解決策にはなりません． 

図 1 

アメリカ元副大統領でノーベル平和賞受賞者のアル・ゴア

さんが主演し，世界各地の環境問題を記録したドキュメン

タリー映画「不都合な真実」の中には，こんな言葉があり

ます．「沸騰しているお湯にカエルが飛び込むと，カエル

は次の瞬間お湯から飛び出す．しかし，同じカエルを生温

かい水の入った鍋に入れて沸騰するまで少しずつ温度を

上げていくと，ただじっと座っているのだ．同じ危険があ

るというのに」．まさに今，人類が直面している危機を端

的に表した言葉です． 

では，どうすればいいのか．CO2を出さない方法は大き

く分けて，原子力発電と再生可能エネルギーの 2つしかあ

りません．原子力発電は確かに良い面があります．CO2を

出さない，海外から高い燃料を購入せずにエネルギー生産   

が可能などさまざまなメリットはありますが，大きな問題

が 2つあります．1つは安全性，もう 1つは放射性廃棄物

です． 

もう一方の再生可能エネルギーには，それで本当に社会

を維持できるのかという疑問があります．これについては

後で詳しく説明します．今までの内容をまとめます．地球

温暖化が進むと，砂漠化が世界規模で進行し，大型自然災

害の発生や生物の大量死滅が始まるといわれています．人

為的温暖化を疑う意見もありますが，エネルギーと食料の

制約から，2030 年ごろに人類は大きな危機に直面すると

考えられています．人類が生き延びるには，気温上昇を抑

えるしか方法はありません． 

では，次に再生可能エネルギーについてお話しします．

気になるのは，再生可能エネルギーの使用でどれだけ CO2

排出を抑えることができ，その場合の社会コストはどうな

るのか，という点です．それらの疑問について解析した結

果を紹介します． 

 解析モデルの対象地域は北海道で，期間は 2010 年～

2050 年までの 40 年間，人口は 2050 年までに 3 割程度が

             図 2 
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減少すると想定しました．また，将来の金銭価値を現在価

値に割り引く値は 3％に設定しました． 

これは 2050 年までの積算 CO2 排出量について，条件を

5 段階に分けて解析した結果です(図 3)．横軸が時間で，

縦軸は北海道の CO2の年間排出量を表します．何も対策を

講じずに，これまでと同様な条件とした場合を示したのが

一番上の線．人口は多少減り技術も発達するので，排出量

は 2030 年あたりから少し減ります．これをベースに，積

算 CO2 排出量の削減率を 10％に設定したのが上から 2 番

目の線，20％が 3番目，30％が 4番目です．ところが，い

くらコストをかけても 40％の CO2 削減はできず，38％ぐ

らいで限界に達してしまいます． 

CO2削減に社会コストがどの程度要するのかを解析する

と，20％程度の削減であれば社会コストの増加は 3％程度

で済むことが分かります(図 4)．つまり，約 20％程度なら，

それほどお金をかけずに削減できるといえ，この際の 2050

年における2013年比のCO2削減率は48％程度となります． 

次に，どの分野の CO2が減るのかを説明します（図 5）．

条件設定を厳しくすると，民生(家庭と業務)部門の CO2排

図 3 

図 4 

出量はかなり減ります．ところが，運輸部門はなかなか減

らず，産業部門も一定を超えると減り方が鈍くなります．

産業部門には，製鉄・製紙などどうしても CO2を出してし

まう業種があるので，これからは運輸部門の CO2排出量を

いかに抑制するかが重要といえます． 

話をまとめます(図 6)．低コストで CO2 を減らすには，

早期に CO2 削減に有効な設備を導入した方が効果は大き

くなります．解析期間を 2010 年～2050 年までとすると，

積算 CO2排出量は削減率 20％までだと容易に減りますが，

投入コストを増やしても 38％超にはできません． 

また，CO2総量の削減制約を与えると，風力や太陽光に

よる発電が増え，電力部門の CO2排出量が減り低炭素化が

大きく進みます．この効果は特に民生部門に波及し，低炭

素化を促します．しかし，製鉄などを含む特定産業部門で

は CO2が排出され続け，運輸部門の低炭素化は十分に進み

ません． 

ここからは再生可能エネルギーの効果に関する解析結

果を紹介します．道内を 4 地域に区分し，風力発電を 20

カ所，太陽光発電を 10 カ所設置すると想定(図 7)．そし

            図 5 

図 6 
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て，地域間を結ぶ電力系統は現在と同じで，これを超える

電力の送電はできないという制約条件下のもと，2014 年

の詳細な 1時間間隔の風力，太陽，需要データに対して解

析しました． 

再生可能エネルギー導入による総コストの変化につい

ては，今のままで何も対策を講じない場合が一番上の線，

送電線を太くし増強した場合が 2番目の線，蓄電池を導入

した場合が 3番目の線，送電線を太くし蓄電池も導入した

場合が 4番目の線です(図 8)．電力消費の 50％程度までを

風力や太陽光で賄うのであれば，社会コストはそれほど上

昇しません．再生可能エネルギーを増やすと，電気代はか

なり上がると危惧する人が多いと思いますが，実際はそう

ではないことが分かります． 

 今までの内容をまとめます(図 9)．経済産業省資源エネ

ルギー庁による 2030 年のコスト推計値を用いた場合，再

生可能エネルギーの割合が 50％程度までは余剰電力の発

生は少なく，社会コストの増加もわずかです．また，再生

可能エネルギーの大量導入時の余剰電力発生によるコス

ト上昇は，蓄電池の導入あるいは送電線の増強を適切に組

             図 7 

図 8 

み合わせることでかなり抑制することが可能です．この余

剰電力を用いて水素を製造し，運輸部門で利用することが

社会コストや利便性の点で望ましいこと，それによって再

生可能エネルギーが主体となった社会の形成が可能であ

ると考えます． 

再生可能エネルギーで生じた余剰電力で水素を製造す

る技術開発が進んでいます．その水素を消費地に陸上輸送

する場合のコストについて考えてみます(図 10)．例えば石

狩で製造した水素をスタンドなどに輸送する場合，水素の

価格がいくらなら利益が出るのかを試算すると，1Nm3 当

たり 25 円以上となります．この価格が高くなるほど，曲

線上を上に移動し，余剰電力の有効利用が進みます．圧縮

水素を輸送する場合，70 km圏内であればコストは低く抑

えられますが，それ以上の距離になると液化水素が有利と

なります．液化水素で輸送する場合には距離による差がほ

とんどなくなります． 

 輸送ではなく高圧電線を活用すると，どうなるのか(図

11)．稚内の余剰電力を電線で石狩まで送り，石狩で水素

製造をする場合と，道央の余剰電力を石狩に送った場合を

            図 9 

図 10 
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比較すると，道北の方が余剰電力が豊富な分，安価になり

ます． 

自動車について考えてみます(図 12)．一番下の点線が図

8の下の線で，電力部門のみのコストです．これにそれぞ

れのケースの燃料代を加えたものが他の線です．対象とす

る自動車の台数は現在のガソリン車の半分としています．

電気自動車はガソリン車に比べ高価ですが，エネルギーコ

ストの面では有利です．そのため，電気自動車にすると全

体のエネルギーコストは下がります．それに対して，電気

で製造した水素で動く燃料電池車にすると，燃料製造コス

トは逆に高くなります．しかも CO2も増加してしまいます．

つまり，余剰電力から水素製造することは適切ですが，余

剰電力がない場合には，水素は天然ガスから製造した方が

安価ですし，CO2削減にもなります． 

また，再生可能エネルギーの割合が増えると，電気自動

車と燃料電池車のエネルギーコストの差は縮小します．電

気自動車は余剰電力を蓄える性能が低く，再生可能エネル

ギーが増えるほどコストは上昇しますが，水素製造は余剰

電力を有効利用する能力が高いためです． 

図 11 

図 12 

再生可能エネルギーを利用した水素製造についてまと

めます(図 13)．電気自動車はエネルギーコストが安く，水

素燃料電池と同程度の CO2削減効果がありますが，再生可

能エネルギーの割合が大きくなった場合は，その変動緩和

効果は小さくなります．余剰電力を利用した水素製造は，

コストおよび CO2削減の点から最も意義があり，長距離バ

スやトラックの水素燃料電池化に有効です．水素製造地か

ら消費地まで 70km 以内では，圧縮水素がコスト的に有利

になり，それ以上の長距離輸送になると液体水素が適して

います．また，発電変動に同期した水素製造を遠隔地で行

えば，電力系統にあまり大きな負担を掛けずに電気を送る

ことができます． 

最後に，エネルギーとは違う視点になりますが，価格と

雇用の関係についてお話しします．一般に再生可能エネル

ギーが増えると，価格が上がり困るという議論になります．

でも価格が上がることは本当に悪いことなのでしょうか．

雇用の点から価格を議論しますと，必ずしもそうとは言え

ません． 

これからの社会では技術の進歩によって，やがてものづ

くりには人が要らなくなるといわれています．そうした時

代になると，雇用機会の確保が難しくなり，競争の激化と

格差拡大を招きます． 

 私たちはサービスを提供し，その対価としてお金をもら

い，そのお金でサービスを購入する，という「お金のキャ

ッチボール」をしています(図 14)．このキャッチボールの

回数が増えればさまざまなサービスを受けることができ

雇用も増え，私たちは豊かになります．仮に価格が高いと

しても自分がもらう給料も高くなるわけで，地域でお金が

循環していれば問題にはなりません．これに対してコスト

削減競争を進め，このキャッチボールの輪を小さくすると，

社会はシュリンク(縮小)し，失業者が増加します．したが

って，価格が高いか安いかというのは大きな問題では

            図 13 
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なく，社会の中でいかにこのキャッチボールを増やしてい

くかが重要です． 

今，私たちが使うエネルギーの大半は，輸入した石油や

ガスからつくられており，エネルギーの購入金の大部分は

海外に流出しています．北海道でつくられたエネルギーを

使い，それに対して支払ったお金が北海道の中で循環する

のであれば，電気代が少し高くなっても私たち道民はもっ

と豊かになれると思うわけです． 

ここで格差の話をしましょう．統計学的には，お金をた

くさんばらまいても，一部の人だけが独占し，大半はその

恩恵を受けられないという結果になります．みんなが豊か

になるためには，ただ GDPを上げて，むやみにお金の量を

増やすだけでは十分な効果はありません．裕福な人たちか

ら貧しい人たちへお金が流れる仕組みづくりが重要にな

ります．ワークシェアを進め，さらに所得格差間でお金が

うまく再配分される仕組みです． 

そんな生ぬるい楽園は実現できるのか，と疑問を抱く方

もいるでしょう．私はその拠り所は教育だと思います．こ

れからは教育で技術競争力を高めて，いいものをつくり，

安くは売らないという考え方を浸透させていくべきだと

考えます． 

エネルギーから脱線しましたが，強調したいのは再生可

能エネルギーで私たちが使うエネルギーを供給するのは

十分可能で，コストはそれほど上昇しないということです．

たとえコストが高くなったとしても，その差額分が道内で

循環すれば北海道の豊かさにつながります． 

従来型のエネルギー社会や生産拡大社会の維持はもう

限界にきており，そろそろ発想の転換が必要な時代に来て

います．再生可能エネルギーを主体とした地産地消型エネ

ルギーインフラ形成は雇用創出，エネルギー自給，環境保

全を推し進めます． 

エネルギー転換を急速に推し進めている中国では再生

            図 14 

可能エネルギーが急拡大しており，日本はむしろ遅れを取

っています．中国の政策は再生可能エネルギーの拡大が経

済発展・国力強化の原動力であることを物語っています． 

再生可能エネルギーの拡大は，お金の循環がポイントに

なります．北海道はその地の利から，食と分散エネルギー

を中心とした生産・消費構造の変革を進める上で有利で，

今が好機といえます．そして，こうした循環型社会の実現

と維持のためには，市民の理解と教育が重要だと考えます．

今回の話が市民の理解につながり，北海道では再生可能エ

ネルギーを中心としてお金が地域で循環し，これまでより

も豊かな社会となることを期待しています． 

ご清聴いただきまして，ありがとうございました． 
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6.5 パネルディスカッション「石狩湾新港が担う，北海

道のエネルギー供給」 

 

○野宮 これより「石狩湾新港が担う，北海道のエネルギ

ー供給」をテーマに 5人のパネリストの方々とお話を進め

ていきます．このパネルディスカッションでは石狩湾新港

がエネルギー拠点港として担うべき役割と，そのために必

要な取り組みについて意見をいただきます． 

最初に自己紹介とそれぞれの立場から石狩湾新港の現

状や課題について，お話しいただきます．まずは田岡市長

からお願いします． 

 

○田岡 石狩市長の田岡です．1968 年に当時の石狩町役

場に入職して以来，半世紀を石狩湾新港とともに歩んでき

ました．建設当初は全く想像していませんでしたが，今や

石狩湾新港はエネルギー抜きには語れないほど，その役割

が大きくなっています． 

石狩市では時代を見越して，雪氷利用や超電導直流送電

技術の研究，熱供給事業の実証研究など，エネルギー分野

の研究に取り組んできました(図 1)．その結果，地方分散

型エネルギーには大きな可能性を秘めていることが分か

りました．その実現には，現在進めている余剰電力を水素

に転換・利用する技術の研究が必要だと思います． 

この後に洋上風力発電とガスによる火力発電について

専門家から説明がありますが，今後も「平和で安定的で安

全」という理想社会の実現を目指してエネルギーの研究を

続けていきます． 

 

○野宮 次に北海道電力の木元さんにお話しいただきま

す． 

 

○木元 北海道電力経営企画室の木元と申します．最初に，

図 1 

北海道胆振東部地震において離島を除く北海道全域が停

電になったことについて，道民の皆さまの生活や経済活動

に大変な影響を及ぼしましたことを，深くお詫び申し上げ

ます． 

ブラックアウトに至った経緯と，再発防止に向けた取り

組みについて説明します． 

ブラックアウト発生の経緯ですが，地震発生で苫東厚真

発電所の 2号機と 4号機が停止し，ほぼ同時に道央エリア

と道東エリアを結ぶ送電線が一時的に停止しました(図 2)．

道東から道央へは水力発電所の電気を送電していました

が，水力発電所も停止し，これに伴い発電と需要のバラン

スが崩れ，電気の周波数が低下しました．本州から自動的

に電気が供給されていましたが，それだけでは足りず，周

波数の低下が進み，電力供給を中止する負荷遮断を実施す

るに至りました． 

その後，火力発電所の増出力や本州からの電気供給増で

一時的に周波数が回復しました．この時，苫東厚真発電所

の 1号機は運転中でしたが，地震による設備損傷で徐々に

出力が低下し最終的に停止状態になりました．これにより

周波数が下がり，他の火力・水力発電所と本州からの供給

が全て止まった結果，ブラックアウトが発生し，全道 295

万戸のお客さまへの供給がストップする事態になりまし

た． 

次にブラックアウトからの復旧状況について説明しま

す(図 3)．火力発電所は完全停電した状態からは，自力で

発電を再開できないという技術的な制約があります．再起

動には，停電からでも発電可能な水力発電所を最初に起動

させて電気を火力発電所に送り，その種火をもとに火力発

電所を順次起動させる手順を踏まなければなりません．こ

うした理由から，運転開始までに相応の時間を要しました． 

 当面の再発防止策としては，自動的に電気の供給を止め

る負荷遮断装置の能力を増強しました(図 4)．また，苫東

図 2 
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厚真発電所が 3台とも運転する場合，事故発生時に迅速

にバックアップできるように揚水発電所の京極発電所が

運転可能であることを条件にしました． 

中長期的な対策としては，負荷遮断装置の動作タイミン

グの見直しや，北海道と本州をつなぐ連系設備の増設など

を行います．また，復旧に関わる訓練や研修も充実させて

いきます． 

 

○野宮 続きまして，再生可能エネルギー事業者の立場か

ら，グリーンパワーインベストメントの幸村さんにお話し

いただきます． 

 

○幸村 グリーンパワーインベストメントの幸村と申し

ます．当社の簡単な紹介と，私どもがここ 10 年来取り組

んでいる石狩湾新港内における大型洋上風力発電につい

て説明します． 

 当社は 2004 年の設立以来，再生可能エネルギーの導入

拡大に取り組んできました．最近は再生可能エネルギーの

主力電源化という追い風もあり，業容が拡大しています．

            図 3 

図 4 

現在は青森県のつがる市で，日本最大級の風力発電所を建

設中です． 

石狩湾新港洋上風力発電について説明します．当社が正

式に事業者として選定されたのは 2015 年です．これは石

狩湾新港の空撮写真で，防波堤外側を線で囲った部分が事

業予定地です(図5)．発電規模は10万kWを計画しており，

2019年度内には設計などの主要手続きを終えて 2020年の

春に着工，2022年春の完成を目指しています． 

海上に風車を据え付けて，電気は送電線で陸に送ります．

また，港近くには電圧を上げるための変電所や大型蓄電池

を併設し，発電した電気は北電の西札幌変電所に送ります．

これは世界でも例のない取り組みとなります．また，一部

の電気を水素に改質する事業についても石狩市の研究会

に参加して検討しています． 

これは海に風力発電機が並んでいるイメージ写真です

(図 6)．陸地から風車が見えることへの賛否はあるかと思

いますが，私にとっては今世紀もしくは来世紀の夢につな

がる，素晴らしい風景だと感じています． 

 これまでは洋上開発に関する法律はありませんでした

が，2018年 11月の臨時国会において，一般海域における

洋上風力開発を促進する「洋上新法」が成立しました．し

             図 5 

図 6 
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かし，新法成立だけでは導入環境が整ったとは言えません．

大きな風力発電機を洋上に設置するには，機材を作業船に

積み込むための岸壁や機材の保管場所の確保など，港湾設

備の拡充が必要になります．その実現には，地元自治体は

もちろん，国土交通省港湾局や北海道開発局などとの官民

一体型の連携が不可欠です． 

地元住民の受け入れも大きな課題です．海上には漁業を

営む方々がいます．漁業者や地元住民の方々に向けて丁寧

に説明し，理解を得ながら進めることが重要になります． 

 

○野宮 既に道内各地に風力発電機はありますが，洋上に

つくるメリットは何でしょうか． 

 

○幸村 近年，再生可能エネルギーは主力電源という位置

付けになりつつあり，大量導入が必要とされるようになり

ました．海洋スペース世界第 3位を誇る日本の国土事情を

考えると，再生可能エネルギーの拡大には，洋上風力しか

ないと思います．さらに，洋上は風が強く，民家からの距

離が十分に確保できるメリットもあります． 

 

○野宮 ありがとうございます．続きまして千堂さん，こ

れまでの皆さんの発言を聞いてどう思いましたか． 

 

○千堂 正直に言うと，普段の生活の中ではなかなか接す

ることができないお話で，大変興味深く聞いています． 

道内でも風力発電機を見かけていましたので，再生可能

エネルギーは拡大しつつあると感じていました．しかし，

将来を考えると，まだまだ不十分であることを知りました． 

これからのお話の中で，私たちにもできることや，心掛

けておくと役に立つヒントなどが得られればと思います． 

 

○野宮 近久先生は，これまでの発言についてどう思いま

図 7 

したか． 

 

○近久 幸村さんは電気から水素を製造することを検討

されていますが，コスト面の課題があったとしても，余剰

電力が発生するなら取り組むべきだと思います． 

木元さんからはブラックアウトの説明がありましたが，

将来的には再生可能エネルギーを中心とした分散電源を

増やし，さらに地域ごとの系統遮断装置を増強すればブラ

ックアウトに対応できると思います． 

 

○野宮 ここからは，石狩湾新港がエネルギー拠点港とし

て発展していくために必要な方策やその役割などについ

てお話を進めます．まずは，木元さんからお願いします． 

 

○木元 現在，建設中の石狩湾新港発電所の概要を説明し

ます．火力発電所は樽川埠頭に面した小樽市側にあり，一

方 LNG(液化天然ガス)基地は，発電所と樽川埠頭を挟んだ

対岸の石狩市側に建設中です(図 7)．ガスは LNG基地から

海底パイプラインで火力発電所に送ります． 

1号機の出力は約 57万 kWで，2019年 2月に営業運転を

開始する予定です(図 8)．苫東厚真の 4号機が 70万 kW，2

号機が 60万 kWなので同程度の規模になります．最終的に

は 3 号機まで建設する計画で，トータルで 170 万 kW 程度

の出力規模になります． 

石狩湾新港を選んだ理由は，電力需要が大きい道央圏に

あり，燃料となる LNGが受け入れ可能な港湾設備が整備さ

れているからです．また，当社の発電所は太平洋側に多く，

石狩湾新港発電所の完成で日本海側への電力分散も図れ

ます． 

 燃料を LNG にしたのは，LNG 発電は環境に優しく，CO2

排出量は石炭火力発電所の半分以下に抑えられるからで

す(図 9)．石炭・石油に LNGを加えることで燃料の分散化

            図 8 
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が図られ，電力の安定供給も期待できます．また，ガスは

発電出力が調整しやすく，災害などで他の発電所に不具合

が起きた時に出力を早く上げることができるので，ブラッ

クアウト防止にも役立ちます． 

当社の火力発電所の大部分は昭和 40年代から 50年代に

運転を開始しており，経年化が進んでいます．石狩湾新港

発電所には，こうした火力発電所の代替としての役割を担

うことになります． 

次に工事状況について説明します．これは LNG基地の写

真です(図 10)．右側の 2 つは北海道ガスと共同利用して

いるタンクで，左側の 2つは当社のタンクになります．一

番左の NO3 のタンクは既に LNG の貯蔵を開始しており，

NO.4タンクは 2020年に完成予定です． 

これは火力発電所の写真で，既に設備は完成しています

(図 11)．煙突の高さは約 80m あります．発電所は 40～50

年使用する施設なので，地元の方々に理解され，愛される

ことが大切だと思います． 

 

○野宮 先日，石狩湾新港発電所を見学する機会があり， 

             図 9 

図 10 

新発電所の特徴を「瞬発力に優れた短距離ランナータイ

プ」と表現していました．とても分かりやすい説明だと感

心しました． 

 

○木元 ガスは気体なので，その性質から出力を早く上げ

ることができます．また，調整しやすいので，さまざまな

状況変化に対応する柔軟性にも優れています． 

 

○野宮 千堂さん，そう聞くと見に行きたくなりませんか． 

 

○千堂 子どもたちも興味を示す施設だと思います．社会

科見学で新発電所を訪れると，エネルギーへの関心がもっ

と高まり，同時に自分のまちのことを知る機会にもなりま

す． 

 

○野宮 木元さん，新発電所の一般見学はいつからですか． 

 

○木元 営業運転開始以降から受け付けますので，ぜひご

覧ください． 

 

○野宮 続きまして幸村さん，再生可能エネルギーの視点

から，石狩湾新港の今後の役割と期待などについてお話し

ください． 

 

○幸村 今，千堂さんから，基調講演では近久先生から教

育についてお話がありました．私も同じ考えです．「再生

可能エネルギーのメリットは分かるけど，高いし不安定な

のでは」との意見をよく聞きます．まずは再生可能エネル

ギーについて深く理解してもうらことが先決で，今後は洋

上風力発電所について市民の方々に知ってもらう機会を

もっとつくりたいと考えています． 

 再生可能エネルギーにおいて，石狩市に期待することを

図 11 
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お話しします．洋上風力の導入を考えた時，最初に日本全

国の港を全て調べました．至った結論は，石狩湾新港がベ

ストだということ．札幌という一大経済圏を抱え，風力資

源が豊富という立地の良さ，そして洋上風力発電は大きな

産業集積を伴うので，工業団地に開発余力のある用地があ

ったことなどが決め手になりました．洋上風力発電の導入

拡大が進むと，やがて石狩湾新港が洋上風力発電の産業集

積も含めた拠点的な役割を担うと考えています． 

この図の右側の地図は，風力資源の分布を示しています

(図 12)．賦存量は風力資源のポテンシャル示しますが，

日本の 50％以上の賦存量は秋田県男鹿半島から稚内まで

の日本海側に位置しています．左側の図は，石狩湾新港か

ら半径 300km と 500km の円が描かれています．洋上風車

を据え付ける専用船が拠点港からカバーできる範囲は 300

～500km とされています．石狩湾新港は日本の賦存量の

50％をカバーできる位置にあり，北の拠点港として有望で

す． 

再生可能エネルギー拡大の一つ鍵となりうるのは水素

です．再生可能エネルギーから製造した電気は送電線で送

らなければならず，長距離だとロスが出ます．送電線に頼

らない方法として電気を蓄電池に貯める方法が考えられ

ますが，自然放電してしまうのでできません．しかし，水

素に変換すれば貯蔵できるので，送電網要らずのエネルギ

ー供給システムが構築できます． 

この図は水素の活用構想を示しています(図 13)．現在

は再生可能エネルギーで電気を製造しても，電力系統に受

け入れられなければ捨てることになります．この廃棄分の

電気を水素に変換できないか，と考えています．北海道の

再生可能エネルギー資源を，例えば液化水素化してタンカ

ーで本州に輸送できれば，日本は純国産の再生可能エネル

ギーで賄えるようになります．石狩市はそれを担うポテン

シャルを有していると思います． 

 

図 12 

○千堂 繰り返しになりますが，水素化により今まで捨て

ていた電気が活用され，そして運搬も可能になるというこ

とですか． 

 

○幸村 そうです．再生可能エネルギーの不安定さは，例

えば風力発電の場合，電力需要が低下していても，強い風

が吹くとどんどん発電してしまうことにあります．せっか

く風が吹いても，需要を超えた分は電力系統に受け入れら

れず，廃棄しなければなりません．もちろん，電池に貯蔵

することも可能ですが，水素は電池のように自然放電せず，

貯蔵しやすいのが利点です． 

 

○千堂 分かりました．ありがとうございます． 

 

○野宮 続けて千堂さんに質問ですが，消費者として北海

道のエネルギーについて気になることがありますか． 

 

○千堂 私たちの多くは，電気はスイッチを押せば使える

のが当たり前だと思っているのではないでしょうか．今回

のブラックアウトで改めて電気の重要性と安定供給のあ

りがたさを痛感しました． 

消費者としては，電気代がとても高くなるのは困ります．

しかし，再生可能エネルギーの導入や安定供給実現のため

の施設整備などについて丁寧な説明があり，納得できる理

由があれば，値上げは受け入れられると思います． 

 

○野宮 近久先生，千堂さんからは消費者としてのお話が

ありましたが，いかがでしょうか． 

 

○近久 CO2排出量を減らし，自然と共生できる社会をつ

くり，そして自分たちも豊かになりたいという社会を目指

すなら，今よりエネルギーコストが上がるのは避けられま

せん． 

            図 13 
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再生可能エネルギーが本格的に導入されるまでの過渡期

は，コストがどうしても上がります．電気代が上がると電

気で製造する製品の価格が上がり，売り上げが落ち込みま

す．対応策として，産業用の電気代は据え置き，家庭向け

の民生用の電気代を値上げする方法があります．実際，ド

イツは産業用の電気代を抑え，民生用は日本の 1.7倍の高

さです．それでも国づくりに成功しています． 

 

○野宮 田岡市長，石狩湾新港に対してさまざまな意見や

期待が寄せられています． 

 

○田岡 発電が巨大なプロジェクトになればなるほど，本

当に安全かどうか，市民は不安になります．プロジェクト

の有益性だけを一方的に説明しても，理解を得ることはで

きません．私たちに必要なエネルギーをどのような仕組み

でつくり，そのリスクを誰がどのように解決し，それを市

民にどう説明していくのか，というプロセスを示すことが

重要です． 

エネルギーの価値観が世界全体で変わる中，100％再生

可能エネルギーを利用して会社事業を行う「RE100」とい

う考え方が注目され，日本でも脱炭素化に賛同する企業が

増えています．こうした価値観を持った企業を石狩に誘致

できないかと考え，現在調査を進めています(図 14)． 

 

○野宮 最後に，今後の目標や石狩湾新港への期待などに

ついて一言ずつお願いします． 

 

○木元 再生可能エネルギーを大量導入する場合は，大き

な出力変動と余剰電力への対応が課題になります．出力変

動は蓄電池を使って調整しますが，新発電所は出力調整に

優れ，蓄電池量を減らせます．また，余剰電力は本州に送

ります． 

図 14 

○幸村 今，田岡市長が言われた，「市民は再生可能エネ

ルギーの有益性を理解しているが，心配なのは安全性なの

だ」という話が胸に突き刺さりました．当社は開発を進め

る際，地域の方々の受容性を一番大切にしてきました．安

全をいかに担保し，丁寧な説明をしながら事業を推進して

いくか，ということの重要性をこの場で再認識しました．

今後も努力を続けていきたいと思います． 

 

○千堂 電気は生活に不可欠で，いつでも安心して使える

ものでなければなりません．私たち消費者は，未来のエネ

ルギーについてもっと関心を持つことが大切だと思いま

す．また，今回の震災で，子どもたちの節電意識は大きく

変わりました．私たち大人も電気を大切に使う工夫が求め

られています． 

 

○近久 再生エネルギーへの転換で，お金が地域で循環す

る新しいビジネスモデルが豊かな社会を実現させます．電

気代が上がると不満は出ますが，それを乗り越える一歩が

必要です．高い電気料金を受容することでお金が循環し，

最終的に北海道の経済発展という形で自分たちに還元さ

れることを，教育を通じて理解してもらうことが大切です． 

 

○田岡 石狩市では，石狩湾新港地域の新たな可能性を創

出する取り組みや地球温暖化対策推進計画など，さまざま

な事業を進めています．近久先生が指摘する，再生可能エ

ネルギーによる循環型社会の構築は重要なテーマであり，

「RE100」の理念に沿った企業誘致もそれを具現化する一

つの方法だと思います． 

今後，石狩湾新港がエネルギー分野で果たす役割を考え

ると，まだまだ発展の余地があると感じています．引き続

き，次の時代を見据えたまちづくりに取り組んでいきます． 

 

○野宮 皆さん，大変貴重なご意見をありがとうございま

した． 

今回のパネルディスカッションを通じて強く感じたの

は，北海道のエネルギーを考えるなら，「まずは石狩湾新

港に足を運ぶべきだ」ということです．そこには巨大な

LNGタンカーが入港し，大きなタンクがそびえ，高い煙突

のある火力発電所があり，近い将来には洋上風力発電の風

車も見られることでしょう．エネルギーを生み出す拠点と

しての新しい景色を，次の時代を担う子どもたち，若者た

ちにもぜひ知ってもらいたいと思います． 

また，石狩湾新港がエネルギー拠点港としてさらに発展

するには行政や民間企業，そして市民，道民それぞれが知

恵を出し合い，連携していくことが何よりも大切だと思い
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ます． 

それではここで，会場から質問を受けたいと思います． 

 

○質問者 1 幸村さんにお聞きします．拠点港が地域経済

や社会にどのようなメリットをもたらすのでしょうか． 

 

○幸村 風力発電機の部品点数は多く，裾野が広い産業と

いえます．石狩市が日本海側での洋上風力発電の拠点にな

ると，港の後背地に多種多様な風力発電機の技術にまつわ

るメーカーやサービス提供者が集積します．その経済効果

は石狩市はもちろん，札幌市や全道にも波及すると思いま

す． 

 

○質問者 2 千堂さんにお聞きします．北海道に移住され

て幸せでしょうか． 

 

○千堂 北海道に来て，私は人生観が変わった気がします．

「道民になったね」と言われることを目指して生活を送っ

ており，今は芸能活動よりも「道民活動」の方がメーンに

なっているほど．毎日を楽しく幸せに過ごしています． 

 

○野宮 時間となりましたので，ここでシンポジウムを終

了させていただきます．ご参加いただきましたパネリスト

の皆さま，改めてありがとうございました． 
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付録Ｉ ザ・シンポジウムみなと in 石狩 開催案内 
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主催者挨拶 
ザ・シンポジウムみなと実行委員会 委員長 笹島 隆彦 氏 

 

 

 

 

付録Ｊ ザ・シンポジウムみなと in 石狩 写真 

開催地代表挨拶 
石狩市長 田岡 克介 氏 
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記念対談 
フリーアナウンサー 野宮 範子 氏     女優・タレント 千堂 あきほ 氏 

基調講演 
北海道大学大学院 エネルギー環境システム部門 特任教授 近久 武美 氏 
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パネルディスカッション 

同時開催した「ＮＰＯ法人 北海道みなとの文化振興機構パネル展」 
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新聞記事：北海道新聞  2019年(平成 31年)1月 30日 
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